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生活文化常任委員会次第 

 

令和４年１１月２９日（火）午前１１時 

於  大 会 議 室 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 事（市民生活局関係） 

 （１）付託された議案の審査 

議案（１件） 

議案第９３号 令和４年度明石市一般会計補正予算（第７号） 

………………………………… 前田 サポート事業部長 

※ 資料参照 ……………………… 榎本 市民サポート事業担当課長 

 

 

 （２）その他 

 

 

 

３ 閉 会 
以 上 



 

 

 

 

あかし生活・地域経済応援キャンペーン 

「３割おトク商品券」事業（第３弾）について 

 

１ 目的 

  コロナ禍だけではなく、ロシア・ウクライナ戦争に端を発する物価高騰などの影響を

考え、市民生活と地域経済への応援のため、あかし生活・地域経済応援キャンペーンと

しまして、「３割おトク商品券」事業（第３弾）を実施するものです。 

 

２ 事業の内容 

 ⑴ 本事業加盟店で使えるプレミアム率３０％の「商品券」を販売します。 

 ⑵ 紙タイプ商品券に加えて、アプリ等を活用したデジタル商品券を導入します。 

 紙タイプ商品券 デジタル商品券 

販売金額 １セット 5000 円で販売 

利用可能金額 6500 円分利用可能 

利用可能単位 
500円券×13枚 

※おつりは出ません 
1円単位で利用可能 

予定販売数 
100,000冊 100,000セット 

200,000セット 

換金総額 1,300,000 千円 （プレミアム分＝300,000 千円） 

※参考：第２弾「３割おトク商品券」の申込冊数 18 万 4000 冊（発行冊数 16万冊） 

 

３ 利用できる店舗 

  現在実施している「市民全員・事業者サポート事業（第２弾）」の利用可能店舗（約

1200店舗）を対象店舗とします。追加での希望があれば、随時受け付けます。 

 

４ 利用可能期間 

 2023年（令和５年）２月 1日（水）から ３月 31日（金）まで 

 

５ 予算額 

商品券費用（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分） 300,000 千円 

事務経費        135,000 千円 

総  額        435,000千円 

 

 

 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年 (令和４年 )11 月 29 日 

市民生活局市民サポート事業担当 



６ スケジュール（案） 

１２月  加盟店募集、説明会を開催 

1月 周知広報、ハガキ、Ｗebによる商品券の受付 結果通知 

 1月下旬～２月初旬 商品券引き換え 

２月１日～３月３１日 商品券利用可能期間 

 

７ デジタル商品券の購入・利用方法（イメージ） 

【購入】 

①専用アプリをダウンロードし申込 

  ⇓ 

②抽選・結果通知 

  ⇓ 

③購入金額を支払い 

【利用】 

① 専用アプリを起動する 

 ⇓ 

② 店舗に設置しているＱＲコードを読取る 

 事業者は専用機械の設置は必要ない。 

 ⇓ 

③金額を入力し、店舗が確認後、決済 
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生活文化常任委員会次第 

 

令和４年１２月１３日（火）午前１０時 

於  大 会 議 室 

 

１ 開 会 
 

 

２ 議 事（市民生活局、農業委員会関係） 
 （１）付託された議案・請願の審査 

① 議案（５件） 

議案第 ９ ４ 号 令和４年度明石市一般会計補正予算（第８号）〔分割付託分〕 

         …… 小林 文化・スポーツ室長兼スポーツ振興担当課長 

       ※ 資料参照 ………………… 丸山 新ごみ処理施設建設準備担当課長 

 

     議案第１０１号 明石市立勤労福祉会館及び明石市立中高年齢労働者福祉セン

ターに係る指定管理者の指定のこと 

※ 資料参照 ………………………………………… 田中 産業政策課長 

 

     議案第１０２号 明石市生涯学習センター及びあかし男女共同参画センターに

係る指定管理者の指定のこと 

※ 資料参照 … 堂上市民協働推進室長兼コミュニティ・生涯学習課長 

 

     議案第１０３号 明石市公設地方卸売市場に係る指定管理者の指定のこと 

※ 資料参照 ………………………………………… 田中 産業政策課長 

 

     議案第１０６号 指定管理者の指定に係る議決事項一部変更のこと 

       ※ 資料参照 ……………………………………… 稲原 文化財担当課長 

    

② 請願（１件） 

  〔新 規〕 

4.11.29 

 

第 5号 

明石市が管理している漁港を

含めた周辺環境改善を求める

請願 

石井 宏法 

出雲 晶三 

尾倉あき子 

家根谷敦子 

明石市林３丁目 

林崎漁港周辺環境改善協議会 

会長 田沼 政男 
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 （２）報告事項（５件） 

     ア 明石市人権施策推進方針の改定について 

※ 資料参照 ………………………………………… 野瀬 人権推進課長 

 

     イ 第２期明石文化芸術創生基本計画（素案）について 

※ 資料参照 ………………………………… 東瀬戸 文化振興担当課長 

 

     ウ あかし生活・地域経済応援キャンペーン「３割おトク商品券」事業の 

       実施状況について 

※ 資料参照 ………………………………………… 田中 産業政策課長 

 

エ 市民全員・事業者サポート事業（第２弾）の実施状況について 

※ 資料参照 ………………………… 榎本 市民サポート事業担当課長 

 

     オ 新ごみ処理施設整備に向けた取組状況について 

※ 資料参照 ………………… 丸山 新ごみ処理施設建設準備担当課長 

 

（３）その他 

 

 

３ 閉会中の所管事務調査事項 
⑴ 戸籍及び住民基本台帳について 

⑵ 国民健康保険及び後期高齢者医療保険について 

⑶ 葬祭事業について 

⑷ コミュニティ及び人権推進について 

⑸ 男女共同参画及び生涯学習について 

⑹ 文化芸術、国際交流、文化財保護及びスポーツについて 

⑺ 商工業及び農水産業について 

⑻ 環境衛生及び環境保全について 

⑼ 動物愛護について 

 

 

４ 閉 会 
以 上 



 

 

議案第 94号 関連資料 

      明石クリーンセンター最終処分場包括管理業務委託について 

 

１ 提案理由 

2022（令和４）年度末に包括管理業務の委託期間満了を迎える最終処分場について、今後も

本施設の安全性を確保し、効率的かつ一体的な運営を行うため、次期受託者の選定業務に向け

て、債務負担行為を行おうとするものです。 

 

２ 業務委託の概要 

（１）内  容 第２・３次最終処分場運営維持管理業務 

焼却灰等運搬業務 

関連施設管理業務 

（２）契約方法 制限付一般競争入札 

（３）期  間 2023（令和５）年４月 1日～2028（令和 10）年３月 31日 

（４）限 度 額 ３５８，０００千円 

年 度 割 2023（令和５）年度 ７１，５００千円 

2024（令和６）年度 ７１，５００千円 

2025（令和７）年度 ７１，５００千円 

2026（令和８）年度 ７１，５００千円 

2027（令和９）年度 ７２，０００千円 

 

３ スケジュール 

  2023（令和５）年１月 公告予定 

          ２月 契約後、業務開始前準備の開始 

          ４月 業務開始 

 

※ 参 考 

履行中の当該業務委託 

（１）期  間 2018（平成 30）年４月１日～2023（令和５）年３月 31日 

（２）委託料 ２９６，４９９，９５０円 

（３）受託者 シバタ工業株式会社 代表取締役 柴田充喜 

生活文化常任委員会資料 

2022年（令和４年）12月 13日 

市民生活局環境室資源循環課  



 

 

 

 

議案第 101号関連資料 

明石市立勤労福祉会館等に係る指定管理者の指定について 
 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

（１）名 称  明石市立勤労福祉会館 

所在地  明石市相生町２丁目７番 12号 

（２）名 称  明石市立中高年齢労働者福祉センター 

所在地  明石市西明石南町３丁目１番 21号 

 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 日本環境マネジメント株式会社 

所 在 地 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目 12番１号 

主 な 事 業 指定管理事業、ビル総合管理事業 など 

 

３ 事業概要 

（１）内容 

項 目 現 行 
提 案 内 容 

（現行の実施内容に加えて） 

運営体制 

統括責任者    1名 

勤労福祉会館  12名 

サンライフ明石 14名 

施設の運営を熟知した職員を継続配置

し、本社及び周辺指定管理施設などから

サポート・バックアップ体制を整え、効

率的で安定した管理運営を実施 

実施事業 

交流機会の促進と地域活性化に

向けて「健康増進」「高齢者向け

事業」「就業・スキルアップ事業」

「交流事業」の実施 

・稼働率の低い施設の活用 

・地域との連携・活躍の場の創出 

・内容を発展した事業及び地域団体等と

の連携による共同事業の実施 

貸館業務等 

・受付時間の延長 

 勤労福祉会館  9:00～20:30   

 サンライフ明石 9:00～20:00 

（通常の受付時間 9:00～17:00） 

・フリーWi-Fi環境の整備 

・無理な負荷の掛からない油圧式のトレ

ニングマシーンの導入 

 

（２）経費の増減（見込み額）                     (単位 千円) 

令和４年度予算 指定管理料（提案額） 増減額 増減率 

８７，８９０ ９０，６０８ ＋２，７１８ ３．１％ 

※ 提案額は、指定期間５年間の平均 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年(令和４年)12 月 13 日 

市民生活局産業振興室産業政策課 



 

 

 

 

 

 

議案第１０２号関連資料 

明石市生涯学習センター及びあかし男女共同参画センター 

に係る指定管理者の指定について 
 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

名 称  明石市生涯学習センター及びあかし男女共同参画センター 

所在地  明石市東仲ノ町６番１号  

 

２ 指定管理者となる団体の概要 

（1）名  称 一般財団法人明石コミュニティ創造協会 

（2）所 在 地 明石市東仲ノ町６番１号アスピア明石北館８階 

(3) 主な事業 市民の主体的な活動を支援する事業、協働のまちづくり推進組織を支援する事業、 

公共施設の管理運営及び関連事業 

 

３ 主な事業内容等 

（１）実施事業及び施設運営について 

 

（２）経費の増減（見込み額）                        (単位 千円) 

令和４年度 指定管理料（提案額） 増減額 増減率 

８８，８１７ ８８，９００ ８３ ０．０９３％ 

 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

２０２２年(令和４年)12 月 13 日 

市 民 生 活 局 市 民 協 働 推 進 室 

コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 生 涯 学 習 課 

項目 細目 内 容 

 

 

 

 

 

 

実施事業 

 

 

 

 

 

 

生涯学習事業の推進に

ついて 

「明石市生涯学習ビジョン」に基づき、市民による生涯学

習活動を支援するとともに、市民ニーズや社会課題に対応し

た生涯学習事業の実施 

生涯学習活動・地域で

活躍する人材の発掘及

び育成支援について 

地域における生涯学習活動を個々の活動に留めることな

く、それらを繋ぎ合わせることや、相乗効果を発揮できるよ

う展開するなど、地域で活躍人材の発掘や育成する事業を実

施 

男女共同参画・女性の

活躍推進について 

男女共同参画、女性の活躍推進に関する課題解決に向けた

事業の実施 

提案事業 

「マイあかし学」について 

 明石のまちなかの身近で気になるテーマを見つけ、そのテ

ーマを深め調査研究する市民の支援を進める。私だけが知っ

ている/私だけが興味のある明石のひと、もの、ことを探求す

ることを「マイあかし学」と定義し、世代、性別、分野を問

わず、「マイあかし学」を進める。 

施設運営 貸館業務 
 幅広い人々に利用してもらえるように、インクルーシブな

施設運営を行う。 



 

 

 

 

議案第 103号関連資料 

明石市公設地方卸売市場に係る指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

名 称  明石市公設地方卸売市場 

所在地  明石市藤江 2029番地の１ 

 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 株式会社明石卸売市場管理センター 

所 在 地 明石市藤江 2029番地の１ 

主 な 事 業 

・農産物、水産物、食料品等の販売促進事業 

・農産物、水産物、食料品等のブランド強化事業 

・給食食材提供事業 

・観光誘致事業など 

 

３ 事業概要 

（１）内容 

項 目 現 行 
提 案 内 容 

（現行の実施内容に加えて） 
目 標 値 

販路拡大の 

取組み 

・マレーシア、タイ、インドネシ

アでの物産展、レセプション等

に参加 

・タイから商社、料理店経営者を

招き営業活動を実施 

・県、市と連携し、東南アジアを

ターゲットとし新たな販路を開

拓する。 
取扱高 

1億円増 

給食食材の 

提供の取組み 

・中学校給食全校への提供 

・保育園23園、福祉施設２事業所

への提供 

・中学校給食全校への提供の継続 

・保育園等の新規 10園への提供 

・地産地消の推奨 

取扱高 

1億円増 

市場開放の 

取組み 

・５年に１度「市場まつり」を開

催 

・毎週土曜日に一般消費者向けに

市場を開放 

・卸売市場を経由した食材を取り

扱っている地元の小売店や飲食

店の紹介 

・一般消費者の時間に合わせた販

売機能の強化 

取扱高 

0.5億円増 

空き店舗誘致

の取組み 

・仲卸業者  青果部  21/21 

       水産物部 22/30 

・関連事業者      32/33 

・廃止が決定した加古川市公設地

方卸売市場の仲卸業者を誘致し

加古川市内への商圏を拡大 

取扱高 

20億円増 

 

（２）経費の増減（見込み額）                   (単位 千円) 

令和４年度 指定管理料（提案額） 増減額 増減率 

０ ０ － － 

※令和４年度より明石市からの指定管理料の支払はありません。 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年(令和４年)12 月 13 日 

市民生活局産業振興室産業政策課 



 

 

議案第１０６号 関連資料 

指定管理者の指定に係る議決事項の一部変更について 

 

 

１ 目的 

  令和４年度末に指定期間の満了を迎える明石市立文化博物館について、指定期

間を変更し、現指定管理者による管理運営を継続しようとするものです。 

 

２ 指定管理者に管理を行わせる施設 

名 称 明石市立文化博物館 

所在地 明石市上ノ丸２丁目１３番１号 

 

３ 指定管理者 

 小学館集英社プロダクション・鹿島建物共同事業体 

 

４ 指定期間の変更 

  令和５年３月３１日までの指定期間を２年間延長し、「令和７年３月３１日ま

で」とします。 

 

５ 変更の理由 

  今後の施設のあり方及び施設の管理業務のあり方につき、有識者と協議の上、

検討を進めるため指定期間を延長しようとするものです。 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料  

2022 年(令和４年)12 月 13 日 

市民生活局文化・スポーツ室文化振興担当  



 

明石市人権施策推進方針の改定について 

  

 令和4年9月の生活文化常任委員会で報告しました「明石市人権施策推進方針」について、パブリ

ックコメントによる意見公募等を踏まえ、別添のとおり取りまとめしましたので、報告いたします。 

 

１ 人権施策推進方針改定の経緯 

２002（平成14年）4月の明石市人権施策推進方針の策定、２０１１（平成23）年の改定から10年

が経過するなか、人権課題はさらに複雑化するなど新たな課題も発生し、またＳＤＧｓ等新たな視点

を加味した人権施策の必要性も高くこれらを取り入れて新たな人権施策実施の指針とするため、明

石市人権施策推進方針の改定を行いました。 

 

２ 方針改定の経過 

（１） 関係団体との意見交換 

  ①関係団体：厚生館運営委員会代表者会、明石市高年クラブ、明石市障害当事者等団体連絡

協議会、明石市連合ＰＴＡ、明石市文化国際創生財団 等 

  ②実施期間：令和4年5月～7月 

  ③主な意見： ・市の個々の施策の横の連携を大切にして、個人の意見を吸い上げてほしい。 

              ・ヤングケアラーなど本人が自分の状態に気付かない、意識がないのがまず問題

である。 等 

（2） パブリックコメントの実施 

①実施期間：令和4年10月6日から11月7日まで 

②意見総数：15件（13名） 

③主な意見： ・新しい人権問題がニュースになってきており、人権問題が「わがこと」となっている

と感じる。 

・読みやすくなっている。全体的に見やすく書かれている。 

・コロナ禍で研修会などがなかなか開催されないが、特に子どもたちがもっと人権

について「知る」「学ぶ」機会が増えると良いのにと思う。 等 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022年 (令 和 4年 ) 12月 13日 

市民生活局市民協働推進室人権推進課 



３ 方針素案からの主な修正点 

いただいた意見をもとに、語句の整理を行いました。 

・Ｐ７「家族構造の多様化と家族の支え合いの機能の低下」→「社会の変化や家族構造の多様

化による家族の支え合い機能の低下」  

・Ｐ１５「「男らしさ、女らしさ」など無意識の思い込み」→「性別による無意識の思い込み」  

・Ｐ16 「◆不登校への対策」に「フリースペース トロッコ」を加えました。 

・Ｐ30 「（９）その他の人権」に「各種ハラスメント（カスタマーハラスメント）」を加えました。 等 

 

４ 方針の基本目標及び基本方向 

基本目標 「誰一人取り残さない、人権感覚あふれる共生社会の実現をめざして」 

基本方向 

（１） 人権感覚豊かな人づくり 

人権感覚豊かな人づくりを進めるために、家庭・地域・事業所・各種団体を含むあらゆる場に

おいて、人権教育・啓発活動を推進していきます。 

（２） 人権文化が息づきすべての人にやさしい地域づくり 

誰一人取り残されないすべての人にやさしい地域づくりに向けて、世代や分野を超えてつな

がりを大切にし、連携を強化して人権教育・啓発に努めます。 

（３） パートナーシップによる人権尊重のまちづくり 

行政機関や関係機関だけでなく、市民・事業者・地域・NPO等の活動団体等の多様な主体が

みんなで目標の達成に向けて取り組めるよう、支援を行います。 

 

５ 今後の予定について 

市ホームページ等で計画の周知をはかるとともに、来年度からの啓発活動に内容が反映され

るように準備を進めていきます。 
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第１章 人権施策推進方針改訂にあたって 

 

１ 人権をめぐる世の中の動き 

 

人権については、１９４８（昭和２３）年に国連で採択された「世界人権宣言」以降、世界各

国において、あらゆる差別をなくすための取組が続けられてきました。生活環境、労働環境や法

的な整備といった制度の改善も行われてきましたが、抜本的な対策を行うには人の意識改革が最

も重要であるとの認識のもと、１９９５（平成７) 年から２００４（平成１６) 年までの１０年

間が「人権教育のための国連１０年」と定められました。 

これに基づき各国においても行動計画が作られ、様々な人権教育が実施されるようになり、２

００４（平成１６) 年には「人権教育のための世界計画」が国連で採択されました。 

 

わが国においてもこれら国連の動きに呼応して、１９９７（平成９) 年に「『人権教育のための

国連１０年』に関する国内行動計画」を定め、２０００（平成１２）年に「人権教育及び人権啓

発に関する法律」が施行され、２００２（平成１４) 年にはこの法律に基づく「人権教育・啓発

に関する基本計画」が策定されました。これに基づき各自治体においても人権教育に関する計画

等を策定し、教育・啓発活動が強化されてきました。 

同時に、法的な整備による制度改善として、障害者虐待防止法、いじめ防止対策推進法、女性

活躍推進法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消法、障害者差別解消法などの制定や改正が行

われ、時代に応じた人権課題への対応が進みました。本市においても、手話言語・障害者コミュ

ニケーション条例、障害者配慮条例、明石市こども総合支援条例、あかしインクルーシブ条例な

どを制定し、すべての人にやさしいまちづくりに取り組んできたところです。 

一方で、デジタル化・グローバル化の急速な進展によるＳＮＳなどでの差別的な書き込みの拡

散、ＤＶの増大、新型感染症の拡大に伴うり患者への差別など、新たな人権課題が生まれてきて

おり、私たちには人権感覚を高め、これらの差別や課題に適切に対処できるよう、不断の努力が

求められています。 

 

こうしたなか、地球規模で人類が生きていくための持続可能な社会づくりへの認識が高まり、

２０１５（平成２７）年に「持続可能な開発のための２０３０年アジェンダ」が国連サミットで

採択され、１７個の「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が設定されました。 

このなかには、「５ ジェンダー平等を実現しよう」「１０ 人や国の不平等をなくそう」「１６ 

平和と公正をすべての人に」といった、人権施策に直接つながる目標が掲げられています。 

いま、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」という共通目標のなかで、共生社会の実現へ向けた

様々な取組が行われておりますが、一方では、人々を分断する「戦争」といった最大の人権問題

も現実として起っており、今こそ私たち一人ひとりが人間の尊厳や正義について真剣に考えるべ

きときにあると言えます。 
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２ 推進方針改訂の趣旨 

 

 本市では、すべての市民の基本的人権が尊重されるまちづくりを推進していくため、２００２

（平成１４) 年４月に明石市人権施策推進方針を策定しました。 

この推進方針に基づき、人権意識の醸成を図り、だれもが暮らしやすいまちの実現をめざして、

同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人にかかる重要な人権課題につ

いて、明石市人権教育研究協議会などの関係団体と連携しながら、人権教育・啓発活動を推進し

てきました。 

この推進方針を実効性のあるものにするため、個別の人権課題を所管する関係各課で構成する

人権施策推進連絡会議を開催し、連携して市民の人権意識の醸成に努めてまいりました。 

２０１１（平成２３) 年には１回目の改訂を行い、ＤＶやいじめ、インターネットによる人権

侵害など、より複雑化する課題や新たな課題を盛り込むとともに、庁内の各関連部署で行ってい

るより具体的な取組内容をとりまとめた「実施計画」を策定することとし、毎年その検証を行い

ながら、必要な対策や教育・啓発に取り組んできました。 

さらに、初回改訂に先立ち２０１０（平成２２）年に人権に関する市民意識調査を行いました

が、実施計画や次の推進方針に反映させるため、今後５年ごとに市民意識調査を行うこととし、

２０１５（平成２７)年と２０２０（令和２）年に実施しました。 

人権についてはこのようにさまざまな取組を行ってきたところですが、先の推進方針改訂から

１０年が経過するなか、人権課題はさらに複雑化しており、新たな課題も生まれています。 

また、本市では２０２２（令和４）年度から「あかしＳＤＧｓ推進計画(第６次長期総合計画)」

がスタートし、「経済」「社会」「環境」の３側面にバランスの取れた持続可能なまちづくりを進め

ています。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）には人権課題の解決も含まれており、これら新たな

視点や課題を加味した人権施策が必要となっています。 

このようなことから、次の４つのポイントに取り組むため、このたび２回目の推進方針の改訂

を行うこととしました。 

 

 

改訂のポイント  

① 「いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで」の目標達成に人権の

視点から取り組みます。 

② 共生社会(インクルーシブ社会)の実現に寄与します。 

③ 新たな人権課題を盛り込むとともに、市民意識調査の結果をもとに現在の視点で 

各課題をとらえなおします。 

④ 前回の改訂（２０１１年度）以降の関係法令の制定・改正などを反映します。 
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あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画） 

個別計画 

明
石
市
人
権
施
策
推
進
方
針 

（
改
訂
方
針
） 

あかしＳＤＧｓ前期戦略計画 

（明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

３ 推進方針の位置づけと計画期間（有効期間） 

 

（１）位置づけ 

  「明石市人権施策推進方針」は、「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）」

の個別計画と位置づけ、「あかしＳＤＧｓ前期戦略計画（明石市まち・ひと・しごと創生総合戦

略（第２期））」に定められている人権推進に関し必要な施策やその考え方を示すものとします。 

  なお、本市の人権施策全般については、次章に定める「人権施策推進方針の基本的な考え方」

に基づいて推進するものですが、個別の人権課題における具体的な事業は、各関連施策におけ

る個別計画等に基づいて実施していきます。 

  そして、人権施策推進方針のもと、各施策において実施される関連事業をとりまとめたもの

を「明石市人権施策推進方針実施計画」とします。 

  

（２）計画期間(有効期間) 

上位計画である「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）」に合わせ、２０３

０(令和１２) 年度までとします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 

 

【人権課題に関連する個別計画】 

 

等 

 

明石市人権施策推進方針実施計画 
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計
画
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第
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介
護
保
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業
計
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４ これまでの取組と課題 

 

（１）これまでの取組 

 本市では２００２（平成１４）年４月に策定した推進方針（２０１１（平成２３）年改訂）

にもとづいて、人権が尊重されるまちをめざして取組を進めてきました。 

 毎年の取組としては、８月の人権文化強調月間に「明石市人権教育研究集会」を、１２月の

人権週間には「あかしヒューマンフェスタ」等の各種行事を実施しています。また、「みんなの

しあわせのために」など、さまざまな市民向けの啓発冊子を利用し、自治会・ＰＴＡ・企業等

あらゆる場において、人権意識の高揚をめざして人権教育・啓発活動を推進してきました。 

２０１９（令和元）年度には、自治会・ＰＴＡ等への研修が約５００回開催され、約１７，

０００人が参加しました。 

※２０２１年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため開催の自粛や規模を縮小して実施しま

した。（３０９回、８，３４２人参加） 

学校・幼稚園では「あかし教育プラン」に基づき発達段階に応じた人権教育を充実してきま

した。 

 市職員については、人権施策を担当する部署が、全庁的に連携を図りながら事業を推進する

ために、人権施策推進連絡会議を通じて、事業の実施状況と新たな課題を検証しながら、社会

情勢の変化に迅速に対応できるよう、児童虐待や高齢者虐待、ＤＶなどの喫緊の課題について

必要に応じて分野別のネットワークシステムを構築してきました。 

 さらに、すべての市職員・教員等が、より高い人権意識を持って業務を遂行するために、階

層別研修のほかにも公募型研修などによって研修の充実を図りました。また、現代的な人権課

題について学習するために人権セミナーを毎年開催してきました。 

 推進方針を実効あるものにするためには、関係機関・団体との連携が不可欠であり、国や県

はもちろん、明石人権擁護委員協議会や人権啓発活動明美淡地域ネットワーク協議会、明石市

人権教育研究協議会などと連携し、人権教育・啓発活動や相談活動を推進してきました。 

 

（２）市民意識調査より 

 人権・男女共同参画に関する市民意識調査①（２０２０（令和２）年実施）の結果を見ると、

人権問題を身近に感じる人（「ひじょうに身近に感じる」と「身近に感じる」の合計）は４割強

で、身近に感じない人（「あまり身近に感じない」と「まったく身近に感じない」の合計）の３

割弱より多くなっています。また、９割強の人が「人権は人が幸せに暮らしていく上で大切な

ものである」や「差別をすることは、人間として最も恥ずべき行為である」「社会的に弱い立場

                            
①  人権に関わる課題に対する市民の意識を把握するために、市内居住の１８歳以上の男女３，０００人

を対象に、アンケート調査を実施しました。有効回収数は１，４１４件となっています。前回調査とは、

２０１５（平成２７）年度に行った明石市人権に関するアンケート調査のことです。なお、調査結果の

比率は、各設問の無回答を含む対象者数を基数（N＝Number of case、集計対象となるサンプル数）とし

て百分比（％）で表しています。基数は N 値として各グラフ上に記しています。 
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にある人の権利は、社会全体で守る必要がある」と回答しています。こうしたことから、差別

の不当性や人権の大切さについて、市民の理解がある程度進んでおり、人権施策を推進してき

た一定の成果が認められたと考えられます。 

 しかし、その反面で、「差別の原因は、差別される側にもある」と３割強の人が回答していま

す。理由があれば許されるということであるならば、差別や偏見は決してなくなりません。差

別を肯定することなく、「どんな理由があろうとも差別はしてはならない」という正しい人権問

題に対する理解と認識を深め、人権思想の普及高揚と豊かな人権感覚を築くために、さらに啓

発活動を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 人権問題に対する感覚 

図２ 人権や差別に関する考え 

差別をすることは、人間として最も恥ずべき行為である 

人権は人が幸せに暮らしていく上で大切なものである 

あなたは「人権」をどのくらい身近な問題として感じていますか 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 
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 このように、市民の人権問題に対する理解がある程度進んできている反面、なお引き続き取

り組むべき課題もあります。また、社会の変化によって、新たな人権課題が生まれたり、明ら

かになったりしています。そのような状況の中で、市民の９割弱が「いかなる差別もなくすこ

とはむずかしい」と感じています。このことを踏まえて推進方針を改訂し、根気強く啓発活動

を推進していく必要があります。 

 私たちがめざすのは、すべての人の人権が尊重され、暮らしやすい、人権感覚あふれる共生

社会であり、誰もが人権尊重を自然に行動で示すことのできる、人権文化が息づく地域です。 

 このような社会の実現に向け、取組を進めていく上で、今後の課題は次のとおりです。 

社会的に弱い立場にある人の権利は、社会全体で守る必要がある 

 差別の原因は、差別された人の側にもある 

いかなる差別も完全になくすことはむずかしい 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 

今回調査 

2020(令和 2)年 

    (n=1,414) 

 

   前回調査 

2015(平成 27)年 

  (n=1,281) 
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（３）今後の課題 

 

①  社会情勢の変化による新たな人権課題、多様化・複雑化する人権課題への対応 

 少子高齢化や情報化社会の到来など社会の急激な変化の中で、高齢者虐待、インターネッ

トによる人権侵害、増加する外国人への差別や偏見など、新たな人権課題が発生しています。

また、社会の変化に伴い生活様式や価値観の多様化も進んでいます。一方で、新たな人権課

題に対する法律や施策の整備も進んでおり、広く市民への周知が求められています。すべて

の人の人権が尊重され相互に共存しうる平和で豊かな社会を実現するために、市民の理解を

深め偏見をなくしていける、多彩な学習機会の提供が求められています。 

 

 

②  人権問題に対して主体的に行動できる心と態度を育む人権教育・啓発の推進 

人権感覚あふれるまちにするためには、市民一人ひとりが人権問題に関心を持ち、自分 

の人権と同様に他人の人権を尊重する心と態度を育むことが必要です。人権をより身近な 

ものとしてとらえ、市民一人ひとりが関わる問題として人権感覚を身につけるとともに、人

権に関わる問題があったときは傍観者的な姿勢ではなく、主体的に行動していくことが求め

られます。そのために参加しやすく、効果的な啓発活動が推進できるように手法の改善が求

められています。 

 

 

③  市民の力を生かした市民主体のまちづくりの推進 

 経済・社会・環境をめぐる課題が複雑に絡み合い、市を取り巻く状況は大きく変化してい

ます。「誰一人取り残さない」まちづくりをめざす「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次

長期総合計画）」では、これまで以上に市民主体のまちづくりが進められようとしています。

人権施策の推進についてもＳＤＧｓの「パートナーシップ」の理念に沿って、市、市民、事

業者、各種団体など、それぞれが役割を果たすとともに、連携を深め人権意識の向上に取り

組むことが求められています。 

 

 

④  すべての市民がお互いを尊重し支え合える共生社会の実現 

   社会の変化や家族構造の多様化による家族の支え合い機能の低下や、個人を尊重するライ

フスタイルへの変化もあいまって、これまで地域を支えてきた従来のコミュニティは希薄化

しています。このような中で、多様性を認め合い、支え合える人権感覚あふれる地域を創造

していくには、一人ひとりが、自分の人権のみならず他者の人権についても高い関心を持ち、

正しく理解し、お互いに尊重し合うことが重要です。そして、すべての人が自分らしく社会

の一員として生きがいを持ち、笑顔で暮らし続けられる共生社会が求められています。 
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第２章 人権施策推進方針の基本的な考え方 

 

１ 人権尊重の理念 

 

 人権とは、すべての人間が、人間の尊厳にもとづいて持っている固有の権利であり、社会を構

成する人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かす

ことのできない権利であって、すべての人に平等でなければならないものです。 

 日本国憲法においても、人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民

に与えられたものであるとされ（１１条、９７条）、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の

尊重（１３条）と法の下の平等及び差別の禁止（１４条）という包括的な規定とさまざまな人権

の個別、具体的な保障規定の中に明文で示されています。これらは、国際社会で取り決められた

諸条約によって、確認・強化されています。 

 これらの人権については、国や地方公共団体など公権力との関係においてはもちろん、国民相

互の間においても尊重されるべきものです。 

 わが国における人権を取り巻く状況は、子どもや高齢者を始めとする弱者に対する虐待、差別

などの人権問題に加え、インターネット上での誹謗中傷やプライバシーの侵害の増加など、複雑

多様化しています。また、さまざまな取組にもかかわらず、人権尊重の理念の正しい理解や行動

が充分定着しているとは言えません。児童虐待は毎年増え続け、学校でのいじめ、障害者や高齢

者などに対する虐待、感染症に起因する差別も問題になっています。特定の人達への憎悪をあお

る発言や性的指向・性別認識に基づく差別などもあります。 

 現在の社会では、一人ひとりが自らの人権を主張し行使するにあたって、自分の人権のみなら

ず他人の人権についても正しい理解を持ち、自他の人権の共存を図っていくことが重要です。 

 そこで、人権に対する正しい認識が定着し、日常生活の中で自然に態度や行動にあらわれるよ

うに、あらゆる場や機会、手法を活用して人権教育・啓発を推し進めることが重要となっていま

す。 

すべての人々の人権が尊重され、相互に共存しうる平和で豊かな社会を実現するためにも、こ

のような人権を取り巻く情勢を踏まえ人権教育・啓発のより積極的な取組が求められています。 
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２ 推進方針の基本目標 

 

 

 

本市では、誰もが住み慣れた地域で自分らしく、社会の一員として生きがいを持って暮らし続

けられる笑顔あふれる共生社会づくりをめざしています。そのためには、年齢、性別、国籍、障

害の有無などにかかわらず、お互いに共感して人格と個性を尊重し、多様性を認め合い、支え合

いながら主体的に行動することが求められています。 

一方で、社会の変化や家族構造の多様化による家族の支え合い機能の低下、個人を尊重する方

向へのライフスタイルの変化等があいまって、これまで地域を支えてきた従来のコミュニティは

希薄化しています。このような中で、多様性を認め合い、誰一人取り残すことなく、支え合える

人権感覚あふれる地域を創造していくには、市、市民、事業者、地域やＮＰＯ等の活動団体など

の多様な主体が、世代や分野を超えてつながり、市民一人ひとりが自分らしく安心して暮らし続

けられる「人権感覚あふれる共生社会」を実現していくことが求められています。 

 推進方針の基本目標を「誰一人取り残さない、人権感覚あふれる共生社会の実現をめざして」

とし、あらゆる行政分野において、人権尊重の視点に立ってすべての施策を展開していきます。  

 

３ 推進方針の基本方向 

 

 この基本目標の達成に向け、本市では次の３つを基本方向として設定し、すべての市民の人権

が尊重され、誰もが心豊かに安心して暮らせる人権尊重のまちづくりをめざします。 

（１） 人権感覚豊かな人づくり 

人権感覚あふれる共生社会の実現のためには、人権感覚豊かな人づくりが基本です。本市で

は、「人権教育及び人権啓発に関する法律」に基づき「人権推進施策方針」を策定し、あらゆる

場において人権教育・啓発活動を推進します。人権尊重の理念を普及させ、尊重の精神の涵養

を目的とする学校・幼稚園・保育所などの教育機関への人権教育を推進します。また、人権尊

重の理念の普及と理解促進を目的として市民・事業者・地域・ＮＰＯ等の活動団体などへの多

様な研修・情報提供・広報活動などを実施します。 

（２） 人権文化が息づきすべての人にやさしい地域づくり 

  人権感覚あふれる共生社会の実現のためには、地域住民や地域の事業者・活動団体などの多

様な主体が中心となって人権文化が息づく地域づくりに向けて、世代や分野を超えてつながる

ことが大切です。本市においては、年齢・性別・国籍・障害の有無などに関わらず、誰一人取

り残されないすべての人にやさしい地域づくりに向けて、連携を強化し人権教育・啓発に努め

ます。 

誰一人取り残さない、人権感覚あふれる共生社会の実現をめざして 
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（３） パートナーシップによる人権尊重のまちづくり 

 人権感覚あふれる共生社会をめざして、本市においては、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の理念である「パートナーシップ」の考え方を基軸として人権教育・啓発を推進していきます。

行政機関や関係機関だけでなく、市民・事業者・地域・ＮＰＯ等の活動団体などの多様な主体

が人権問題の解決に向けて一丸となって目標の達成に向けて取り組む必要があります。 

そして、多様な主体の自主的な活動の企画・運営の支援、ボランティアの育成などを行い、

市民主体の人権感覚あふれる共生社会の実現に向けて取り組んでいきます。  
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４ 体系図 
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誰一人取り残さない、人権感覚あふれる共生社会の実現をめざして 

 

基 本 方 向 

の基本方向 

基本目標 

 

（第１～２章） 

人権文化が息づきす
べての人にやさしい

地域づくり 

人権感覚豊かな 
人づくり 

パートナーシップに
よる人権尊重のまち

づくり 

 

① 学校・幼稚園・保育所等における人権教育・啓発 

② 家庭・地域・職場等における人権教育・啓発 

③ 厚生館における人権教育・啓発 

基 本 施 策 
 

あらゆる場における人権教育・啓発の推進（第３章） 

 

人権課題への取組（第４章） 

 
① 女性 
 

 
② 子ども 
 
③ 高齢者 
 

④ＬＧＢＴＱ＋（性的マイノリティ） 

 

⑥ 同和問題 
 

⑤ 障害のある人 
 

⑦ 外国人 

 
 ⑧ 多様な人権課題 
 

推 進 体 制 

 

（第５章） 

② 庁内推進体制と職員研修の充実 
 
③ 関係機関・団体等との連携・協力の強化 
 
④ 市民の参画と協働による施策の推進 
 
⑤ 推進方針の広報・啓発活動 
 
⑥ 施策の推進による効果の測定 
 

① 人権教育・啓発の専任職員の配置 
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第３章 あらゆる場における人権教育・啓発の推進 

 

 人権感覚あふれる共生社会の実現のためには、市民一人ひとりが、年齢、性別、国籍、障害の

有無などに関わらず、お互いに共感して人格と個性を尊重し、多様性を認め合い、支え合いなが

ら主体的に活動することが求められています。 

 本市においては、ＳＤＧｓの理念である「パートナーシップ」の考え方を基軸として、市民・

事業者・地域・ＮＰＯ等の活動団体などの多様な主体と連携し、人権問題の解決に向けて一丸と

なって人権教育・啓発を推進していきます。 

 

１ 学校・幼稚園・保育所等における人権教育・啓発 

 

① 幼稚園・保育所や子育て支援センターなどの教育・保育関連施設では、人との関わりや自然

などとのふれあいにより、やさしさ、豊かな心、命の大切さなど、人権を大切にする心をはぐ

くみます。また、保護者との連携を図りながら、生活のあらゆる場面で「自分が好き、大切」

という自尊感情を育みます。 

② 小・中学校、高等学校では、法の下の平等、個人の尊厳などあらゆる人権課題に共通する普

遍的な視点からの学習と、個別の人権課題についての学習をバランスよく取り入れます。 

③ 学校・幼稚園・保育所などにおいて、子どもたちは人権教育としての学習だけでなく、教職

員など周りの大人の言動や学習環境から知らず知らずのうちに人権感覚を身につけます。その

ため、教職員の資質向上に努め、子どもたちの学習環境を人権の視点から充実させます。 

④ 保護者が子どもたちに日常生活を通じて思いやりの心や基本的な社会ルールなどを教えてい

くことが大切であることから、親子ともに人権感覚が身につくよう、親の学習機会の充実や情

報の提供を図ります。 

 

２ 家庭・地域・職場等における人権教育・啓発 

 

① 家庭は、子どもの豊かな人権感覚を育む基礎を築く重要な役割を有しています。そのため、

子育てに関する情報提供や相談・支援体制を整備するとともに、人権学習の機会の充実に努め

ます。 

② 地域では、市民が参加しやすい人権研修会を開催するとともに、さまざまな活動を通して人

と人との交流を促進し、人権文化あふれるまちづくりを進めます。 

③ 企業、団体（ＮＰＯ等）が人権尊重の視点でさまざまな人権課題に自主的に取り組み、社会

的責任を果たせるよう、情報提供や人権研修・啓発活動の支援を行います。 

④ 人権課題及び市民ニーズが多様化、複雑化していることを踏まえ、関係機関・各種団体と連

携しながら、多彩な内容の研修会の開催に努めます。 
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⑤ 研修会や行事等において参加者が共感的に人権課題を理解できるように、参加者の気づきを

大切にし、知識を得ることにとどまらず、家庭や地域での実践につながるような企画の立案、

運営に努めます。 

⑥ 研修会や行事を広く市民に周知することで参加者を増やすとともに、アンケートなどにより

参加者の声を次の研修会に生かすシステムを確立します。 

⑦ 効果的で効率的な啓発活動を進めるため、インターネットなどの活用を推進します。 

⑧ パートナーシップによる人権感覚豊かなまちづくりの観点から、人権研修を市民の力を生か

した市民主体の魅力的な生涯学習になるよう努めます。 

 

３ 厚生館における人権教育・啓発 

 

①  地域における人権教育・啓発の拠点として事業を実施していきます。 

② 広く地域住民の交流の場として活性化を図り、近隣の自治組織などと相互に連携を深め、よ

り地域に根差した事業を展開して活用を図っていきます。 

③ 施設の予防保全的補修を行うところにより、長寿命化と安全性の確保を行い、こども食堂や

子どもたちへの学習支援にも取り組むなど多様化する社会課題への取組を積極的に進め、地域

福祉の向上に努めます。 
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第４章 人権課題への取組 

 

 この章では取組が求められる人権課題の重点分野として、国等を参考に「女性」「子ども」「高

齢者」「ＬＧＢＴＱ＋（性的マイノリティ）」「障害のある人」「同和問題」「外国人」「多様な人権課題」

の８つの分野に分けて、社会的背景や明石市人権・男女共同参画に関する市民意識調査［２０２

０（令和２）年実施］の結果などを踏まえて、それぞれの現状と今後の取組を示すこととします。

また、新たな分野の人権課題についても取組を示します。 

 なお、施策の推進にあたってはインクルーシブの理念に沿って、特に各課題における当事者の

声を大切にしながら取り組んでいくことを基本とします。 

 

１ 女性 
 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

(※１) まちづくり市民意識調査 ２０１９（令和元）年６～７月 

■ 社会的背景                ■ 施策の現状

◎日常生活で、男女の固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」の考え方など）

を「よく感じる」「時々感じる」人は約５．５割(※１)で、家庭、職場、地域などあらゆ

る場面でのジェンダー平等・男女共同参画の取組をさらに進める必要があります。 

◎ＤＶなどあらゆる暴力の根絶に向けた施策や、コロナ禍で顕在化した困難を抱える女性や

子どもへの更なる支援が求められています。 

 

◆男女共同参画、女性の活躍推進、ＤＶ防

止対策の取組 

・「あかし男女共同参画プラン」にもとづき

総合的に取り組んでおり、「あかし男女共

同参画センター」では女性の悩みや法律、

就業などの相談のほか、女性のエンパワ

メントや再就職支援のセミナーなど啓発

にも取り組んでいます。 

・地域の女性活躍推進のネットワーク組織

と連携し、機運醸成を促すフォーラムや

講演会、セミナーなどの啓発事業を実施

しています。 

・配偶者暴力相談支援センターでは、ＤＶ

被害者支援や困難な状況の女性支援、Ｄ

Ｖ予防啓発に取り組んでいます。 

◆明石市特定事業主行動計画の推進 

・市が事業主として上記計画を策定し、市

役所の女性職員が一層能力を発揮し活躍

できる環境整備と、男女ともに仕事と生

活の両立を図り、意欲的に働くことがで

きる職場づくりを進めています。 

 

●国際社会の動き 

・２０１５（平成２７）年、国連サミット

で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発

目標）の目標５は「ジェンダー平等を実

現しよう」であり、男女間の不平等は途

上国だけでなく先進国の問題でもありま

す。特に日本ではジェンダー平等に課題

があります。 

●日本の動き 

・２０１３（平成２５）年、「ＤＶ防止法」

が改正され、さらなるＤＶ対策の強化が

進められています。 

・２０１５（平成２７）年成立の「女性活

躍推進法」や２０１８（平成３０）年成

立の「働き方改革関連法」により、職業

生活における女性の活躍推進とともに、

長時間労働の是正など従来の働き方を見

直す動きが加速しています。 

●女性を取り巻く社会状況 

・配偶者暴力相談支援センターに寄せられ

る相談件数は年々増加し、相談内容も複

雑化、深刻化しています。 
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（２）施策の方針 

・市民意識調査「女性の人権で問題があること」の調査結果からも、社会、職場、家庭におけ

る性別による役割分担意識や、女性の活躍に影響を及ぼす社会通念などが引き続き課題であ

ることがうかがえます。 

性別に関わりなく、お互いに尊重し認め合いながら、自分らしく個性や能力を十分に発揮し

て、誰もが幸せを感じることができる社会の実現を目指し、ジェンダー平等・男女共同参画

に向けた取組を進めます。 

・ＤＶなどの人権侵害行為は決して許されるものではなく、被害者に対する必要な支援の充実

ととともに、ＤＶ防止の取組をさらに進めます。 

（３）今後の取組 

① ジェンダー平等・男女共同参画の取組 

・職場や学校、地域などで、性別による無意識の思い込み・偏見(アンコンシャス・バイアス)

について学び、気づき、行動変容を促すような啓発活動を進めます。 

・育児や介護と仕事が両立できるような多様な働き方の推進、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）が取れた職場環境づくり（男性育休促進、男性の家事育児参画促進等）

のための事業や啓発活動を市内事業所などと連携して進めます。 

・意思決定過程における女性の参画拡大が進んでいないことから、まずは市役所における管

理職などリーダーへの女性登用やキャリア支援などの取組を強化します。 

 

② 女性に対する暴力の根絶 

・ＤＶ被害者に対して、相談      

から安全確保のための保護、  

生活再建支援、その後の継 

続的支援まで、関係機関と 

連携しながら切れめない支 

援を行います。 

・暴力を受け、自尊感情が低 

くなっている被害者に対し  

て、自己肯定感を取り戻す 

ためのサポート活動を促進 

します。 

・デートＤＶなどの暴力の加 

害者、被害者、傍観者とな 

らないために、学校等での 

若年層への教育、啓発の充 

実を図ります。 

 
資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

 女性の人権で問題があると思うこと 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 
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２ 子ども 

 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

■ 社会的背景             ■ 施策の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎価値観の多様化が進む中で、子どもたちが豊かな人間性と人権感覚を育むことができるよう、

人権尊重に配慮した保育・教育をさらに充実する必要があります。 

◎児童虐待やヤングケアラーなど、子どもの人権や命を守る即応性と実効性のある支援策を充実

させる必要があります。 

◎いじめ問題については、インターネットやＳＮＳを使うなどいじめが複雑化しています。 

◎不登校の原因は、複合的な要因が絡み合っていることが多いので、専門家や関係機関との連携

を図りつつ支援の充実をさらに図っていく必要があります。 

 

 

◆子どもたちが健やかに育つための子育て・教育環境づく

り 

・｢明石市こども総合支援条例｣を２０１７（平成２９）年

４月より施行しています。 

・｢明石市子ども・子育て支援事業計画｣及び「明石市教育

振興基本計画」に基づき、総合的に取り組んでいます。 

◆児童虐待等への対策 

・２００４（平成１６）年に構築した児童健全育成支援シ

ステム（こどもすこやかネット）に基づき、福祉・教育・

医療・保健等の各分野の関係機関が連携して児童虐待等

への取組を推進しています。 

・２０１９（平成３１）年４月に明石こどもセンター（児

童相談所）を開所し、身近な子育て相談から支援が必要

な子どもの発見、対応、家庭復帰後の地域支援まで、総

合的で一貫したサポートを行っています。 

◆いじめへの対策 

・「いじめ防止月間」等の啓発活動を実施するとともに、

教職員への研修や早期発見・早期対応のための学校支援

を実施しています。 

◆不登校への対策 

・不登校未然防止「早期対応マニュアル」に基づいて未然

防止・早期発見・早期対応に取り組むとともに、教育相

談の充実、スクールカウンセラー等の専門家やもくせい

教室（明石市適応教室）、フリースペース トロッコの

活用などの取組を進めています。 

◆ヤングケアラーへの支援 

・検討会を発足し、取組を進めています。 

●国際社会の動き 

・国連で１９８９（平成元）年に「児

童の権利に関する条約（子どもの

権利条約）」が採択されました。 

●日本の動き 

・１９９４（平成６）年に「児童の

権利に関する条約（子どもの権利

条約）」を批准しました。 

・２０００（平成１２）年には｢児童

虐待防止法｣が制定されました。そ

の後、「児童福祉法」「児童虐待防

止法」等が改正され、２０１３（平

成２５）年には「いじめ防止対策

推進法」が制定されました。 

●子どもを取り巻く社会状況 

・少子化や核家族化の進行、地域コ

ミュニティの希薄化等により、地

域や家庭の子育て力・教育力が低

下しています。 

・児童虐待など子どもの人権・生命

を脅かす事案が全国的に後を絶ち

ません。本市でも相談件数は増加

し、相談内容も複雑化しています。 

・インターネットへの書き込み（い

わゆるネットいじめ）、スマートフ

ォンの普及、有害情報の氾濫等が

新たな課題となっています。 
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28.4

15.4

22.9

38.0

49.5

8.1

27.7

8.5

20.5

17.1

1.4

0.7

1.1

0 20 40 60

子ども同士が仲間はずれや無視、暴力などのいじめを行うこ

と １

いじめをしている人やいじめられている人を見て見ぬふりを

すること １

児童や生徒が教師から体罰を受けること １

親（養育者）が子どもにしつけのつもりで体罰を与えること

子どもに心理的な虐待（子どもへの暴言・無視・親のＤＶが

子どもの面前で行われることなど）を加えること １

子育てを放棄すること １

子どもが自身の進学先、就職先の選択について意見しても、

大人に無視されること １

親の事情などによって、子どもが無国籍や無戸籍になること

子どもがビデオ、インターネットを利用した性情報にさらさ

れること １

子どもがインターネットにより犯罪に巻き込まれること １

児童買春や児童ポルノの対象として商品化されること １

その他 １

特にない １

わからない １

今回調査

（令和２年）

（n=1,414）

（％）

（２）施策の方針 

  人権が尊重される環境のなか、安全・安心で、一人ひとりに応じた質の高い教育の推進や、

子どもの状況に応じた適切な支援の充実に取り組み、すべての子どもたちが、健やかに成長で

きるまちづくりをめざします。 

 

（３）今後の取組 

① 子どもの人権の尊重に関する啓発の推進 

・子どもは一人ひとりがかけがえのない存在であり、国連で採択された「ＳＤＧｓ（持続可能

な開発目標）」においては、すべての子どもに「ジェンダー平等」「質の高い教育」「平和で安

全・安心な社会」「健康な生活」などを享受する権利を定めています。これらを基本に、子ど

もの人権尊重についての啓発活動をあらゆる場で推進します。 

 

② 子どもの人権に配慮した保育・教育の推進 

・人権意識や多様な価値観の醸成を図り、   

多様化する社会を生き抜く力を育て  

るため、人権尊重の視点にたった保 

育・学校教育の充実を図ります。 

②  児童虐待防止対策の推進 

・学校、地域、関係機関が連携・協力 

し、虐待の未然防止、早期発見、早期  

対応に向けて、総合的に見守る体制を  

構築します。 

③  いじめ対策の推進 

・いじめの未然防止に向けた教育・啓発 

を推進するとともに、早期発見、早期 

対応に向けた学校の取組を支援し、相 

談体制の充実に努めます。 

 

 

④  不登校対策の推進 

 ・さらに子どもに寄り添える学校づくりを推進し不登校の未然防止に努めるとともに、関係機 

関と連携して不登校の早期発見、早期対応に努めます。 

⑤  特別支援教育の推進 

・特別な支援を必要とする子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し最適な指導や支援 

 を行うとともに、インクルーシブ教育の推進に努めます。 

⑥  相談・支援体制の充実 

・ヤングケアラーなど子どもを取り巻くさまざまな問題解決のために、学校、家庭、地域が連

携を深め、一体となって取り組む相談・支援体制の充実に努めていきます。 

 

 子どもの人権で問題があると思うこと 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 
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３ 高齢者 

 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

■ 社会的背景                ■ 施策の現状 

 

 

◎高齢者が生きがいを持って生活ができるよう、健康・仲間・生きがいづくりの推進と、地

域社会の中で役割をもって活躍し、充実した生活を送るための取組の推進が必要です。 

◎認知症等で判断能力が低下しても、その人らしい生活を送れるような支援が必要です。 

◎高齢者虐待の対策、詐欺の被害などから高齢者を守るための支援の充実が必要です。 

◆保健福祉サービスの推進、高齢者の積極

的な社会参加・参画を支援 

・２０２０（令和２）年に新たな「明石市

高齢者いきいき福祉計画及び第８期介

護保険事業計画」を策定しました。 

◆高齢者の権利擁護の推進 

・地域総合支援センターに委託し、権利擁 

護に関する普及啓発、高齢者虐待や消費 

者被害への対応、成年後見制度の利用支 

援、認知症の人等への支援などの権利擁 

護事業を実施しています。 

◆虐待の防止、早期通報に向けた啓発 

・虐待通報窓口や、介護に関する悩みを

相談できる窓口を設置しました。また、

夜間・休日の緊急相談専用電話を開設

しました。 

・虐待の早期発見・早期対応のための関係 

機関の連携強化、見守り体制の充実によ 

る虐待防止を図っています。 

・市や地域総合支援センターへの相談件 

数が増加しています。 

◆介護保険制度 

・制度開始から２２年が経過し、介護が 

必要な高齢者の生活の支えとして定 

着・発展しています。制度周知や、サー 

ビス利用の促進などの成果が認められ 

ています。 

●日本の動き 

・２０００（平成１２）年に、「介護保険

法」が施行されました。 

・２００６（平成１８）年に、「高齢者虐

待防止法」が施行され、早期の段階で

市町村、包括支援センターに通報・届

出できることが明示されました。 

・２０１９（令和元）年に、認知症にな

っても住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けられる共生社会の実現を

目指して「認知症施策推進大綱」が策

定されました。 

●高齢者を取り巻く社会状況 

・本市では、高齢者数は年々増加し、高

齢化率は２０２０（令和２）年１０月

１日現在で２６．１％（住民基本台帳

より）。認知症高齢者も年々増加する

傾向がみられます。 

・高齢者の孤立や高齢者虐待、老々介護

による介護負担、８０５０問題など個

人や世帯が抱える生きづらさやリス

クは複雑化・多様化しています。 

・全国的に高齢者が悪質商法や詐欺の被

害に巻き込まれるケースが問題とな

っています。 
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（２）施策の方針 

 高齢者が、いつまでも自分らしく生活できるよう、支援の必要な人に必要な支援を届け、住

み慣れた地域で安心して暮らし、役割を持って地域社会の中で活躍できるよう、高齢者の人権

を尊重した社会づくりをめざします。 

 

（３）今後の取組 

① 高齢者の人権を尊重する意識づくり 

・高齢者への理解と人権擁護などについて市民の意識向上を図るため、地域、学校、家庭な

どにおいての教育・啓発を推進します。 

・認知症の人が自分らしく安心して暮らし続けられるように、認知症や若年性認知症に対す

る正しい理解の普及啓発や、相談支援体制の推進を図ります。 

② 高齢者の権利擁護の推進 

・高齢者への虐待防止に向けて、行政や関係機関、市民による一体的な取組体制を推進し、 

早期発見・早期対応に向けた施策の展開に努めます。 

・悪質商法や詐欺などの被害を抑止する対策や、本人の尊厳の確保のため認知症高齢者に関 

する権利擁護等についての相談・支援事業を充実させます。 

③  高齢者の生きがいづくりと社会参加の充実 

・高齢者が生きがいを持っていきいきとした生活ができるよう、高齢者の健康・仲間・生き

がいづくりにつながる活動を推進するとともに、高齢者が地域社会の中で役割を持って活

躍し、充実した生活を送れるよう、社会参画のための機会づくりを進めます。 

 

④ 高齢者が安心して生活でき 

る環境づくり 

・高齢者が要介護状態等にな   

っても、可能な限り住み慣 

れた地域で生活を営むこと 

ができるよう、支援のため 

の各種制度の充実や質の向 

上を図ります。 

・高齢者を取り巻く地域組織 

等と密接な連携のもと、高 

齢者が安心して暮らせるよ 

う、地域における重層的な 

見守り体制の確立をめざし 

ます。 

 

 

 

 

21.9

38.6

27.2

24.3

17.8

14.8

9.8

29.3

29.6

24.3

18.1

2.1

1.7

2.0

0 20 40 60

就職が困難であったり、雇用と待遇が十分保障されていな

かったりすること １

悪質商法や詐欺などによる被害が多いこと １

高齢者だけでは賃貸住宅への入居が困難なこと １

道路や建物に段差があったり、エレベーターが設置されて

いなかったりなど、高齢者が暮らしやすい生活環境になっ

ていないこと １

病院での看護や福祉施設での介護や対応が十分でないこと

居宅での介護が十分でないこと １

高齢者の意見や行動が尊重されないこと １

居宅や施設での介護を支援する制度が十分でないこと １

家族が世話をすることを避けたり、家族から虐待を受けた

りすること １

情報を高齢者にわかりやすい形にして伝える配慮が足りな

いこと １

認知症の高齢者の人権が尊重されないこと １

その他 １

特にない １

わからない １

今回調査

（令和２年）

（n=1,414）

（％）

 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年  

高齢者の人権で問題があると思うこと 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 



 

 20 

４ LGBTQ＋(性的マイノリティ)  

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

■ 社会的背景                 ■ 施策の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ＬＧＢＴＱ＋やＳＯＧＩＥ（ソジ―：性的指向、性自認、性表現のことで誰もが持つ性の要素）

についての理解を促進するため様々な機会を通じた啓発を行っていくことが必要です。 

◎ＳＯＧＩＥを理由とした差別のない、一人ひとりの違いが受け入れられ、性の多様性が尊重

される、共生社会の実現に向けた取組が必要です。 

◆性の多様性への理解促進 

・２０２０（令和２）年４月、ＬＧＢＴＱ

＋や多様な性への理解を進める施策を開

始しました。 

・２０２０（令和２）年１０月から、市民

や児童生徒らに向けたＬＧＢＴＱ＋／Ｓ

ＯＧＩＥ出前講座をスタートしました。 

・２０２１（令和３）年１月、誰もが持つ

性の要素であるＳＯＧＩＥを知って、ど

んなＳＯＧＩＥの人も大切にする「ソジ

トモの輪」を広げる取組を始めました。 

◆共生社会実現への取組 

・２０２０（令和２）年７月、明石にじい

ろ相談(ＬＧＢＴＱ＋当事者やその関係

者が抱える悩みの専門相談窓口)を開設

しました。 

・２０２０（令和２）年８月、市と医療・

商工業・地域関係者で構成する「明石に

じいろネットワーク会議」を設置し、地

域課題の共有を図っています。 

・２０２０（令和２）年１２月、性自認と

一致しない性別を選択することへの抵抗

感や、戸籍上の性別と見た目の性別が異

なるために窓口で再確認されるなどの精

神的な苦痛を取り除くため、市が扱う申

請書等の各種様式において、業務上必要

な場合を除き、性別欄を削除しました。 

・２０２１（令和３）年１月、ＬＧＢＴＱ

＋をはじめ、人生のパートナーや大切な

人を「家族」として公に証明する「明石

市パートナーシップ・ファミリーシップ

制度」をスタートしました。 

●国際社会の動き 

・２０１１（平成２３）年の国連人権理事会で「性

的指向および性自認に基づく暴力行為や差別

に重大な懸念を示す決議」が採択され、国際機

関として初めて性的指向・性自認を人権課題と

して位置付けました。 

・性的指向・性自認による差別禁止法、同性婚や

パートナーシップ法がある国や地域が増えて

きています。 

・２０２２（令和４）年発効の世界保健機関「国

際疾病分類（ＩＣＤ－１１）」では、「精神疾患」

分類の「性同一性障害」という概念がなくなり、

「性の健康に関する状態」の分類に「性別不合

（仮訳）」が新設されました。 

●日本の動き 

・２００４（平成１６）年、性同一性障害者特例

法が施行されました。 

・２０１６（平成２８）年、文部科学省は「性同

一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒

に対するきめ細かな対応等の実施について（教

職員向け）」を公表しました。 

・２０１７（平成２９）年には「いじめの防止等

のための基本的な方針」の改訂にあたり、ＬＧ

ＢＴＱ＋の児童生徒が明示されました。 

・２０２０（令和２）年施行のパワハラ防止法（改

正労働施策総合推進法）で、性的指向や性自認

を理由とした企業のハラスメント対策が法律

上義務化されました。 

●ＬＧＢＴＱ＋を取り巻く社会状況 

・日本には、ＳＯＧＩＥを理由とした差別を禁止

し、ＬＧＢＴＱ＋の人たちをあらゆる差別から

守る法律はまだありません。 

・いじめ、自殺率の高さ、働く上での困難など、

様々な深刻な課題があります。 
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（２）施策の方針 

ＳＯＧＩＥに関する差別や偏見がなくなるよう、様々な機会を通じてＳＯＧＩＥに関する理

解を広め続け、ＳＯＧＩＥのマイノリティであるＬＧＢＴＱ＋を含むすべての市民が自分自身

を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える「ありのままがあたりまえのまち」の実現を

めざします。  

 

（３）今後の取組 

① 性の多様性についての理解の促進 

 ・ＳＯＧＩＥやＳＯＧＩＥのマイノリティであるＬＧＢＴＱ＋に関する研修・啓発を地域・学

校・企業等へ実施し、理解促進に努めます。  

・地域・学校・企業等との連携を通じ、ＬＧＢＴＱ＋の生きづらさや困りごとを解消するため

の主体的な実践行動につながる取組を進めます。 

 

② 一人ひとりの違いが受け入れられ、性の多様性が尊重される共生社会づくり 

・ＬＧＢＴＱ＋本人のほか、家族や学校、事業者などからの悩みに関する相談体制の充実を図り

ます。 

・パートナーシップ・ファミリーシップ制度を拡充し、周知や情報発信を進めます。 

・ＳＯＧＩＥハラスメント防止のための施策の検討・実施に努めます。 

 

 

   

 

 異性愛、同性愛などといった性的指向に関する

ことで、人権上、特に問題があると思うのはどの

ようなことですか。（※３つまで選択可） 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

 生物学的な性とこころの性が一致しないトランスジ

ェンダーに関することで、人権上、特に問題があると

思うのはどのようなことですか。（※３つまで選択可） 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 



 

 22 

５ 障害のある人 

 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

■ 社会的背景                ■ 施策の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②

                            

 

◎障害のある人への理解を促進し、差別解消や虐待防止などの人権施策を更に推進する必要が

あります。 

◎障害のある人が安心して暮らせるよう、すべてのライフステージにおける施策の充実を図

り、生涯にわたって自立と社会参加の促進を図る必要があります。 

◆総合的な施策の展開 

・「明石市第５次障害者計画」にもとづき、８

分野の施策で、「誰もが地域で安心していき

いきと暮らせる 支えあいによる共生のま

ちづくりの実現」に努めています。 

◆理解・情報・生きがいづくりの充実 

・差別解消や地域での交流・サポート体制の

強化に取り組んでいます。 

◆生活支援の充実 

・サービスの提供体制・相談支援体制の充実

や権利擁護推進に取り組んでいます。 

・サービスの質の向上、量の確保が課題です。 

◆療育・保育・教育の充実 

・療育・保育体制の充実やインクルーシブ教

育の推進に取り組んでいます。 

・更なる相談体制の整備や理解促進が必要で

す。 

◆生活環境の充実 

・ユニバーサルデザインの視点に立った生活

環境整備、防災体制の充実に取り組んでい

ます。 

・避難しやすい避難所づくりが課題です。 

◆雇用・就労の充実 

・就労支援、啓発、就労の場の確保に取り組

んでいます。 

・就労定着率の向上が課題です。 

◆保健・医療の充実 

・疾病予防や医療的サポート体制づくりに取

り組んでいます。 

・体制づくりや費用負担に課題があります。 

●国際社会の動き 

・国連総会で２００６（平成１８）年「障

害者の権利に関する条約」が採択されま

した。 

 

●日本の動き 

・２０１１（平成２３）年に「障害者基本

法」が改正され、「障害者虐待防止法」が

成立しました。２０１２（平成２４）年

に「障害者自立支援法」が「障害者総合

支援法」へ大幅改正されました。２０１

３（平成２５）年には、「障害者差別解消

法」が成立し、「障害者基本計画（第３次）」

が策定されました。これらの国内法の整

備を経て、２０１４（平成２６）年に「障

害者の権利に関する条約」を批准しまし

た。２０１８（平成３０）年に、「障害者

基本計画（第４次）」が策定され、「障害

者総合支援法」及び「児童福祉法」が改

正・施行され、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律の

整備が続いています。   

・本市では、２０１５（平成２７）年度に

「手話言語・障害者コミュニケーション

条例」、２０１６（平成２８）年度に「障

害者配慮条例」を施行し、２０２１（令

和３）年度に「旧優生保護法被害者等の

尊厳回復及び支援に関する条例」を制定

するなど、やさしいまちづくりの推進に

向けての取組を行っています。 
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  障害のある人の人権で問題があると思うこと 

（２）施策の方針 

 障害のある人の基本的人権が尊重され、地域で安心していきいきと暮らせる、支えあいによ

る共生のまちづくりの実現をめざします。 

 

（３）今後の取組 

① 理解と尊重を通じての差別や虐待の防止 

・虐待防止に関する体制の充実 

を図るとともに、障害への正し  

い理解と認識を深めるための 

啓発を行います。 

② 一人ひとりのニーズに応じた療

育・保育・教育の推進 

・ライフステージに応じた切れめ  

ない支援とニーズに応じたイン 

クルーシブ教育の推進を図りま   

す。 

③ サポートを受けた自立生活と意

思決定支援の推進 

・個人の意思決定支援をサポート 

する相談体制を充実し、自立生  

活のためのサービスの充実に努   

めます。 

④ ユニバーサルデザインや防災 

・防犯の視点を踏まえた生活環 

 境の整備 

・安心・安全の生活環境の整備と充  

実を進めていきます。 

⑤ 意思疎通支援と情報アクセシビリティの充実 

  ・孤立することなく、社会と関わることができるよう情報アクセシビリティの向上を進めます。 

⑥ 学習、スポーツ、文化、芸術活動を通じた社会参加の促進 

  ・学習機会やスポーツ、文化・芸術活動の場の充実と情報提供を通じた活動の活性化を図ります。 

⑦ 雇用・就労（経済的自立）支援の充実 

  ・雇用・就労を通じた自立のための就労機会の拡大を図るとともに、関連機関への理解啓発に取り 

組みます。 

⑧ 身近な地域で保健・医療・リハビリを受けられる体制の充実 

  ・日常生活を健康に過ごすため、予防を含めた重度化防止策を進めるための医療体制の充実を図り

ます。 

47.9

17.4

12.2

31.7

29.4

6.3

8.1

8.4

23.4

14.7

12.4

43.9

1.9

1.6

3.9

0 20 40 60

働く場所や機会が少なく、雇用と待遇が十分に保障されて

いないこと １

宿泊施設や公共交通機関の利用、店舗等への入店を拒否さ

れること １

賃貸住宅への入居を拒否されること １

職場や学校で不利な扱いを受けること １

道路や建物に段差があったり、エレベーターが設置されて

いなかったりなど、障害のある人が暮らしやすい生活環境

になっていないこと １

スポーツや文化活動、地域活動に気軽に参加できないこと

病院での看護や福祉施設での介護や対応が十分でないこと

居宅での介護が十分でないこと １

地域でグループホームなどの障害のある人の施設をつくろ

うとすると、周辺住民が反対すること １

障害のある人の意見や行動が尊重されないこと １

情報が入手しにくい、あるいは情報のやり取りがスムーズ

にできないこと １

発達障害など多様化する障害が理解されにくいこと １

その他 １

特にない １

わからない １

今回調査

（令和２年）

（n=1,414）

（％）

 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 
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６ 同和問題 

 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

 

■ 社会的背景                ■ 施策の現状 

 

◎現在もなお存在する同和問題の解消に不可欠な教育及び啓発に継続して取り組みます。 

◎同和問題に対する知的理解と人権感覚を高める取組が求められています。 

◎情報化の進展に伴うインターネット上での差別事案の増加に対応する必要があります。 

◆差別意識の解消に向けた取組 

・あらゆる場における人権教育・啓発活 

動の推進により、正しい理解が進むな 

ど、差別意識解消に効果を上げてきて 

います。 

・明石市人権教育研究協議会などの人権 

団体との連携を図り、多様な人権課題 

について研究や研修を深めています。 

・厚生館では、福祉の向上や人権教育・ 

啓発の拠点としての機能を発揮し、幅 

広く住民が利用できる「開かれた地域

のセンター」となるよう、交流促進事

業等を中心に市民間の交流を図り、差

別意識解消に取り組んでいます。 

・インターネットモニタリングを実施し、 

表現の自由の問題に十分に留意しつつ 

インターネットを利用した差別的書き 

込みに対して削除要請を行っていま 

す。 

●国の動き 

・１９６９（昭和４４）年に「同和対策事

業特別措置法」（時限法）が、不当な差

別と偏見に苦しむ地域住民に対して、社

会的・経済的地位の向上を阻む諸要因を

解消することを目的に施行されました。 

・住環境面等の改善が進んだことから、同

法は、２００２（平成１４）年３月に終

了し、その後は一般施策として取組が進

められました。 

●差別解消をめざして 

・同和問題への正しい理解が進む一方で、 

この問題に関する人権相談・人権侵犯事

件（結婚・雇用・身元調査など）は依然

として発生しており、特にインターネッ

ト上での事案が増加しています。 

・特別措置法終了後も依然として同和問 

題が存在する現状と、情報化の進展に伴

う差別事案の変化等に対応するため２

０１６（平成２８）年に「部落差別の解

消の推進に関する法律」（恒久法）が施

行されました。 
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（２）施策の方針 

  依然として残る同和問題の解消を重要な人権課題と捉え、人権教育・啓発活動等に積極的

に取り組んでいきます。また、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがさ

れるといった事案も発生していることから、表現の自由の問題に十分に留意しつつ、その情

報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めていきます。 

 

（３）今後の取組 

① 差別意識解消のためのさまざまな取組の推進 

・同和問題についての正しい知識と理解を広める啓発活動を推進し、差別意識解消に努めます。 

・子どもたちに、差別や偏見をなくすための人権意識を培うため、家庭、学校・幼稚園・保育所 

等での人権教育を推進します。 

・全国的に同和問題解決の妨げ   

となっている「えせ同和行為」 

をなくすため、関係機関による             

情報交換や連携に努めます。 

・インターネット上の差別を助長   

する表現については、削除要請   

をプロバイダに出すなど適切 

に対応します。 
 

② 相談体制の充実 

・今なお、結婚の際の身元調査  

などの事案が発生しています。 

法務局、人権擁護委員協議会 

などの関係機関・団体と連携 

を図り、各種人権相談、差別 

事象について、対応していき 

ます。 

 

  

同和問題で特に問題があると思うこと 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

46.4

29.4

34.7

9.8

30.7

12.6

12.8

24.3

4.4

3.1

4.2

8.7

0 20 40 60

(%)

今回調査

（令和 2年）
（ｎ＝1,414）

結婚問題で周囲が反対すること

就職や職場で不利な扱いをすること

人権上の配慮を欠いた差別的言動をすること

生活が貧困で、居住環境が劣悪であること

身元調査をすること

同和行政のねらいが理解されず、周囲の市民

がねたみ意識でみること

インターネット上に差別的な書き込みがある

こと

旧同和地区への居住を敬遠すること

すでに差別はなくなっている（同和問題はな

くなっている）

その他

特にない

わからない

 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 
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７ 外国人 

 

（１）現状と課題 

■ 課題のポイント 

 

■ 社会的背景                ■ 施策の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎多文化共生社会実現のための教育・啓発の推進が重要です。 

◎外国人が暮らしやすい環境づくりのための取組をより充実させることが必要です。 

◆国際交流の推進に寄与 

・アメリカ合衆国バレホ市や中国無錫

市との都市交流を深めるとともに、

２００６（平成１８）年に市民参加

のもとで明石市国際交流協会を設立

しました。 

・２０１９（平成３１）年からは、明

石文化国際創生財団が活動を引き継

いでいます。 

◆地域での多文化共生に向けた取組 

・明石在住外国人への日本語学習支援

や情報提供などのサポートのほか、

国際理解セミナーや交流イベントを

開催し、多文化共生を推進していま

す。 

◆コミュニケーションに関する取組 

・学校に県の「子ども多文化共生サポ

ーター派遣事業」と市独自の「多文

化共生ボランティア」の派遣を実施

しています。 

◆地域等での現状 

・２０２０（令和２）年から９か国語

のごみ分別マナー啓発チラシを作成

するなど情報提供に努めています。 

・日本語の理解が不十分な外国人市民 

・児童生徒への支援が求められて 

います。 

・新型コロナウイルス感染症の世界的

な流行に伴う渡航制限等により、国

際交流活動が大きな影響を受けてい

ます。 

●国際社会の動き 

・国連は１９６５（昭和４０）年に「人

種差別撤廃条約」を、１９６６（昭

和４１）年には「国際人権規約」を

制定しました。 

●日本の動き 

・１９７９（昭和５４）年に「国際人

権規約」、１９８１（昭和５６）年に

「難民の地位に関する条約」、１９９

５（平成７）年には「人種差別撤廃

条約」を批准しました。 

・２０１６（平成２８）年、政府がＳ

ＤＧｓ推進本部を設置し実施指針を

策定しました。同年に「ヘイトスピ

ーチ解消法」も施行されました。２

０１９（平成３１）年「出入国管理

法」が改正・施行され、新たな在留

資格が創設されました。２０１９（令

和元）年には、「日本語教育の推進に

関する法律」が施行されました。 

●外国人を取り巻く社会状況 

・外国人留学生や労働者の増加に伴い 

地域社会において言語、文化などの

違いや受け入れる側の問題もあり、

外国人をめぐって様々な人権問題が

起きています。 

・本市では、２０２２（令和４）年１

月１日時点で３，４３６人が外国人

登録をしており、国籍は韓国、中国、

ベトナムの順となっています。 
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（２）施策の方針 

 外国人に対する差別や偏見が解消され、互いの文化を理解し合い、対等な関係で同じ住民と

して共に暮らしていくことができる多文化共生社会の実現をめざします。 

 

（３）今後の取組 

① 多文化共生社会実現のための教育・啓発の推進 

・公益財団法人明石文化国際創生財団と連携して、日本語教室、その他のイベント等を実施

し、国際交流や在住外国人との共生に関する市民の関心を高めます。 

・地域での交流行事の開催支援に努め、異文化交流や相互理解を促進し、多文化共生社会づ

くりを進めます。 

・差別や偏見の不当性に対する認識と理解を深め、その解消に努めます。 

 

② 外国人が暮らしやすい環境づくり 

・行政や地域に関する外国人への情報提供の推進のほか、相談体制の充実を図り、外国人が

暮らしやすい環境づくりを進めます。 

・日本語理解が不十分な外

国人園児・児童生徒や保

護者に対して当該園児・

児童生徒等の母語を理解

できる指導ボランティア

を派遣して、外国人園

児・児童生徒の自己実現

を支援します。 

・外国人の就労支援とし 

て、外国人労働者の雇用

管理制度の啓発を行いま

す。 

 ・外国人にもわかりやす 

い、ユニバーサルデザイ 

ンの視点に立った広報を 

展開します。 

 

 

 

 

 

 

日本に居住している外国人の人権で特に問題があると思うこと 

14.9

25.6

16.2

15.3

34.3

20.9

12.5

8.3

23.9

5.7

16.6

5.5

1.8

5.9

12.0

0 20 40 60

学校での対応や支援が不十分であること １

就職や職場で不利な扱いを受けること １

住宅の申し込みや入居で不利な扱いを受けること １

年金など社会保障制度で不利な扱いを受けること １

文化や生活風習の違いが受け入れられなかったり、その違い

から嫌がらせを受けたりすること １

病院や施設などで、外国語の表記などの対応が不十分である

こと １

投票権が制限されるなど、政治に意見が十分反映されないこ

と １

本名を名乗りにくく、通称名を使うこと １

ヘイトスピーチ（外国出身者に対する不当な差別的言動）に

よる嫌がらせを受けること １

自治会等地域社会に受け入れられないこと １

日本語がよくわからないことを理由に無視されること １

知らない人からじろじろ見られること １

その他 １

特にない １

わからない １

今回調査

（令和２年）

（n=1,414）

（％）

 

資料：人権・男女共同参画に関する市民意識調査 2020（令和 2）年 

今回調査 

2020(令和 2)年 

     (n=1,414) 
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８ 多様な人権課題 

 

 わが国には人権に関わるさまざまな問題があります。差別、偏見、犯罪等で人権を侵害されて

いる人たちの尊厳が回復され、人間として安心して暮らすことができる社会の実現が求められて

います。 

 とりわけ、社会情勢の変化とともに、インターネット上の問題や各種感染症による新たな差別

事案など、人権課題は多様化し、複雑化しています。 

 

（１）ホームレスなど生活困難者の人権 

２００２ (平成１４) 年にホームレス自立支援法が制定され、国や地方公共団体の責務とし

て、ホームレスの自立等を支援するため、福祉、就労、住居、保健、医療等の分野において総

合的な取組を行うとともに、ホームレスの人権擁護について啓発を行うことを定めています。 

 しかし、ホームレスは高齢化や路上生活期間の長期化が進んでおり、心身の健康に不調を来

すなど、厳しい生活を送っています。また、偏見や差別意識等からホームレスが襲われる事件

や嫌がらせ等も発生しています。 

 ホームレスの一日も早い自立のためには、ホームレスの置かれている状況や自立支援の必要

性について理解し、ホームレスに対する偏見や差別をなくすことが大切です。 

 

（２）インターネットによる人権侵害 

 インターネットの普及により、その匿名性や情報発信の容易さから、個人の名誉やプライバ

シーを侵害したり、差別を助長する表現を掲載したりするなど、様々な人権問題が発生してい

ます。インターネットを悪用したいじめや人権侵害に対して関係機関と連携して適切に対応を

図ります。また、インターネットを利用する際の個人情報の適切な取り扱いに関する正しい理

解を深めるための啓発活動と学校等での情報モラル教育を推進します。 

 

（３）犯罪被害者やその家族の人権 

 犯罪被害者とその家族は、犯罪による直接的被害にとどまらず、後遺症や心ない中傷など二

次的被害にも苦しんでいます。犯罪被害者等を支援するため、２００５（平成１７）年に「犯

罪被害者等基本法」が施行されており、本市においては、総合的な支援を盛り込んだ条例を制

定し、犯罪被害者等に対してきめ細かな支援に努めています。２０２０（令和２）年には、「明

石市犯罪被害者等の支援に関する条例」の３回目の改正と「あかし被害者基金条例」を施行し、

犯罪被害者等への市民の理解を広げていくための啓発活動を推進するとともに、県、警察、Ｎ

ＰＯ等の関係機関・団体との連携を強化し、支援の輪が広がるように努めます。 
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（４）刑を終えて出所した人の人権 

 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見・差別は根強いものがあり、就職差別や住居

の確保が困難であるなどの人権問題が発生しています。本市では、２０１９（平成３１）年４

月から「明石市更生支援及び再犯防止等に関する条例」を施行し、地域社会の一員として円滑

な社会生活が営めるよう支援するとともに差別や偏見の解消をめざし、関係機関や関係団体と

連携・協力して、啓発活動の推進に努めます。 

 

（５）ＨＩＶ感染者やハンセン病患者、新型コロナウイルスなどの感染者等の人権 

 感染症に対する正しい知識と理解が十分ではないため、患者・元患者やその家族などが、周

囲の人々の誤った知識や偏見等により、学校や職場、医療現場などで差別やプライバシーの侵

害などを受ける問題が起きています。 

 病気に対する正しい知識と理解を広げ、差別や偏見をなくしていくことが必要です。 

 

（６）アイヌの人々の人権 

２０１９（令和元）年５月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する

ための施策の推進に関する法律」では、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するこ

とができ、その誇りが尊重される社会を実現することを目的として、アイヌの人々への、アイ

ヌであることを理由とした差別等の禁止やアイヌ政策を総合的かつ継続的に実施するための支

援措置などが定められています。差別や偏見を解消するために、理解と認識を深めるための啓

発活動を推進していきます。 

 

（７）北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 

 北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害であるとともに、重大な人権侵害

です。拉致問題に関する啓発についは、２００６（平成１８）年に「拉致問題その他北朝鮮当

局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、政府及び地方公共団体が拉致問題

その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものと定めら

れています。 

 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の取組などを通じて、我が国の国家主権と国民の生命およ

び安全に関わる重大な問題である「拉致問題」について、啓発活動に努めます。 

 

（８）東日本大震災に起因する偏見や差別の問題 

 地震と津波により発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う風評に基づく偏見、差

別が今なお続いています。被災地の現状や放射能に関する情報について、正しく理解できるよ

う啓発・教育に努めます。 
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（９）その他の人権 

 （１）～（８）に掲げる課題のほか、自殺防止の取組やひきこもりの問題、各種ハラスメン

ト（カスタマーハラスメント等）、人身取引事犯（性的サービスや労働の強要等）への適切な対

応など、人権課題は多様であり、今後も社会情勢の変化に伴い新たな課題が生まれてくること

が考えられます。すべての人の人権が尊重され、安心して暮らせる社会をめざして、あらゆる

課題に対応できるよう努めます。 
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第５章 総合的で効果的な推進のために 

 

本市では、人権尊重の理念を市が実施するすべての施策に共通する基本理念とし、市役所組織

による推進体制の強化、施策の総合的かつ効果的な推進等に努めるとともに、幅広い市民の参画

と協働のもとに「人権尊重のまちづくり」を着実に進めていきます。 

 

１ 人権教育・啓発の専任職員の配置 

（１）地域への推進体制の充実 

 人権教育推進員を中学校区に１名配置しています。人権教育推進員は、地域の人権啓発員

（小学校区に２名配置）と共に、中学校区ごとの地区人権教育研究協議会と連携することで、

自治会・子ども会・ＰＴＡ・高年クラブなどを対象に地域に根差した人権教育・啓発の推進

に努めます。また、人権感覚あふれる共生社会実現のため、各地区の人権教育研究協議会を

通じて人権をベースとした地域づくりにも協力していきます。 

 

２ 庁内推進体制と職員研修の充実 

（１）推進体制の充実 

① 推進組織の強化と連携、課題別プロジェクトの推進 

 人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、市役所内の関係課・機関で構成する「人権

施策推進連絡会議」を開催し、緊密な連携のもとに取り組んでいきます。 
 

② 推進状況の点検・評価 

 本方針の推進状況を明らかにするために、「人権施策推進連絡会議」において関係課・機関

との連絡、調整を図りながら、個別の分野ごとの人権施策の推進状況を総合的に検証します。

なお、推進状況の点検・評価を効果的に実施するために、概ね５年ごとに市民アンケート等

を実施し、進行状況を把握し、その結果を公表します。 

（２）職員研修の充実 

  本市が人権施策を推進するにあたっては、職員一人ひとりが人権尊重の視点のもとに行動す

ることが強く求められます。こうしたことから、職種に応じた職員研修の充実に努めていきま

す。 

また、市が事業等を委託している団体や指定管理者などに対しても同様に職員研修の充実を

図るよう指導します。 
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３ 関係機関・団体等との連携・協力の強化 

 

 本方針を実効性のあるものにするためには、国や県など関係機関はもとより、関係団体や企

業等との緊密な連携と協力が必要です。 

 また、地域、保育所、幼稚園、学校、企業等からなる明石市人権教育研究協議会と連携を図

り、市民のさまざまな生活圏に密着した人権教育・啓発活動を推進し、人権を意識した幸せな

暮らしが実現するように努めます。 

 

４ 市民の参画と協働による施策の推進 

 

（１）リーダーやボランティアの担い手の育成 

 人権教育・啓発を推進するためには、身近なところで活動するリーダーの役割が重要です。

人権教育推進員等の各地区での取組などを踏まえ、リーダーの養成やボランティア等の担い手

の育成、人材が有効に活用されるような支援体制を充実させます。 

 

（２）市民主体による生涯学習の一環としての人権学習 

 市民の参画と協働の観点から、人権学習と、市民参加・市民主体の生涯学習活動がつながる

ような環境整備を行います。 

 

５ 推進方針の広報・啓発活動 

 

  本方針の推進にあたっては、２０２０（令和２）年実施した人権・男女共同参画に関する市

民意識調査の結果などを踏まえ、インターネットの活用や市の関係機関や関係諸団体等との連

携を強化し、より市民に親しみやすく効果的な手法を取り入れる工夫をし、人権についての市

民の学習を促進するための学習機会や情報の提供に努めます。 

 

６ 施策の推進による効果の測定 

 

  本方針に基づく人権施策の推進による効果を測定するため、次のとおり指標を設定します。 

 なお、測定にあたっては、概ね５年ごとに市民アンケートを実施することとします。  
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（１）人権教育・啓発活動の推進状況に関する指標 

 社会情勢や生活様式の急速な変化に伴って、人権課題は多様化・複雑化しており、人権教育・

啓発の必要性がこれまで以上に高まっています。人権教育・啓発の推進状況を把握するための

指標として次のとおり設定し、記載の方向をめざしていくこととします。 

 

項目 
実績 

２０２０（令和２）年 
めざすべき方向性 

学校や職場等で人権や差別問題について 

学習した経験がある人の割合 
７７．９％ 

 

＊ 人権・男女共同参画に関する市民意識調査 ２０２０（令和２）年 

１００％ － (学習したことがない１７．９％ + 無回答４．２％)＝７７．９％ 

 

（２）市民の人権意識に関する指標 

 人権が大切であることの理解を広め、人権侵害を受けやすい人に対する偏見をなくしていく

ことが、人権教育・啓発の重要な目的であることから、市民の人権意識に関する指標として次

のとおり設定し、記載の方向をめざしていくこととします。 

 

項目 
実績 

２０２０（令和２）年 
めざすべき方向性 

人権は人が幸せに暮らしていく上で大切 

なものであると考える人の割合 
９３％ 

 

＊ 人権・男女共同参画に関する市民意識調査 ２０２０（令和２）年 

   そう思う７１．３％ ＋ どちらかと言えばそう思う２１．７％ ＝ ９３％ 

 

 

項目 
実績 

２０２０（令和２）年 
めざすべき方向性 

差別の原因は差別された人の側にもあると 

考える人の割合 
３２％ 

 

＊ 人権・男女共同参画に関する市民意識調査 ２０２０（令和 2）年 

   そう思う７．９% ＋ どちらかと言えばそう思う２４．１％ ＝ ３２％ 
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第２期明石文化芸術創生基本計画（素案）について 

 

１ 趣旨 

本市では、市民、団体及び市等が連携し、文化芸術のすそ野拡大と魅力ある文化芸術の

創造・発展を目指して、2009年（平成 21年）３月に明石文化芸術創生条例を制定しました。

この条例に基づき、2011年（平成 23年）には明石文化芸術創生基本計画（以下「基本計画」

という。）を策定し、以降、この計画に沿って文化芸術に関する施策の推進に取り組んでい

ます。 

基本計画は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、計画期間を２年間延長しておりまし

たが、今年度末で計画期間を終えることから、現在、第２期明石文化芸術創生基本計画（以

下「第２期基本計画」という。）の策定を進めており、その素案につきまして報告するもの

です。 

 

２ 第２期基本計画（素案）の概要 

（１）策定の目的 

文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るための指針を示すことを目的に

策定します。 

（２）計画の位置付け 

・ 文化芸術基本法（第７条の２）に規定する地方文化芸術推進基本計画 

・ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（第８条）に規定する地方公共団体

における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画 

・ 明石文化芸術創生条例（第９条）に規定する文化芸術の振興に関する基本計画 

・ あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）及びあかしＳＤＧｓ戦略計

画に基づく文化芸術分野の個別計画 

（３）計画期間 

あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）に合わせ、2023年度（令和

５年度）から 2030年度（令和 12年度）までの８年間とします。ただし、文化芸術を

取り巻く社会環境の変化や「あかしＳＤＧｓ戦略計画（明石市まち・ひと・しごと創

生総合戦略）」の改定等に応じて、随時見直します。 

（４）策定経緯 

・ 明石市文化団体連合会との意見交換を実施（令和３年 10月） 

・ 明石文化国際創生財団との意見交換を実施（令和３年 10月から随時） 

・ 教育委員会からの意見聴取【法第７条の２第２項】（令和４年 11月） 

・ パブリックコメントの実施（令和４年 12月中旬から令和５年１月中旬予定） 

 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年(令和 4 年)12 月 13 日 

市民生活局文化・スポーツ室文化振興担当 
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３ 基本計画改定のポイント 

（１）障害者による文化芸術活動の推進に関する計画に位置付け 

2018年（平成 30年）に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が制定さ

れ、「地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」の策定が

努力義務として規定されました。 

第２期基本計画は、あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）におけ

るまちづくりの方向性を踏まえて、障害者を含む全ての市民が等しく文化芸術活動に

取り組むための環境を整え、文化芸術の振興を図ることを目的としていることから、

「障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」に位置付けます。 

（２）文化観光の考え方や取組の方向性を追記 

令和２年に施行された「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推

進に関する法律」の趣旨に鑑み、文化の発展を観光需要につなげ、観光振興によるま

ちの潤いがさらに文化の発展を支えていくという好循環を目指します。 

（３）成果目標（数値指標）を設定 

市民の文化芸術活動の進展を数値で把握するため、成果目標として「まちづくり市

民意識調査」における「この１年程度の間、文化芸術活動をしましたか？」という問

いに対し、「よくした」「時々した」と答えた割合が、2030年（令和 12年）までに 33％

（概ね３人に１人の割合）となることを掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール 

2022年 12月 生活文化常任委員会で素案を報告 

  パブリックコメントの実施 

2023年 ３月 生活文化常任委員会で最終案を報告、計画策定 

   

５ 参考資料（別紙のとおり） 

・ 第２期明石文化芸術創生基本計画 体系図 

・ 第２期明石文化芸術創生基本計画（素案） 

    

2019年（令和元年） 

27.7％ 

2030年（令和 12年） 

33％ 

＜文化芸術活動の例＞ 

・コンサート、演劇、映画、美術等の鑑賞 

・文化芸術系サークル活動、茶道やいけばな等の習い事 

・工芸、絵画の創作 など 



第２期明石文化芸術創生基本計画 体系図

展 開 方 針

施 策

（１） 市民による文化芸術活動のさらなる充実

① 多様な文化芸術の鑑賞機会の創出

② 身近な場所で文化芸術に出会い、触れる機会の創出

③ 市民が自ら取り組める文化芸術事業の推進

④ 障害者の文化芸術活動の促進

⑤ 在住外国人が日本文化に親しみ、理解を深める取組の推進

文化とアートでみんながつながるまち あかし

（２） 文化芸術活動充実のための環境整備

① 文化芸術活動の成果を発表する機会の創出

② 文化施設の柔軟な運営の推進

③ 様々な施設を文化芸術活動の場として有効活用

④ 市民の自主性と創造性を尊重した文化芸術活動への支援

⑤ 文化芸術に関する情報の収集・集約及び効果的な発信

施 策

（３） 文化交流の促進と連携体制の強化

① 異分野・異世代間の交流及び市民とアーティストとの交流の推進

② 姉妹都市、友好都市等との国際文化交流の推進

③ 中間支援組織の機能強化

④ 文化観光を始めとする他分野との連携の強化

施 策

（４） 地域特有の文化資源の継承と発展

① 地域の伝統文化を守り、継承し、活用する取組の推進

② 地域の文化資源に親しみ、わがまちへの愛着を深める取組の推進

③ 文化芸術に関する地域の人材の活用

④ 特色ある文化芸術事業への支援

施 策

① 子どもたちに向けた文化芸術鑑賞機会の創出

② 子どもたちが参加・体験できる文化芸術事業の推進

③ 次世代の文化芸術活動への支援

（５） 次世代の育成

施 策

（別紙）



 

 

 

 

 

 

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
（第 1期計画より抜粋） 

 
～明石の風土と文化～ 

 
明石市は東経 135 度の子午線上に位置しており、日本標準時の設定後※1、いち早く子午線

標識を設置したことから、「子午線のまち」として有名になりました。 
面積は 49.42 ㎢で、瀬戸内海に面し、南北は最長 9.4 ㎞、東西は最長 15.6 ㎞と、雄大な

明石海峡大橋を眺望できる長い海岸線を有しています。 
自然に恵まれた風光明媚な明石は古く万葉の時代より歌に詠まれ※2、源氏物語の舞台とも

なりました。江戸時代には松尾芭蕉、明治大正期には、島崎藤村、倉田百三、尾上柴舟、長塚
節といった著名な文学者や歌人、俳人を魅了しました。現在でも伝統芸能や古典文学に高い関
心を生む土壌となっています。 
城下町として栄えた江戸時代は、初代城主小笠原忠真が明石城を築城した際に、剣豪・宮本

武蔵が町割をおこなったとも伝えられ、大蔵谷、大久保、魚住に本陣を置く宿場町としての一
面も持つ一方、「鹿之瀬」に代表される豊かな漁場を背景にした漁業の盛んなまち、灘に対し
て「西灘」と称される江井島を中心とした酒造りのまちとして発展しました。 
これらは現在に至るまで脈々と引き継がれ、城下町・宿場町については、明石城址、元家老

屋敷、町名、旧街道のまちなみなどにその名残を留めるとともに、漁業、酒造りについても現
在の明石の特色ある産業の一部となっています。 
近代に入ると市内では俳句会や短歌会が多く開催され、能楽も盛んになる一方、洋画や西洋

音楽を愛好する人たちが集い、その後の市民の文化活動を牽引していく人たちが多数登場して
きます。明石ゆかりの文化人としては、建築家の横河民輔※3、日本画の橋本関雪※4、音楽家の
菅原明朗※5などが有名です。 
明治 44 年、市内最古の部類に入る本格的な木造の公共施設である中崎公会堂が完成し、そ

の杮落としの際には夏目漱石が「道楽と職業」と題して講演しました。その後も菊池寛、佐藤
春夫らの文豪が来演しました。 
昭和に入ると徐々に音楽活動が市民の中に根付きはじめ、戦後、学生の吹奏楽やお母さんた

ちの合唱活動が盛んになったことで、明石の音楽文化が大きく花開き、昭和 42 年には兵庫県
より「音楽の町」の指定を受けました。中でも吹奏楽活動は活発で、中学校、高等学校の吹奏
楽部は毎年のように兵庫県吹奏楽コンクールで上位入賞を果たし、多くの人材を輩出していま
す。こうした音楽活動の盛んな土壌を下地として、平成 18 年には市民交響楽団を設立するな
ど、「音楽のあふれるまちづくり」を推進しています。 
また、明石には市の無形民俗文化財の指定を受けた御崎神社の「的射」※6や岩屋神社の「お

しゃたか舟」※7、県の無形民俗文化財の指定を受けた「大蔵谷獅子舞」をはじめ、市内各神社
で盛んに行われている秋祭り、住吉神社の「奉納能楽会」など、地域に根付いた伝統行事も数
多くあり、地域のみなさんが守り、育て、継承しています。 

 

※1 日本標準時の設定 国際子午線会議（本初子午線並計時法万国公会）の決定に基づき、1886 年に日

本標準時子午線が制定された。東経 135 度の子午線上に建設され、1960 年 6 月 10 日に開館した明

石市立天文科学館は、明石のシンボル（ランドマーク）となっている。 

※2 明石を詠んだ代表的な歌 「ともしびの 明石大門に入らむ日や 漕ぎ別れなむ 家のあたり見ず

（柿本人麻呂）」や、「沖つ波 辺波静けみ 漁りすと 藤江の浦に 船ぞさわける（山部赤人）」など

がある。 

※3 横河民輔 1864-1945 明石出身。明治-昭和時代前期の建築家、実業家で日本の鉄骨建築の先駆

者。主な設計作品は帝国劇場、東京銀行集会場、東京株式取引所など。東洋美術にも関心を寄せ、蒐集

した「横河コレクション」の中国陶磁器 1,200 点は東京国立博物館（東洋館）に寄贈されている。 

※4 橋本関雪 1883-1945 日本画家。明石藩に仕えた儒者であった父海関の長子として神戸に生まれ

る。帝室技芸員、帝国美術院会員、帝国芸術院会員を務め、建仁寺の襖絵が著名。二見町にある橋本関

雪の別荘「白沙荘」は数奇屋風の要素や多様な様式を組み合わせた近代和風建築の雰囲気を現在に伝

える貴重な遺構である（明石市重要建築物） 

※5 菅原明朗 1897–1988 明石市出身。日本の作曲家、音楽の教育者、指導者、啓蒙家。日本の近代

音楽の大きな功績を残す。交響写景「明石海峡」は郷土明石を主題にした管弦楽曲。 

※6 的射 御崎神社で 300 年以上続いている神事。大前や弓立衆とよばれる 5 人の氏子が 30 メート

ル先の的に 21 本の矢を射て悪霊を払い、豊作、豊漁を祈る。 

※7 おしゃたか舟 岩屋神社の夏祭りにおける海上神事。「おしゃたか」とは、神事で舟を押して行くと

きに唱える言葉で、「神さまがいらっしゃったか」という意味。 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

第１章 第２期計画の策定に当たって 

１ これまでの経緯 

2001年（平成 13年）12月に文化芸術振興基本法が制定され、「地方公共団体は国と連携を

図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた文化芸術に関する振興施策を策定

し、実施すること」と定められました。そこで本市では、2009 年（平成 21 年）3月に市民の

自主性を尊重し、市民、団体等及び市が連携しつつ、文化芸術のすそ野の拡大と、魅力ある

文化芸術の創造・発展を目指し、明石文化芸術創生条例（以下「条例」という。）を制定しま

した。その後 2011 年（平成 23 年）3 月には、条例に基づき明石文化芸術創生基本計画（第

１期）を策定し、この計画に沿って文化芸術に関する施策の推進に取り組んできました。 

 

 

【文化芸術施策に関するこれまでの経緯】 

  

年度 市の動向 国の動向 

2001 平成 13  ・文化芸術振興基本法制定 

2006 平成 18 
・文化芸術に関する事務を教育委員会から市長
部局に移管し、文化芸術部を新設 

 

2008 平成 20 ・明石文化芸術創生条例を制定  

2009 平成 21 ・明石文化芸術創生会議を設置  

2010 平成 22 ・明石文化芸術創生基本計画（第１期）を策定  

2012 平成 24 

・中間支援組織として明石文化芸術創生財団を
創設 

・組織改正により文化芸術部を文化・スポーツ
部に変更 

・劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
制定 

2016 平成 28 ・明石文化芸術創生基本計画（第１期）を改定  

2017 平成 29 
・組織改正により文化・スポーツ部を市民生活
局文化・スポーツ室に変更 

・文化芸術振興基本法を改正するとと
もに、文化芸術基本法に改称 

・文化芸術推進基本計画策定 

2018 平成 30  
・障害者による文化芸術活動の推進に
関する法律制定 

2019 平成 31 
・明石文化芸術創生財団が明石市国際交流協会
と合流し、「明石文化国際創生財団」に改称 

・明石文化芸術創生会議を廃止 
 

2020 令和 2 
・明石文化芸術創生基本計画（第１期）を改定
（新型コロナウイルス感染症の影響により
計画期間を１年延長） 

・文化観光拠点施設を中核とした地域
における文化観光の推進に関する法
律制定 

2021 令和 3 
・明石文化芸術創生基本計画（第１期）を改定
（新型コロナウイルス感染症の影響により
計画期間を１年延長） 

 

2022 令和 4 ・第２期明石文化芸術創生基本計画を策定 
（予定） 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

２ 条例に定める基本理念、基本施策 

明石文化芸術創生条例においては、文化芸術の振興に当たって基調となる６つの基本理念

と、それに関連させた５つの基本施策を定めています。（条例第３条、同第８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「文化芸術」と「文化芸術活動」の定義について 

本計画において、「文化芸術」とは、条例に基づき「文化芸術基本法が対象とする文

化芸術その他多様な文化領域を含むもの」としています。 

また、「文化芸術活動」とは、「文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造

する活動」とします。なお、「参加」には「交流」、「学習」、「発表」などを含み、「交

流」には、国内に限らず国際的な交流も含んでいます。  

 

市民一人ひとりの自主性・創造性の尊重 
施策の実施内容に対する市の不介入、不干渉 

 
過去から培われてきた地域の文化や芸術の継承・発展 

魅力ある新しい文化芸術の創造 

 
市民が等しく文化芸術活動を行うことができる環境の整備 

市民一人ひとりの多様な文化芸術及び価値観の理解・尊重 

文化芸術を担う人材の育成 

次代を担う子どもたちの心や感性、 
創造性やコミュニケーション能力の育成 

 

 

地域に根ざした伝統的な文化芸術の継承・発展と 
新しい文化芸術の創造に必要な施策の実施 

市民の文化芸術に対する関心・理解の深化と 
文化芸術活動の場・機会の拡充 

文化芸術に関する情報の収集・提供 

文化芸術活動を担う人材の育成 

次代を担う子どもたちの文化芸術活動の場・機会の充実 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

３ 文化芸術を取り巻く環境の変化  

⑴ 社会環境の変化 

ICT（情報通信技術）の急速な発展により、グローバル化と価値観の多様化が一層進んだ

ことにより、多様な文化の受容と相互理解が重視されるようになってきました。また、少

子高齢化の進展により人口構造の変化が見られ、人口減少時代における文化芸術の新たな

担い手の育成や、伝統文化の継承が課題となっています。 

そのような中、2015 年（平成 27 年）には国連サミットにおいて、誰一人取り残さない

持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」

が採択されました。ＳＤＧｓの達成に向けては、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に

統合的に取り組むとともに、すべての関係者の連携・協力（パートナーシップ）が重要と

されています。 

文化芸術分野においても、文化芸術そのものの振興に加え、観光やまちづくり、国際交

流等、幅広い関連分野との連携を視野に入れた「総合的な文化芸術政策への転換」が求め

られています。 

 

⑵ 国の動向 

上記のような社会環境の変化に伴い、文化芸術の振興に関連する以下の法律が改正・制

定されました。 

 

○「文化芸術基本法」（2017 年（平成 29年）に文化芸術振興基本法を改正） 

文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業そ

の他の各関連分野における施策を法律の範囲とすること、また、文化芸術により生み

出される様々な価値を、文化芸術の継承、発展及び創造に活用することを趣旨として、

文化芸術振興基本法が一部改正され、法律の名称も文化芸術基本法に変更されました。 

また、本法律に基づき、「文化芸術推進基本計画－文化芸術の「多様な価値」を活か

して、未来をつくる（第１期）」が策定されています。 

 

○「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（2018 年（平成 30年）制定） 

障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ 

とで、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図るこ

とを目的に制定されたものです。 

また、本法律に基づき「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」

が策定されています。 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

○「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」 

（2020年（令和 2年）制定） 

地域における文化観光（※）を推進するため、文化の振興を起点として観光の振興と

地域の活性化につなげ、その経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出する

ことを目的に制定されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 市の状況 

 中間支援組織として 2012 年（平成 24年）に公益財団法人 明石文化芸術創生財団（現・

公益財団法人 明石文化国際創生財団、以下「財団」という。）を創設し、サポート機能、

広報機能、人材育成機能等による新たな文化芸術の創造や振興の促進を図ってきました。 

2017 年度（平成 29 年度）の第１期計画改定以降、財団は、それまで市が実施していた

文化芸術事業を受託するなど、本市における文化芸術事業の主な実施主体となっており、

柔軟な発想、知識及びネットワークを活用して、効果的に様々な事業を展開しています。 

 

⑷ 新型コロナウイルス感染症の影響 

2020 年（令和 2年）以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、社会

全体の活動自粛の流れを受けて、文化芸術活動も停滞傾向にありました。2021 年（令和 3

年）からは少しずつ回復の兆しを見せていますが、未だ完全な回復には至っていません。 

本市においても、これまで長年に渡って実施し、明石の文化として根付いてきた事業の

中止・延期、開催規模の縮小を余儀なくされました。また、練習など日々の文化芸術活動

の自粛に加え、市民会館等文化施設の閉館や開館時間の短縮等により、ホールや会議室の

貸館稼働率の低下が顕著に現れました。 

特に高齢者については、感染した場合のリスクの高さから、大勢が集まって行う活動を

自粛する傾向が強くなりました。その結果、団体等の活動自粛が長期間に及び、今後の活

動継続が危ぶまれるケースも見られました。また、文化事業の中止や活動自粛により、高

齢者にとって外出して人と交わるという貴重な機会が減少し、生きがいの喪失につながる

ことも懸念されます。 

（※）文化観光とは？ 
 

文化観光とは、文化資源の観覧等を通じて、文化についての理解

を深めることを目的とする観光を指します。 

 
法第２条第 1項  
この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産

その他の文化に関する資源（以下「文化資源」という。）の観覧、文
化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理
解を深めることを目的とする観光をいう。 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

また、青少年については、学校内外において文化芸術の鑑賞・体験の機会等の多くが失

われました。多感な青少年期において、文化芸術活動から得られる多様な刺激を受ける機

会が減ることによる影響も危惧されます。 

 

４ 第１期計画に基づく取組の成果と課題 

⑴ 成果 

第１期計画では、取り組むべき課題として以下の５つを掲げました。 

 

課題１：文化芸術に触れ親しむ機会の充実 

課題２：文化芸術を通じた交流の促進 

課題３：伝統的な文化資源の保存・継承、有効活用 

課題４：文化芸術の創造活動を支える人材の育成 

課題５：文化芸術に関する情報の収集・発信の強化 

 

 

そして第１期計画策定以後、市民、団体等、市及び財団等は、それぞれの役割を踏まえ、

この５つの課題に取り組み、計画を推進してきました。 

とりわけ、計画策定の１年後に中間支援組織として設立した財団は、文化芸術振興の拠

点となる関係団体等のゆるやかなネットワークを形成し、そして、市民と文化芸術とのつ

なぎ手として、上記の課題に幅広く対応するコーディネート機能を果たしてきました。ま

た、様々な文化芸術事業の企画や運営により経験を重ね、事業の実施に必要なノウハウを

蓄積することで、計画の推進体制を強化してきました。 

第１期計画の策定から 12 年が経過しようとしていますが、文化芸術の振興には多種多

様な側面があり、また、文化芸術に対する市民の意識は、時間をかけて徐々に醸成されて

いくという特徴があります。そのため、これまで取り組んできた施策が、どの程度成果を

上げ、また第１期計画における目指す姿 ～ひともまちも元気な「文化の息づくまちあかし」

の実現～ をどの程度達成できたかを一元的に捉えることは困難です。 

そこで、本市が数年おきに実施している「まちづくり市民意識調査」の結果から、市民

の文化芸術活動に関する意識の変化という側面で捉えた数値を、取組の成果を表す１つの

指標として検証したところ、次のとおりでした。 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

 

 

 

 

 
※文化芸術活動の例： 

コンサートや演劇、映画、美術などの鑑賞、文化芸術系サークル活動や 
茶道・いけばななどの習い事、工芸・絵画の創作など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この意識調査において、「この１年程度の間、文化芸術活動をしましたか？」という設問

に対し、「よくした」又は「時々した」と回答した人の割合は、第１期計画策定１年後の 2012

年（平成 24 年）から、2019 年（令和元年）までの７年間で 3.9 ポイント上昇しています。 

この結果から、文化芸術活動を行った市民の割合は増加しており、市民の文化芸術活動

の状況には一定の向上があったものと見られます。 

 

  

9.9%

9.6%

17.8%

14.2%

28.5%

30.7%

41.4%

41.8%

2.4%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年

平成24年

この1年程度の間、文化芸術活動をしましたか？

よくした（月に1回以上）
時々した（年に6回以上）
ほとんどしていない
まったくしていない
無回答

2012年（平成 24年）  2019年（令和元年） 

23.8％  27.7％ 

3.9ポイント 

上昇 

「よくした」又は「時々した」と回答した人の割合 

23.8% 

 

27.7% 

 

≪まちづくり市民意識調査の結果≫ 
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第１章 第２期計画の策定に当たって 

⑵ 課題 

このように、第１期計画についてはこれまでの取組により一定の進捗が見られるものの、

各課題を解消したと言える状況にまでは至っておらず、一層の推進が求められます。 

また、本基本計画は、条例が定める基本理念に基づき、基本施策を総合的に推進するた

めに策定するものであることから、条例が示す本市の文化芸術に関する基本的な方向性を

維持しつつ、文化芸術の振興を図っていく必要があります。 

そのため、新たに策定する第２期計画においては、第１期計画に定めた方向性を継承し

つつ、社会環境の変化や関連する法律の制定など、文化芸術を取り巻く変化に適応した新

たな視点を加えることで、引き続きこれら５つの課題に取り組んでいきます。 

なお、それぞれの課題に応じた具体的な事業実施に際しては、限りある予算や人的資源

を各事業へより効果的・効率的に投入できるよう、毎年様々な角度から既存事業の見直し

を行い、取捨選択と創意工夫のもと、新たな試みに積極的に取り組む必要があります。 

さらに 2020 年（令和 2年）以降の新たな課題としては、新型コロナウイルス感染症の流

行により多大な影響を受けた文化芸術活動の「再興」が挙げられます。 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、様々な文化芸術活動が２年以上に渡って停滞

を余儀なくされました。一方で、感染拡大防止のため日常生活に様々な制約を受ける中、

暮らしに潤いや彩りをもたらす文化芸術の持つ力や、社会的役割の大きさが再認識される

こととなりました。 

文化芸術活動が以前の勢いを取り戻し、より一層活発に展開されるよう、文化芸術の振

興に取り組んでいく必要があります。 

また、そもそも文化芸術は人と人とが関わりあい、共に暮らしていく中で生まれ、発展

してきたものですが、ウィズコロナ社会においては、これまでのように多くの人々が集ま

り、活発に触れ合うことを前提に活動することが難しい場合もあり、これまでとは異なる

実施方法を模索していくことが求められます。 

 

 

 



 

 

  8   

 

第２章 第２期計画の基本的な考え方 

SDGｓ未来安心都市・明石 
～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～ 

第２章 第２期計画の基本的な考え方 

１ 計画の位置付け 

⑴ 文化芸術基本法との関係 

本計画は、文化芸術基本法第７条の２に規定する「地方文化芸術推進基本計画」に位置

付けます。 

 

⑵ 明石文化芸術創生条例との関係 

本計画は、明石文化芸術創生条例第９条に規定する「文化芸術の振興に関する基本計画」

として策定します。 

 

⑶ 長期総合計画等との関係 

本計画は、「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）」及び「あかしＳＤ

Ｇｓ戦略計画」に基づく、文化芸術に関連する施策の個別計画に位置付けます。 

 

 

＜参考＞ 「あかし SDGs推進計画（明石市第６次長期総合計画）」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 年のあるべき姿 
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第２章 第２期計画の基本的な考え方 

⑷ その他の法律、計画等との関係 

① 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 

この法律は障害者による文化芸術活動を推進することにより、障害者の個性と能力の

発揮及び社会参加の促進を図るために制定されたものです。    

また、本計画は上位計画である「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計

画）」におけるまちづくりの方向性を踏まえ、障害の有無等にかかわらずすべての市民が

等しく文化芸術活動に取り組めることを意図しており、障害者による文化芸術活動の推

進についての施策を含んでいます。 

このことから、本計画をこの法律の第８条に規定する「地方公共団体における障害者

による文化芸術活動の推進に関する計画」に位置付けます。 

なお、障害者による文化芸術活動の推進に当たっては、この法律の目的が「障害者の

個性と能力の発揮及び社会参加の促進」であることから、先に策定された「明石市第５

次障害者計画」及び「明石市障害福祉計画（第６期）」に掲載された事業と整合を図りな

がら取り組みます。 

 

② その他の計画等 

文化財の保存活用に関する事項の詳細については、「明石市文化財保存活用地域計画」

において定めます。 

また、文化芸術活動の推進に当たり特に関連が深い生涯学習や教育に関する分野につ

いては、別に定める明石市生涯学習ビジョン、あかし教育プラン（明石市教育振興基本

計画）等に基づき、施策の推進を図ります。 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、「あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）」に合わせ、2023

年度（令和 5年度）～2030 年度（令和 12年度）の８年間とします。 

ただし、文化芸術を取り巻く社会環境の変化や「あかしＳＤＧｓ戦略計画（明石市まち・

ひと・しごと創生総合戦略）」の改定等に応じて、随時見直します。 

 

３ 目指す姿 

2030年度（令和 12 年度）までに目指す姿として、「文化とアートでみんながつながるまち 

あかし」を掲げ、その実現に向けて本計画の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

   「文化とアートでみんながつながるまち あかし」 
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第２章 第２期計画の基本的な考え方 

４ 成果目標（成果指標） 

市民の文化芸術活動に対する意識の状態を把握するため、前述の「まちづくり市民意識調

査」における文化芸術活動に関する調査項目の結果を成果指標とします。 

また、今後、本計画に沿って文化芸術の振興に取り組むにあたり、次のとおり目標値を設

定します。 

 

 

「まちづくり市民意識調査」において「この１年程度の間、文化芸術活動をしま 

したか？」という問いに対して、「よくした」「時々した」と答えた人の割合 

 
 

 
 
 
 

※文化芸術活動の例： 
コンサートや演劇・映画・美術などの鑑賞、文化芸術系サークル活動や 
茶道・いけばななどの習い事、工芸・絵画の創作など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（前回調査） 
 

目標値 

2019年（令和元年） 2030年（令和 12年） 

27.7％ 33％ 
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第３章 施策の展開方針 

第３章 施策の展開方針 

１ 施策の方向性  

第１期計画では、施策の展開方針を 11 項目掲げていましたが、本計画では、５項目へと整

理、再編しました。 

これらに基づく施策を積極的に推進することにより、各課題の解消を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本施策（展開方針ごとの基本施策、これまでの取組） 

 

 

子ども、高齢者、障害者、在住外国人など、市民誰もが等しく身近に文化芸術に触れ親

しむことのできるまちを目指し、多様な文化芸術の鑑賞機会を提供するとともに、日頃、

文化芸術に触れる機会が少ない人に、身近な場所で文化芸術に触れる機会を創出します。 

また、アーティストによる文化芸術を鑑賞するだけではなく、市民自らが文化芸術活動

に携わり、表現することで文化芸術に対する造詣を深められるよう、市民参加型の文化芸

術事業を展開し、市民による文化芸術活動の更なる充実に取り組みます。 

 

【関連する SDGsの主な目標】 

    

 

 

展開方針    市民による文化芸術活動のさらなる充実 １ 

（１） 市民による文化芸術活動のさらなる充実 

（２） 文化芸術活動充実のための環境整備 

（３） 文化交流の促進と連携体制の強化 

（４） 地域特有の文化資源の継承と発展 

（５） 次世代の育成 

５つの展開方針 
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第３章 施策の展開方針 

 施策① 多様な文化芸術の鑑賞機会を創出します  

市民会館や文化博物館等の指定管理者及び明石文化国際創生財団が持つ専門性や機

動力を活かし、多様な文化芸術を市内で鑑賞できる機会を充実します。また、これま

で鑑賞機会の少なかった分野についても、新たに鑑賞機会を創出し、より幅広い分野

の文化芸術に触れられるよう取り組みます。 

〔これまでの取組〕 

・明石市芸術祭、MERIDIAN 美術展 

・明石薪能、中崎寄席 

・佐渡裕指揮による兵庫芸術文化センター管弦楽団の公演 

 

 施策② 身近な場所で文化芸術に出会い、触れる機会を創出します  

ホールや博物館等に限らず、商店街やショッピングモール等、町なかのオープンな

スペースも利用して、普段あまり文化芸術に触れることのない人も含め、市民誰もが

気軽に文化芸術に触れることのできる機会の拡充を図ります。 

〔これまでの取組〕 

・市内商業施設や市民広場等でのあかしふれあいコンサート 

・通路等の壁面を利用した美術作品の展示（西部市民会館スロープギャラリー、ア

スピア明石スマイルギャラリー、ウィズあかしウォールギャラリーなど） 

 

 施策③ 市民が自ら取り組める文化芸術事業を推進します  

明石市文芸祭や明石市美術展等、これまで長年にわたり実施してきた事業への参加

を促すとともに、新たな市民参加型事業を展開します。 

〔これまでの取組〕 

・明石市文芸祭（公募）、明石市美術展（公募） 

・吟行俳句会 

 

 施策④ 障害者の文化芸術活動を促進します  

障害者を対象に文化芸術活動の体験機会を設け、障害者の文化芸術活動を促進しま

す。また、障害者による文化芸術活動への市民の理解を深められるよう、作品の鑑賞

機会を設けるなど、啓発に取り組みます。 

〔これまでの取組〕 

・総合福祉センター（本館・新館）における障害者のアート展示 

・障害者を対象とした創作教室（いけばな、陶芸、写真、編み物等）の開催 

・アートシップ明石（文化博物館、あかし市民広場等における障害者による作品展） 
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 施策⑤ 在住外国人が日本文化に親しみ、理解を深める取組を推進します  

在住外国人を対象に、日本の伝統文化の鑑賞や、日本文化を体験する機会を提供し、

日本の文化芸術への理解を深められるよう支援します。 

〔これまでの取組〕 

・浴衣着付け体験、日本料理教室 

・日本語学習会 

・地域の夏祭りへの参加、明石薪能や明石市芸術祭の鑑賞 

 

 

 

日頃の文化芸術活動の成果や作品を発表する機会を充実することで、活動に対する市民

のモチベーションを活性化します。これと同時に、身近な家族・友人・知人の文化芸術活

動に触れることで、趣味や生きがいとしての文化芸術活動に興味や関心を呼び起こし、新

たに自ら文化芸術活動に携わるきっかけとすることにもつなげていきます。 

また、文化芸術活動を行う場所は、市民の文化芸術活動（鑑賞、発表、創作、練習など）

を支える重要な要素であることから、既存の文化施設の充実を図るとともに、それ以外の

施設についても多様な活動の場としての利用を促し、創作や発表の場があふれるまちを目

指します。 

文化芸術の振興には、常に新たな価値観により多彩な文化芸術を創造していける環境づ

くりを推進する必要があります。そのため、市民一人ひとりの自主性、創造性を尊重し、

魅力ある文化芸術を自由に創造・発展できるよう、市民の活動を支援します。 

さらに、文化芸術に関する活動、人材、施設、催しなど多様な情報を蓄積させ、それら

の情報を市民にわかりやすく発信します。また、必要とする人に必要な情報をタイムリー

に届けられるよう、多様なメディアを活用し、より効果的な情報発信に取り組みます。 

 

【関連する SDGsの主な目標】 

      

 

 

 施策① 文化芸術活動の成果を発表する機会を創出します  

日々の文化芸術活動の成果を発表するコンサートや、日頃の創作活動による作品を

発表する機会を設けるとともに、優れた作品に対する表彰を行います。 

 

展開方針    文化芸術活動充実のための環境整備 ２ 
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〔これまでの取組〕 

・あかしふれあいコンサート、明石市芸術祭 

・明石市文芸祭、明石市美術展 

・アートシップ明石（障害者による作品展） 

・オンライン芸術作品コンテスト 

 

 施策② 文化施設の柔軟な運営を推進します  

市民会館や文化博物館等の指定管理者等と連携し、文化施設の機能、設備の拡充や

利便性の向上など、利用者のニーズにあった柔軟かつ弾力的な施設運営に取り組みま

す。 

〔これまでの取組〕 

・市民会館のロビー等を活用したプロムナードコンサート 

・小中学生の文化博物館の入館料を無料化 

・市民会館におけるオンラインチケット販売 

・文化博物館の年間観覧券を発行 

 

 施策③ 様々な施設を文化芸術活動の場として有効活用します  

市民会館などの既存文化施設だけではなく、身近にあるコミュニティ・センターや

遊休施設など、様々な場所を文化芸術活動の練習や発表の場として活用できるよう取

り組みます。 

〔これまでの取組〕 

・議場コンサート 

・アスピア明石アトリウムコートでのコンサート 

・魚の棚青空楽市広場でのジャズイベント 

・あかし市民広場やイオン明石「海の広場」でのふれあいコンサート 

 

 施策④ 市民の自主性と創造性を尊重した文化芸術活動を支援します  

市民や文化団体の自主的な文化芸術活動を支援するため、明石文化国際創生財団等

を通じて、活動内容や企画・発表、技術の向上などに関する相談、講師紹介等を行い

ます。 

〔これまでの取組〕 

・文化団体等の自主事業の企画や助成制度などの相談 

・自主公演等について財団のホームページやメールマガジンに掲載 

・市内若手アーティストを対象とした「MERIDIAN 美術展」の開催 

・若手アマチュアミュージシャンの出演を促進 

・文化芸術振興事業助成金の交付 



 

 

  15     

 

第３章 施策の展開方針 

・市民会館事業に関する市民企画の公募 

 

 施策⑤ 文化芸術に関する情報を収集・集約し、効果的に発信します  

財団を中心に形成したネットワークを活用し、文化芸術に関する情報を収集すると

ともに、集約した情報を SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）等の多様なメデ

ィアを利用して、効果的かつタイムリーに発信していきます。 

〔これまでの取組〕 

・財団ホームページにおける文化芸術情報の集約、発信 

・財団のメールマガジン、機関誌の発行 

・SNS（Twitter、Facebook、Instagram等）を通じたよりタイムリーな情報発信 

・明石市ホームページからの情報発信 

 

 

 

異なる分野や世代の文化芸術活動がその枠組みを超えて相互に連携・交流することで、

活動を活性化し、新たな文化芸術の創生につながるよう、アーティストや文化団体と市民

との交流など、様々な文化交流を推進します。 

特に、障害の有無に関わらず誰もが個性と能力を発揮し、社会参加できるという市民意

識を醸成するために、これまであまり交流の機会がなかった障害者の文化芸術分野との連

携・交流を図ります。 

また、国際化が進展する現代においては、文化芸術の振興においても、多様な文化への

理解・尊重が求められています。そこで、文化芸術分野における姉妹都市等諸外国との交

流や、在住外国人との交流を通じて異文化への理解を促進する事業を展開し、多様性を尊

重した国際性豊かな市民文化の醸成に取り組みます。 

明石文化国際創生財団については、2012 年（平成 24 年）に中間支援組織として設立以

降、市民の文化芸術活動の基盤として、関係団体等によるゆるやかな相互ネットワークの

構築に取り組んできました。この取組は 10 年を経て定着しつつありますが、昨今の文化芸

術活動を取り巻く状況を踏まえ、多様な団体等がこれまで以上に連携・協働して文化芸術

活動を活性化できるよう、財団のコーディネート機能をより一層充実させていきます。ま

た、財団は 2019 年（平成 31年）に明石市国際交流協会と合流し、明石文化国際創生財団

に改称して以降、在住外国人が日本文化への理解を深めるための活動や、市民の国際交流

の推進にも取り組んできました。その取組を生かして、市民の文化活動での国際交流を支

援するため、コーディネート等の役割を強化し、国際性豊かな市民文化の醸成に努めます。 

また、文化芸術基本法の改正に伴い、文化芸術はその振興のみならず観光やまちづくり、

国際交流、福祉、教育、産業など幅広い分野との連携が重要となっています。そこで、他

展開方針    文化交流の促進と連携体制の強化 ３ 
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分野との連携を強化し総合的な文化政策を推進することで、文化芸術により生み出される

様々な価値を、文化芸術の継承、発展及び創造につなげていきます。 

観光分野との連携については、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光

の推進に関する法律」が制定されました。これは、文化の振興を観光の振興と地域の活性

化につなげ、そこから生み出される経済効果が文化の振興のために再投資されるという好

循環を創出することを目的に制定されたもので、本計画においては、この法律の趣旨を取

り入れ、特に観光分野との連携を一層強化し、文化施設や地域の文化・歴史資源を活かし

た取り組みを進めます。 

 

【関連する SDGsの主な目標】 

       

 

 施策① 異分野・異世代間の交流や、市民とアーティストとの交流を推進します  

異なる分野や世代間交流につながる事業に取り組むとともに、文化団体・アーティ

ストと市民との交流促進を図ります。 

〔これまでの取組〕 

・多彩な芸術を鑑賞・体験できる「アートフルウィーク」 

・異分野や世代間の交流の場の提供 

・明石ゆかりの文化芸術関係者による集いの開催 

 

 施策② 姉妹都市、友好都市等との国際文化交流を推進します  

次代を担う青少年を中心に、市民が国際的な文化交流により様々な刺激を受けられ

るよう、明石市の姉妹都市であるアメリカ合衆国・バレホ市や、友好都市である中華

人民共和国・無錫市を始めとした諸外国との文化交流事業を実施します。 

また、市民が様々な異文化に触れ、文化の多様性について理解を深める機会として、

在住外国人等による講演会や異文化体験教室などを開催します。 

〔これまでの取組〕 

・バレホ市への明石市青少年ジャズダンス訪米団、明石市青少年親善訪米団の派遣 

・無錫市への明石市青少年ジャズダンス訪中団、明石市青少年選抜吹奏楽訪中団の 

派遣 

・無錫市江南中学校吹奏楽交流団の受入 

・無錫市との図書交換（市立図書館） 

・国際理解講演会、世界の料理教室、異文化交流広場、子ども異文化体験 
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 施策③ 中間支援組織の機能を強化します  

本市における文化芸術の振興には、明石文化国際創生財団が担うコーディネート（橋

渡し）機能の充実が不可欠です。そこで、以下のような各機能を今以上に充実させる

ことにより、市民や文化団体等の活動に厚み・広がりをもたらすとともに、新たな文

化芸術の創造・発展に努めます。 

 

【中間支援組織としての役割】 

●プラットフォームの提供、ゆるやかな相互ネットワークの形成 

文化芸術に関する多彩な分野や幅広い年齢層の市民が出会い語らうことができ、

情報を得ることができる交流の拠点としてプラットフォーム機能を果たします。 

また、文化芸術の担い手やボランティアとしての人材を育成するため、アートマ

ネージャーやボランティアの養成講座などを開催します。 

〔これまでの取組〕 

・文化イベントプロデューサー養成講座の開催 

・ネットワーク会議の開催 

・異文化交流カフェ・異文化交流サロンの開催 

・国際文化交流等に関するボランティア養成講座の開催 

●情報の発信・共有 

市内の多様な文化芸術情報を集約し、発信することで、市民や文化団体の文化芸

術活動を支援します。また、文化資源や資料のデータを蓄積し、人材バンクの機能

を果たします。 

〔これまでの取組〕 

・インターネット、SNS、動画を活用した情報収集、情報発信 

・メールマガジンの発信、機関誌・フリーペーパーの発行 

・郷土芸能や地域の伝統文化芸術行事に関する情報の集約 

・アーティストについての調査とデータベースの充実 

・国際交流ボランティアの登録 

・やさしい日本語や多言語による情報の発信 

●相談への助言、斡旋及び助成 

情報提供、相談、人材仲介などを通じて、市民や文化団体の文化芸術活動を支援

します。また、団体やアーティストの文化芸術活動に対する助成や、優れた活動に

対する顕彰を行い、文化芸術活動を支援します。 

特にウィズコロナ社会においては、発表・創作機会の減少に加え、イベント開催

の判断、感染予防対策など、文化芸術活動を行ううえで共通の課題を抱えることが

多いと考えられることから、これまで以上にサポートが重要となっています。 
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〔これまでの取組〕 

・文化団体等の自主事業の企画や助成制度等の相談、助言 

・アーティストや登録ボランティアの紹介 

・アートマネージメント講座の実施 

・新型コロナウイルス感染症への対応についての情報提供 

   ・文化芸術振興助成金、国際交流活動助成金、アーティスト緊急支援金等 

・若手アーティストの顕彰（MERIDIAN 芸術賞） 

 

 施策④ 文化観光を始めとする他分野との連携を強化します  

文化芸術活動と観光振興とを連携することで、市内外から多くの人たちを集め、ま

ちの賑わいづくりや経済の活性化につなげていきます。また、文化資源を活用したま

ちづくりを進めることで、文化の発展を観光需要につなげ、観光振興によるまちの潤

いがさらに文化の発展を支えていくという好循環を生み出します。 

また、教育委員会等と連携して、次代を担う子どもたちに様々な文化芸術に触れる

機会を提供するとともに、様々な年代の方が文化芸術活動を通して学び、充実感を得

られるよう、生涯学習としての文化芸術活動の支援に努めます。 

その他、行政の様々な機関と連携して、新たな分野との連携の可能性を模索します。 

〔これまでの取組〕 

・明石薪能、吟行俳句会の開催（観光との連携） 

・市立高齢者大学校あかねが丘学園やコミセンで開催される各種講座における文 

化芸術活動の促進（生涯学習との連携） 

・子どもを対象としたあかし楽講座の開催（生涯学習との連携） 

・市内小中学校へのアーティスト派遣（教育との連携） 

・ふれあいコンサートにおける中高生吹奏楽部による演奏（教育との連携） 

・市内小中学校を通じた明石市文芸祭・美術展への参加促進（教育との連携） 

 

 

 

本市には、恵まれた文化資源が多数あります。歴史と伝統に根ざした独自の文化資源を

活かした取組を行うことにより、市民がそれらを再発見・活用する機運を盛り上げるとと

もに、それらに親しむことで郷土に対する誇りや、まちへの愛着を育むことにつなげてい

きます。 

また、このような取組を通じて、子どもをはじめとする多くの市民がふるさと明石を愛

し、「ずっと住み続けたい」と実感することを目指します。 

なお、文化財の保存活用に関する事項の詳細については、「明石市文化財保存活用地域計

展開方針    地域特有の文化資源の継承と発展 ４ 
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画」において定めます。 

 

【関連する SDGsの主な目標】 

       

 

 施策① 地域の伝統文化を守り、継承し、活用する取組を推進します  

地域の歴史・文化・先人について学ぶ機会を子どもたちに提供し、郷土への理解を

深め、愛着を育むとともに、伝統文化の新たな担い手の育成を支援します。また、地

域に伝わる郷土芸能など地域に根ざした文化活動を把握し、現代人の心にも響くよう

な工夫や演出を加えるなど、その継承と活用を支援します。 

〔これまでの取組〕 

・子どもを対象としたあかし楽講座 

・明石市内の秋祭りや伝統文化事業に関する情報の収集・集約と発信 

 

 施策② 地域の文化資源に親しみ、わがまちへの愛着を深める取組を推進します  

市民が地域の文化資源の魅力を知り、親しめるよう、市内フィールドワークによる

文化資源の探索に取り組むとともに、身近な地域の歴史や史跡、旧跡などを紹介しま

す。また、文化資源の特性を活かした催しや講座を開催します。 

〔これまでの取組〕 

・あかし文化遺産マップの作成 

・中崎公会堂でのクラシックコンサート、100周年を記念した講演会、児童対象ワ 

ークショップ「あかし落語塾」 

・明石にゆかりのある資料及び作家の作品を紹介する展覧会、埋蔵文化財発掘調査

の成果を紹介する展覧会等 

・文化財探索ウォーク 

 ・明石城築城 400年、市制施行 100 周年記念シンポジウム 

 

 施策③ 文化芸術に関する地域の人材を活用します  

市内で活動している文化人、アーティスト、伝統文化に携わる人、ボランティアな

どに関する情報を収集し、人材の活用を図ることで、地域の人材と市民とのつながり

を促進します。 

〔これまでの取組〕 

・明石ゆかりのアーティストや国際交流ボランティア等のデータベース化 

・小中学校へのアーティスト派遣 
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第３章 施策の展開方針 

・明石フィルハーモニー管弦楽団によるアウトリーチ活動 

  

 施策④ 特色ある文化芸術事業を支援します  

地域に根付いた郷土文化の研究・普及活動の支援や、音楽のあふれるまちづくりな

ど、本市の特色ある文化の創造を支援します。 

〔これまでの取組〕 

・明石フィルハーモニー管弦楽団（たこフィル）の定期演奏会 

・明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラの定期演奏会 

・明石公園等における明石薪能 

・佐渡裕指揮による兵庫芸術文化センター管弦楽団の公演 

・地域の歴史を学ぶ「あかし楽講座」 

・あかし文化遺産マップ（東部編・中部編・西部編）を使用した講座 

 

 

 

文化芸術は自分自身を表現し、創造性を高めるだけではなく、子どもの豊かな感性やコ

ミュニケーション能力を育むために大変重要なものです。また、幼少の頃から文化芸術に

触れ、鑑賞し、表現されている世界観を読み解く力を養うことは、子どもたちが生涯に渡

って文化芸術に親しみ、心豊かな人生を送れるよう文化的素地を築くことにもつながりま

す。 

このような文化芸術のもつ力を活かして、特に次代を担う子どもたちが文化芸術に触れ

親しむ機会の提供や、子どもたちの文化芸術活動を促す機会の創出に努めるとともに、文

化芸術活動に取り組む若者を支援するなど、積極的な次世代育成に向けて取り組みます。  

また、子どもたちがふるさと明石について知り、愛着を深めるよう、地域の歴史・文化・

先人について学び、文化財に触れ親しむ機会を提供します。 

 

【関連する SDGsの主な目標】 

       

 

 施策① 子どもたちに向けた文化芸術の鑑賞機会を創出します  

教育委員会等と連携し、子どもたちが文化芸術を鑑賞する場を設けます。また、文

化芸術イベントにおいては、子どもたちがより鑑賞しやすくなるよう取り組みます。 

 

展開方針    次世代の育成 ５ 
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第３章 施策の展開方針 

〔これまでの取組〕 

・高校生を対象とした芸術鑑賞会（古典、音楽、演劇） 

・小中学校へのアーティスト派遣 

・中学生以下の文化博物館の入館料を無料化 

・親子コンサートの開催 

 

 施策② 子どもたちが参加・体験できる文化芸術事業を推進します  

子どもたちに多様な文化芸術の体験の機会を提供するため、文化芸術の体験教室を

行う団体等に対する支援や、小中学校での芸術家による体験指導を行います。また、

学校施設やコミュニティ・センターなど、子どもたちにとって身近な場所を活用し、

地域の中で文化芸術に触れることのできる取組を推進します。 

〔これまでの取組〕 

・市内小中学校を通じた明石市文芸祭・美術展への参加促進 

・文化団体が行う体験教室や参加イベントの広報支援 

・茶会における親子茶道体験 

・いけばな展におけるこどもいけばな体験 

・子どもを対象としたあかし楽講座 

・明石薪能におけるこども仕舞 

・佐渡裕氏による小学校、養護学校での音楽特別授業 

 

 施策③ 次世代の文化芸術活動を支援します  

小さな子どもから若手アーティストまで、次代を担う若者たちの文化芸術活動を支

援する取組を推進します。文化芸術活動に取り組んでいる若い世代に対して、日頃の

取組の成果を発表したり、優れた作品やパフォーマンスを表彰したりする機会を設け、

若者たちに夢を与えるとともに、文化芸術活動に対する意欲の向上に努めます。 

〔これまでの取組〕 

・Greatest Kid’s Talent（ちびっこアーティスト育成事業） 

・子ども文化芸術活動助成金 

・フレッシュコンサート（次世代アーティスト支援） 

・MERIDIAN 芸術賞（若手アーティストの顕彰）  



 

 

  22   

 

第４章 計画の効果的な推進に向けて 

第４章 計画の効果的な推進に向けて 

１ それぞれの役割 

条例では、文化芸術の振興を図るうえで、市民、団体等及び市の役割を以下のように定め

ています。 

⑴ 市民の役割 

文化芸術を担う主体であることを自覚し、様々な文化芸術活動を行うことにより、文化

芸術の振興に寄与します。また、相互に理解し、尊重し、交流を深めるよう努めます。 

 

⑵ 団体等の役割 

地域社会の一員として、自主的に文化芸術活動を展開するとともに、市民の文化芸術活

動の支援に努めます。 

 

※なお、明石文化国際創生財団は中間支援組織であり、この「団体等」に含まれます。 

 

⑶ 市の役割 

① 文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、実施します。 

② 文化芸術の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努 

めます。 

③ 文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に  

努めます。 

 

※なお、財団の創設に伴い、現在では財団が文化芸術事業の実施主体として、これまで

市が担ってきた役割の多くを担っています。 

 

２ 推進体制 

本計画に基づき各施策を推進するため、市民、団体等及び市は、各々の役割を認識したう

えでそれぞれが主体的に取り組むとともに、互いに積極的に連携・協力します。なお、その

際には、それぞれが持つ人材、情報その他の資源を有機的に活用しながら進めます。 

また、市は様々な分野における文化的施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の関

係部署間での調整を行うとともに、情報収集と連携に積極的に取り組みます。 

これらを踏まえ、市及び財団等は本市における文化芸術のより一層の振興に向け、以下の

とおり取り組んでいきます。 

 

⑴ 市 

財団の創設に伴い、これまで市が直接実施してきた文化芸術事業の大部分は財団が担っ

ています。そのため、市はこれまでと同様、文化芸術に係る政策全般の企画・立案を担い
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第４章 計画の効果的な推進に向けて 

ます。 

また、財団が本計画に基づき中間支援組織として各事業を実施できるよう、市から財団

への補助金を確保するなど、財政支援に努めます。 

これに加えて、各施策を効果的に実施できるよう、財団及び関係機関等との連携協力を

より一層強化します。 

 

⑵ 明石文化国際創生財団 

中間支援組織である財団は、多様な文化芸術活動の担い手による連携・協働の拠点とし

て、また、文化芸術活動の支援を通して、これまで培ってきたノウハウやネットワークを

活かし、市内の文化団体やアーティストと市民とのコーディネート（橋渡し）、情報提供、

相談、支援事業などについて、より一層積極的に取り組みます。 

また、市と連携を図りながら本計画の推進に積極的に関与し、効果的で時宜を得た文化

芸術事業の企画、実施に自ら取り組みます。これと同時に、事業の実施を通じて得られる

新たなノウハウや人的ネットワークを蓄積し、新たな事業展開の可能性を模索します。 

これに加えて、市から受託する文化芸術事業について、より効果的・効率的な実施に取

り組みます。 

 

⑶ 市民会館等の指定管理者 

市民会館、西部市民会館、文化博物館等を管理・運営している指定管理者は、これらの

施設が本市における文化芸術活動の拠点であることから、市民がより一層多彩な文化芸術

に関われるよう、文化芸術を鑑賞・発表する場の提供を推進します。 

また、市や財団と連携・協力し、各事業の実施を通じて本計画の推進に関与します。 

 

 以上の方法により、それぞれが連携を取りつつ各施策を着実に推進することで、目指す

姿「文化とアートでみんながつながるまち あかし」の実現を図ります。 

 

  

西部市民会館 明石市民会館 
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第２期 明石文化芸術創生基本計画体系図 

 

展 開 方 針 

（１） 市民による文化芸術活動のさらなる充実 

施 策 ① 多様な文化芸術の鑑賞機会の創出 
② 身近な場所で文化芸術に出会い、触れる機会の創出 
③ 市民が自ら取り組める文化芸術事業の推進 
④ 障害者の文化芸術活動の促進 
⑤ 在住外国人が日本文化に親しみ、理解を深める取組の推進 

文化とアートでみんながつながるまち あかし     

 

（２） 文化芸術活動充実のための環境整備 

① 文化芸術活動の成果を発表する機会の創出 
② 文化施設の柔軟な運営の推進 
③ 様々な施設を文化芸術活動の場として有効活用  
④ 市民の自主性と創造性を尊重した文化芸術活動への支援 
⑤ 文化芸術に関する情報の収集・集約及び効果的な発信 

施 策 

（３） 文化交流の促進と連携体制の強化 

① 異分野・異世代間の交流及び市民とアーティストとの交流の推進 
② 姉妹都市、友好都市等との国際文化交流の推進 
③ 中間支援組織の機能強化 
④ 文化観光を始めとする他分野との連携の強化 

施 策 

（４） 地域特有の文化資源の継承と発展 

① 地域の伝統文化を守り、継承し、活用する取組の推進  
② 地域の文化資源に親しみ、わがまちへの愛着を深める取組の推進 
③ 文化芸術に関する地域の人材の活用 
④ 特色ある文化芸術事業への支援 

施 策 

（５） 次世代の育成 

① 子どもたちに向けた文化芸術鑑賞機会の創出 
② 子どもたちが参加・体験できる文化芸術事業の推進 
③ 次世代の文化芸術活動への支援 

施 策 



生活文化常任委員会資料 

2022年（令和 4年）12月 13日 

市民生活局産業振興室産業政策課 

 

 

あかし生活・地域経済応援キャンペーン「３割おトク商品券」事業の実施状況について 

 

 

コロナ禍だけではなく、ロシア・ウクライナ戦争に端を発する物価高騰などの影響を考え、市民

生活と地域経済への応援するため、あかし生活・地域経済応援キャンペーン「３割おトク商品券」

事業を実施しましたので報告します。 

 

１ 事業の内容 

⑴ 商品券／６，５００円分を５，０００円で販売（1冊 500円×13枚つづり） 

⑵ 発行冊数／１６０，０００冊 

⑶ 事業費／３００，０００千円 （県補助金 ８０，７００千円） 

⑷ 実施体制／明石市商店街連合会を中心としたあかし 3割おトク商品券実行委員会で実施 

⑸ 購入期間／8月 30日から 9月 3日まで 

⑹ 利用期間／9月 1日から 10月 31日まで 

 

２ 事業の実績 

⑴ 申し込み冊数／184，０００冊 

⑵ 総販売冊数／142,702冊  

⑶ 流通総額／927,097千円（令和 4年 11月３０日現在） 

 

 



 

 

 

市民全員・事業者サポート事業（第２弾）の実施状況について 

 

 「市民全員・事業者サポート事業」の現時点における事業の実施状況につきまして、下記

のとおり報告いたします。 

 

１ 事業の実施状況（中間報告） 

（１）交付対象者 

307,485人 

①令和４年８月１日現在で、住民基本台帳に登録がある人 

②令和４年８月２日から９月 30日までに明石市に転入（出生を含む）され、 

９月 30日時点で明石市の住民基本台帳に登録がある人 

   ※実交付人数 300,971人（約 98％ 11月 22 日現在） 

 

（２）給付額 

  １人あたり 3,000円（500円券×６枚） 

 

（３）利用券の対象事業者 

  飲食事業者、テイクアウト事業者、日用品販売事業者、サービス事業者、タクシー・介

護タクシー事業者  など 

  ※市内 1,216 事業所で利用が可能 

 

（４）利用券の有効期限 

  令和４年 10月１日から 12月 31日 

 

（５）利用券の使用状況等（11月 21日現在） 

  ①使用率 

   発券額：922,455千円  換金額：293,144 千円  使用率：約 31.8％ 

 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年（令和４年）12 月 13 日 

市民生活局市民サポート事業担当 



 

 

新ごみ処理施設整備に向けた取組状況について 

 

新ごみ処理施設整備の基本的な方針をまとめた明石市新ごみ処理施設整備基本計画（以下、「基本

計画」という。）の素案を作成しましたので、内容及び今後の予定について報告します。 

 

１ 基本計画（素案）の主な内容 

（１）処理方式、施設規模 

 処理方式 施設規模 ※ 

燃やせるごみ 
焼却処理 

（ストーカ式焼却方式) 
303t/日（101t/日×３炉） 

燃やせないごみ 

・資源ごみ 

破砕・選別処理 

（プラスチック資源の 

分別に対応） 

【破砕系】25t/５h 

【資源系】16t/５h（缶・びん・ペットボトル） 

14t/５h（プラスチック資源） 

※ 「明石市一般廃棄物処理基本計画」のごみ減量目標を踏まえ、2036年度の燃やせるごみ・燃

やせないごみの量を 2018年度から約 20％削減として設定 

 

（２）施設整備運営事業方式 

・事業方式 設計・建設・維持管理を一括発注するＤＢＯ方式（公設民営） 

・事業期間 20年間 

 

（３）概算事業費（2019年度概算見積額、解体費含） 

施設整備費：約 418億円（うち市負担額約 185億円）、運営費 20年間：約 256億円 

 

※ 人口増加による施設規模の変更、プラスチック資源循環促進法への対応など見積条件が異な

ることや、原油及び資材価格の高騰など、社会情勢が変化したことから、今後の基本設計段

階において国の交付金制度などによる市負担額の軽減も含め改めて検討を行います。 

 

２ 今後の予定 

2022年(令和４年)  １２月  環境審議会報告 

2023年(令和５年)１～２月  パブリックコメントの実施（１か月間）、地元自治会説明 

３月  生活文化常任委員会報告（基本計画(案）） 

基本計画策定 

４月以降  基本設計業務着手 

 

2022 
(令和４)年度 

2023 
(令和５)年度 

2024 
(令和６)年度 

2025 
(令和７)年度 

～ 
2030 

(令和 12)年度 

 
 

  

 
 

 

 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年(令和４年)12 月 13 日 

市民生活局環境室資源循環課 

旧大久保清掃工場解体、 
新施設建設 

基本計画 基本設計・事業者選定 

供
用
開
始 



既存施設解体工事手法

施設整備の理念

施設整備の範囲

概算事業費

施設整備運営事業方式

環境保全目標・環境保全方式の方針
明石市新ごみ処理施設整備基本計画（素案）【概要版】

策定の背景

本市のごみ処理施設である「明石クリーンセンター」は、1999年に供用開始してから、今年度で24
年目を迎え、経年劣化が進んでおり、今後、ごみ処理能力を維持していくためには、多額の保全工事
費・修繕費が発生することから、2017年より旧大久保清掃工場跡地で建て替えに向けた検討を開始し
ました。

理念１：環境保全に配慮し地球温暖化対策に貢献する施設
理念２：安全・安心・安定的な処理が確保できる施設
理念３：災害廃棄物処理への対応ができる施設
理念４：経済性・効率性に優れた施設

施設規模

2022年12月

処理方式

（１）燃やせるごみの処理方式は、エネルギー回収・省エネルギー、他都市での採用実績、経済性等を
考慮し、「ストーカ式焼却方式」とします。

（２）燃やせないごみ・資源ごみの処理方式は、破砕・選別処理を基本とします。また、国の方針であ
る「プラスチック資源(容器包装及び製品プラスチック)の分別」にも対応した施設とします。

(１) 環境保全目標
排ガスの環境保全目標値は、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法の法規制値や現有施設の自主基

準を踏まえ、新たな自主基準の方針は以下のとおりです。

※ 上記の数値は、O212%換算値
その他、排水、騒音・振動、悪臭、主灰・飛灰処理物については、各種法規制値等に従い設定します。

(２) 環境保全方式
上記の環境保全目標を達成するための方式として、以下の処理設備とします。
• ばいじん除去：「ろ過式集じん器（バグフィルタ）」
• 塩化水素・硫黄酸化物除去：「乾式法（アルカリ剤噴霧）」
• 窒素酸化物除去：「触媒脱硝」「無触媒脱硝」「排ガス再循環」等の組合せ
• ダイオキシン類・水銀：「活性炭吹込み」

項目
新ごみ処理施設の

自主基準
新ごみ処理施設の

法規制値

（参考）
現有施設の
自主基準

（参考）
現有施設の
法規制値

ばいじん 0.01g/m3N以下 0.04g/m3N以下 0.02g/m3N以下 0.08g/m3N以下

塩化水素 30ppm以下 430ppm以下 30ppm以下 430ppm以下

硫黄酸化物 20ppm以下 150ppm以下 20ppm以下 150ppm以下

窒素酸化物 50ppm以下 250ppm以下 50ppm以下 250ppm以下

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 0.1ng-TEQ/m3N以下 0.5ng-TEQ/m3N以下 1ng-TEQ/m3N以下

一酸化炭素
30ppm以下(4時間平均)

かつ100ppmを超えるピーク
を極力発生させない

30ppm以下(4時間平均)
かつ100ppmを超えるピークを

極力発生させない
- 100ppm以下

(1時間平均)

水銀 30μg/m3N以下 30μg/m3N以下 - 50μg/m3N以下

2019年度にプラントメーカーや建設業者から概算見積を徴集した結果は以下のとおりです。

【概算見積平均】施設整備費：約418億円(うち市負担額約185億円)、運営費20年間：約256億円
容器包装プラスチック分別、解体費含

※ 人口の増加による施設規模の変更、2021年度に成立したプラスチック資源循環促進法への対応な
ど見積条件が異なることや、原油及び資材価格の高騰、労務単価の引き上げなど社会情勢が変化
したことから、今後の基本設計段階で国の交付金制度の活用などによる市負担額の軽減も含め改
めて検討を行います。

多機能型施設の方針

本市の上位関連計画（あかしSDGs推進計画(明石市第６次長期総合計画)、第３次明石市環境基本計
画等）との整合を図り、付帯機能としては、余剰電力・余熱の活用機能、環境学習・啓発機能（脱炭
素を学ぶ学習機能の充実）を設ける方針とします。

今後のスケジュール

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

生活環境影響調査縦覧手続き

施設整備基本設計・解体工事基
本設計(要求水準書作成・見積徴集)

施設整備・運営事業者選定

解体工事

施設整備（実施設計含む）

施設運営（供用開始）

収集事業課エリア解体

旧大久保清掃工場エリア解体

実施設計 焼却施設整備 破砕選別施設整備

試運転

新ごみ処理施設の整備にあたり、整備範囲の既存施設を解体します。ダイオキシン類等の除去につ
いては、飛散防止効果の高い湿式除去工法等とします。

処理方式や施設規模から想定する施設配置において、旧大久保清掃工場跡地の範囲では不足するこ
とから、収集事業課事務所と収集車車庫を含む範囲とします。

将来的な運転の効率化を考慮し、計画処理量や災害廃棄物量を踏まえ、可能な限りコンパクトな施
設規模とします。
（１）焼却施設：303t/日(101t/日×3炉)
（２）破砕選別施設：55t/5h(破砕系 25t/5h,資源系 30t/5h(缶びんペット 16t,プラスチック 14t))

※ 上記の規模は、今後、一般廃棄物処理基本計画の改定等に伴い必要な場合、見直しを行います。

経済性に優れるとともに、安定した事業推進が図られ、民間事業者の参入意欲が期待でき競争性が
確保されやすい設計・建設・維持管理を一括発注するDBO方式（公設民営）とし、事業期間は20年間
とします。

※ 約20年後に基幹改良工事(延命化対策)の実施を想定

都市計画変更
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第１章  策定の背景と目的 

 

１ 背景 

明石市（以下、「本市」という。）のごみ処理施設である「明石クリーンセンター」は、1999 年(平成

11 年)に供用開始してから、今年度で 24年目を迎え、経年劣化が進んでおり、今後、ごみ処理能力を維

持していくためには、多額の保全工事費・修繕費が発生する見込みとなっています。新ごみ処理施設に

ついて、「単独事業」、「広域化」、「民間業者への委託」、「延命化」の 4つの在り方を検討した結果を 2017

年(平成 29 年)12 月の生活文化常任委員会において報告し、旧大久保清掃工場跡地で建て替えに向けた

検討を開始しました。 

現在のごみ焼却施設の隣地である旧大久保清掃工場跡地には、車庫、旧収集事業課事務所、旧計量棟

等があります。新ごみ処理施設（焼却施設・破砕選別施設等）は、本計画で検討するごみ処理量及び施

設規模等により、具体的な建設予定範囲を確定した上で、旧大久保清掃工場及び周辺施設を解体撤去し

た跡地に建設します。 

 

２ 目的 

新ごみ処理施設整備基本計画（以下、「施設整備基本計画」という。）は、今後整備する新ごみ処理施

設（焼却施設・破砕選別施設等）について、処理方式や施設規模、環境保全目標、解体撤去対象施設の

解体手法、施設整備運営事業方式等を検討し、取りまとめるものです。 

 

３ 計画目標年次 

新ごみ処理施設は、2030 年(令和 12 年)度中の稼働開始を予定しています。計画目標年次は、施設の

稼働開始から 7年間を超えない範囲において最もごみ量が大きくなる年度とすることが定められていま

すが、本市のごみ処理量は長期的には減少傾向となるため、将来的な運転の効率化を考慮して、本市の

新ごみ処理施設の計画目標年次は、稼働開始から７年間のうち、最もごみ量が少なくなる 2036年(令和

18年)度とします。 

 

図 １-1 現有施設及び新ごみ処理施設建設予定地の位置 
  

現有施設（焼却施設・破砕選
別施設等）及び新ごみ処理
施設建設予定地 
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第３次最終処分場（供用中） 

車庫 

計量棟 

成形品ストックヤード 

洗車場 

■明石クリーンセンターの配置 

 

図 １-2 現有施設の配置及び新ごみ処理施設建設予定地範囲 

  

管理棟 

車庫 

旧大久保清掃工場 

旧大久保清掃工場 
排水処理施設棟 

旧収集事業課事務所 

収集車車庫 

収集車車庫 

収集事業課事務所 

明石クリーンセンター 
焼却施設 明石クリーンセンター 

破砕選別施設 

新ごみ処理施設建設予定地範囲 
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表 １-1 既存施設の概要 

継続利用（または残置）するもの 

項  目 種  類 内  容 

焼却施設 明石クリーンセンター 
焼却施設 

建築面積 7,367.38m2  
延床面積 16,830.63m2  
 

工場棟： 鉄骨、鉄筋コンクリート造 
地下 1階 地上 4階建 

煙突：鉄筋コンクリート造 59m 
計量棟 
1999年 3月竣工 
全連続燃焼式ストーカ炉 
160t/日×3炉  発電あり 

破砕選別施設 明石クリーンセンター 
破砕選別施設 

建築面積 2,519.37m2  
延床面積 6,729.91m2 
 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
地下 1階 地上 5階建 

1999年 3月竣工 
破砕系等 60t/5h 
資源化系統 32t/5h 

その他 管理棟 建築面積 733.78m2  
延床面積 1,981.20m2  
 

鉄筋コンクリート造 
地上 3階建 
1999年 3月竣工 

 敷地面積 約 35,000m2  

新ごみ処理施設整備のために解体撤去するもの 

項  目 種  類 内  容 

焼却施設 旧大久保清掃工場 
※排水処理施設含む 
（稼働停止） 

建築面積 3,458.35m2  
延床面積 8,926.78m2  
 
 
 

工場棟： 鉄骨、鉄筋コンクリート造 
地下 3階 地上 5階建 

排水処理設備棟： 鉄骨、鉄筋コンクリート造 
地上 2階建 

煙突：鉄筋コンクリート造 59m 
計量棟、危険物庫、プロパン庫 
1976年竣工 
全連続燃焼式ストーカ炉 
150t/日×3炉  発電なし 

その他 車庫 
※建設予定地範囲内のもの 

建築面積 247.02m2 

延床面積 247.02m2 
鉄骨造 
平屋建 
1976年竣工 

旧収集事業課事務所 
（増築含む） 

建築面積 415.70m2  
延床面積 775.80m2  
 

鉄筋コンクリート造、鉄骨造 
地上 2階建 
1976年竣工（増築棟：1990年設計） 

 
敷地面積 約 17,000m2 

※焼却施設＋車庫＋旧収集事業課事務所 

新ごみ処理施設整備のために機能を移転し解体撤去するもの 

項  目 種  類 内  容 

その他 収集事業課事務所 建築面積 1,312.23m2  
延床面積 1,934.28m2  
 

鉄筋コンクリート造 
地上 2階建 
2000年 3月竣工 

収集車車庫 
（増築含む） 

建築面積 1,184.46m2  
 

鉄骨造 
平屋建 
1976年～1994年設計 

 
敷地面積 約 12,000m2 

※収集事業課事務所＋収集車車庫 
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第２章  計画条件の検討 

 

１ 施設整備の理念・基本方針 

施設整備の理念・基本方針は、以下のとおりです。 

 

理念１：環境保全に配慮し地球温暖化対策に貢献する施設 

近年の廃棄物処理施設は、施設を構成する機器・環境保全技術の発展により、排ガス、排水、悪臭、

騒音、振動等による環境影響を小さく抑えることが可能となっています。また、省エネルギーや高効率

発電等、二酸化炭素排出抑制に貢献する技術の開発も進んできています。 

あかし SDGｓ推進計画(明石市第 6次長期総合計画)に掲げられている、「人にも自然にも地球にもやさ

しいまち」を目指し、新ごみ処理施設は、ダイオキシン類等をはじめとする有害物質の環境負荷を低減

するとともに、廃棄物エネルギー利活用技術や省エネルギー技術を積極的に採用し、地球温暖化対策に

貢献する施設とします。 

＜基本方針＞ 

 環境保全に係る自主基準は、法規制基準と同等もしくはより厳しいものとします。 

 地球温暖化対策に貢献するため、施設の省エネルギー化、自然エネルギーの導入、高効率発電技

術の導入等を行い、二酸化炭素排出量を削減します。 

 ごみ減量や地球温暖化対策等の情報提供や環境教育に関する施設を導入します。 

 

理念２：安全・安心・安定的な処理が確保できる施設 

新ごみ処理施設は、本市から排出される一般廃棄物の処理を担う唯一の施設となります。よって施設

の不具合等によりごみ処理に支障が生じれば、本市における生活環境および公衆衛生に重大な影響を及

ぼします。新ごみ処理施設は安全性を重視した設計とし、ごみを滞ることなく安定して処理できる施設

とします。 

＜基本方針＞ 

 ごみ量・質による変動にも対応でき、長期間にわたり安定した稼働を持続的に行うことができる

技術を導入します。 

 事故が発生しないよう安全性を重視した設計を行うなど万全の対策を講じます。 

 施設の建設および運転にあたっては、市民の安心を確保するため、情報公開を行います。 

 

理念３：災害廃棄物処理への対応ができる施設 

環境省では、東日本大震災の経験を踏まえ、今後、東海・東南海・南海地震の発生に備え、災害廃棄

物対策指針が策定されました。新ごみ処理施設は災害時にもできる限り安定運転が可能とし、災害廃棄

物処理および災害時のエネルギー供給等の拠点と成り得る、必要な設備を備える施設とします。 

なお、廃棄物処理施設整備に対する交付金制度では、災害廃棄物処理計画の策定や、災害廃棄物の受

け入れに必要な設備を備えていることが、交付要件として採用されています。 

 

  



6 

 

＜基本方針＞ 

 災害時に、平常時のごみに加えて災害廃棄物に対応できる処理能力を備えた設備を導入します。 

 平常時に排出されるごみとは性状が異なる災害廃棄物への対応が可能な処理技術を備えます。 

 地震により稼働不能とならないよう、耐震化や機器配置上の対策等を講じた、災害に強い施設と

します。 

 

理念４：経済性・効率性に優れた施設 

新ごみ処理施設は，施設整備費だけでなく、施設を適正に維持管理しつつ維持管理費および補修費を

抑えることによりライフサイクルコストを適正化するとともに、費用対効果についても十分考慮し、経

済性・効率性に優れた施設とします。 

＜基本方針＞ 

 施設の建設から運営、維持管理及び改修までを含めたライフサイクルコストの適正化を図りま

す。 

 将来の改修等を考慮した動線計画や作業スペースを確保し、その際のコストを最小限にできる施

設とします。 

 市の財政負担を軽減するために、環境省の交付金制度を活用できる施設とします。 
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２ 施設整備に係る基本条件の整理 

施設整備に係る基本条件の整理は、以下のとおりです。 

 

（１）位置及び周辺状況 

ア 位置 

現在の明石クリーンセンター焼却施設の隣地（明石市大久保町松陰 1148 番地ほか）を建設予定

地とします。現状は、旧焼却施設である「旧大久保清掃工場」や、車庫、旧収集事業課事務所、旧

計量棟等が建っています。 

 

イ 都市計画条件 

建設予定地の都市計画事項は以下のとおりです。市街化調整区域となっていますが、大部分は既

にごみ焼却場・ごみ処理場として都市計画決定しています。収集事業課敷地部分は、一部都市計画

決定していない範囲があるため、今後変更する予定です。 

 

地域区分：都市計画区域内・市街化調整区域 景観地区： 指定なし 

用途地域： 指定なし 風致地区： 指定なし 

特別用途地区： 指定なし 歴史的風土特別保存地区： 指定なし 

防火・準防火地域： 指定なし 緑地保全地域： 指定なし 

建築基準法 22条指定区域※1： 該当なし 特別緑地保全地域： 指定なし 

高度地区： 指定なし 緑化地域： 指定なし 

高度利用地区： 指定なし 建ぺい率※2： 60%以下 

臨港地区： 指定なし 容積率※3： 200%以下 

地区計画区域： 指定なし 都市施設： ごみ焼却場・ごみ処理場 

※1 建築基準法 22 条指定区域：防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止

を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域。 

※2 建ぺい率：建築面積の、敷地面積に対する割合。 

※3 容積率：各階の床面積の合計の、敷地面積に対する割合。 

 

図 ２-1 建設予定地における都市計画図 
  

新ごみ処理施設建設予定地範囲 
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（２）土地利用・施設設置に係る規制等 

ア 開発行為にかかる規制等 

新ごみ処理施設の整備にあたり、開発行為にかかる規制に関する法令を下表に示します。また、

関連する各種ガイドライン、県条例、市条例等も遵守します。 

 

表 ２-1 開発行為にかかる規制に関する法令（○：適用 ×：適用外） 

法律名 適用範囲等 適用 

廃棄物処理法（廃棄物の

処理及び清掃に関する

法律） 

処理能力が 1 日 5t 以上のごみ処理施設（焼却施設において

は、1時間当たり 200kg以上又は、火格子面積が 2m2以上）は

本法の対象となる。 

○ 

都市計画法 

都市計画区域内に一般廃棄物処理施設を設置する場合、都市施

設（ごみ焼却場その他の処理施設、汚物処理場）として計画決定

を行うことにより、設置することができる。なお、ごみ処理施設

は「開発区域及びその周辺の地域における、適正かつ合理的な土

地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築

物公共施設」（都市計画法第 29条第 1項第 3号に該当する事業）

であることから、開発許可は不要である。 

○ 

河川法 
河川保全区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除

去する場合は河川管理者の許可が必要となる。 
× 

急傾斜地法 

急傾斜地崩壊危険区域における、急傾斜地崩壊防止施設以外

の施設、又は工作物の設置・改造の制限。建設予定地は、急傾

斜地崩壊危険区域に該当しないため、適用外である。 

× 

宅地造成等規制法 

宅地造成工事規制区域内で対象工事（2m を超えるがけを生じ

る切土工事、1m を超えるがけを生じる盛土工事等）を実施す

る場合に、本法の対象となる。建設予定地は宅地造成工事規制

区域外であるため、適用外である。 

× 

海岸法 

海岸保全区域において、海岸保全施設以外の施設、又は工作物

を設置する場合に、本法の対象となる。建設予定地は海岸保全

区域外であるため、適用外である。 

× 

道路法 
電柱、電線、水管、ガス管等、継続して道路を使用する場合、

道路管理者の許可が必要である。 
○ 

都市緑地保全法 

緑地保全地域において、建築物その他の工作物の新築、改築又

は増築をする場合に、本法の対象となる。建設予定地は緑地保

全地域外であるため、適用外である。 

× 

景観法 
景観計画区域内において、建築、建設、開発行為等を行う場

合、景観行政団体の長へ届出が必要となる。 
× 

環境の保全と創造に関

する条例（兵庫県条例） 

建築面積が 1,000m2以上の建築物の新築においては、建築物の

屋上面積の 20%以上、及びその敷地の空地面積（＝敷地面積×

(1－建ぺい率)）の 50%の緑化に関する届出が必要となる。た

だし、太陽電池の面積はその設置面積の 2 分の 1 を緑地面積

として算入できる。なお、市街化調整区域では適用対象外であ

るため、建設予定地では適用されない。 

× 

工場立地法 

業種が製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業（水力発電

所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く）のいずれかであり、か

つ「敷地面積 9,000m2以上」または「建築面積 3,000m2以上」の場

合、環境施設（緑地、噴水・運動場等）の面積が敷地面積の 25%以

上必要（そのうち緑地面積は敷地面積の 20%以上必要）となる。 

○ 
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法律名 適用範囲等 適用 

兵庫県総合治水条例 

規模が 1ha以上の開発行為（規則で定める開発行為を除く。）

であって、土地の現に有する浸水による被害の防止の機能か

らみて、行おうとする開発行為により地域において浸水によ

る被害を発生させる可能性が高まると認められる場合は、調

整池設置に関する計画等を知事に届け出る必要がある。 

○ 

建築基準法 

法51条で都市計画決定がなければごみ焼却場を建築できないと

されている。同条ただし書きではその敷地の位置が都市計画上

支障ないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内

において新築し、若しくは増築する場合はこの限りでない。建築

物を建築しようとする場合、建築主事等の確認が必要となる。な

お、用途地域別の建築物の制限がある。 

○ 

消防法 

建築主事等は、建築物の防火に関して、消防長又は消防署長の

同意を得なければ、建築確認等はできない。また、灯油タンク

等は危険物貯蔵所として本法により規制対象となる。 

○ 

工業用水法 

指定地域内の井戸（吐出口の断面積の合計が6cm2をこえるもの）

から地下水を採取してこれを工業の用に供する場合には適用さ

れる。建設予定地では地下水の採取は行うが、指定地域ではない

ため適用外である。 

× 

ビル用水法 

指定地域内の揚水設備（吐出口の断面積の合計が6cm2をこえる

もの）により冷暖房設備、水洗便所、洗車設備の用に供する地

下水を採取する場合に適用されるが、建設予定地では地下水の

採取は行うが、指定地域ではないため適用外である。 

× 

航空法 

進入表面、転移表面又は、水平表面の上に出る高さの建造物の

設置について制限される。地表又は水面から 60m以上の高さの

物件には、航空障害灯が必要となる。昼間において航空機から

視認が困難であると認められる煙突、鉄塔等で地表又は水面か

ら 60m以上の高さのものには昼間障害標識が必要となる。 

× 

農地法 

農地を農地以外に転用する場合に、本法の対象となる。 

なお、建設予定地は農業振興地域整備法において定められた「農

用地区域」ではなく、農地転用許可制度においては「市町村が土

地収用法対象事業のため転用する場合」には（土地収用法に基づ

く用地買収でなくても）許可不要とされている。ごみ処理施設

は、土地収用法第 3条の第 27号に該当する事業であるため、農

地転用許可は不要である。（土地の所有権移転の際に、地目変更

を併せて行うこととなる。） 

× 

自然公園法 

国立公園又は国定公園の特別地域において工作物を新築し、改築

し、又は増築する場合、国立公園又は国定公園の普通地域におい

て、一定の基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築する

場合に、本法の対象となる。建設予定地は国立公園又は国定公園

の特別地域・普通地域に該当しないため、適用外である。 

× 

鳥獣保護法 

特別保護地区内において、建築物その他工作物を新築し、改築

し、又は増築する場合に、本法の対象となる。建設予定地は特

別保護地区に該当しないため、適用外である。 

× 

港湾法 

港湾区域又は、港湾隣接地域において、指定重量を超える構築

物の建設、又は改築をする場合に、本法の対象となる。建設予

定地は港湾区域及び港湾隣接地域に該当しないため、適用外

である。臨港地区内において、廃棄物処理施設の建設、又は改

良をする場合に、本法の対象となる。建設予定地は臨港地区に

× 
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法律名 適用範囲等 適用 

該当しないため、適用外である。 

都市再開発法 

市街地再開発事業の施行区域内において、建築物その他の工作物

の新築、改築等を行う場合に、本法の対象となる。建設予定地は

市街地再開発事業の施行区域に該当しないため、適用外である。 

× 

土地区画整理法 

土地区画整理事業の施行地区内において、建築物その他の工作物

の新築、改築等を行う場合に、本法の対象となる。建設予定地は

土地区画整理事業の施行地区に該当しないため、適用外である。 

× 

文化財保護法 

土木工事によって「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する場合

に、本法の対象となる。建設予定地近隣に埋蔵文化財包蔵地に

指定された箇所があるため、本工事にあたって担当部局との

事前協議が必要である。 

〇 

自然環境保全法 
原生資源環境保全区域内に建築物その他の工作物の新築・改

築等を行う場合に、本法の対象となる。 
× 

森林法 保安林等に建設する場合に、本法の対象となる。 × 

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等に建設する場合に、本法の対象となる。 × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域に建設する場合に、本法の対象となる。 × 

砂防法 
砂防指定地内に建設する場合に、本法の対象となる。（制限さ

れた行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要。） 
× 

電波法 

伝搬障害防止区域内において、その最高部の地表からの高さ

が 31m を超える建築物その他の工作物の新築、増築等する場

合に、本法の対象となる。建設予定地は伝搬障害防止区域外で

あるため、適用外である。 

× 

有線電気通信法 
有線電気通信設備を設置する場合に、本法の対象となる。有線

電気通信設備を設置しないため、適用外である。 
× 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造・貯蔵等を行う場合、対象となる。 条件次第 

電気事業法 
自家用電気工作物（自家用発電設備等）を設置する場合、保安

規程や電気主任技術者について国への届出が必要となる。 
○ 

熱供給事業法 
複数の建物（自家消費は除く）へ熱を供給し、加熱能力の合計

が 21GJ/h以上の熱供給者が対象となる。 
条件次第 

労働安全衛生法 
事業場の安全衛生管理体制等、ごみ処理施設運営に関連した

記述が存在するため、対象となる。 
○ 

 

イ 公害防止にかかる法規制 

新ごみ処理施設整備にあたっては、該当する公害関係法令（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、

悪臭防止法等）に基づく規制値に適合するものでなければなりません。下表は、ごみ処理施設整備

の計画・設計要領を参考に環境保全に関する法律を整理したものです。また、関連する各種ガイド

ライン、県条例、市条例等も遵守します。 

 

表 ２-2 環境保全に関する法令等（○：適用 ×：適用外） 

法律名等 適用範囲等 適用 

大気汚染防止法 

廃棄物焼却炉であって、火格子面積が 2m2 以上であるか、又

は焼却能力が 1時間当たり 200kg以上の場合、本法のばい煙

発生施設に該当する。 

○ 
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法律名等 適用範囲等 適用 

水質汚濁防止法 

処理能力が 1時間当たり 200kg以上又は、火格子面積が 2m2

以上のごみ焼却施設は、本法の特定施設に該当する。 

 

○ 

騒音規制法 

空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のも

のに限る）は、本法の特定施設に該当し、市長が指定する地

域では規制の対象となる。 

○ 

振動規制法 

圧縮機(原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る)は、

本法の特定施設に該当し、市長が指定する地域では規制の

対象となる。 

○ 

悪臭防止法 

本法においては、特定施設制度をとっていないが、市長が

指定する地域では規制を受ける。本市では全域が地域に指

定されているため、建設予定地においても適用される。 

○ 

下水道法 

処理能力が 1時間当たり 200kg以上又は、火格子面積が 2m2

以上のごみ焼却施設から、公共下水道に排水を排出する場

合、本法の特定施設に該当し、特定事業場からの下水の排

除の制限を受ける。 

○ 

ダイオキシン類 

対策特別措置法 

廃棄物焼却炉（火床面積が 0.5m2以上又は焼却能力が 1 時

間当たり 50kg以上のもの）で、ダイオキシン類を発生し及

び大気中に排出し、又はこれを含む汚水もしくは廃液を排

出する場合、本法の特定施設に該当する。 

○ 

土壌汚染対策法 

2010年（平成 22年)4月 1日より施行された改正土壌汚染

対策法により、3,000m2以上の土地の形質変更を行おうとす

る場合は形質変更の届出が必要となる。その結果、特定有

害物質により土壌が汚染されている恐れがあると認めた

範囲については、土壌調査義務が発生する。 

○ 
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（３）搬出入車両条件 

新ごみ処理施設への搬出入車両は、以下のとおりと想定します。 

 

表 ２-3 新ごみ処理施設への搬出入車両 

施設種類 焼却施設 破砕選別施設（資源系） 破砕選別施設（破砕系） 

収集車両 

• パッカー車(2～4t) 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

• アームロール車(2～4t) 

• パッカー車(2～4t) 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

• パッカー車(2～4t) 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

市民持込み 

及び他施設 

からの転送 

車両 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

• 平ボディ車(2～4t) 

• 平ボディ深型車(2～4t) 

• 自家用車(普通自動車、軽自

動車) 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

• 平ボディ車(2～4t) 

• 平ボディ深型車(2～4t) 

• 自家用車(普通自動車、軽自

動車) 

• トラック(軽～10t) 

• ダンプ車(軽～10t) 

• 平ボディ車(2～4t) 

• 平ボディ深型車(2～4t) 

• 自家用車(普通自動車、軽自

動車) 

薬品等搬入 

車両 

• タンクローリー車(3～10t) 

• ジェットパックローリー車（4

～10t） 

• 平ボディ車(2～4t) 

• タンクローリー車(3～10t) • タンクローリー車(3～10t) 

焼却灰等 

搬出車両 

• ダンプ車(10t) 
－ － 

処理残渣・

資源物等搬

出車両 

－ 

• アームロール車(2～4t） 

• ダンプ車(10t) 

• 平ボディ車(2～10t) 

• 平ロングボディ車(13t) 

• アームロール車(2～4t） 

• ダンプ車(10t) 

• 平ボディ車(2～10t) 

• 平ロングボディ車(13t) 
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（４）供給施設条件 

ア 電気 

ごみ焼却施設は、発電設備の容量が 2,000kW以上となることが想定されるため、特別高圧線に接

続する必要があります。（電圧と容量は一般送配電事業者との協議によります。） 

今後、建設工事までに一般送配電事業者と接続について協議を行う必要がありますが、現時点で

は特別高圧線（77kV）への接続を想定します。したがって、送電線から 4m以上の安全離隔距離が必

要です。（クレーン等の重機類に限らず、測量や足場組み等の長尺物を取り扱う作業においても、上

記同様に離隔距離を確保しなければなりません。）なお、現有施設は特別高圧線に接続しており、松

陰変電所から 77kV線を引き込んでいます。 

 

表 ２-4 送電線からの必要離隔距離 

送電電圧 がいし個数 安全離隔距離※1 
労働基準局通達 

最小離隔距離※2 

20～30kV 3～4個 3m 2.0m 

77kV 5～9個 4m 2.4m 

154kV 7～21個 5m 4.0m 

275kV 16～25個 7m 6.4m 

500kV 20～41個 11m 10.8m 

※1  安全離隔距離：労働基準局長通達値に目測誤差及びクレーン操作特性を考慮した電力会社推奨の離隔距離 

※2  労働基準局長通達最小離隔距離：労働基準局長通達 昭和 50年 12月 17日 基発第 759号 

 

イ 用水 

用水については、コストや水質を考慮し、以下のような方針で確保します。 

 

(ア) 生活用水 

飲料用等の生活用水については、上水を使用します。 

 

(イ) プラント用水 

生活用水以外に使用するプラント用水については、上水及び地下水を使用します。（現在も深

井戸により地下水を汲み上げて使用しています。） 

 

(ウ) 再利用水 

場内洗浄、トイレ、植栽散水等について、雨水や工場再利用水の使用について検討します。 

 

ウ 燃料 

ごみ処理施設の立ち上げ下げ、助燃、再燃、非常用発電機等の燃料として主流となっている灯油・

軽油・都市ガス等から、費用対効果や災害時の安定供給可能性も踏まえて今後検討します。 
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エ 雨水 

敷地内に降った雨水は、既存の雨水排水経路を活用して公共水域へ放流するものとします。なお、

雨水貯留槽の設置、浸透桝・浸透管の設置、歩道部での透水性舗装の採用等、貯留浸透施設化を検

討します。 

 

（５）余熱利用条件 

余熱利用については、発電及び場内利用（給湯等）を検討します。 

 

（６）災害想定等 

ア 地震 

本市のハザードマップで発生する可能性のある最大震度は、建設予定地で震度 6強となっていま

す。施設計画にあたり耐震性を備えた施設とします。 

 

 

図 ２-2 建設予定地周辺の震度想定（ハザードマップより） 

 

イ 浸水 

建設予定地は高台にあり、本市のハザードマップで津波や洪水等の浸水被害は想定されていませ

ん。 

 

ウ 土砂災害 

建設予定地は、本市のハザードマップで土砂災害警戒区域には指定されておらず、土砂災害による

被害は想定されていません。 
 

新ごみ処理施設建設予定地範囲 
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３ 計画処理量・計画ごみ質の設定 

 

（１）現状の処理フロー 

以下に 2018年(平成 30年)度実績における処理フローを示します。 

 

図 ２-3 ごみ処理フローの実績（2018年(平成 30年)度実績） 
 

489 g/人・日

543 g/人・日

10.8%

11,360 t

2,841 t

5,688 t

2,831 t

99,403 t

2,789.2 kg/日

1,018 t

9,340 g/事業所・日

187 t

資源化
家庭系-アルミ缶
（集団回収） 113 t

家庭系-スチール缶
（集団回収） 13 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

排出量

家庭系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計

総排出量（集団回収除く）

1人1日当たり排出量（資源ごみ除く）

1人1日当たり燃やすごみ量

総排出量（集団回収除く）

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く）

1事業所1日当たり燃やすごみ量

総排出量

1日当たり排出量

64,617 t

9,790 g/事業所・日

33,768 t

家庭系-カレット
（集団回収） 56 t

家庭系-古布
（集団回収） 223 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 4 t

びん・缶・その他金属

（集団回収）

187 t 民間事業者

民間事業者 7,350 t

資源化
家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 1,245 t

家庭系-段ボール
（集団回収） 900 t

家庭系-牛乳パック
（集団回収） 19 t

家庭系-布類
（収集） 176 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 3,114 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

5,501 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 569 t

家庭系-段ボール
（収集） 380 t

家庭系-紙パック
（収集） 3 t

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）

44 t 民間事業者 44 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 721 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,849 t 民間事業者

家庭系ごみ - 店頭回収

904 t 民間事業者 904 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等

34 t 民間事業者 34 t

資源化

未処理分

家庭系ごみ - プラスチック製容器包装

0 t 0 t 0 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

破砕選別施設 - 資源系
家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

2,776 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ

647 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,776 t

家庭系ごみ - びん・缶・ペットボトル

2,776 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（不燃）

322 t

2,102 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの資源物

（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 19 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ

19 t
産廃-直接埋立 0 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 915 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ

1,553 t -0.5 t
事業系-燃やせないごみ
（直搬） 638 t

1,536 t

焼却施設ピット分
下水汚泥由来

燃料等

直接埋立

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,979 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

4,515 t 破砕選別施設 - 破砕系
家庭系-燃やせないごみ
（直搬）

5,703 t

1,353 t

家庭系ごみ - 小動物の死体

8 t 369 t
焼却鉄

（資源化）

6,340 t 0 t 9,220 t

13,486 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（可燃）

397 t 不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

37 t

可燃物

12,096 t
産廃-下水汚泥 537 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ

1,000 t 明石市一般廃棄物最終処分場
産廃-下水し渣 196 t

産廃-自己搬入（植物性残渣） 266 t

セメント化

（資源化）

事業系-燃やせるごみ
（直搬） 4,536 t
6,002 t

未処理分
事業系-燃やせるごみ
（許可） 27,679 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ

32,215 t 370 t

大阪湾広域臨海環境整備センター

（焼却灰・ばいじん処理物埋立）

家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 73 t
焼却施設

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 53,048 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ

53,121 t 焼却灰 3,870 t

96,291 t

最終処分量

再生利用量

リサイクル率

総資源化量

中間処理後資源化量

集団回収量

直接資源化量

17,356 t
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（２）計画処理対象物 

新ごみ処理施設の計画処理対象物は、現有施設と同様、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資

源ごみ」、「粗大ごみ」及び「一斉清掃ごみ」とします。ただし、産業廃棄物の内数としての「下水

汚泥」は、将来的には受け入れず、また、2021年(令和 3年)度より受け入れていない「下水汚泥由

来燃料等」も計画処理対象物からは除外します。また、国において「プラスチック資源循環促進法」

が 2022年(令和 4年)4月 1日から施行されたことを受け、本市でもプラスチック類の取扱いを検討

します。 

 

ア 焼却施設 

焼却施設では、以下の(ア)～(エ)のごみ種を対象とします。 

（ア） 燃やせるごみ 

現有施設において「燃やせるごみ」（家庭系・事業系）として処理しているものは、新ごみ処理施

設においても処理対象とします。ただし、プラスチック類についても検討します。（現在と同様、

事業系ごみについては、市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則により産業廃棄物を受け入

れます。） 

（イ） 可燃物（破砕選別施設での処理残渣） 

破砕選別施設において「燃やせないごみ」「粗大ごみ」「不燃系一斉清掃ごみ」の破砕・選別後

に発生する残渣、缶・びん・ペットボトルの選別処理後に発生する残渣を処理対象とします。 

（ウ） 可燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち可燃性のものは、焼却施設のごみピットに投入し、

焼却処理します。 

（エ） 災害廃棄物 

国の指針に沿って「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害時に発生する災害廃棄

物のうち、「可燃物」を出来る限り受け入れます。そのため、施設の処理能力として、災害廃棄物

の処理が可能な余力を確保します。 

 

イ 破砕選別施設 

破砕選別施設では、以下の(ア)～(カ)のごみ種を対象とします。 

（ア） 缶・びん・ペットボトル 

現有施設において「缶・びん・ペットボトル」として処理しているものは、新ごみ処理施設に

おいても処理対象とします。 

（イ） プラスチック類 

現有施設においては分別処理していませんが、国のプラスチック資源化にかかる方針により、

新ごみ処理施設において処理対象となる可能性を考慮し、製品プラスチックを含む「プラスチッ

ク類」を処理対象として検討します。 

（ウ） 燃やせないごみ 

現有施設において「燃やせないごみ」として処理しているものは、新ごみ処理施設においても

処理対象とします。 
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（エ） 粗大ごみ 

粗大ごみは、一旦ヤードで受け入れ、再使用可能な物は別途保管し、危険物、有害物や適正処

理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収を図り、残ったもののうち、不燃性のもの

は破砕選別施設で処理します。 

（オ） 不燃系一斉清掃ごみ 

地域清掃等で発生する一斉清掃ごみのうち不燃性のものは、破砕選別施設で処理します。 

（カ） 災害廃棄物 

国の指針に沿って焼却施設と同様に「災害廃棄物」を処理対象とします。その場合、災害時に

発生する災害廃棄物のうち、家財道具や「柱角材」を出来る限り受け入れます。 
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（３）減量目標の設定 

2022年(令和 4年)4月に改訂された「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値は以下のとおり

です。 

 

表 ２-5 「明石市一般廃棄物処理基本計画」の目標値 

 
 

新ごみ処理施設整備事業への交付金制度では、ごみ減量が求められています。特に、2019 年(令

和元年)度より交付金要件として「一般廃棄物処理有料化の検討」が追加されました。エネルギー回

収型廃棄物処理施設整備マニュアルでは、「ごみ分別の推進等、有料化以外の施策で、一人あたりの

ごみの排出量等を減量させている場合は、この限りではない。」との記載があり、いずれにしても有

料化施策相当のごみ減量が求められています。 

減量目標は、2031 年(令和 13 年)度までは上記のとおりであり、新ごみ処理施設の計画目標年次

（2036年(令和 18年)度）までの減量目標として、2018年(平成 30年)度の実績値から、燃やせるご

み量及び燃やせないごみ量をそれぞれ約 20%削減することとします。 
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（４）計画処理量の設定 

 

ア 将来人口の推移・予測 

実績値として、各年度 10月 1日時点の推計人口を示します。 

本計画における計画処理人口の設定にあたっては、「あかしＳＤＧｓ前期戦略計画（2022 年 3 月

策定）」に定める目標人口を用います。 

※1 推計人口：国勢調査(2010年 10 月 1日及び 2015年 10 月 1日実施)の結果を基礎として、住民基本台帳に基づ

く月間の移動数(出生・死亡・転出入等)の増減より推計した数値。 

 

 
  

308,643

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

2009年度 2014年度 2019年度 2024年度 2029年度 2034年度 2039年度

[人]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.5458）

②放物線近似（相関係数=0.9685）

③対数近似（相関係数=0.2543）

④累乗近似（相関係数=0.2538）

⑤指数近似（相関係数=0.5454）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9588）

採用値（SDGs前期戦略計画）

実績値 人口ビジョン推計

※各年10月1日の推計人口 （SDGs前期戦略計画）
実績値 ※令和3年度策定

2009年度 平成21年度 293,299

2010年度 平成22年度 290,959

2011年度 平成23年度 290,856

2012年度 平成24年度 290,657

2013年度 平成25年度 290,909

2014年度 平成26年度 291,357

2015年度 平成27年度 293,409 293,409

2016年度 平成28年度 293,710 295,447

2017年度 平成29年度 295,908 297,486

2018年度 平成30年度 297,920 299,524

2019年度 令和元年度 299,094 301,563

2020年度 令和２年度 303,838 303,601

2021年度 令和３年度 304,281

2022年度 令和４年度 304,961

2023年度 令和５年度 305,641

2024年度 令和６年度 306,321

2025年度 令和７年度 307,001

2026年度 令和８年度 307,519

2027年度 令和９年度 308,037

2028年度 令和10年度 308,556

2029年度 令和11年度 309,074

2030年度 令和12年度 309,592

2031年度 令和13年度 309,430

2032年度 令和14年度 309,267

2033年度 令和15年度 309,105

2034年度 令和16年度 308,942

2035年度 令和17年度 308,780

2036年度 令和18年度 308,643

2037年度 令和19年度 308,506

2038年度 令和20年度 308,368

2039年度 令和21年度 308,231
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イ 事業所数の推移・予測 

実績値として、経済センサス調査結果の数値を示します。なお、2017 年(平成 29 年)度以降の事

業所数は、直近の実績値で一定とします。 

※平成 21年経済センサス基礎調査（平成 21年 7月 1日時点）を平成 21年度、平成 24年経済センサス活動調査（平

成 24年 2月 1日時点）を平成 23年度、平成 26年経済センサス基礎調査（平成 26年 7月 1日時点）を平成 26年)

度、平成 28年経済センサス活動調査（平成 28年 6月 1日時点）を平成 28年度の数値として使用します。 

 

 

9,362

9,362

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009年度 2014年度 2019年度 2024年度 2029年度 2034年度 2039年度

[事業所]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.6635）

②放物線近似（相関係数=0.6819）

③対数近似（相関係数=0.7395）

④累乗近似（相関係数=0.7361）

⑤指数近似（相関係数=0.6684）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.6644）

採用値(直近値)

実績値

※経済センサス
実績値 採用値(直近値)

2009年度 平成21年度 10,370

2010年度 平成22年度 9,965

2011年度 平成23年度 9,559

2012年度 平成24年度 9,671

2013年度 平成25年度 9,784

2014年度 平成26年度 9,896

2015年度 平成27年度 9,629

2016年度 平成28年度 9,362

2017年度 平成29年度 9,362

2018年度 平成30年度 9,362

2019年度 令和元年度 9,362

2020年度 令和２年度 9,362

2021年度 令和３年度 9,362

2022年度 令和４年度 9,362

2023年度 令和５年度 9,362

2024年度 令和６年度 9,362

2025年度 令和７年度 9,362

2026年度 令和８年度 9,362

2027年度 令和９年度 9,362

2028年度 令和10年度 9,362

2029年度 令和11年度 9,362

2030年度 令和12年度 9,362

2031年度 令和13年度 9,362

2032年度 令和14年度 9,362

2033年度 令和15年度 9,362

2034年度 令和16年度 9,362

2035年度 令和17年度 9,362

2036年度 令和18年度 9,362

2037年度 令和19年度 9,362

2038年度 令和20年度 9,362

2039年度 令和21年度 9,362
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ウ ごみ量の推計方法 

ごみ量の推計方法は『ごみ処理基本計画策定指針』（2016 年 9 月改定、環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部）に基づき、トレンド法を用いるものとします。本計画においては、次の 6種類

の推計式を用います。 

 線形近似 

 放物線近似 

 対数近似 

 累乗近似 

 指数近似 

 ロジスティック近似 

上記 6つの推計式による推計結果から、いずれを採用するかについては、 

 過去の推移から現実的ではない過大（過小）な予測結果を避ける 

 近接した推計結果の中で比較的中位にあるものを採用する 

 相関係数の高いものを採用する 

などの考え方があります。また、いずれの推計式も採用に適さない場合は、(1)実績直近値で一定、

または(2)平均値で一定とする方法が考えられます。 

※ 直近値採用と平均値採用の考え方：実績値の推移において変動が小さい場合や、変動が大きくても一定の傾向が見ら

れる場合は直近値を採用します。実績値の推移において上下が大きい変動を示す場合は平均値を採用します。 

本計画では、これらの考え方及び過去の実績の推移等から総合的に勘案して、最も適当と考えら

れる推計結果を採用しました。 

 

 

【参考】 

ごみ量等の推計で使用する推計式は、一般的に以下のようなものがある。 

 

①線形近似（直線式、一次傾向線） 

線形近似の推計式は、以下の式によって表される。過去の実績とその年度における y の残差が最小二乗法によっても

っとも最小となる a、b を求めることにより推計式が導かれる。傾き（a）が一定のため、増加（減少）の割合が将来に

わたって一定となる。過去の実績が近年急激に変化している場合には、少し穏やかな推計となる傾向がある。 
 

y = ax + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

②放物線近似（二次傾向線） 

放物線近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差

が最小二乗法によってもっとも最小となる a、b、cを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は過去の実績との当てはまりがよく、相関係数も高い値となることが多いが、推計期間が長い場合、将来

のごみ量がマイナスになったり、極端に増加したりすることがあり、一般的には採用されない場合が多い。 
 

y = ax2 + bx + c 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b、c：変数 
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③対数近似 

対数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = alogex + b 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

④累乗近似 

累乗近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は計画年数が経つにつれて次第にその変化が緩和されてくる。 
 

y = axb 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑤指数近似 

指数近似の推計式は、以下の式によって表される。線形近似と同様、過去の実績とその年度における yの残差が

最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、過去の実績が増加傾向の場合は計画年数が進むにつれて次第にその増加傾向が強調され、反対に

減少傾向にあるときは計画年数が進むにつれて次第にその減少傾向が緩和される傾向がある。 
 

y = aebx 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

a、b：変数 

 
 

⑥ロジスティック近似 

ロジスティック近似による推計式は、以下の式によって表される。ロジスティック曲線は人口増加の法則の研究

から導かれたもので、人口の増加速度は、その時の人口の大きさに比例しても、同時にそのときの人口の大きさに

関係する抵抗を受けるという理論によって定式化されたものである。線形近似と同様、過去の実績とその年度にお

ける yの残差が最小二乗法によってもっとも最小となる a、bを求めることにより推計式が導かれる。 

この推計式は、あらかじめ求めようとする値の最大値（又は最小値）を設定し（＝K値）、その値に漸近していく

ような曲線を描くことができる。K 値をあらかじめ適正に設定することができれば、比較的妥当な推計値を算出す

ることが出来る。また、K 値をあらかじめ設定しない場合は、過去の実績値から飽和値を求め、その値に漸近して

いく曲線となる。 
 

y ＝ K／(1＋ea-bx) 

y：計画年度におけるごみ量等 

x：計画年度 

K：過去の実績値から求められる飽和値 

a、b：変数 

e：自然対数の底（＝2.71828…） 
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エ 各ごみ種別の推計結果 

（ア） 家庭系 燃やせるごみ 

有料化施策相当のごみ減量により 20%削減する目標とします。 

   
 

（イ） 家庭系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「燃やせないごみ（収集・直搬）」と「その他の金属（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ウ） 家庭系 缶・びん・ペットボトル 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「資源ごみ（収集）」、「アルミ缶（集団回収）」、「スチール缶（集団回収）」、

「生きびん（集団回収）」、「カレット（集団回収）」の和について行います。 

     

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 55,426 t 521 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 54,637 t 509 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 53,683 t 501 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 53,330 t 494 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 53,121 t 489 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 53,489 t 486 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 53,565 t 483 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 53,401 t 481 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 53,234 t 478 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 53,067 t 476 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 52,898 t 473 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 52,729 t 471 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 52,529 t 468 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 51,344 t 457 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 50,154 t 445 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 48,959 t 434 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 47,761 t 423 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 46,456 t 411 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 45,968 t 407 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 45,481 t 403 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 44,994 t 399 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 44,508 t 395 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 44,027 t 391 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 44,007 t 391 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 43,987 t 391 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 43,968 t 391 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

家庭系-燃やせるごみ

将来の1人1日あたり排出量について
実績値からの削減目標を設定
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績
値

年度 人口
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[g/人 日]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.9732）

②放物線近似（相関係数=0.9986）

③対数近似（相関係数=0.9953）

④累乗近似（相関係数=0.9939）

⑤指数近似（相関係数=0.9762）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9737）

採用値（目標値を設定）

2018年度実績から20%削減

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 3,314 t 31 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 3,376 t 31 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 3,448 t 32 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 3,549 t 33 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 4,519 t 42 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 4,550 t 41 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 4,557 t 41 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 4,544 t 41 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 4,529 t 41 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 4,515 t 40 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 4,500 t 40 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 4,486 t 40 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 4,468 t 40 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 4,368 t 39 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 4,267 t 38 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 4,165 t 37 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 4,064 t 36 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 3,952 t 35 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 3,910 t 35 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 3,870 t 34 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 3,828 t 34 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 3,787 t 34 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 3,746 t 33 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 3,744 t 33 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 3,742 t 33 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 3,741 t 33 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

家庭系-燃やせないごみ

将来の1人1日あたり排出量について
実績値からの削減目標を設定
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値

年度 人口

2036年度, 33 
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[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.6469）

②放物線近似（相関係数=0.9117）

③対数近似（相関係数=0.4655）

④累乗近似（相関係数=0.4849）

⑤指数近似（相関係数=0.6664）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.6518）

採用値（目標値を設定）

2018年度実績から20%削減

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 3,033 t 29 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 3,089 t 29 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 2,982 t 28 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 2,933 t 27 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 2,959 t 27 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 2,982 t 27 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 2,986 t 27 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 2,979 t 27 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 2,973 t 27 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 2,969 t 27 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 2,965 t 27 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 2,963 t 26 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 2,960 t 26 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 2,957 t 26 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 2,955 t 26 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 2,953 t 26 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 2,952 t 26 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 2,944 t 26 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 2,937 t 26 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 2,930 t 26 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 2,924 t 26 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 2,918 t 26 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 2,912 t 26 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 2,906 t 26 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 2,901 t 26 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 2,896 t 26 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

家庭系-びん・缶・ペットボトル

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.8268）

②放物線近似（相関係数=0.8271）

③対数近似（相関係数=0.7352）

④累乗近似（相関係数=0.7367）

⑤指数近似（相関係数=0.8288）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.8268）

採用値（④累乗近似）



24 

 

（エ） 家庭系 粗大ごみ 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

（オ） 家庭系 新聞紙 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「新聞紙（収集）」と「新聞（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（カ） 家庭系 雑誌・雑がみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ全量

について行うため、「雑誌・雑がみ（収集）」と「雑誌・雑がみ（集団回収）」の和について行います。 

   
  

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 575 t 5 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 584 t 5 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 570 t 5 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 586 t 5 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 647 t 6 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 625 t 6 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 633 t 6 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 637 t 6 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 642 t 6 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 646 t 6 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 650 t 6 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 653 t 6 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 656 t 6 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 659 t 6 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 661 t 6 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 664 t 6 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 667 t 6 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 667 t 6 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 668 t 6 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 669 t 6 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 670 t 6 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 671 t 6 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 671 t 6 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 672 t 6 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 673 t 6 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 674 t 6 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-粗大ごみ

将来の1人1日あたり排出量について
対数近似値を採用
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[g/人 日]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.4561）

②放物線近似（相関係数=0.8728）

③対数近似（相関係数=0.2851）

④累乗近似（相関係数=0.282）

⑤指数近似（相関係数=0.4528）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.4734）

採用値（③対数近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 5,903 t 56 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 5,180 t 48 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 4,564 t 43 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 4,133 t 38 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 3,835 t 35 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 3,774 t 34 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 3,638 t 33 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 3,512 t 32 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 3,404 t 31 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 3,312 t 30 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 3,231 t 29 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 3,160 t 28 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 3,095 t 28 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 3,036 t 27 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 2,982 t 26 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 2,933 t 26 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 2,888 t 26 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 2,840 t 25 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 2,796 t 25 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 2,755 t 24 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 2,715 t 24 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 2,679 t 24 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 2,644 t 23 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 2,611 t 23 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 2,581 t 23 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 2,550 t 23 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用

家庭系-新聞紙
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9731）

②放物線近似（相関係数=1）

③対数近似（相関係数=0.9938）

④累乗近似（相関係数=0.9806）

⑤指数近似（相関係数=0.9898）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9777）

採用値（④累乗近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 2,325 t 22 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 2,228 t 21 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 2,025 t 19 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 1,950 t 18 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 1,814 t 17 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 1,826 t 17 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 1,784 t 16 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 1,740 t 16 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 1,703 t 15 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 1,669 t 15 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 1,639 t 15 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 1,611 t 14 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 1,586 t 14 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 1,562 t 14 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 1,540 t 14 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 1,520 t 13 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 1,501 t 13 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 1,478 t 13 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 1,458 t 13 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 1,440 t 13 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 1,421 t 13 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 1,404 t 12 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 1,387 t 12 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 1,372 t 12 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 1,356 t 12 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 1,341 t 12 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-雑誌・雑がみ

将来の1人1日あたり排出量について
対数近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9895）

②放物線近似（相関係数=0.9906）

③対数近似（相関係数=0.9475）

④累乗近似（相関係数=0.9325）

⑤指数近似（相関係数=0.9908）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.99）

採用値（③対数近似）
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（キ） 家庭系 段ボール 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「段ボール（収集）」と「段ボール（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ク） 家庭系 紙パック・牛乳パック 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「紙パック（収集）」と「牛乳パック（集団回収）」の和について行います。 

   
 

（ケ） 家庭系 布類・古布 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計は、家庭から発生する同質のごみ

全量について行うため、「布類（収集）」と「古布（集団回収）」の和について行います。 

     

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 1,450 t 14 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 1,416 t 13 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 1,383 t 13 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 1,321 t 12 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 1,280 t 12 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 1,301 t 12 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 1,291 t 12 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 1,277 t 12 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 1,266 t 11 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 1,255 t 11 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 1,246 t 11 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 1,238 t 11 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 1,230 t 11 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 1,223 t 11 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 1,216 t 11 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 1,210 t 11 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 1,205 t 11 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 1,197 t 11 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 1,190 t 11 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 1,182 t 10 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 1,176 t 10 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 1,169 t 10 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 1,163 t 10 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 1,158 t 10 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 1,151 t 10 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 1,146 t 10 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-段ボール

将来の1人1日あたり排出量について
対数近似値を採用
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[g/人 日]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.9861）

②放物線近似（相関係数=0.9918）

③対数近似（相関係数=0.9026）

④累乗近似（相関係数=0.891）

⑤指数近似（相関係数=0.9828）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9851）

採用値（③対数近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 30 t 0 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 27 t 0 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 26 t 0 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 23 t 0 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 22 t 0 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 22 t 0 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 21 t 0 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 20 t 0 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 20 t 0 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 20 t 0 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 19 t 0 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 19 t 0 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 19 t 0 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 18 t 0 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 18 t 0 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 18 t 0 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 18 t 0 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 17 t 0 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 17 t 0 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 17 t 0 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 17 t 0 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 17 t 0 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 17 t 0 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 17 t 0 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 16 t 0 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 16 t 0 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-紙パック・牛乳パック

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9709）

②放物線近似（相関係数=0.9778）

③対数近似（相関係数=0.9588）

④累乗近似（相関係数=0.9414）

⑤指数近似（相関係数=0.9757）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9709）

採用値（④累乗近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 452 t 4 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 457 t 4 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 418 t 4 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 404 t 4 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 399 t 4 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 400 t 4 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 397 t 4 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 392 t 4 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 388 t 3 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 385 t 3 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 382 t 3 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 380 t 3 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 377 t 3 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 374 t 3 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 373 t 3 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 371 t 3 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 370 t 3 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 367 t 3 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 365 t 3 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 363 t 3 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 361 t 3 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 360 t 3 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 357 t 3 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 356 t 3 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 353 t 3 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 352 t 3 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-布類・古布

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9101）

②放物線近似（相関係数=0.9105）

③対数近似（相関係数=0.8403）

④累乗近似（相関係数=0.8411）

⑤指数近似（相関係数=0.9153）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9095）

採用値（④累乗近似）
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（コ） 家庭系 一斉清掃ごみ 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。なお推計結果のうち、可燃系と不燃系の比

率については 2018年(平成 30年)度の実績値（可燃系：不燃系＝55.2%：44.8%）を用いて按分し

ます。 

   
 

（サ） 家庭系 店頭回収 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 

   
 

（シ） 家庭系 小型電子機器等 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
  

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 764 t 7 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 779 t 7 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 751 t 7 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 716 t 7 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 719 t 7 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 726 t 7 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 725 t 7 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 721 t 6 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 718 t 6 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 715 t 6 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 712 t 6 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 710 t 6 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 708 t 6 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 706 t 6 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 705 t 6 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 704 t 6 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 702 t 6 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 699 t 6 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 696 t 6 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 695 t 6 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 692 t 6 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 690 t 6 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 688 t 6 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 686 t 6 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 684 t 6 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 682 t 6 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-一斉清掃ごみ

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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[g/人 日]
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実績値

①線形近似（相関係数=0.8521）

②放物線近似（相関係数=0.8722）

③対数近似（相関係数=0.7193）

④累乗近似（相関係数=0.7186）

⑤指数近似（相関係数=0.8523）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.8532）

採用値（④累乗近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 633 t 6 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 883 t 8 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 939 t 9 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 904 t 8 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 904 t 8 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 914 t 8 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 920 t 8 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 922 t 8 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 924 t 8 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 926 t 8 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 927 t 8 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 929 t 8 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 931 t 8 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 932 t 8 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 934 t 8 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 934 t 8 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 936 t 8 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 935 t 8 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 935 t 8 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 934 t 8 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 933 t 8 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 932 t 8 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 932 t 8 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 931 t 8 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 931 t 8 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 929 t 8 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-店頭回収

将来の1人1日あたり排出量について
ロジスティック近似値を採用
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[g/人 日]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.4714）

②放物線近似（相関係数=0.9151）

③対数近似（相関係数=0.6927）

④累乗近似（相関係数=0.6994）

⑤指数近似（相関係数=0.479）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.4714）

採用値（⑥ロジスティック近似）

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 24 t 0 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 22 t 0 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 22 t 0 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 26 t 0 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 34 t 0 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 30 t 0 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 30 t 0 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 31 t 0 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 31 t 0 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 32 t 0 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 32 t 0 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 32 t 0 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 34 t 0 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 34 t 0 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 34 t 0 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 35 t 0 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 35 t 0 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 35 t 0 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 35 t 0 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 35 t 0 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 36 t 0 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 36 t 0 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 36 t 0 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 36 t 0 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 36 t 0 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 37 t 0 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-小型電子機器等

将来の1人1日あたり排出量について
対数近似値を採用

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

2014年度 2019年度 2024年度 2029年度 2034年度 2039年度
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実績値

①線形近似（相関係数=0.5348）

②放物線近似（相関係数=0.9969）

③対数近似（相関係数=0.3135）

④累乗近似（相関係数=0.2989）

⑤指数近似（相関係数=0.5223）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.5646）

採用値（③対数近似）
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（ス） 家庭系 廃油（天ぷら油） 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   
 

（セ） 事業系 燃やせるごみ 

分別啓発等その他の方法により、20%削減する目標とします。 

   
 

（ソ） 事業系 燃やせないごみ 

分別啓発等その他の方法により20%削減する目標とします。 

   
  

1人1日あたり量

2014年度 平成26年度 291,357 人 31 t 0 g/人・日

2015年度 平成27年度 293,409 人 34 t 0 g/人・日

2016年度 平成28年度 293,710 人 37 t 0 g/人・日

2017年度 平成29年度 295,908 人 38 t 0 g/人・日

2018年度 平成30年度 297,920 人 44 t 0 g/人・日

2019年度 令和元年度 301,563 人 44 t 0 g/人・日

2020年度 令和２年度 303,601 人 45 t 0 g/人・日

2021年度 令和３年度 304,281 人 47 t 0 g/人・日

2022年度 令和４年度 304,961 人 48 t 0 g/人・日

2023年度 令和５年度 305,641 人 48 t 0 g/人・日

2024年度 令和６年度 306,321 人 49 t 0 g/人・日

2025年度 令和７年度 307,001 人 50 t 0 g/人・日

2026年度 令和８年度 307,519 人 52 t 0 g/人・日

2027年度 令和９年度 308,037 人 52 t 0 g/人・日

2028年度 令和10年度 308,556 人 53 t 0 g/人・日

2029年度 令和11年度 309,074 人 53 t 0 g/人・日

2030年度 令和12年度 309,592 人 54 t 0 g/人・日

2031年度 令和13年度 309,430 人 54 t 0 g/人・日

2032年度 令和14年度 309,267 人 55 t 0 g/人・日

2033年度 令和15年度 309,105 人 55 t 0 g/人・日

2034年度 令和16年度 308,942 人 56 t 1 g/人・日

2035年度 令和17年度 308,780 人 56 t 1 g/人・日

2036年度 令和18年度 308,643 人 56 t 1 g/人・日

2037年度 令和19年度 308,506 人 57 t 1 g/人・日

2038年度 令和20年度 308,368 人 57 t 1 g/人・日

2039年度 令和21年度 308,231 人 59 t 1 g/人・日

SDGs前期戦略

計画の目標値

予
測
値

備考

実
績
値

年度 人口
家庭系-廃油（天ぷら油）

将来の1人1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9356）

②放物線近似（相関係数=0.9367）

③対数近似（相関係数=0.8896）

④累乗近似（相関係数=0.9173）

⑤指数近似（相関係数=0.9409）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9552）

採用値（④累乗近似）

1事業所1日あたり量

2014年度 平成26年度 9,896 事業所 32,888 t 9,105 g/事業所・日

2015年度 平成27年度 9,629 事業所 32,639 t 9,261 g/事業所・日

2016年度 平成28年度 9,362 事業所 32,725 t 9,577 g/事業所・日

2017年度 平成29年度 9,362 事業所 32,738 t 9,581 g/事業所・日

2018年度 平成30年度 9,362 事業所 32,215 t 9,428 g/事業所・日

2019年度 令和元年度 9,362 事業所 31,889 t 9,332 g/事業所・日

2020年度 令和２年度 9,362 事業所 31,562 t 9,236 g/事業所・日

2021年度 令和３年度 9,362 事業所 31,236 t 9,141 g/事業所・日

2022年度 令和４年度 9,362 事業所 30,909 t 9,045 g/事業所・日

2023年度 令和５年度 9,362 事業所 30,583 t 8,950 g/事業所・日

2024年度 令和６年度 9,362 事業所 30,257 t 8,854 g/事業所・日

2025年度 令和７年度 9,362 事業所 29,930 t 8,759 g/事業所・日

2026年度 令和８年度 9,362 事業所 29,604 t 8,663 g/事業所・日

2027年度 令和９年度 9,362 事業所 28,930 t 8,466 g/事業所・日

2028年度 令和10年度 9,362 事業所 28,257 t 8,269 g/事業所・日

2029年度 令和11年度 9,362 事業所 27,583 t 8,072 g/事業所・日

2030年度 令和12年度 9,362 事業所 26,910 t 7,875 g/事業所・日

2031年度 令和13年度 9,362 事業所 26,236 t 7,678 g/事業所・日

2032年度 令和14年度 9,362 事業所 26,143 t 7,651 g/事業所・日

2033年度 令和15年度 9,362 事業所 26,050 t 7,623 g/事業所・日

2034年度 令和16年度 9,362 事業所 25,958 t 7,596 g/事業所・日

2035年度 令和17年度 9,362 事業所 25,865 t 7,569 g/事業所・日

2036年度 令和18年度 9,362 事業所 25,772 t 7,542 g/事業所・日

2037年度 令和19年度 9,362 事業所 25,772 t 7,542 g/事業所・日

2038年度 令和20年度 9,362 事業所 25,772 t 7,542 g/事業所・日

2039年度 令和21年度 9,362 事業所 25,772 t 7,542 g/事業所・日

※公務除く、事業

内容等不詳含む

実
績
値

備考

年度

予
測
値

事業所数
事業系-燃やせるごみ

将来の1事業所1日あたり排出量について
実績値からの削減目標を設定

2036年度, 7,542 
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実績値

①線形近似（相関係数=0.5456）

②放物線近似（相関係数=0.9086）

③対数近似（相関係数=0.7014）

④累乗近似（相関係数=0.7066）

⑤指数近似（相関係数=0.55）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.545）

採用値（目標値を設定）

2018年度実績から20%削減

1事業所1日あたり量

2014年度 平成26年度 9,896 事業所 1,244 t 344 g/事業所・日

2015年度 平成27年度 9,629 事業所 1,349 t 383 g/事業所・日

2016年度 平成28年度 9,362 事業所 1,339 t 392 g/事業所・日

2017年度 平成29年度 9,362 事業所 1,431 t 419 g/事業所・日

2018年度 平成30年度 9,362 事業所 1,553 t 454 g/事業所・日

2019年度 令和元年度 9,362 事業所 1,537 t 450 g/事業所・日

2020年度 令和２年度 9,362 事業所 1,522 t 445 g/事業所・日

2021年度 令和３年度 9,362 事業所 1,506 t 441 g/事業所・日

2022年度 令和４年度 9,362 事業所 1,490 t 436 g/事業所・日

2023年度 令和５年度 9,362 事業所 1,474 t 431 g/事業所・日

2024年度 令和６年度 9,362 事業所 1,459 t 427 g/事業所・日

2025年度 令和７年度 9,362 事業所 1,443 t 422 g/事業所・日

2026年度 令和８年度 9,362 事業所 1,427 t 418 g/事業所・日

2027年度 令和９年度 9,362 事業所 1,395 t 408 g/事業所・日

2028年度 令和10年度 9,362 事業所 1,362 t 399 g/事業所・日

2029年度 令和11年度 9,362 事業所 1,329 t 389 g/事業所・日

2030年度 令和12年度 9,362 事業所 1,297 t 379 g/事業所・日

2031年度 令和13年度 9,362 事業所 1,264 t 370 g/事業所・日

2032年度 令和14年度 9,362 事業所 1,260 t 369 g/事業所・日

2033年度 令和15年度 9,362 事業所 1,255 t 367 g/事業所・日

2034年度 令和16年度 9,362 事業所 1,251 t 366 g/事業所・日

2035年度 令和17年度 9,362 事業所 1,247 t 365 g/事業所・日

2036年度 令和18年度 9,362 事業所 1,242 t 364 g/事業所・日

2037年度 令和19年度 9,362 事業所 1,242 t 364 g/事業所・日

2038年度 令和20年度 9,362 事業所 1,242 t 364 g/事業所・日

2039年度 令和21年度 9,362 事業所 1,242 t 364 g/事業所・日

※公務除く、事業

内容等不詳含む

実
績
値

備考

年度

予
測
値

事業所数
事業系-燃やせないごみ

将来の1人1日あたり排出量について
実績値からの削減目標を設定

2036年度, 364 
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実績値

①線形近似（相関係数=0.9702）

②放物線近似（相関係数=0.9719）

③対数近似（相関係数=0.9191）

④累乗近似（相関係数=0.9392）

⑤指数近似（相関係数=0.9699）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.9706）

採用値（目標値を設定）

2018年度実績から20%削減
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（タ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水汚泥 

2029 年(令和 11 年)度まではトレンド推計による推計値（横這い傾向）とし、新ごみ処理施設

供用開始以降、下水汚泥は計画処理対象物から除外します。 

   

 

（チ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 下水し渣 

トレンド推計による推計値（増加傾向）とします。 

   

 

（ツ） 産業廃棄物 燃やせるごみ 自己搬入（植物性残渣） 

トレンド推計による推計値（横這い傾向）とします。 

   

  

1日あたり量

2014年度 平成26年度 436 t 1,194 kg/日

2015年度 平成27年度 324 t 885 kg/日

2016年度 平成28年度 407 t 1,114 kg/日

2017年度 平成29年度 543 t 1,488 kg/日

2018年度 平成30年度 537 t 1,472 kg/日

2019年度 令和元年度 537 t 1,471 kg/日

2020年度 令和２年度 537 t 1,471 kg/日

2021年度 令和３年度 537 t 1,470 kg/日

2022年度 令和４年度 536 t 1,470 kg/日

2023年度 令和５年度 536 t 1,469 kg/日

2024年度 令和６年度 536 t 1,469 kg/日

2025年度 令和７年度 536 t 1,468 kg/日

2026年度 令和８年度 536 t 1,468 kg/日

2027年度 令和９年度 535 t 1,467 kg/日

2028年度 令和10年度 535 t 1,467 kg/日

2029年度 令和11年度 535 t 1,466 kg/日

2030年度 令和12年度 0 t 0 kg/日

2031年度 令和13年度 0 t 0 kg/日

2032年度 令和14年度 0 t 0 kg/日

2033年度 令和15年度 0 t 0 kg/日

2034年度 令和16年度 0 t 0 kg/日

2035年度 令和17年度 0 t 0 kg/日

2036年度 令和18年度 0 t 0 kg/日

2037年度 令和19年度 0 t 0 kg/日

2038年度 令和20年度 0 t 0 kg/日

2039年度 令和21年度 0 t 0 kg/日

備考

予
測
値

-年度

実
績
値

2029年度まではロジスティック近似値を採用、
2030年度以降は受入なし

産廃-下水汚泥
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実績値

①線形近似（相関係数=0.518）

②放物線近似（相関係数=0.6651）

③対数近似（相関係数=0.3404）

④累乗近似（相関係数=0.2993）

⑤指数近似（相関係数=0.4724）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.5184）

採用値（⑥ロジスティック近似+目標値を設定）

1日あたり量

2014年度 平成26年度 225 t 617 kg/日

2015年度 平成27年度 184 t 502 kg/日

2016年度 平成28年度 13 t 36 kg/日

2017年度 平成29年度 173 t 473 kg/日

2018年度 平成30年度 196 t 537 kg/日

2019年度 令和元年度 199 t 545 kg/日

2020年度 令和２年度 201 t 552 kg/日

2021年度 令和３年度 204 t 558 kg/日

2022年度 令和４年度 206 t 565 kg/日

2023年度 令和５年度 208 t 571 kg/日

2024年度 令和６年度 210 t 576 kg/日

2025年度 令和７年度 212 t 582 kg/日

2026年度 令和８年度 214 t 587 kg/日

2027年度 令和９年度 216 t 592 kg/日

2028年度 令和10年度 218 t 596 kg/日

2029年度 令和11年度 219 t 600 kg/日

2030年度 令和12年度 221 t 604 kg/日

2031年度 令和13年度 222 t 608 kg/日

2032年度 令和14年度 223 t 612 kg/日

2033年度 令和15年度 224 t 615 kg/日

2034年度 令和16年度 226 t 618 kg/日

2035年度 令和17年度 227 t 621 kg/日

2036年度 令和18年度 228 t 623 kg/日

2037年度 令和19年度 228 t 626 kg/日

2038年度 令和20年度 229 t 628 kg/日

2039年度 令和21年度 230 t 630 kg/日

将来の1日あたり排出量について
ロジスティック近似値を採用

産廃-下水し渣

備考

予
測
値

-年度

実
績
値
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実績値

①線形近似（相関係数=0.0168）

②放物線近似（相関係数=0.562）

③対数近似（相関係数=0.0807）

④累乗近似（相関係数=0.0322）

⑤指数近似（相関係数=0.0019）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.0204）

採用値（⑥ロジスティック近似）

1日あたり量

2014年度 平成26年度 248 t 679 kg/日

2015年度 平成27年度 248 t 677 kg/日

2016年度 平成28年度 255 t 698 kg/日

2017年度 平成29年度 246 t 673 kg/日

2018年度 平成30年度 266 t 730 kg/日

2019年度 令和元年度 266 t 729 kg/日

2020年度 令和２年度 266 t 728 kg/日

2021年度 令和３年度 265 t 727 kg/日

2022年度 令和４年度 265 t 727 kg/日

2023年度 令和５年度 265 t 726 kg/日

2024年度 令和６年度 265 t 725 kg/日

2025年度 令和７年度 264 t 724 kg/日

2026年度 令和８年度 264 t 724 kg/日

2027年度 令和９年度 264 t 723 kg/日

2028年度 令和10年度 264 t 722 kg/日

2029年度 令和11年度 263 t 721 kg/日

2030年度 令和12年度 263 t 721 kg/日

2031年度 令和13年度 263 t 720 kg/日

2032年度 令和14年度 262 t 719 kg/日

2033年度 令和15年度 262 t 718 kg/日

2034年度 令和16年度 262 t 717 kg/日

2035年度 令和17年度 262 t 717 kg/日

2036年度 令和18年度 261 t 716 kg/日

2037年度 令和19年度 261 t 715 kg/日

2038年度 令和20年度 261 t 714 kg/日

2039年度 令和21年度 260 t 714 kg/日

将来の1日あたり排出量について
ロジスティック近似値を採用

産廃-自己搬入（植物性残渣）
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実績値

①線形近似（相関係数=0.435）

②放物線近似（相関係数=0.5947）

③対数近似（相関係数=0.3242）

④累乗近似（相関係数=0.3215）

⑤指数近似（相関係数=0.4304）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.4355）

採用値（⑥ロジスティック近似）
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（テ） 産業廃棄物 燃やせないごみ 畳 

トレンド推計による推計値（減少傾向）とします。 

   

 

（ト） 下水汚泥由来燃料等 

2021年(令和 3年)度から下水汚泥由来燃料等を受け入れていないため、計画処理対象物から除

外します。 

   

 

  

1日あたり量

2014年度 平成26年度 27 t 73 kg/日

2015年度 平成27年度 29 t 78 kg/日

2016年度 平成28年度 22 t 61 kg/日

2017年度 平成29年度 16 t 44 kg/日

2018年度 平成30年度 19 t 51 kg/日

2019年度 令和元年度 17 t 47 kg/日

2020年度 令和２年度 16 t 44 kg/日

2021年度 令和３年度 16 t 43 kg/日

2022年度 令和４年度 15 t 41 kg/日

2023年度 令和５年度 15 t 40 kg/日

2024年度 令和６年度 14 t 39 kg/日

2025年度 令和７年度 14 t 38 kg/日

2026年度 令和８年度 13 t 37 kg/日

2027年度 令和９年度 13 t 36 kg/日

2028年度 令和10年度 13 t 35 kg/日

2029年度 令和11年度 13 t 34 kg/日

2030年度 令和12年度 12 t 34 kg/日

2031年度 令和13年度 12 t 33 kg/日

2032年度 令和14年度 12 t 33 kg/日

2033年度 令和15年度 12 t 32 kg/日

2034年度 令和16年度 12 t 32 kg/日

2035年度 令和17年度 11 t 31 kg/日

2036年度 令和18年度 11 t 31 kg/日

2037年度 令和19年度 11 t 30 kg/日

2038年度 令和20年度 11 t 30 kg/日

2039年度 令和21年度 11 t 30 kg/日

備考

予
測
値

-年度

実
績
値

産廃-畳

将来の1日あたり排出量について
累乗近似値を採用
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実績値

①線形近似（相関係数=0.7369）

②放物線近似（相関係数=0.7372）

③対数近似（相関係数=0.6576）

④累乗近似（相関係数=0.6468）

⑤指数近似（相関係数=0.7208）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.7349）

採用値（④累乗近似）

1日あたり量

2014年度 平成26年度 9,409 t 25.8 t/日

2015年度 平成27年度 8,534 t 23.3 t/日

2016年度 平成28年度 9,460 t 25.9 t/日

2017年度 平成29年度 8,464 t 23.2 t/日

2018年度 平成30年度 9,220 t 25.3 t/日

2019年度 令和元年度 6,147 t 16.8 t/日

2020年度 令和２年度 3,073 t 8.4 t/日

2021年度 令和３年度 0 t 0.0 t/日

2022年度 令和４年度 0 t 0.0 t/日

2023年度 令和５年度 0 t 0.0 t/日

2024年度 令和６年度 0 t 0.0 t/日

2025年度 令和７年度 0 t 0.0 t/日

2026年度 令和８年度 0 t 0.0 t/日

2027年度 令和９年度 0 t 0.0 t/日

2028年度 令和10年度 0 t 0.0 t/日

2029年度 令和11年度 0 t 0.0 t/日

2030年度 令和12年度 0 t 0.0 t/日

2031年度 令和13年度 0 t 0.0 t/日

2032年度 令和14年度 0 t 0.0 t/日

2033年度 令和15年度 0 t 0.0 t/日

2034年度 令和16年度 0 t 0.0 t/日

2035年度 令和17年度 0 t 0.0 t/日

2036年度 令和18年度 0 t 0.0 t/日

2037年度 令和19年度 0 t 0.0 t/日

2038年度 令和20年度 0 t 0.0 t/日

2039年度 令和21年度 0 t 0.0 t/日

年度

備考

実
績
値

-
下水汚泥由来燃料等

2021年度以降は受入なし
2020年度までは漸減（比例按分）

予
測
値

0

10

20

30

40
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70

2014年度 2019年度 2024年度 2029年度 2034年度 2039年度

[t/日]

[年度]

実績値

①線形近似（相関係数=0.0191）

②放物線近似（相関係数=0.1581）

③対数近似（相関係数=0.0526）

④累乗近似（相関係数=0.0512）

⑤指数近似（相関係数=0.018）

⑥ロジスティック近似（相関係数=0.018）

採用値（目標値を設定）
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オ プラスチック分別による影響検討について 

 

（ア） 全国のプラスチック分別実施自治体におけるプラスチック回収量について 

a 容器包装プラスチックの分別収集実施自治体について 

表２－６に、環境省による「一般廃棄物処理実態調査」（2018年度）から整理した、全国の自

治体におけるプラスチック資源化状況を示します。実態調査において、容器包装プラスチック

のみを分別収集している自治体（人口 20万人以上）では、家庭系ごみ量に対するプラ資源化量

の割合は、「3.98%」となっています。 

なお、上記のプラ資源量の割合は、資源ごみとして収集される量から資源化不適物を除いた

値です。資源化不適物については、環境省による実証実験（後述）での異物混入率を参考とし、

「収集量のうち 96.2%が資源化可能なもの、残り 3.8%は資源化不適（可燃物）」と想定し、家庭

系ごみ量のうち資源ごみとして収集されるプラスチック量の割合は、容器包装プラスチックの

みを分別収集している自治体では、3.98%×（100%÷96.2%）＝「4.14%」となります。 

 

表 ２-6 全国の自治体における容器包装プラスチック資源化状況（2018年度） 

 

総人口 
生活系ごみ 

搬入量 
プラ資源化量 

生活系ごみに対

するプラ資源化

量の割合 

人口１人当たり

プラ資源化量 

容器プラのみ分

別収集している

自治体の合計 

51,140,693 人 8,974,577t 357,578t 3.98% 6.99kg/人・年 

 



31 

 

b 全プラスチックの分別収集実施自治体について 

容器包装プラスチックと製品プラスチック(以下、「全プラ」という。)の分別（一括回収）を実施している自治体は、兵庫県下の宝塚市、三木市の他、

他府県では東京都港区、甲賀市、立川市、五所川原市、苫小牧市、館林市があります。これらの自治体での資源化状況を下表に整理します。ただし、東京

都港区は事業系収集を含むことから下表では除外しています。 

家庭系ごみ総排出量に対するプラスチック資源化量の割合にはバラつきがあり、特に汚れたプラスチックの取扱いとして「汚れたものは燃やすご

みに入れる」ことを積極的には記載していない自治体では、高めの数値となっています。 

環境省の実証実験（後述）を参考とし、異物混入率を「収集量のうち96.2%が資源化可能なもの、残り 3.8%は資源化不適（可燃物）」と想定し、家庭系ごみ量

のうち資源ごみとして収集されるプラスチック量の割合は、全プラを分別収集している自治体では、5.27%×（100%÷96.2%）＝「5.48%」となります。 

表 ２-7 全プラ一括回収実施自治体におけるプラスチック資源化状況等（環境省「一般廃棄物処理実態調査」（2018年度）より） 

 宝塚市 三木市 甲賀市 立川市 五所川原市 苫小牧市 館林市 合計 

人口 234,167 77,969 91,104 183,482 54,867 171,711 76,310 889,610 

収集方法 一括 
※汚れは軽く拭き
取る。水ですすぐ。
汚れたものは燃や
すごみに入れる。 

一括 
※少しぐらい汚れ
ていても大丈夫。 

一括 
※軽く水洗いして
汚れが落ちなけれ
ば可燃ごみへ。 

一括（H31.1～容リ
プラとその他プラ
を分けて収集） 
※汚れはふき取
り、水ですすぐ。 

一括 
※水洗いして水を
切ってから出す。
汚れが落ちない場
合は埋立ごみへ。 

一括 
※汚れは、残り物
を取り除き、拭き
取るか軽くすす
ぐ。 
 

一括 
※汚れは軽く落と
す。 

－ 

選別作業 民間委託 
※容リ、その他プ
ラに選別 

民間委託 民間委託 市が実施 
※容リ、その他プ
ラに選別 

市のプラスチック
処理施設 

民間委託 民間委託 － 

リサイクル種別 容リ⇒マテリアル、
ケミカル 
その他⇒RPF 

RPF RPF 容リ⇒マテリアル、
ケミカル 
その他⇒マテリアル 

マテリアル マテリアル、サーマ
ル 

マテリアル、ケミカ
ル 

－ 

プラ資源化量（t） 2,325 1,109 540 2,201 204 2,712 780 9,871 
 

家庭系 
ごみ総排出量（t） 

47,323 17,681 19,128 36,297 12,788 34,184 19,933 187,334 

割合 4.91% 6.27% 2.82% 6.06% 1.60% 7.93% 3.91% 5.27% 

人口 1人当たり※ 9.93kg/年 14.22kg/年 5.93kg/年 12.00kg/年 3.72kg/年 15.79kg/年 10.22kg/年 11.10kg/年 

※立川市については 2019年 1月から製品プラの分別収集を開始している。 

※製品プラのみの分別収集を実施している自治体には、他に、鎌倉市、所沢市、いわき市、焼津市、海老名市・綾瀬市・座間市、羽村市、須坂市、千葉市、広島市がありますが、

今回は現時点の「プラスチック資源循環施策の基本的方向性」（2020年 9月 1日：環境省）に従い、一括回収を想定することから、ここでは取り上げない。 
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【参考：プラスチック一括回収リサイクル実証事業（2017年度：環境省）】 
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実施７都市の合計では、前ページの結果概要に示すとおり、容器包装のみの場合に比べ、全プラ一括回収の場合は 35%増となっています。都市別には

以下のとおりであり、11.6%増（横浜市）～188.2%増（広島市）となっています。異物混入率は、全体で約 3.8%（7都市の単純合計）となっています。 

 

表 ２-8 実施結果の概要一覧 

 
出典：「プラネット 2018」（プラスチック容器包装リサイクル推進協議会） 
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（イ） 本市における家庭系ごみ中のプラスチック賦存量について 

本市における「家庭系ごみの組成調査（湿ベース）」によれば、「燃やせるごみ」と「燃やせな

いごみ」についてプラスチック製のごみの割合は、以下のとおりです。 

 

表 ２-9 本市の家庭系燃やせるごみ中に含まれるプラスチック製ごみの割合（平成 25～30年度） 

 

 

表 ２-10 本市の家庭系燃やせないごみ中に含まれるプラスチック製ごみの割合（平成 25～30年度） 

 

 

この割合を、将来のごみ量（計画目標年次＝2036 年(令和 18 年)度）に適用すれば、家庭系ご

みに含まれるプラスチックの量は、以下のとおり推計されます。 

 

表 ２-11 本市の家庭系ごみ中のプラスチック量の推計値（2036年度推計値ベース） 

燃やすごみ 

中のプラ 

燃やせないごみ 

中のプラ 

合計 

7,115 t 

(＝44,027t×16.16%) 

574 t 

(＝3,746t×15.31%) 

7,689 t 

うちプラ製品 

814 t 

(＝44,027t× 1.85%) 

 

493 t 

(＝3,746t×13.17%) 

うちプラ製品 

1,307 t 

 

  

H25 H26 H27 H28 H29 H30

容器包装（レジ袋） 1.70 % 1.50 % 2.00 % 0.95 % 1.42 % 1.66 % 1.54 %

容器包装（白色トレイ） 0.10 % 0.20 % 0.10 % 0.21 % 0.75 % 0.14 % 0.25 %

容器包装（その他） 13.80 % 11.60 % 9.70 % 13.32 % 13.50 % 13.19 % 12.52 %

プラ製品 1.00 % 0.80 % 3.50 % 0.68 % 2.27 % 2.86 % 1.85 %

16.60 % 14.10 % 15.30 % 15.16 % 17.94 % 17.85 % 16.16 %

プラス
チック類

平均
年度

プラ製 ※紙おむつを除く 計

①燃やせるごみ

品目

H25 H26 H27 H28 H29 H30

容器包装 2.60 % 1.20 % 0.50 % 0.00 % 7.13 % 1.42 % 2.14 %

プラ製品 9.50 % 15.40 % 15.40 % 14.03 % 7.99 % 16.68 % 13.17 %

12.10 % 16.60 % 15.90 % 14.03 % 15.12 % 18.10 % 15.31 %プラ製 ※紙おむつを除く 計

品目 年度
平均

②燃やせないごみ

プラス
チック類
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（ウ） 本市におけるプラスチック分別収集見込み量について 

以上より、本市において、従来通り「①プラスチックを分別しない場合」と、「②プラスチック

製容器包装を分別する場合」、「③全プラを分別する場合」について、プラスチック分別収集見込

み量は、下表のとおりです。なお、各分別パターンでの想定回収率は、「②プラスチック製容器包

装を分別する場合」は家庭系ごみ量に対し 4.14%、「③全プラを分別する場合」は家庭系ごみ量に

対し 5.48%としました。 

また、分別収集実施により、燃やせるごみと燃やせないごみそれぞれからプラスチックが分別

されますが、その比率は、元々含まれている量の比率 7,115t：574t＝92.5%：7.5%と想定しまし

た。 

 

表 ２-12 本市における分別収集見込み量（2036年度推計値ベース） 

 パターン① パターン② パターン③ 

プラスチックを 

分別しない場合 

プラスチック製容器包装を 

分別する場合 

【回収率 4.14%想定】 

全プラを分別する場合 

【回収率 5.48%想定】 

家庭系ごみ 

合計 

53,398 t   

家庭系 

燃やせるごみ 

44,027 t 41,982 t 

(＝44,027t－2,045t) 

41,320 t 

(＝44,027t－2,707t) 

家庭系 

燃やせないごみ 

3,746 t 3,580 t 

(＝3,746t－166t) 

3,527 t 

(＝3,746t－219t) 

プラスチック 

0 t 2,211 t 

(＝53,398t×4.14%) 

⇒プラ賦存量 7,689t 

のうち 28.76% 

2,926 t 

(＝53,398t×5.48%) 

⇒プラ賦存量 7,689t 

のうち 38.05% 

※上表では、プラスチック製容器包装を分別する場合に比べ、全プラを分別する場合は 32.3%増となっており、

前述の実証事業の結果における実証７都市単純合計（約 35%増）と同程度です。 

 

以降の頁で、各場合の処理フローを示します。 
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カ 将来の処理フロー 

（ア） プラスチックを分別しない場合 

以下に、現状の分別を継続した場合（プラスチックを分別しない場合）の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝2036(令和 18年)度）を示

します。 

 

 

図 ２-4 将来ごみ処理フロー（2036年(令和 18年)度目標値）【①プラスチックを分別しない場合】 

  

最終処分
家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 60 t

焼却施設

10,338 t

76,330 t

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 43,966 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ

44,027 t 焼却灰 9,160 t

産廃-下水汚泥 0 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ

489 t
産廃-下水し渣 228 t

未処理分
事業系-燃やせるごみ
（許可） 22,143 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ

25,772 t
事業系-燃やせるごみ
（直搬） 3,629 t

0 t

産廃-自己搬入（植物性残渣） 261 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（可燃）

380 t

可燃物 5,654 t 0 t 0 t

焼却施設ピット分
下水汚泥由来

燃料等

不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

33 t

家庭系ごみ - 小動物の死体

8 t 293 t
焼却鉄

（資源化）

破砕選別施設 - 破砕系
家庭系-燃やせないごみ
（直搬） 1,273 t

4,830 t

直接埋立 1,146 t

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,469 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

3,742 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 732 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ

1,242 t 0.0 t
事業系-燃やせないごみ
（直搬） 510 t

1,875 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの資源物

（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 11 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ

11 t
産廃-直接埋立 0 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ

671 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,732 t

家庭系ごみ - びん・缶・ペットボトル

2,732 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（不燃）

308 t

未処理分

家庭系ごみ - プラスチック類

0 t 0 t 0 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

破砕選別施設 - 資源系
家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

2,732 t

家庭系ごみ - 店頭回収

932 t 民間事業者 932 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等

36 t 民間事業者 36 t

資源化

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）

56 t 民間事業者 56 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 497 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,437 t 民間事業者

家庭系-布類
（収集） 158 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 2,147 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

4,130 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 435 t

家庭系-段ボール
（収集） 345 t

家庭系-紙パック
（収集） 2 t

家庭系-古布
（集団回収） 200 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 3 t

びん・缶・その他金属

（集団回収）

183 t

民間事業者 5,567 t

資源化
家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 952 t

家庭系-段ボール
（集団回収） 817 t

家庭系-牛乳パック
（集団回収） 15 t

民間事業者 183 t

資源化
家庭系-アルミ缶
（集団回収） 111 t

家庭系-スチール缶
（集団回収） 13 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

1人1日当たり排出量（資源ごみ除く） 436 g/人・日

1人1日当たり燃やすごみ量 391 g/人・日

家庭系-カレット
（集団回収） 55 t

排出量

家庭系ごみ

総排出量（集団回収除く） 54,330 t

事業系ごみ

総排出量（集団回収除く） 27,014 t

産業廃棄物
総排出量 500 t

1日当たり排出量 1,370.3 kg/日

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く） 7,906 g/事業所・日

1事業所1日当たり燃やすごみ量 7,542 g/事業所・日

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計 81,844 t

再生利用量

直接資源化量 2,461 t

集団回収量 4,314 t

リサイクル率 10.4%

最終処分量 10,338 t

中間処理後資源化量 2,167 t

総資源化量 8,942 t
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（イ） プラスチック製容器包装を分別する場合 

以下にプラスチック製容器包装を分別する場合の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝2036年(令和 18年)度）を示します。プラスチック

の選別処理において、96.2%※が資源化可能なもの、残り 3.8%※は資源化不適（可燃物）と想定しました。   ※実証実験の実績を参考に設定した値。 

 

図 ２-5 将来ごみ処理フロー（2036年(令和 18年)度目標値）【②プラスチック製容器包装を分別する場合】 

  

最終処分
家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 60 t

焼却施設

10,059 t

74,268 t

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 41,921 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ

41,981 t 焼却灰 8,912 t

産廃-下水汚泥 0 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ

489 t
産廃-下水し渣 228 t

未処理分
事業系-燃やせるごみ
（許可） 22,143 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ

25,772 t
事業系-燃やせるごみ
（直搬） 3,629 t

0 t

産廃-自己搬入（植物性残渣） 261 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（可燃）

380 t

可燃物 5,638 t 0 t 0 t

焼却施設ピット分
下水汚泥由来

燃料等

不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

32 t

家庭系ごみ - 小動物の死体

8 t 285 t
焼却鉄

（資源化）

破砕選別施設 - 破砕系
家庭系-燃やせないごみ
（直搬） 1,273 t

4,696 t

直接埋立 1,114 t

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,303 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

3,577 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 732 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ

1,242 t 0.0 t
事業系-燃やせないごみ
（直搬） 510 t

1,841 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの資源物

（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 11 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ

11 t
産廃-直接埋立 0 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ

671 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,732 t

家庭系ごみ - びん・缶・ペットボトル

2,732 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（不燃）

308 t

未処理分

家庭系ごみ - プラスチック類

2,211 t 0 t 2,127 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

破砕選別施設 - 資源系
家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

4,943 t

家庭系ごみ - 店頭回収

932 t 民間事業者 932 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等

36 t 民間事業者 36 t

資源化

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）

56 t 民間事業者 56 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 497 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,437 t 民間事業者

家庭系-布類
（収集） 158 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 2,147 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

4,130 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 435 t

家庭系-段ボール
（収集） 345 t

家庭系-紙パック
（収集） 2 t

家庭系-古布
（集団回収） 200 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 3 t

びん・缶・その他金属

（集団回収）

183 t

民間事業者 5,567 t

資源化
家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 952 t

家庭系-段ボール
（集団回収） 817 t

家庭系-牛乳パック
（集団回収） 15 t

民間事業者 183 t

資源化
家庭系-アルミ缶
（集団回収） 111 t

家庭系-スチール缶
（集団回収） 13 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

1人1日当たり排出量（資源ごみ除く） 417 g/人・日

1人1日当たり燃やすごみ量 373 g/人・日

家庭系-カレット
（集団回収） 55 t

排出量

家庭系ごみ

総排出量（集団回収除く） 54,330 t

事業系ごみ

総排出量（集団回収除く） 27,014 t

産業廃棄物
総排出量 500 t

1日当たり排出量 1,370.3 kg/日

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く） 7,906 g/事業所・日

1事業所1日当たり燃やすごみ量 7,542 g/事業所・日

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計 81,844 t

再生利用量

直接資源化量 2,461 t

集団回収量 4,314 t

リサイクル率 12.8%

最終処分量 10,059 t

中間処理後資源化量 4,253 t

総資源化量 11,028 t
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（ウ） 全プラを分別する場合 

以下に全プラを分別する場合の、明石市の将来の処理フロー（計画目標年次＝2036年(令和 18年)度）を示します。プラスチックの選別処理におい

て、96.2%※が資源化可能なもの、残り 3.8%※は資源化不適（可燃物）と想定しました。   ※実証実験の実績を参考に設定した値。 

 

 

図 ２-6 将来ごみ処理フロー（2036年(令和 18年)度目標値）【③全プラを分別する場合】 
 
 

最終処分
家庭系-燃やせるごみ
（直搬） 60 t

焼却施設

9,968 t

73,602 t

家庭系-燃やせるごみ
（収集） 41,260 t

家庭系ごみ - 燃やせるごみ

41,320 t 焼却灰 8,832 t

産廃-下水汚泥 0 t

産業廃棄物 - 燃やせるごみ

489 t
産廃-下水し渣 228 t

未処理分
事業系-燃やせるごみ
（許可） 22,143 t

事業系ごみ - 燃やせるごみ

25,772 t
事業系-燃やせるごみ
（直搬） 3,629 t

0 t

産廃-自己搬入（植物性残渣） 261 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（可燃）

380 t

可燃物 5,633 t 0 t 0 t

焼却施設ピット分
下水汚泥由来

燃料等

不燃・粗大・びん缶ペットからの不燃・不適物

32 t

家庭系ごみ - 小動物の死体

8 t 282 t
焼却鉄

（資源化）

破砕選別施設 - 破砕系
家庭系-燃やせないごみ
（直搬） 1,273 t

4,653 t

直接埋立 1,104 t

家庭系-燃やせないごみ
（収集） 2,250 t

家庭系ごみ - 燃やせないごみ

3,523 t

未処理分

事業系-燃やせないごみ
（許可） 732 t

事業系ごみ - 燃やせないごみ

1,242 t 0.0 t
事業系-燃やせないごみ
（直搬） 510 t

1,831 t
不燃・粗大・びん缶ペットからの資源物

（資源化）

産廃-畳（イグサとプラ） 11 t

産業廃棄物 - 燃やせないごみ

11 t
産廃-直接埋立 0 t

家庭系ごみ - 粗大ごみ

671 t

家庭系-びん・缶・ペットボトル
（収集） 2,732 t

家庭系ごみ - びん・缶・ペットボトル

2,732 t

家庭系ごみ - 一斉清掃ごみ（不燃）

308 t

未処理分

家庭系ごみ - プラスチック類

2,926 t 0 t 2,815 t
容器包装プラスチックからの資源物

（資源化）

破砕選別施設 - 資源系
家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分） 0 t

5,658 t

家庭系ごみ - 店頭回収

932 t 民間事業者 932 t

資源化

家庭系ごみ - 小型電子機器等

36 t 民間事業者 36 t

資源化

家庭系ごみ - 廃油（天ぷら油）

56 t 民間事業者 56 t

資源化

家庭系-新聞
（収集） 497 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（収集）

1,437 t 民間事業者

家庭系-布類
（収集） 158 t

家庭系-新聞紙
（集団回収） 2,147 t

家庭系ごみ - 紙類・布類

（集団回収）

4,130 t

家庭系-雑誌・雑がみ
（収集） 435 t

家庭系-段ボール
（収集） 345 t

家庭系-紙パック
（収集） 2 t

家庭系-古布
（集団回収） 200 t

家庭系-その他の金属
（集団回収） 3 t

びん・缶・その他金属

（集団回収）

183 t

民間事業者 5,567 t

資源化
家庭系-雑誌・雑がみ
（集団回収） 952 t

家庭系-段ボール
（集団回収） 817 t

家庭系-牛乳パック
（集団回収） 15 t

民間事業者 183 t

資源化
家庭系-アルミ缶
（集団回収） 111 t

家庭系-スチール缶
（集団回収） 13 t

家庭系-生きびん
（集団回収-施設搬入分以外） 1 t

1人1日当たり排出量（資源ごみ除く） 410 g/人・日

1人1日当たり燃やすごみ量 367 g/人・日

家庭系-カレット
（集団回収） 55 t

排出量

家庭系ごみ

総排出量（集団回収除く） 54,330 t

事業系ごみ

総排出量（集団回収除く） 27,014 t

産業廃棄物
総排出量 500 t

1日当たり排出量 1,370.3 kg/日

1事業所1日当たり排出量（資源ごみ除く） 7,906 g/事業所・日

1事業所1日当たり燃やすごみ量 7,542 g/事業所・日

家庭系・事業系・その他ごみ排出量（集団回収除く）合計 81,844 t

再生利用量

直接資源化量 2,461 t

集団回収量 4,314 t

リサイクル率 13.6%

最終処分量 9,968 t

中間処理後資源化量 4,928 t

総資源化量 11,702 t
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【参考：災害廃棄物発生量の想定】 

災害廃棄物量の推計は、「災害廃棄物対策指針」(２018 年 3 月、環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部)に示された方法を参考とします。推計のフロー及び結果を以下に示します。 

 
 

 

これらのうち、新ごみ処理施設の処理対象となりうる災害廃棄物の全量は、上表の「可燃物」及

び「柱角材」（合計 107,630t）です。 
  

【前提条件】 

(1) 想定する災害： 南海トラフ巨大地震による揺れ・液状化・火災・土砂災害・津波 

（最も全壊棟数が多く想定されている「冬 18時」の推計結果を用いる。） 

(2) (1)によって起こる建物被害の種類： 全壊、半壊、床上浸水・床下浸水 

(3) (2)の被害で発生する災害廃棄物の種類： 可燃物、不燃物、コンがら、金属、柱角材 

(4) 対象区域： 明石市内 

①建物被害の予測 

(1) 揺れによる建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、揺れによる被害棟数を用いる。 

(2) 液状化による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、液状化による被害棟数を用い

る。 

(3) 火災による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、火災による被害棟数を用いる。 

(4) 土砂災害による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、土砂災害による被害棟数を用い

る。 

(5) 津波による建物被害棟数(全壊／半壊) 

兵庫県想定の、津波による被害棟数を用いる。 

(6) 津波による浸水被害棟数(床上／床下) 

兵庫県想定の、浸水による被害棟数と、2014年

10月 1日の明石市世帯数 120,864世帯から換算

した、被害想定世帯数を用いる。 

 

 
※出典：兵庫県「南海トラフ巨大地震・津波(M9.0)の被害想定結果」 

②災害廃棄物の発生原単位の設定 

(1) 建物被害種類別(全壊(揺れ・液状化等)／全壊(火災)／半壊)の災害廃棄物発生量原単位 

(2) 揺れ・液状化・津波により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(3) 火災により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

(4) 浸水により発生する災害廃棄物の種類別割合(可燃物／不燃物／コンがら／金属／柱角材) 

上記(1)～(4)は、災害廃棄物対策指針で設定されている。 

それらを掛け合わせた、以下の原単位を用いる。 

①の(1)～(5)で求めた建物被害棟数 × ②で設定した発生原単位 ＝災害廃棄物発生量＝   

可燃物 不燃物 コンがら 金属 柱角材
全壊 21.1 21.1 60.8 7.7 6.3 (単位：t/棟)

半壊 4.1 4.1 12.1 1.5 1.2 (単位：t/棟)

木造 0.1 50.6 24.2 3.1 0.0 (単位：t/棟)

非木造 0.1 63.6 30.4 3.9 0.0 (単位：t/棟)

0.83 0.83 2.39 0.30 0.25 (単位：t/世帯)

0.11 0.11 0.33 0.04 0.03 (単位：t/世帯)床下浸水
床上浸水

火災

揺れ・液状化・土砂災害・津波

(1)揺れによる建物被害棟数

木造 非木造 木造 非木造
89,723 1,841 174 7,886 650

(2)液状化による建物被害棟数

木造 非木造 木造 非木造
89,723 22 9 802 317

(3)火災による建物被害棟数

木造 非木造 木造 非木造
89,723 265 - - -

(4)土砂災害による建物被害棟数

89,723

(5)津波による建物被害棟数

木造 非木造 木造 非木造
89,723 0 0 1 1

(6)浸水による建物被害世帯数
全建物数

89,723
全世帯数

120,864

全建物数
全壊棟数 半壊棟数

全壊棟数 半壊棟数

52

全建物数
全壊棟数 半壊棟数

全建物数

全建物数
半壊棟数全壊棟数

全建物数
全壊棟数 半壊棟数

床上浸水世帯 床下浸水世帯
244 112

床上浸水棟数 床下浸水棟数
83181

可燃物 77,514 t 5,242 t 27 t 63 t 8 t 215 t 83,069 t
不燃物 77,514 t 5,242 t 13,409 t 148 t 8 t 215 t 96,536 t
コンがら 225,798 t 15,425 t 6,413 t 182 t 24 t 620 t 248,462 t
金属 28,320 t 1,917 t 822 t 23 t 3 t 78 t 31,163 t
柱角材 22,938 t 1,538 t 0 t 19 t 2 t 64 t 24,561 t
合計 432,084 t 29,364 t 20,671 t 435 t 45 t 1,192 t 483,791 t

揺れ 浸水 合計津波土砂災害火災液状化
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（５）焼却施設の計画ごみ質 

ア 焼却施設の計画ごみ質と設備計画との関係について 

発熱量が大きい（燃えやすい）ごみを「高質ごみ」と呼び、一般的にはプラスチック類や紙類など

の可燃分が多く含まれ、水分が少ない場合に高質ごみとなります。一方、発熱量が小さい（燃えにく

い）ごみを「低質ごみ」と呼び、一般的には厨芥類などの燃えにくいものが多く含まれ、水分が多い

場合に低質ごみとなります。ごみの質は年間を通じて変動し、平均的なものを「基準ごみ」と呼びま

す。焼却施設の設計においては、ごみ質の変動幅が大きい場合には設備の容量等に影響するため、計

画ごみ質の設定（ごみ質の変動幅をどの程度の範囲で想定するか）が重要です。 

下表は、焼却炉設備の計画・容量決定に際して、高質ごみ(設計上の最高ごみ質)、低質ごみ(設計

上の最低ごみ質)がどのように関与するかを示したものです。 

例えば、低質ごみ側の変動幅を大きく想定する場合には、焼却炉設備では火格子面積が大きくな

ります。つまり、燃えにくいごみに合わせて、焼却炉の広さを設計する必要があります。（ごみの発

熱量が小さいと炉温が低下し、燃焼の安定性が失われがちとなるうえ、燃焼の完結にはより長時間

を要すること等から、一定の焼却灰質を保とうとする場合、焼却能力は低下する傾向となります。）

一方、高質ごみ（燃えやすいごみ）においては、供給空気量、燃焼ガス量は共に増大し、また熱発

生量が大となることから、ガス冷却設備、通風設備、排ガス処理設備等を大きく設計しておく必要

があります。また、一般的に高質ごみは単位体積重量が小さいことから、ごみクレーンの必要容量

に影響します。 

 

表 ２-13 ごみ質と設備計画との関係 

 関係設備 
焼却炉設備 その他設備の容量等 

ごみ質  

高質ごみ 

（設計上の最高ごみ質） 

燃焼室熱負荷 

燃焼室容積 

再燃焼室容積 

クレーン 

通風設備 

ガス冷却設備 

排ガス処理設備 

水処理設備 

受変電設備      等 

基準ごみ 

（平均ごみ質） 

基本設計値 ごみピット 

低質ごみ 

（設計上の最低ごみ質） 

火格子燃焼率（ストーカ式） 

火格子面積（ストーカ式） 

炉床燃焼率（流動床式） 

炉床面積（流動床式） 

空気予熱器 

助燃設備 

出典：「ごみ処理施設整備計画・設計要領」 2017改訂版 (公社)全国都市清掃会議 
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イ 過去のごみ質実績データ（焼却施設のごみピットから採取したごみ ※下水汚泥由来燃料等を含む） 

 

 
 

硬
質
ビ
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ル
・
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質
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軟
質
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ル
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脂
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・
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魚
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類
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属
類

ガ
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ス

ボ
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ン
型
乾
電
池

筒
型
乾
電
池

陶
磁
器
・
そ
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他

年月 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kg/m3 kg/m3 ％ ％ ％ kJ/kg kcal/kg ％ ％ ％ ％ ％ ％ kJ/kg kcal/kg
H26.04.03 26.47 2.18 14.77 6.38 7.28 0.00 1.12 7.65 5.21 4.15 1.06 0.48 0.16 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 131 56 42.50 4.70 52.80 10,300 2,460 29.52 4.29 0.38 0.01 0.48 18.12 12,330 2,950
H26.05.14 18.75 4.75 17.03 9.11 7.46 0.00 0.46 4.82 4.42 4.42 0.00 1.25 0.26 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 141 66 47.40 3.80 48.80 10,600 2,530 28.26 4.13 0.37 0.01 0.53 15.50 12,720 3,040
H26.06.04 25.03 5.40 11.16 2.62 6.98 1.31 0.26 7.24 4.45 4.45 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 117 48 44.80 4.20 51.00 9,100 2,170 27.71 4.01 0.37 0.01 0.39 18.51 11,120 2,660
H26.07.10 29.67 2.59 16.79 7.08 8.03 1.32 0.37 1.00 2.64 2.59 0.05 1.89 0.37 0.37 1.16 0.00 0.00 0.00 0.32 110 59 45.10 6.10 48.80 8,500 2,030 27.76 4.11 0.29 0.01 0.50 16.14 10,550 2,520
H26.08.05 31.58 1.86 11.96 4.26 6.28 0.76 0.66 2.84 4.64 4.64 0.00 0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 110 62 45.80 4.10 50.10 8,540 2,040 22.83 3.33 0.38 0.07 0.31 23.17 10,430 2,490
H26.09.02 24.45 3.26 19.39 5.62 12.95 0.17 0.65 2.19 6.05 6.05 0.00 1.76 0.13 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 117 62 42.40 6.70 50.90 11,000 2,630 29.57 4.35 0.38 0.02 0.58 15.99 13,040 3,120
H26.10.08 25.66 1.05 15.33 4.22 10.20 0.00 0.91 2.04 6.75 6.75 0.00 0.21 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.35 137 52 48.60 5.00 46.40 9,700 2,320 26.42 3.88 0.36 0.01 0.48 15.25 11,790 2,820
H26.11.05 28.28 0.28 14.87 4.93 9.10 0.00 0.83 0.21 7.30 6.25 1.04 7.92 0.21 6.05 0.00 0.00 0.00 1.67 0.14 133 53 41.00 11.70 47.30 9,300 2,220 26.59 3.87 0.46 0.02 0.44 15.92 11,200 2,680
H26.12.02 19.86 5.97 15.66 3.60 11.03 0.91 0.12 1.77 4.99 4.63 0.36 0.18 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 105 56 45.60 4.80 49.60 10,300 2,460 28.31 4.14 0.42 0.01 0.50 16.21 12,370 2,960
H27.01.15 24.11 2.53 8.80 2.18 6.31 0.00 0.31 2.80 12.99 12.59 0.40 3.43 0.16 0.51 0.00 0.00 0.00 2.76 0.54 137 78 44.80 5.90 49.30 8,820 2,110 26.51 3.80 0.59 0.02 0.33 18.05 10,800 2,580
H27.02.04 31.05 3.84 13.48 6.30 4.48 2.36 0.35 0.94 1.23 1.08 0.15 3.25 0.10 1.77 0.00 0.00 0.00 1.38 2.02 134 57 44.20 6.80 49.00 8,750 2,090 27.03 3.98 0.29 0.01 0.43 17.26 10,750 2,570
H27.03.02 31.22 0.36 12.36 5.58 6.78 0.00 0.00 0.56 8.69 8.69 0.00 0.80 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.71 139 48 45.30 5.50 49.20 9,200 2,200 27.05 3.96 0.42 0.02 0.41 17.34 11,220 2,680
H27.04.02 23.71 7.05 14.42 4.48 9.02 0.72 0.19 0.59 9.22 9.22 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 141 53 44.30 4.00 51.70 10,300 2,460 28.88 4.24 0.44 0.02 0.47 17.64 12,360 2,950
H27.05.13 26.73 3.10 18.45 11.24 6.85 0.36 0.00 2.23 3.97 3.97 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 134 48 44.30 5.00 50.70 10,300 2,460 29.25 4.32 0.32 0.01 0.56 16.24 12,380 2,960
H27.06.02 29.54 8.96 12.90 4.39 7.69 0.46 0.36 1.65 1.92 1.92 0.00 0.82 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 1.01 81 46 43.20 6.70 50.10 9,060 2,160 27.29 4.03 0.25 0.01 0.41 18.11 11,050 2,640
H27.07.08 18.39 2.59 17.21 1.96 12.10 0.00 3.14 2.28 8.33 8.25 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 122 47 50.40 4.30 45.30 9,350 2,230 26.54 3.89 0.41 0.02 0.52 13.91 11,490 2,740
H27.08.04 23.21 3.43 17.43 6.77 8.68 0.38 1.60 2.36 4.49 4.49 0.00 2.36 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 2.82 135 51 43.90 5.80 50.30 9,180 2,190 26.99 4.03 0.45 0.03 0.13 18.67 11,190 2,670
H27.09.01 22.54 0.00 10.66 4.68 5.36 0.00 0.61 7.60 7.74 7.13 0.61 3.87 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 1.29 137 55 46.30 8.10 45.60 8,550 2,040 25.06 3.58 0.47 0.02 0.35 16.12 10,510 2,510
H27.10.06 19.33 0.00 9.09 3.30 4.71 0.00 1.08 12.89 7.60 7.60 0.00 2.72 0.16 1.24 0.00 0.00 0.00 1.32 1.08 128 57 47.30 6.80 45.90 7,390 1,770 24.95 3.51 0.48 0.02 0.32 16.61 9,360 2,240
H27.11.04 30.99 0.00 15.02 3.90 10.60 0.00 0.52 4.19 4.49 4.49 0.00 1.03 0.00 0.15 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88 126 69 43.40 4.80 51.80 8,280 1,980 29.00 4.25 0.35 0.01 0.49 17.70 10,320 2,470
H27.12.02 36.03 1.12 12.10 2.34 8.63 1.12 0.00 4.13 1.32 1.32 0.00 1.12 0.28 0.56 0.00 0.00 0.00 0.28 0.38 98 49 43.80 7.40 48.80 8,090 1,930 26.45 3.89 0.24 0.01 0.38 17.83 10,060 2,400
H28.01.13 38.15 2.03 10.76 3.35 6.79 0.47 0.16 1.87 3.28 3.12 0.16 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 120 60 42.50 3.50 54.00 9,650 2,310 28.82 4.24 0.30 0.01 0.39 20.24 11,670 2,790
H28.02.01 18.59 6.66 11.39 3.88 7.52 0.00 0.00 0.46 11.07 11.07 0.00 7.29 0.00 4.80 2.48 0.00 0.00 0.00 0.54 123 59 44.00 9.90 46.10 8,840 2,110 25.43 3.67 0.55 0.02 0.37 16.06 10,770 2,570
H28.03.01 21.81 0.85 16.34 2.49 12.95 0.00 0.90 1.91 10.03 9.87 0.16 0.48 0.32 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 200 82 46.30 6.20 47.50 9,600 2,290 27.39 4.00 0.48 0.02 0.50 15.11 11,660 2,790
H28.04.05 25.66 1.23 19.41 10.20 7.65 1.56 0.00 0.91 4.85 4.03 0.82 0.50 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.33 0.74 83 62 46.70 4.60 48.70 10,300 2,460 28.57 4.24 0.33 0.01 0.58 14.97 12,420 2,970
H28.05.06 28.05 2.50 13.60 5.12 7.38 0.67 0.43 5.61 4.33 4.33 0.00 0.61 0.18 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 103 76 43.30 3.90 52.80 9,880 2,360 29.24 4.25 0.37 0.01 0.46 18.47 11,920 2,850
H28.06.02 24.68 3.87 15.63 6.17 6.56 2.36 0.53 1.97 6.17 5.45 0.72 1.38 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.59 99 65 45.70 4.80 49.50 9,400 2,250 28.07 4.12 0.38 0.01 0.50 16.42 11,470 2,740
H28.07.05 30.60 2.11 15.94 6.85 7.81 1.28 0.00 3.33 1.53 1.53 0.00 0.10 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.38 102 66 46.00 2.40 51.60 10,100 2,410 29.11 4.30 0.25 0.01 0.51 17.41 12,220 2,920
H28.08.02 26.17 3.00 16.53 7.00 8.12 0.83 0.59 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 156 74 44.60 5.30 50.10 9,550 2,280 28.10 4.10 0.21 0.05 0.09 17.55 11,590 2,770
H28.09.01 23.41 3.19 12.58 5.78 6.80 0.00 0.00 4.70 7.10 7.10 0.00 0.42 0.24 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.90 108 68 47.70 4.30 48.00 8,210 1,960 26.65 3.88 0.41 0.01 0.42 16.64 10,270 2,450
H28.10.04 29.41 0.86 12.50 5.22 6.82 0.46 0.00 3.15 5.97 5.73 0.23 0.98 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 1.03 114 73 46.10 4.50 49.40 8,510 2,030 27.23 3.98 0.38 0.01 0.42 17.38 10,560 2,520
H28.11.04 26.63 6.48 13.45 5.23 6.14 0.00 2.08 3.88 5.23 5.23 0.00 1.18 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.34 120 79 42.80 5.80 51.40 9,470 2,260 28.32 4.15 0.36 0.01 0.44 18.13 11,470 2,740
H28.12.01 24.75 0.70 19.00 6.25 12.20 0.45 0.10 3.40 4.75 4.05 0.70 1.35 1.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 115 85 45.30 5.70 49.00 10,700 2,560 28.61 4.21 0.35 0.01 0.56 15.25 12,780 3,050
H29.01.05 26.00 3.23 6.81 1.99 4.26 0.34 0.23 6.08 10.16 9.71 0.46 1.93 0.51 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 165 76 45.10 5.40 49.50 8,530 2,040 26.01 3.72 0.51 0.02 0.27 18.98 10,490 2,510
H29.02.01 20.93 1.30 11.22 5.93 3.78 1.51 0.00 3.45 2.02 2.02 0.00 23.40 5.33 13.99 1.35 0.00 1.72 1.01 0.59 153 117 37.10 26.90 36.00 7,190 1,720 19.89 2.82 0.44 0.01 0.28 12.56 8,750 2,090
H29.03.08 23.58 1.35 11.12 4.49 5.73 0.56 0.34 6.91 6.79 6.79 0.00 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 122 77 47.00 5.30 47.70 9,320 2,230 26.21 3.77 0.43 0.01 0.37 16.90 11,340 2,710
H29.04.04 26.01 0.45 18.46 9.74 8.72 0.00 0.00 3.97 6.34 6.34 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 101 71 43.80 3.70 52.50 10,600 2,530 30.37 4.46 0.40 0.02 0.58 16.67 12,700 3,030
H29.05.08 27.79 0.36 16.34 10.06 6.10 0.00 0.18 1.46 6.28 6.28 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 105 68 46.60 4.30 49.10 11,100 2,650 28.05 4.14 0.37 0.01 0.51 16.03 13,200 3,150
H29.06.02 22.73 10.37 16.05 4.65 10.77 0.63 0.00 2.44 3.29 3.29 0.00 1.30 0.06 0.51 0.74 0.00 0.00 0.00 0.23 117 54 43.60 5.20 51.20 9,550 2,280 28.82 4.26 0.30 0.01 0.50 17.31 11,600 2,770
H29.07.03 25.74 2.73 17.85 9.67 7.70 0.48 0.00 0.48 6.27 5.45 0.82 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 95 53 44.70 3.60 51.70 10,400 2,480 29.81 4.40 0.39 0.02 0.56 16.51 12,510 2,990
H29.08.01 29.37 3.30 14.76 5.69 7.45 1.62 0.00 1.76 2.88 2.88 0.00 0.64 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 3.09 92 52 44.20 5.00 50.80 9,180 2,190 27.00 3.60 0.16 0.06 0.10 19.88 11,100 2,650
H29.09.01 25.04 1.26 16.32 6.26 8.73 1.33 0.00 5.19 4.13 4.13 0.00 2.73 0.07 0.53 2.13 0.00 0.00 0.00 1.73 100 46 43.60 8.20 48.20 7,770 1,860 27.47 4.00 0.37 0.01 0.49 15.86 9,760 2,330
H29.10.03 27.18 4.76 15.13 6.24 5.56 0.43 2.90 5.07 2.29 2.10 0.18 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 100 58 44.40 5.00 50.60 10,240 2,450 28.32 4.16 0.28 0.01 0.47 17.35 12,290 2,940
H29.11.01 21.18 3.69 15.94 6.38 7.81 0.00 1.75 2.44 8.44 8.44 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 103 55 46.20 4.00 49.80 9,580 2,290 28.49 4.17 0.45 0.02 0.51 16.16 11,670 2,790
H29.12.05 25.52 3.86 10.77 5.07 5.70 0.00 0.00 4.37 5.32 5.32 0.00 0.76 0.13 0.25 0.00 0.00 0.00 0.38 0.70 105 52 48.70 3.80 47.50 9,860 2,360 25.88 3.76 0.35 0.01 0.37 17.12 11,920 2,850
H30.01.09 20.76 1.32 19.54 4.53 10.62 0.58 3.80 3.41 5.55 5.55 0.00 0.88 0.34 0.39 0.15 0.00 0.00 0.00 0.54 132 69 48.00 4.80 47.20 10,100 2,410 27.97 4.11 0.36 0.01 0.58 14.17 12,230 2,920
H30.02.01 15.20 11.29 13.15 2.95 9.88 0.00 0.32 2.31 9.81 9.81 0.00 1.86 0.13 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 100 58 45.60 3.80 50.60 11,000 2,630 28.22 4.10 0.50 0.02 0.45 17.31 13,060 3,120

H30.03.08 25.62 3.57 14.39 3.76 10.62 0.00 0.00 3.83 5.45 5.45 0.00 0.60 0.07 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 138 47 44.80 5.50 49.70 9,960 2,380 27.82 4.06 0.37 0.01 0.46 16.97 11,990 2,860
H30.04.03 24.94 2.40 14.51 4.79 6.84 0.77 2.11 3.03 6.76 6.55 0.21 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 130 50 47.30 4.20 48.50 9,120 2,180 27.34 4.00 0.39 0.01 0.47 16.30 11,200 2,680
H30.05.09 20.17 4.13 10.80 3.95 6.85 0.00 0.00 12.46 4.81 4.81 0.00 0.55 0.24 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 150 59 45.60 5.10 49.30 8,640 2,060 26.92 3.84 0.39 0.01 0.37 17.77 10,640 2,540
H30.06.05 28.66 1.71 19.19 8.94 9.01 1.24 0.00 3.94 1.82 1.82 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 108 64 43.50 3.40 53.10 10,200 2,440 30.69 4.54 0.28 0.01 0.60 16.98 12,310 2,940
H30.07.02 19.13 3.83 18.75 5.83 12.69 0.24 0.00 3.93 4.69 4.69 0.00 1.99 0.14 0.38 0.00 0.00 0.00 1.47 1.37 130 76 46.30 5.70 48.00 9,580 2,290 28.16 4.13 0.37 0.01 0.56 14.78 11,670 2,790
H30.08.02 21.13 3.10 19.22 4.01 11.65 1.84 1.71 5.99 3.29 3.29 0.00 1.06 0.33 0.53 0.00 0.00 0.00 0.20 1.52 98 56 44.70 5.90 49.40 9,950 2,380 28.40 4.10 0.41 0.06 1.26 15.17 11,990 2,860
H30.09.03 23.39 0.55 20.04 10.54 9.11 0.38 0.00 4.67 3.68 3.68 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 118 67 45.10 3.30 51.60 11,700 2,790 30.41 4.47 0.35 0.01 0.62 15.73 13,830 3,300
H30.10.02 21.68 0.98 22.58 8.17 14.27 0.00 0.13 1.56 3.31 3.31 0.00 2.86 0.13 0.52 0.00 0.00 0.00 2.21 0.65 100 55 46.40 6.30 47.30 9,630 2,300 28.62 4.24 0.32 0.01 0.64 13.46 11,740 2,800
H30.11.01 22.77 8.48 16.28 3.49 10.73 0.88 1.18 3.12 3.18 3.18 0.00 0.56 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 2.50 103 31 43.10 4.10 52.80 10,700 2,560 29.86 4.39 0.34 0.01 0.53 17.68 12,760 3,050
H30.12.04 27.37 1.20 11.33 4.11 6.58 0.64 0.00 1.28 12.02 6.03 5.99 0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 149 72 45.90 4.30 49.80 10,000 2,390 27.28 3.97 0.51 0.02 0.39 17.63 12,040 2,880
H31.01.08 25.66 3.71 11.45 4.29 6.21 0.83 0.13 3.84 4.99 4.99 0.00 0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 101 53 49.00 5.00 46.00 8,020 1,920 25.23 3.68 0.33 0.01 0.38 16.37 10,070 2,410
H31.02.01 26.09 3.80 18.01 4.47 8.27 0.00 5.27 0.67 6.07 6.07 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 97 55 44.50 4.30 51.20 9,830 2,350 29.45 4.36 0.37 0.01 0.56 16.46 11,920 2,850

H31.03.01 28.50 6.65 10.75 3.50 6.20 1.05 0.00 2.70 6.05 6.05 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 128 63 44.70 4.10 51.20 8,860 2,120 27.56 4.03 0.36 0.01 0.38 18.86 10,880 2,600

総平均 X 25.57 3.12 14.78 5.43 8.15 0.56 0.64 3.47 5.55 5.31 0.24 1.60 0.29 0.73 0.19 0.00 0.03 0.36 1.00 120 61 45.08 5.56 49.36 9,490 2,270 27.63 4.03 0.38 0.02 0.46 16.85 11,530 2,750

最大値 38.15 11.29 22.58 11.24 14.27 2.36 5.27 12.89 12.99 12.59 5.99 23.40 5.33 13.99 2.48 0.00 1.72 3.67 5.97 200 117 50.40 26.90 54.00 11,700 2,790 30.69 4.54 0.59 0.07 1.26 23.17 13,830 3,300

最小値 15.20 0.00 6.81 1.96 3.78 0.00 0.00 0.21 1.23 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 81 31 37.10 2.40 36.00 7,190 1,720 19.89 2.82 0.16 0.01 0.09 12.56 8,750 2,090

標準偏差σ 4.29 2.54 3.30 2.25 2.37 0.62 1.03 2.53 2.64 2.47 0.80 3.24 0.70 2.03 0.56 0.00 0.22 0.73 1.00 22 13 2.09 3.21 2.67 943 225 1.80 0.30 0.08 0.01 0.16 1.68 997 238

X+1.645σ 32.63 7.30 20.21 9.13 12.05 1.58 2.33 7.63 9.89 9.37 1.56 6.93 1.44 4.07 1.11 0.00 0.39 1.56 3.00 156 82 48.52 10.84 53.75 11,040 2,640 30.59 4.52 0.51 0.04 0.72 19.61 13,170 3,140

X-1.645σ 18.51 -1.06 9.35 1.73 4.25 -0.46 -1.05 -0.69 1.21 1.25 -1.08 -3.73 -0.86 -2.61 -0.73 0.00 -0.33 -0.84 -1.00 84 40 41.64 0.28 44.97 7,940 1,900 24.67 3.54 0.25 0.00 0.20 14.09 9,890 2,360
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(実測値)

元素組成（計算値 ※赤字は実測値）
※合計が可燃分と同値となるよう換算

窒
素

硫
黄

塩
素

酸
素

※元素組成(炭素、水素、窒素、硫黄、塩素、酸素)は、以下の算式より、ごみ種類組成から推計するものとする。 

炭素 c(%)  ＝(0.4223×紙布類(%)＋0.7187×ビニール類(%)＋0.4531×厨芥類(%)＋0.4769×木竹藁類(%)＋0.3586×その他(%)) 

水素 h(%)  ＝(0.0622×紙布類(%)＋0.1097×ビニール類(%)＋0.0605×厨芥類(%)＋0.0604×木竹藁類(%)＋0.0461×その他(%)) 

窒素 n(%)  ＝(0.0028×紙布類(%)＋0.0042×ビニール類(%)＋0.0289×厨芥類(%)＋0.0084×木竹藁類(%)＋0.0181×その他(%)) 

硫黄 s(%)  ＝(0.0001×紙布類(%)＋0.0003×ビニール類(%)＋0.0010×厨芥類(%)＋0.0001×木竹藁類(%)＋0.0004×その他(%)) 

塩素 cl(%) ＝(0.0017×紙布類(%)＋0.0266×ビニール類(%)＋0.0025×厨芥類(%)＋0.0018×木竹藁類(%)＋0.0022×その他(%)) 

酸素 o(%)  ＝可燃分(%)－(c＋h＋n＋s＋cl) 

＝(0.8931×紙布類(%)＋0.9512×ビニール類(%)＋0.8684×厨芥類(%)＋0.9375×木竹藁類(%)＋0.6778×その他(%))－(c＋h＋n＋s＋cl) 

※各係数は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017)」(全国都市清掃会議)による。  ※各種類組成％は乾ベースの値を用いる。 

低位発熱量の推移

低位発熱量－可燃分の回帰式

低位発熱量－灰分の回帰式

低位発熱量－水分の回帰式

低位発熱量－単位容積重量の回帰式
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ウ 焼却施設の計画ごみ質設定 

下記の方法により実績データを整理し、ごみ種別に計画ごみ質を設定します。 

 

 

（ア） 焼却施設ピットごみ 

 

  

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ
(%) 48.52 45.08 41.64
(%) 44.97 49.36 53.75
(%) 6.51 5.56 4.61
(kJ/kg) 9,890 11,520 13,170
(kcal/kg) 2,360 2,750 3,150
(kJ/kg) 7,940 9,490 11,040 →高質/低質＝ 1.39
(kcal/kg) 1,900 2,270 2,640
(kg/m3) 156 120 84
(%) 22.71 27.53 32.73
(%) 3.26 4.02 4.84
(%) 0.38 0.38 0.38
(%) 0.03 0.03 0.03
(%) 0.62 0.62 0.62
(%) 17.97 16.78 15.15
(%) 44.97 49.36 53.75
(%) 17.23 25.49 31.04
(%) 0.00 3.11 6.94
(%) 8.70 14.73 19.23

硬質ビニール・硬質合成樹脂類 (%) 2.52 5.41 7.00
軟質ビニール・軟質合成樹脂類 (%) 6.18 8.12 9.23
ペットボトル (%) 0.00 0.56 1.21
ゴム・皮革類 (%) 0.00 0.64 1.79

(%) 7.10 3.46 0.00
(%) 9.21 5.53 1.15

厨芥類 (%) 7.90 5.29 1.15
魚のあら類 (%) 1.31 0.24 0.00

(%) 6.45 1.60 0.00
アルミニウム (%) 1.08 0.29 0.00
その他の金属類 (%) 3.06 0.73 0.00
ガラス (%) 0.84 0.19 0.00
ボタン型乾電池 (%) 0.00 0.00 0.00
筒型乾電池 (%) 0.29 0.03 0.00
陶磁器・その他 (%) 1.17 0.36 0.00

(%) 2.79 1.00 0.00
計 (%) 51.48 54.92 58.36

高位発熱量

計

低位発熱量

単位容積重量

種類組成

紙類
布類

項　　目

三成分

元素組成

水分
可燃分
灰分

炭素
水素
窒素
硫黄
塩素
酸素

合成樹脂・ゴム・皮革

木・竹・わら類
厨芥類

不燃物類

その他

合計が可燃分％と

同値になるよう調

整。

合計が可燃分％＋

灰分％と同値にな

るよう調整。

【設定方法】 

三成分、低位発熱量、単位容積重量、元素組成、について、正規分布に従うと仮定し、低質ごみ及び高質ご

みの場合の値を 90%信頼区間より求める。 

三成分： 水分は、基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間より設定（低質

＞高質）。可燃分も、基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間よ

り設定（低質＜高質）。灰分は、100%から水分と可燃分を差し引いて算出。 

低位発熱量： 基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間より設定。 

単位容積重量： 基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間より設定（低質＞高質）。 

元素組成： 基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間より設定（炭素と水素に

ついては低質＜高質とする。酸素については低質＞高質とする。窒素については低質・基

準・高質においていずれも平均値※1。硫黄と塩素については低質・基準・高質においてい

ずれも平均値から標準偏差だけ上の値）※2。ただし、マイナスになる場合は最小値とする。

その後、合計が「可燃分」と同値になるように調整。 

※1 窒素については、一般的にごみ中の窒素組成と排ガス中の窒素酸化物濃度には相関が

ない（排ガス中の窒素酸化物はサーマル NOxが主）ため、計画ごみ質の設定では、窒

素は低質ごみ～高質ごみにおいて同じ値（実績における平均値）とする。 

※2 硫黄は厨芥類と繊維類に多く含まれ、塩素はプラスチック類に多く含まれるとされて

いる。ただし、硫黄と塩素はごみの燃焼によって硫黄酸化物や塩化水素の発生原因と

なることから、安全側の設計となるよう、計画ごみ質の設定では低質ごみ～高質ごみ

において同じ値（実績における平均値よりやや上(標準偏差だけ上)の値）とする。 

ごみ種類組成： 基準ごみは実績データの平均、低質及び高質ごみは 90%信頼区間より設定（紙類・布類・

プラスチック類については低質＜高質、木竹わら類・厨芥類・不燃物類については低質＞

高質）。ただし、マイナスになる場合は最小値とする。その後、合計が「可燃分と灰分の

合計」と同値になるように調整。 
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（イ） 下水汚泥由来燃料等 

CPF・混合・AP それぞれ過去５ヵ年（2014～2018 年度）の性状実績及びそれぞれの搬入量割合 5

ヵ年実績平均より按分し、以下のとおり設定します。 

 

 

 

（ウ） 焼却対象物（まとめ） 

a プラスチックを分別しない場合 

焼却施設の計画ごみ質は、(ア)のごみ質から、(イ)のごみ種別のごみ質を控除する必要があ

ります。焼却対象物の搬入量（≠焼却処理量）の 2014～2018年度実績値平均（102,639t）のう

ち、下水汚泥由来燃料等は 8.8%であり、今回の計画処理対象物は 90.8%（ピットごみ質には含

まれていないため特に控除はしないが搬入量として下水汚泥が残り 0.4%）であることから、こ

の比率で按分を行い、本計画での焼却対象物の計画ごみ質は、以下のとおりです。 

 

 

  

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ
(%) - 16.08 -
(%) - 67.50 -
(%) - 16.41 -
(kJ/kg) - 15,840 -
(kcal/kg) - 3,780 -
(kJ/kg) - 15,480 -
(kcal/kg) - 3,700 -
(%) 0.09

高位発熱量

塩素元素組成

CPF・混合・APそれぞれ
5ヵ年平均の性状を算出
し、5ヵ年平均の混合比
で按分

項　　目

三成分
水分

可燃分
灰分

低位発熱量

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ
(%) 51.89 48.10 44.31
(%) 43.01 47.84 52.68
(%) 5.10 4.06 3.01
(kJ/kg) 9,250 11,040 12,830
(kcal/kg) 2,210 2,640 3,060
(kJ/kg) 7,250 8,960 10,660 →高質/低質＝ 1.47
(kcal/kg) 1,730 2,140 2,550

(kg/m3) 156 120 84
(%) 21.72 26.69 32.09
(%) 3.12 3.89 4.74
(%) 0.38 0.38 0.38
(%) 0.03 0.03 0.03
(%) 0.61 0.61 0.61
(%) 17.15 16.24 14.83
(%) 43.01 47.84 52.68
(%) 16.10 24.09 29.61
(%) 0.00 2.94 6.63
(%) 8.13 13.92 18.35

硬質ビニール・硬質合成樹脂類 (%) 2.35 5.11 6.68
軟質ビニール・軟質合成樹脂類 (%) 5.78 7.68 8.81
ペットボトル (%) 0.00 0.53 1.16
ゴム・皮革類 (%) 0.00 0.60 1.70

(%) 6.64 3.27 0.00
(%) 8.60 5.23 1.10

厨芥類 (%) 7.37 5.00 1.10
魚のあら類 (%) 1.23 0.23 0.00

(%) 6.03 1.51 0.00
アルミニウム (%) 1.01 0.27 0.00
その他の金属類 (%) 2.86 0.69 0.00
ガラス (%) 0.78 0.18 0.00
ボタン型乾電池 (%) 0.00 0.00 0.00
筒型乾電池 (%) 0.27 0.03 0.00
陶磁器・その他 (%) 1.10 0.34 0.00

(%) 2.61 0.94 0.00
計 (%) 48.11 51.90 55.69

不燃物類

その他

酸素
計

高位発熱量

低位発熱量

単位容積重量

元素組成

炭素
水素

種類組成

紙類
布類

厨芥類

合成樹脂・ゴム・皮革

木・竹・わら類

窒素
硫黄
塩素

項　　目

三成分
水分

可燃分
灰分

合計が可燃分％と同

値になるよう調整。

合計が可燃分％＋灰

分％と同値になるよ

う調整。
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b プラスチック製容器包装を分別する場合 

プラスチック製容器包装を分別する場合のごみ質は以下のとおりです。 

 

 
 

c 全プラを分別する場合 

全プラを分別する場合のごみ質は以下のとおりです。 

 

 
  

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ
(%) 52.97 49.06 45.16
(%) 41.84 46.82 51.80
(%) 5.19 4.12 3.04
(kJ/kg) 8,410 10,250 12,100
(kcal/kg) 2,010 2,450 2,890
(kJ/kg) 6,420 8,180 9,930 →高質/低質＝ 1.55
(kcal/kg) 1,530 1,950 2,370

(kg/m3) 160 123 86
(%) 20.57 25.61 31.14
(%) 2.96 3.76 4.63
(%) 0.39 0.39 0.39
(%) 0.03 0.03 0.03
(%) 0.52 0.52 0.52
(%) 17.37 16.51 15.09
(%) 41.84 46.82 51.80
(%) 17.56 24.67 27.92
(%) 0.00 3.01 6.25
(%) 3.41 12.06 19.63

硬質ビニール・硬質合成樹脂類 (%) 1.64 5.24 7.82
軟質ビニール・軟質合成樹脂類 (%) 1.77 5.66 8.47
ペットボトル (%) 0.00 0.54 1.35
ゴム・皮革類 (%) 0.00 0.62 1.99

(%) 7.24 3.35 0.00
(%) 9.39 5.35 1.04

厨芥類 (%) 8.05 5.12 1.04
魚のあら類 (%) 1.34 0.23 0.00

(%) 6.58 1.54 0.00
アルミニウム (%) 1.11 0.28 0.00
その他の金属類 (%) 3.12 0.70 0.00
ガラス (%) 0.85 0.18 0.00
ボタン型乾電池 (%) 0.00 0.00 0.00
筒型乾電池 (%) 0.30 0.03 0.00
陶磁器・その他 (%) 1.20 0.35 0.00

(%) 2.85 0.96 0.00
計 (%) 47.03 50.94 54.84

項　　目

三成分
水分

可燃分
灰分

高位発熱量

低位発熱量

単位容積重量

元素組成

炭素
水素
窒素
硫黄

木・竹・わら類

塩素
酸素
計

厨芥類

不燃物類

その他

種類組成

紙類
布類
合成樹脂・ゴム・皮革

合計が可燃分％と同

値になるよう調整。

合計が可燃分％＋灰

分％と同値になるよ

う調整。

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ
(%) 53.33 49.39 45.45
(%) 41.45 46.47 51.50
(%) 5.22 4.14 3.05
(kJ/kg) 8,130 9,990 11,860
(kcal/kg) 1,940 2,390 2,830
(kJ/kg) 6,140 7,920 9,690 →高質/低質＝ 1.58
(kcal/kg) 1,470 1,890 2,310

(kg/m3) 161 124 87
(%) 20.18 25.25 30.82
(%) 2.91 3.71 4.59
(%) 0.39 0.39 0.39
(%) 0.03 0.03 0.03
(%) 0.49 0.49 0.49
(%) 17.45 16.60 15.18
(%) 41.45 46.47 51.50
(%) 17.88 25.01 28.17
(%) 0.00 3.05 6.30
(%) 2.26 11.19 19.04

硬質ビニール・硬質合成樹脂類 (%) 0.31 4.08 6.92
軟質ビニール・軟質合成樹脂類 (%) 1.95 5.93 8.75
ペットボトル (%) 0.00 0.55 1.36
ゴム・皮革類 (%) 0.00 0.63 2.01

(%) 7.37 3.39 0.00
(%) 9.56 5.43 1.04

厨芥類 (%) 8.20 5.20 1.04
魚のあら類 (%) 1.36 0.23 0.00

(%) 6.70 1.56 0.00
アルミニウム (%) 1.13 0.28 0.00
その他の金属類 (%) 3.18 0.71 0.00
ガラス (%) 0.87 0.19 0.00
ボタン型乾電池 (%) 0.00 0.00 0.00
筒型乾電池 (%) 0.30 0.03 0.00
陶磁器・その他 (%) 1.22 0.35 0.00

(%) 2.90 0.98 0.00
計 (%) 46.67 50.61 54.55

厨芥類

不燃物類

その他

種類組成

紙類
布類
合成樹脂・ゴム・皮革

木・竹・わら類

塩素
酸素
計

元素組成

炭素
水素
窒素
硫黄

高位発熱量

低位発熱量

単位容積重量

項　　目

三成分
水分

可燃分
灰分

合計が可燃分％と同

値になるよう調整。

合計が可燃分％＋灰

分％と同値になるよ

う調整。
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エ 破砕選別施設の計画ごみ質【参考：不燃ごみのみ】 

破砕選別施設の処理対象物のうち、不燃ごみについては過去にごみ組成分析を行っており、以下

に参考として整理しました。 

 

（ア） 過去のごみ質実績データ 

 

 

（イ） 不燃ごみの計画ごみ質設定 

実績データより、不燃ごみについては以下のとおり計画ごみ質（各種類が含まれる割合の幅）

を設定します。 

 
  

フ
ィ

ル
ム
類

ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル

ト
レ
イ
類

発
砲
品

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
（

天
然
ゴ
ム
類
含
）

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

ボ
タ
ン
型
乾
電
池

筒
型
マ
ン
ガ
ン
乾
電
池

筒
型
ア
ル
カ
リ
乾
電
池

そ
の
他
の
金
属
類

年月 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kg/m3 kg/m3 ％
H26.05.14 29.62 2.01 0.34 0.00 0.00 27.27 6.65 10.64 26.53 2.73 0.00 0.00 0.00 23.80 20.81 4.15 127 154 1.60
H26.07.09 14.08 0.85 2.81 0.28 0.00 10.14 25.02 25.07 27.26 2.21 0.00 0.96 1.06 23.02 0.28 7.59 165 207 0.70
H26.10.08 14.29 0.96 0.45 0.00 0.00 12.89 12.21 20.05 29.84 1.51 0.00 1.09 2.84 24.40 20.67 2.13 233 245 0.80
H27.01.14 15.40 2.38 0.68 0.00 0.05 12.29 24.51 14.57 27.77 2.21 0.00 0.53 2.01 23.03 12.08 4.97 202 214 0.70
H27.05.13 14.96 1.16 0.37 0.00 0.05 13.38 13.45 12.69 12.47 1.74 0.00 0.00 0.40 10.34 33.74 11.89 122 147 0.80
H27.07.08 23.87 0.92 0.00 0.00 3.14 19.81 1.54 28.88 17.75 1.11 0.00 0.00 0.28 16.36 22.69 4.37 134 149 0.90
H27.10.14 14.03 1.51 0.09 0.09 0.00 12.35 25.82 9.64 23.07 2.49 0.00 0.42 1.07 19.10 16.86 9.68 195 226 0.90
H28.01.13 12.72 0.81 0.36 0.04 0.00 11.51 16.92 37.03 15.31 1.29 0.00 0.19 2.98 10.85 7.41 9.62 169 203 1.00
H28.05.11 22.84 0.73 0.46 0.00 0.12 21.53 10.13 13.20 24.67 2.63 0.00 1.05 0.81 20.18 20.28 7.89 144 192 1.00
H28.07.27 18.06 0.50 0.93 0.00 0.00 16.64 9.17 6.17 39.19 2.63 0.00 0.08 0.70 35.78 11.92 14.68 131 142 0.80
H28.10.12 14.16 2.91 0.00 0.00 0.00 11.25 15.32 19.63 16.69 0.27 0.00 0.07 0.25 16.11 26.99 6.50 171 211 0.70
H29.01.11 14.48 2.10 0.61 0.00 0.04 11.74 10.25 8.86 32.06 1.79 0.00 0.00 1.26 29.00 24.50 9.25 168 199 0.60
H29.05.10 14.91 0.58 0.09 0.00 0.00 14.25 11.66 15.21 20.93 0.72 0.00 0.15 1.59 18.47 24.28 12.21 224 259 0.80
H29.07.12 25.67 2.67 2.70 0.00 0.12 20.18 17.17 16.05 20.14 2.31 0.00 0.00 0.00 17.82 5.91 14.37 159 187 0.70
H29.10.11 16.51 2.37 0.15 0.00 0.00 14.00 16.14 5.74 28.87 3.73 0.00 0.48 2.93 21.73 29.68 2.06 138 160 1.00

H30.01.24 21.28 2.20 0.00 0.00 0.00 19.08 9.82 7.04 21.36 1.58 0.00 0.00 1.52 18.26 25.92 13.18 147 182 1.40
H30.05.09 18.96 1.09 0.00 0.00 0.00 17.87 8.96 11.09 18.65 1.01 0.00 0.57 0.28 16.79 33.71 7.84 165 192 0.80
H30.07.11 20.25 1.22 2.49 0.00 0.00 16.55 7.67 2.61 29.79 1.15 0.00 0.10 0.00 28.54 33.13 5.35 158 169 1.20
H30.10.10 11.27 0.96 0.76 0.00 0.00 9.55 15.16 22.01 15.50 1.90 0.00 0.00 0.14 13.45 27.84 6.92 239 248 1.30

H31.01.09 12.48 1.08 1.60 0.00 0.00 9.80 24.64 1.51 20.73 5.90 0.00 0.00 0.14 14.70 32.54 7.20 126 139 0.90

総平均 X 17.49 1.45 0.74 0.02 0.18 15.10 14.11 14.38 23.43 2.05 0.00 0.28 1.01 20.09 21.56 8.09 0.93

最大値 29.62 2.91 2.81 0.28 3.14 27.27 25.82 37.03 39.19 5.90 0.00 1.09 2.98 35.78 33.74 14.68 1.60

最小値 11.27 0.50 0.00 0.00 0.00 9.55 1.54 1.51 12.47 0.27 0.00 0.00 0.00 10.34 0.28 2.06 0.60

標準偏差σ 4.96 0.75 0.92 0.06 0.70 4.66 6.75 9.01 6.72 1.22 0.00 0.38 1.01 6.31 9.81 3.77 0.26

X+1.645σ 25.65 2.68 2.25 0.12 1.33 22.77 25.21 29.20 34.48 4.06 0.00 0.91 2.67 30.47 37.70 14.29 1.36

X-1.645σ 9.33 0.22 -0.77 -0.08 -0.97 7.43 3.01 -0.44 12.38 0.04 0.00 -0.35 -0.65 9.71 5.42 1.89 0.50

水
分

ごみ種類組成（乾きベース）
※合計が水分を除く％と同値となるよう換算

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

ガ
ラ
ス

セ
メ
ン
ト
・
陶
磁
器

金
属
類

そ
の
他
の
不
燃
物

可
燃
物
（

卵
殻
・
貝
殻

含
）

116

242

38

122

259

179

単
位
容
積
重
量

(

１
回
目

)

単
位
容
積
重
量

(

2
回
目

)

少 平均 多
三成分 (%) 0.50 0.93 1.36

(kg/m3) 116 179 242
(%) 9.33 17.49 25.65

フィルム類 (%) 0.27 1.45 2.36
ペットボトル (%) 0.00 0.74 1.97
トレイ類 (%) 0.00 0.02 0.11
発砲品 (%) 0.00 0.18 1.17
その他プラスチック類（天然ゴム類含） (%) 9.06 15.10 20.04

(%) 3.01 14.11 25.21
(%) 0.00 14.38 29.20
(%) 12.38 23.43 34.48

アルミニウム (%) 0.05 2.05 3.67
ボタン型乾電池 (%) 0.00 0.00 0.00
筒型マンガン乾電池 (%) 0.00 0.28 0.82
筒型アルカリ乾電池 (%) 0.00 1.01 2.42
その他の金属類 (%) 12.33 20.09 27.57

(%) 5.42 21.56 37.70
(%) 1.89 8.08 14.29

計 (%) - 99.07 -

単位容積重量

項　　目
水分

可燃物（卵殻・貝殻含）

種類組成

プラスチック類

ガラス

金属類

その他の不燃物

セメント・陶磁器

各種類について、少

ないときと多いときの

幅を表示。

基準ごみについては

合計が水分を除く％

と同値になるよう調

整。
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４ 施設規模等の設定 

 

（１）稼働日数・時間 

ア 焼却施設の稼働日数・時間 

焼却施設の稼働日数は、ごみ処理施設の計画・設計要領に従い、各炉について、年 1回の補修整

備期間 30日、年 2回の補修点検期間各 15日及び全停止期間 7日間並びに起動に要する日数 3日・

停止に要する日数 3日各 3回の合計（年間 85日）を差し引いた日数として、年間 280日とします。

なお稼働時間は 24時間（全連続運転）とします。 

 

表 ２-14 焼却施設の年間停止日数（1炉あたり） 

項目 日数 備考 

補修整備 30 日 30 日×年 1回 

補修点検 30 日 15 日×年 2回 

全停止 7 日 全炉共通停止 

起動・停止 18 日 起動 3日×年 3 回＋停止 3日×年 3 回 

合計 85 日  

 

イ 破砕選別施設の稼働日数 

破砕選別施設の稼働日数は、下表に示す年間停止日数 116 日を差し引いた日数として、年間 249

日とします。なお稼働時間は昼間 8時間（処理はうち 5時間）とします。 

 

表 ２-15 破砕選別施設の年間停止日数 

項目 日数 備考 

土曜日・日曜日 104日 52 週×2 日 

祝日 － 計上せず(本市は祝日でも稼働) 

年末年始 5 日 年末年始 6日間(ただし少なくとも 1日は土曜日・日曜日) 

定期整備 7 日 1 回/年実施、1 回あたり 9日間(土曜日・日曜日を含む) 

合計 116日  
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（２）計画月最大変動係数 

破砕選別施設の規模設定においては、「計画月最大変動係数」を設定する必要があります。各月の

日平均排出量と、その年度の年間日平均排出量の比を「月変動係数」といいます。特に、その年度

で最も大きい変動係数を、「月最大変動係数」といいます。5ヶ年の月最大変動係数の平均値が、「計

画月最大変動係数」です。本計画では、2014 年(平成 26 年)度～2018 年(平成 30 年)度のごみ量実

績より、以下のとおり計画月最大変動係数を定めます。 

なお、プラスチックについては実績値が無いため、「ごみ処理施設構造指針解説」（社団法人全国

都市清掃会議, 1987年）に示されている、過去の収集実績が明らかでない場合の標準の計画月最大

変動係数「1.15」を用います。 

 

表 ２-16破砕選別施設での処理対象物の計画月最大変動係数 

項目 計画月最大変動係数 備考 

燃やせないごみ 1.29 
1.29 破砕選別施設(破砕系)の処理対象 

粗大ごみ 1.33 

びん・缶・ペットボトル 1.42 
破砕選別施設(資源系)の処理対象 

プラスチック製容器包装 1.15 

①破砕処理対象物（燃やせないごみ＋粗大ごみ） ①-(1) 燃やせないごみ 

 

①-(2) 粗大ごみ ② びん・缶・ペットボトル 
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（３）施設規模の設定 

ア 焼却施設の系列数（炉数） 

（ア）操炉計画シミュレーション 

 ①「2炉」（150t/日×2炉＝300t/日）の場合 

2炉構成でピット容量 7日分(約 2,100t)とした場合の操炉シミュレーションを以下に示します。ピ

ットを溢れさせないようにしつつ、かつ各炉について年 1 回 30 日以上の定期整備期間・年 1 回 7

日間の全炉停止期間を確保するには、ピット容量 7日分に対し約 86％(6日分程度)まで貯留する必要

があり、余裕のある運転となりません。また、長期間の 1炉停止に耐えられないことから、大規模

改修は実質的に困難となります。 

 

②「3炉」（100t/日×3炉＝300t/日）の場合 

3炉構成でピット容量 7日分(約 2,100t)とした場合の操炉シミュレーションを以下に示します。ピ

ットを溢れさせないようにしつつ、かつ各炉について年 1 回 30 日以上の定期整備期間・年 1 回 7

日間の全炉停止期間を確保するには、ピット容量 7日分に対し約 57％(4日分程度)まで貯留すればよ

く、余裕のある運転を行なうことができます。また、大規模改修を行なうことを想定した場合でも、

余裕のある工事を行なうことができます。 
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（イ）経済性の比較 

下表に、経済性について 2炉の場合と 3炉の場合の概略比較を示します。3炉の場合、2炉の場合より

も施設整備費が 20%増、補修費が 20%増、稼働 20年後にあと 10年間延命するための大規模修繕工事費は

施設整備費の 9.5%（実績より）と仮定しました。解体後の跡地利用は未定のため、解体費は交付金対象外

（単費）と仮定しました。また、余剰電力量は前頁で示した操炉計画シミュレーションにおいて算出しま

した。なお、比較の前提とする施設規模・処理量は、これまで想定していた規模（300t/日級）とします。 

 

表 ２-17 炉数による経済性の比較（2炉構成での実費用合計＝指数 100としたときの比率） 

 焼却方式で「ストーカ式焼却方式」の場合 

 2炉構成 3炉構成 

①-1 施設整備費 
 対象施設の規模は 300t/日 

指数＝   26 指数＝   32 
 2炉場合の 20%増と想定した。 

①-2 大規模修繕工事費（20年後） 
 対象施設の規模は 300t/日 

指数＝    3 
 1炉停止期間が短期間であるため、休日・
夜間作業も必要となることを想定し、割
増率 30%を、初回施設整備費の 9.5%に掛
けた。 

指数＝    3 
 20 年後にあと 10 年間延命するための
費用を初回施設整備費の9.5%と想定し
た。 

①-3 解体費（単費を想定） 
 対象施設の規模は 300t/日 

指数＝    5 指数＝    5 

② 定期整備補修費 
 施設規模は 300t/日 
 供用期間は 30年間 

指数＝   23 指数＝   27 
 2炉場合の 20％増と想定した。 

③ 運転管理委託費 
 施設規模は 300t/日 
 供用期間は 30年間 

指数＝   18 指数＝   18 

④ 薬剤・用水・燃料・電気代 
 処理量は 73.000t/年 
 供用期間は 30年間 

指数＝   19 指数＝   19 

⑤ 灰の埋立処分費用（フェニックス分） 
 供用期間は 30年間 

指数＝    6 
 処分量は 10,000t/年（計画値）とした。 

指数＝    6 
 処分量は 10,000t/年（計画値）とした。 

実費用（①～⑤） 指数＝  100 指数＝  110 

⑥-1 交付金 
 

指数＝▲  9 
 交付金の割合を施設整備費の 30%、大
規模修繕工事費の 33%と想定した。 

指数＝▲ 10 
 交付金の割合を施設整備費の 30%、大
規模修繕工事費の 33%と想定した。 

⑥-2 地方交付税措置 
 

指数＝▲  8 
 交付税措置の割合を施設整備費の
27%、大規模修繕工事費の 30%と想定し
た。 

指数＝▲  9 
 交付税措置の割合を施設整備費の27%、
大規模修繕工事費の 30%と想定した。 

⑦ 売電収入 
 

指数＝▲ 11 
 発電電力量は35,863MWh/年（操炉計画シ
ミュレーションより）、余剰電力量は
20,801MWh/年（所内率42%）とした。 

指数＝▲ 11 
 発電電力量は37,330MWh/年（操炉計画シ
ミュレーションより）、余剰電力量は
21,651MWh/年（所内率42%）とした。 

財政支援措置及び売電収入（⑥＋⑦） 指数＝   28 指数＝   30 

⑧ 総費用 ・概算 指数＝72 ⇒ ◎ 指数＝80 ⇒ ○ 

※ 施設整備費、定期整備補修費、運転・管理委託費、処理量あたり用役費については、研究論文「一般廃棄物全連続式焼
却施設の物質収支・エネルギー収支」（2012年 3月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果より引用。（施設整備費は調査
実施時から近年の価格高騰を考慮し第 3 四分位点を採用した。定期整備補修費、運転・管理委託費、処理量あたり用
役費についてはさらに施設稼働後の価格高騰も想定し最大値を採用した。） 

※ 解体費は、「廃棄物処理のここが知りたい(改訂版)～維持管理のポイント～」（2013 年 4 月 一般財団法人日本環境
衛生センター）より引用。 

※ 大規模修繕工事費は当初 20年間の使用による劣化の程度により工事内容が大きく異なるが、本市の実績（当初施設
整備費約 210億円に対して大規模修繕費約 20億円）より、施設整備費の 9.5%と設定した。 

※ 交付金や地方交付税措置の割合は他事例を参考として設定。（エネルギー回収型廃棄物処理施設(交付率 1/2)） 
※ 操炉計画シミュレーションでは、エネルギー回収率は現在の 300t/日施設の水準を考慮し「22.0%（300t/日超 400t/

日の施設での交付要件）」とした。 
※ 発電電力量のうち所内率（42%）は、「廃棄物発電導入マニュアル」(新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))より引用。 

  



50 

（ウ）稼働実績 

下表に、類似規模の他自治体（特例市）が保有している施設及び炉数を整理します。 

 

表 ２-17 特例市が保有する焼却炉数の事例 

都道府県
名 

地方公共団体名 施設名称 処理方式 
処理能力 
(t/日) 

炉数 
合計 
炉数 

使用開始 
年度 

山形県 
山形市（山形広域環境
事務組合） 

エネルギー回収施設（立谷川） 流動ガス化 150 2 
4 

2017 

エネルギー回収施設（川口） 流動ガス化 150 2 2018 

茨城県 
水戸市 水戸市小吹清掃工場 ストーカ焼却 390 3 3 1984 

つくば市 クリーンセンター ストーカ焼却 375 3 3 1997 

群馬県 

伊勢崎市 伊勢崎市清掃リサイクルセンター21 流動焼却 210 3 3 2000 

太田市 
太田市清掃センター第 4号焼却炉 ストーカ焼却 170 2 

3 
1992 

太田市清掃センター第 3号焼却炉 ストーカ焼却 150 1 1979 

埼玉県 

熊谷市（大里広域市町
村圏組合） 

熊谷衛生センター第一工場 ストーカ焼却 140 2 

8 

1980 

熊谷衛生センター第二工場 ストーカ焼却 180 2 1989 

深谷清掃センター ストーカ焼却 120 2 1992 

江南清掃センター ストーカ焼却 100 2 1979 

川口市 

戸塚環境センター西棟(4号炉) ストーカ焼却 150 1 

5 

1989 

戸塚環境センター西棟(3号炉) ストーカ焼却 150 1 1993 

朝日環境センター 流動ガス化 420 3 2002 

所沢市 
西部クリーンセンターごみ焼却施設 流動焼却 147 2 

4 
1989 

東部クリーンセンターごみ焼却施設 ストーカ焼却 230 2 2003 

春日部市 豊野環境衛生センター ストーカ焼却 399 3 3 1994 

草加市（東埼玉資源環
境組合） 

第一工場ごみ処理施設 ストーカ焼却 800 4 4 1995 

第二工場ごみ処理施設 シャフトガス化 297 2 2 2016 

神奈川県 

平塚市 環境事業センター 流動焼却 315 3 3 2013 

小田原市 
小田原市清掃工場 ストーカ焼却 180 2 

4 
1979 

小田原市清掃工場 ストーカ焼却 150 2 1991 

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市ごみ焼却処理施設 ストーカ焼却 360 3 3 1995 

厚木市 厚木市環境センター 流動焼却 327 3 3 1987 

大和市 大和市環境管理センター ストーカ焼却 450 3 3 1993 

新潟県 

長岡市 
寿クリーンセンターごみ焼却施設 ストーカ焼却 160 2 

4 
1998 

鳥越クリーンセンターごみ焼却施設 流動焼却 150 2 1986 

上越市 
第 1クリーンセンター ストーカ焼却 140 2 

4 
1988 

第 2クリーンセンター ストーカ焼却 98 2 1995 

福井県 福井市 クリーンセンター 流動焼却 345 3 3 1991 

山梨県 甲府市 甲府市環境センター付属焼却工場 流動焼却 360 3 3 1995 

長野県 
松本市（松塩地区広域
施設組合） 

松本クリーンセンター(可燃処理施設) ストーカ焼却 450 3 3 1998 

静岡県 
沼津市 沼津市清掃プラント ストーカ焼却 300 2 2 1976 

富士市 富士市環境クリーンセンター ストーカ焼却 300 2 2 1986 

愛知県 

一宮市 一宮市環境センター ストーカ焼却 450 3 3 1997 

春日井市 
春日井市クリーンセンター1,2号炉 ストーカ焼却 260 2 

4 
1991 

春日井市クリーンセンター3,4号炉 ストーカ焼却 280 2 2002 

三重県 四日市市 四日市市クリーンセンター シャフトガス化 336 3 3 2016 

大阪府 

岸和田市（岸和田市貝
塚市清掃施設組合） 

岸和田市貝塚市クリーンセンター ストーカ焼却 531 3 3 2007 

吹田市 資源循環エネルギーセンター ストーカ焼却 480 2 2 1999 

茨木市 
環境衛生センター第 1工場 シャフトガス化 150 1 

3 
1996 

環境衛生センター第 2工場 シャフトガス化 300 2 1996 

八尾市（大阪市・八尾市・
松原市環境施設組合） 

住之江工場（休止中） ストーカ焼却 600 2 

14 

1988 

鶴見工場 ストーカ焼却 600 2 1990 

西淀工場 ストーカ焼却 600 2 1995 

八尾工場 ストーカ焼却 600 2 1995 

舞洲工場 ストーカ焼却 900 2 2001 

平野工場 ストーカ焼却 900 2 2003 

東淀工場 ストーカ焼却 400 2 2010 

寝屋川市 寝屋川市クリーンセンター焼却施設 ストーカ焼却 200 2 2 2017 

兵庫県 
加古川市 新クリーンセンター 流動焼却 432 3 3 2002 

宝塚市 クリーンセンター ストーカ焼却 320 2 2 1987 

鳥取県 鳥取市 鳥取市神谷清掃工場 ストーカ焼却 270 2 2 1991 

島根県 松江市 エコクリーン松江 シャフトガス化 255 3 3 2010 

※ 出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査（2017年(平成 29年)度実績）」 
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（エ）炉数 

炉数については、想定される施設規模（300t/日級）において実績の多い「2炉」と「3炉」の比

較を行います。 

表 ２-19 炉数の比較 

 2炉 3炉 評価 

環境保全性 ◎ ◎ 

・ 排ガス処理について、炉数による差はない。 

・ 炉の立上げ・立下げの際に、ダイオキシン類等が多く

発生する可能性があるが、2炉・3炉ともに操炉方法を

工夫することにより年間の停止回数を削減でき、炉の

立上げ・立下げ回数は同程度である。 

省エネルギー性 ○ ◎ 

・ 3炉の方が、使用電力など消費エネルギーが多い。 

・ エネルギー回収量(発電量)は、操炉計画上、3炉が有

利である。（3炉の場合、年間を通してほとんどの期間

を2炉運転とすることが可能であり、2炉構成の倍と比

較し常に定格出力に近い出力で効率のよい発電を行

うことが可能となる。） 

安全性 ◎ ◎ 
・ 全国的に、2炉、3炉ともに多数の稼働実績があり、炉

数による安全性の差はない。 

安定性（故障や将来の

大規模改修(基幹的設

備改良)への対応） 

△ ◎ 

・ 3炉の方が、1炉停止時に連続運転が可能であるため、

故障による長期停止や大規模改修時に操炉計画の変

更が小さくて済む。 

ごみ量変動への対応 △ ◎ 

・ 2炉の場合、ごみ量の変動に対して操炉計画上の臨機

応変な対応が難しい。3炉の方が対応しやすく、また

発電量への影響も小さい。 

・ 3炉の場合、年間を通してほとんどの期間を2炉運転と

し、1炉は余力として使用することが可能であり、災

害発生時にも対応しやすい。 

経済性 ◎ ○ 

・ 3炉の方が、機器点数が多く、施設整備費及び維持管

理費が大きくなる。 

・ 2炉の場合は3炉に比べてメンテナンス期間が制限さ

れ、大規模改修(基幹的設備改良)による延命化を行う

ことが困難である。 

・ 3炉の場合、発電機の定格出力を効率的に設定するこ

とができ経済的である。また、1炉立ち上げに必要な

非常用発電機も比較的小さくて済む。 

・ 3炉の場合、将来的にごみ量が減少した場合には、発

電量を安定的に確保できることから、維持管理費の低

減が可能である。 

合計点 13 17 （◎：3点、○：2点、△：1点とした） 

 

上記のとおり、「3炉」の場合は、機器点数が増え、必要面積が大きくなることにより、施設整備

費や維持管理費が高くなるというデメリットがありますが、年間を通して発電出力を安定させやす

いことや、ごみ量変動に対応しやすいこと、将来の大規模改修時に操炉計画への影響が小さくて済

むこと等のメリットがあります。上記比較表のとおり、総合的に判断、また、新ごみ処理施設は本

市で唯一の可燃ごみ処理施設であり、他に代替施設がないことから、焼却施設の系列数(炉数)は「3

炉」とします。  
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イ 施設規模 

焼却施設の施設規模算定式は、以下のとおりです。 

 
破砕選別施設の施設規模算定式は、以下のとおりです。 

 
以下に、プラスチックを分別しない場合、プラスチック製容器包装を分別する場合及び全プラを

分別する場合における各施設の計画処理量及び施設規模を示します。 

 

表 ２-18 各分別パターンでの施設規模 

 パターン① パターン② パターン③ 

プラスチックを 

分別しない場合 

プラスチック製容器包装を 

分別する場合 

【回収率 4.14%想定】 

全プラを分別する場合 

【回収率 5.48%想定】 

焼却施設 計画処理量 83,963 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 315t/日 
（105t/日×3炉） 

 

計画処理量 81,695 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 306t/日 
（102t/日×3炉） 

 

計画処理量 80,962 t 
※災害時余力 10%込み 

 

⇒施設規模 303t/日 
（101t/日×3炉） 

 

破砕選別施設 

（破砕系） 

計画処理量 4,830 t 

 

⇒施設規模 25t/5h 
 

計画処理量 4,696 t 

 

⇒施設規模 25t/5h 
 

計画処理量 4,653 t 

 

⇒施設規模 25t/5h 
 

破砕選別施設 

（資源系） 

缶びんペット 

計画処理量 2,732 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

計画処理量 2,732 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

計画処理量 2,732 t 

 

⇒施設規模 16t/5h 
 

破砕選別施設 

（資源系） 

プラスチック 

－ 計画処理量 2,211 t 

 

⇒施設規模 11t/5h 
 

計画処理量 2,926 t 

 

⇒施設規模 14t/5h 
 

※焼却施設は、1炉当たり年間 280日稼働とした。 
※破砕選別施設は、年間 249日稼働とした。 
※焼却施設の規模について、1炉当たり規模の小数点以下の端数は切り上げとした。 
※破砕選別施設の規模について、小数点以下１桁目を切り上げとした。 
※破砕対象物の計画月最大変動係数＝1.29とした。 
※缶・びん・ペットボトルの計画月最大変動係数＝1.42とした。 
※プラスチックの計画月最大変動係数は不明であるため「1.15」と想定した。 
※上記の規模は、今後、一般廃棄物処理基本計画の改定等に伴い必要な場合、見直しを行う。 

  

■施設規模算定式（平成15年12月15日付環境廃棄対策発第031215002号） 

（計画日平均排出量×計画収集人口＋直接搬入量）÷実稼働率÷調整稼働率  

＝  処理対象量(1日あたり)÷実稼働率÷調整稼働率  

※計画日平均排出量 ＝ １人1日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

計画収集人口 ＝ 人口推計 

実稼働率 ＝ (365日－年間停止日数)÷365日 ※年間停止日数は85日とする 

調整稼働率 ＝0.96 ※故障・一時休止・能力低下による係数 

■施設規模算定式（平成4年2月7日付衛環第46号） 

（計画日平均排出量×計画収集人口＋直接搬入量）×計画月最大変動係数÷稼働率  

＝  処理対象量(1日あたり)×計画月最大変動係数÷稼働率  

※計画日平均排出量 ＝ １人1日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

計画収集人口 ＝ 人口推計 

計画月最大変動係数 ＝ ごみ種別に、過去5年間以上の収集量の実績を基礎として求める 

稼働率 ＝ (365日－年間停止日数)÷365日 
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ウ 破砕選別の民間委託可否の検討 

破砕選別施設については、市が施設整備を行う場合と、全量を民間委託する場合の比較を行います。 

表 ２-19 破砕選別の民間委託可否の検討 

 

市が

施設

整備 

全量

民間

委託 

評価 

処理の継続性 ◎ △ 

・ 資源物の売却価格相場（特に金属）は変動も大きく、全量民

間委託する場合には価格変動は委託費に大きく影響する。

また、委託した民間事業者の倒産等により処理継続が困難

となった場合、処理継続のために他の民間事業者を探す必

要が生じる。 

災害時・緊急時

への対応 
◎ △ 

・ 災害時や緊急時の対応として、災害廃棄物処理のためには

市で施設整備する場合の方が、対応能力が高い。（ごみ処理

施設の前処理として災害廃棄物を破砕する必要がある場合

には、市で破砕選別施設を保有しておく必要がある。） 

社会環境の変化

への対応 
◎ ○ 

・ 法改正や新たなごみ施策等、社会環境に変化が生じた場合、

市が保有する施設であれば柔軟な対応が可能である。 

建設用地の確保 ○ ◎ 
・ 全量民間委託の場合は市が用地を確保する必要がない。た

だし、旧大久保清掃工場跡地及び隣地に建設は可能である。 

経済性 ○ ◎ 

■施設整備費 

・ 全量民間委託の場合、市が施設整備費を負担する必要がな

い。（民間側で新たに施設を整備する必要がある場合は、処

理単価に上乗せとなる。） 

・ 市が施設整備を行う場合の施設整備費を指数＝100と想定

すると、うち1/3は交付金により賄い、また残り起債金額の

うち1/2は地方交付税措置を受けられるため、市負担分とし

ては指数＝33となる。 

■運転・維持管理費 

・ 全量民間委託の場合、委託費は上記指数（市が施設整備する

場合の施設整備費＝指数100）に対し、指数＝165（40年間想

定）と想定される。 

※処理委託費は、一般的な処理単価に、品目別の想定処理量

をかけて試算した。ただし処理単価は、既に民間側で施

設整備済である場合の他事例を参考としており、新たに

施設整備を必要とする場合は処理単価に上乗せとなるた

め、この限りではない。 

・ 市が施設整備を行う場合、運営費（運転・維持管理委託費）

は上記指数（市が施設整備する場合の施設整備費＝指数

100）に対し、指数＝143（40年間想定）と想定される。 

※単価は、処理対象物が同様の他事例から想定した。 

■収集運搬費 

・ いずれの場合も同額と想定した。ただし、市外の民間事業者

に処理委託する場合は、一旦市の施設に集約したごみを別

途運搬する必要が生じる。 

合計点 13 10 （◎：3点、○：2点、△：1点とした） 

上記のとおり、「市が施設整備」の場合は、建設用の敷地確保が必要になることや、施設整備費が

必要になるというデメリットがありますが、資源物の価格変動に影響されにくいこと、処理の継続

性が高いこと等のメリットがあります。このことから総合的に判断し、破砕選別は市で施設整備を

行うこととします。 
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第３章  ごみ処理技術の動向調査 

 

１ 可燃ごみの処理技術 

可燃ごみの処理方法としては、焼却処理や溶融処理のように、衛生上、減容・減量及びエネルギー利

用の観点から熱処理を行うことが一般的な方法となっています。そのほかにも炭化、堆肥化、メタン発

酵など資源化もしくはエネルギー効率を考慮して焼却処理との組み合わせ処理を行っているものもあ

ります。将来的な技術として亜臨界水処理のような特殊な処理方法も開発されています。 

可燃ごみ処理技術の分類と特徴（破砕は除く）を下表に整理しました。次頁以降に各処理方式の概要

を示します。 

 

表 ３-1 可燃ごみ処理技術の分類と特徴（破砕は除く） 

処理方式 
種類 

(形式) 
原理・特徴 

回収 

エネルギー 
主な生成物 主な残渣 

可

燃

ご

み

処

理 

熱

処

理 

焼却 
ストーカ式 ・ ごみを850℃以上の高温に加熱

し、水分を蒸発させ、可燃分を

焼却する。 

・燃焼熱 

(発電等) 
 

・焼却灰 

・飛灰 流動床式 

ガス化 

溶融 

シャフト式 

・ ごみをコークスと石灰石と共

に投入し、約1,500℃以上で熱

分解及び溶融する。 

・燃焼熱 

(発電等) 

・スラグ 

・メタル 
・飛灰 

流動床式 

・ 流動床を低酸素雰囲気で450～

600℃の温度で運転し、廃棄物

を部分燃焼させ、部分燃焼で得

られた熱を受けた廃棄物が熱

分解し、発生する可燃性ガスの

燃焼熱により、約1,300℃でご

みを溶融する。 

原

燃

料

化

処

理 

炭化 

・ ごみを400～1,000℃で間接加

熱し、炭分、灰分、不燃分、可

燃性ガスに分解する。 

 
・可燃性ガス 

・炭化物 

・メタル 

・飛灰 

亜臨界水処理 

・ 180℃～300℃の高温・高圧水

（非蒸気状態）で、種々の物質

を溶かすことができる亜臨界

水により、ごみを加水分解す

る。 

 

・バイオ燃料 

・有機肥料 
 

メタン発酵等 

・ 生ごみを堆肥化、メタン発酵さ

せることにより、堆肥としての

利用、メタンガスを用いた発電

等を行う。 

・ 生ごみ以外のごみについての

処理方式を検討する必要があ

る。 

 

・可燃性ガス 

・堆肥 

・メタンガス 

・消化液 

・不適物 

飼料化 

・ 有機性廃棄物を高温発酵させ

ることにより、家畜やペット類

の飼料等として再利用する。 

 

・飼料  

堆肥化 

・ 生ごみ等を微生物の働きによ

って分解(発酵)するなどして

堆肥を生成する。 

 

・堆肥  

  



55 

処理方式 ストーカ式焼却方式 

概要 • 「ストーカ」とは、火格子(ボイラなどで石炭など固形燃料を燃焼させるときに燃焼室の底

部におく“すのこ”)に燃料を供給する装置のことである。ストーカ式焼却炉では、階段状

に配置された火格子段が前後に駆動することで、上段の火格子段が、下段の火格子にごみ

を供給するとともに、ごみが完全に燃焼するよう攪拌する役割を果たしている。 

• 焼却炉としての歴史は最も古く、1963 年大阪市において初の連続燃焼式ストーカ炉が整備

された。それまでのごみ焼却炉は、固定火格子の小型焼却炉をいくつも並べたものであり、

燃焼設備は非効率的で焼却能力も小さく、投入装置や灰処理装置も手動のため作業環境も

悪く、工場周辺の住民は悪臭と黒煙、降灰に悩まされていた。 

• さらに 1965 年に発電機付き連続燃焼式ストーカ炉が整備された後、大きく技術開発が進

み、1980 年頃には技術的に安定した。 

原理 • ストーカ式焼却方式は、階段状の火格子に分か

れた炉で燃焼させる方式である。ごみは、大き

く分けて、乾燥・燃焼・後燃焼の順に 3段階で

効率よく完全燃焼される。なお、機種によって

火格子の段数や形状、駆動方式などは様々であ

るが、基本的な機能は同じで、ごみを乾燥→燃

焼→後燃焼のプロセスがとれる炉構造となっ

ている。 

• 燃焼温度は、約 800℃～950℃ 

• 補助燃料なしで処理できる低位発熱量は、約

3,780kJ/kg 以上である。 

• 焼却灰発生量は、ごみあたり約 8%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約 4%

である。 

メリット • 金属等不燃物類は、一般的な都市ごみに混入する程度であれば特に問題ない。 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能である。 

デメリット • 空気とごみとの接触面積が小さく、燃焼のための空気比※1は 1.6～2.5 となる。なお、燃焼

に必要な空気量の増加に伴い、排ガス量が多くなる。近年では、1.3～1.5 程度の低空気比

燃焼が可能となっている。 
※1 空気比：廃棄物を完全燃焼させるために理論上必要となる空気量(理論空気量)と、実際に必要と

なる空気量の比。(必要空気量÷理論空気量) 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• マス燃焼（長い時間をかけて燃焼が進行する）のため蒸気量の変動が少なく安定的な発電

が行える。 

導入自治体 • 大阪府／兵庫県  豊中市伊丹市クリーンランド（525t/日） 

• 千葉県 船橋市(北部清掃工場)（381t/日） 

• 大阪府 東大阪都市清掃施設組合（400t/日） 

• 大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合（125t/日）        など 

※ 焼却灰発生量・飛灰発生量・施設整備費及び維持管理費については、研究論文「一般廃棄物全連続式焼却施設の物質

収支・エネルギー収支」（2012 年 3月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果より引用。焼却方式については、同調査で

は、内訳がストーカ式：86%、流動床式：13%であった。調査結果では、ストーカと流動床を一括りとした値として掲

載されていたため、表中では、ストーカ式焼却方式と流動床式焼却方式は、経済性において同値とした。 

 

  

  

排
ガ
ス
処
理

廃棄物

燃焼

後燃焼

灰

乾燥

空気

空気

空気

空
気

空
気

 

約 800℃～950℃ 
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処理方式 流動床式焼却方式 

概要 • 元々は下水汚泥などの処理施設として実績があったが、1975年頃からごみ処理分野にも導

入された。立ち上げ・立ち下げが早いこと、焼却灰の見た目の性状がきれいなことから、

1980年頃以降、ほぼ 20～30%のシェアを確保してきた。 

• 燃焼が瞬時に行われるために、ごみの性状によっては燃焼状態の安定性に欠ける面があり、

ダイオキシン類問題が注目されるようになってからは新規整備が大きく減少した。 

• 近年は、技術開発が進み、最新の排ガス処理設備を備えた流動床式焼却施設も新たに整備

されているが、実績件数としてはまだ少ない。 

原理 • 流動床式焼却方式は、炉内に流動媒体(流動

砂)が入っており、この砂を 650～800℃の高

温に熱し、この砂を風圧（約 15～25kPa）に

より流動化させる。ごみを破砕した上で投入

し、高温の流動砂に接触させることによっ

て、ごみは短時間で燃焼される。汚泥焼却に

もよく使用されている。 

• 燃焼温度は、約 800℃～1,000℃ 

• 補助燃料なしで処理できる低位発熱量は、約

3,780kJ/kg 以上である。 

• 焼却灰発生量は、ごみあたり約 3%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約

9%である。 

 

 

メリット • 炉内に可動部がない。 

• 起動時間・停止時間が短い。 

• 空気とごみとの接触面積が大きく燃焼効率が高いので、燃焼のための空気比が 1.5～2.0程

度で運転可能となる。近年では、1.3～1.5 程度の低空気比燃焼が可能となっている。 

• プラスチックは、湿ベースで上限約 50%まで混入可能。(流動砂によりプラスチックが分散

され燃焼するため。) 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能。 

デメリット • 捕集灰が多く、集じん機の負担が大きい。 

• 破砕機により、ごみサイズを約 10～30cm 以下にする必要がある。 

• プラスチックが多くなりすぎる場合は、プラスチックが塊となって、流動阻害が起こる恐

れもあるため、要検討。 

• 金属等不燃物類について、炉底部より不燃物と同時に抜きだす流動媒体(砂)は、不燃物の

量の約 10～20倍で設計するので、不燃物が多くなると抜きだしにくくなる。その他、砂分

級機の能力の低下、流動砂の循環量の増加による熱損失の増加が考えられる。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• 瞬時燃焼のため蒸気量の変動があり、発電が安定しない可能性がある。 

導入自治体 • 千葉県 佐倉市酒々井町清掃組合（100t/日） 

• 神奈川県 平塚市(環境事業センター)（315t/日） 

• 広島県 廿日市市（150t/日）（2018年度供用開始予定）  など 

※ 焼却灰発生量・飛灰発生量・施設整備費及び維持管理費については、研究論文「一般廃棄物全連続式焼却施設の物質

収支・エネルギー収支」（2012 年 3月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果より引用。焼却方式については、同調査で

は、内訳がストーカ式：86%、流動床式：13%であった。調査結果では、ストーカと流動床を一括りとした値として掲

載されていたため、表中では、ストーカ式焼却方式と流動床式焼却方式は、経済性において同値とした。 
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約 800℃ 

～1000℃ 
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処理方式 シャフト式ガス化溶融方式 

概要 
※流動床式ガス

化溶融と同じ 

• 1993年頃から整備され始め、1997年頃から増加した。ダイオキシン類対策に優れているこ

と、スラグの再生利用による最終処分量の低減などの利点が期待され、「ごみ処理に係るダ

イオキシン類発生防止等ガイドライン」（1997 年 1 月）制定前後から多くのメーカーが技

術開発に取り組み始め、多くの自治体で導入された。 

• 2005年までは灰溶融機能を備えていることが補助金交付の要件となっていたため、ガス化

溶融方式も増加傾向であったが、現在はその要件がなくなっているため、減少傾向である。 

原理 • シャフト式ガス化溶融方式は、製鉄業の高

炉の原理を応用し、ごみをコークスと石灰

石と共に投入し、炉内で熱分解及び溶融す

る処理方式である。竪型シャフト炉内は乾

燥帯、熱分解帯、燃焼・溶融帯に分かれ、乾

燥帯で廃棄物中の水分が蒸発し、廃棄物の

温度が上昇するにしたがい熱分解が起こ

り、可燃性ガスが発生する。可燃性ガスは、

炉頂部から排出されて燃焼室で二次燃焼さ

れる。熱分解残渣の灰分等はコークスが形

成する燃焼・溶融帯に下降し、羽口から供給

される純酸素により燃焼して溶融する。最

後に炉底より、スラグとメタルが排出され

る。 
※コークス式のほか、高濃度の酸素を用いる酸

素方式、プラズマを用いるプラズマ方式がある。 

 

• 溶融温度は、約 1,500℃以上 

• スラグ発生量は、ごみあたり約 9%である。 

• メタル発生量は、ごみあたり約 1.3%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約 4%である。 

メリット • 金属・不燃分・灰分のメタル化及びスラグ化によって、最終処分量を小さくできる。 

• 排ガス量は、低空気比運転が可能なことから従来型焼却技術に比べ、少ない。(空気比 1.3

程度) 

• 廃プラスチック類・金属等不燃物類・汚泥類等、全て処理可能。 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能であり、特にダイ

オキシン類対策に優れている。 

デメリット • 常に補助燃料としてコークス等の投入を要するため、燃料費が嵩み、CO2排出量も多くなる。 

• 溶融飛灰には重金属が濃縮される。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• コークスを使用する場合、ごみ処理量当りの発電量は、他の方式に比べ高い。 

導入自治体 • 佐賀県 佐賀県西部広域環境組合（205t/日） 

• 埼玉県 東埼玉資源環境組合(第２工場)（297t/日） 

• 千葉県 成田市(成田富里いずみ清掃工場)（212t/日） 

• 島根県 松江市(エコクリーン松江)（255t/日）   など 

※ スラグ発生量・メタル発生量・飛灰発生量・施設整備費及び維持管理費については、研究論文「一般廃棄物全連続式

焼却施設の物質収支・エネルギー収支」（2012年 3月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果より引用。 

  

約 1500℃以上 
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処理方式 流動床式ガス化溶融方式 

概要 
※シャフト式ガ

ス化溶融と同じ 

• 1993 年頃から整備され始め、1997 年頃から増加した。ダイオキシン類対策に優れている

こと、スラグの再生利用による最終処分量の低減などの利点が期待され、「ごみ処理に係る

ダイオキシン類発生防止ガイドライン」（1997 年 1 月）が制定前後から多くのメーカーが

技術開発に取り組み始め、多くの自治体で導入された。 

• 2005年までは灰溶融機能を備えていることが補助金交付の要件となっていたため、ガス化

溶融方式も増加傾向であったが、現在はその要件がなくなっているため、減少傾向である。 

原理 • 流動床式ガス化溶融方式は、流動床を低酸素

雰囲気で 450～600℃の温度で運転し、廃棄物

を部分燃焼させ、さらに、部分燃焼で得られ

た熱を受けた廃棄物が熱分解し、発生する可

燃性ガスを燃焼させる熱で、ごみを溶融する

技術である。 

大部分の可燃性のガスと未燃固形物等は、

溶融炉に送られる。溶融炉では、可燃性ガス

と未燃固形物を高温燃焼させ、灰分を溶融し

スラグ化する。 

このシステムの特徴は、流動床内の直接加

熱により、熱分解に必要な熱を供給するた

め、加熱用の空気が別途生成される必要がな

いことである。 

• 溶融温度は、約 1,300℃ 

• スラグ発生量は、ごみあたり約 3%である。 

• メタル発生量は、ごみあたり約 0.5%である。 

• キレートを含む搬出飛灰量は、ごみあたり約 4%である。 

• 自己熱での溶融可能限界は、約 7,100kJ～7,600kJ とされるが、実際の稼働状況では、約

9,200kJ。 

メリット • 廃プラスチック類・汚泥類等、処理可能。 

• 灰分のスラグ化によって、最終処分量を小さくできる。 

• 流動床において廃棄物中の不燃物や金属を分離排出することができる。 

• 流動床内の直接加熱により熱分解に必要な熱を供給するため、加熱用の空気の生成が不要

である。 

• 排ガス量は、低空気比運転が可能なことから従来型焼却技術に比べ、少ない。(空気比 1.3

程度) 

• 排ガス・排水・飛灰ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能であり、特にダイ

オキシン類対策に優れている。 

デメリット • ごみの自己熱での溶融が困難な場合、補助燃料として灯油等の投入を要するため、燃料費

が嵩み、CO2排出量も多くなる。 

エネルギー

回収性 

【ごみ発電】 

• ごみ処理量当りの発電量は、コークスを使用するシャフト式に比べ小さいが、飛散ロスが

少ないこと、排ガス量が少ないことから、自己消費電力は少ないため、総合的なエネルギ

ー効率はよい。 

導入自治体 • 栃木県 芳賀地区広域行政事務組合（143t/日） 

• 山形県 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合（369t/日）  など 

※ スラグ発生量・メタル発生量・飛灰発生量・施設整備費及び維持管理費については、研究論文「一般廃棄物全連続式

焼却施設の物質収支・エネルギー収支」（2012年 3月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果より引用。 

  

約 1300℃ 
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処理方式 炭化方式 

概要 • 田原市、恵那市、広陵町などで導入されている手法であり、基本的な構造としては、ロー

タリーキルン方式や流動床方式である。 

• 炭化炉及び 2次燃焼室の間に炭化物回収器を設置し、その後に炭化物生成ラインを別途設

置するような形となる。炭化炉では約 400～600℃で炭化物とガスを精製し、その炭化物を

回収・造粒する。また、発生ガスは 2 次燃焼室にて約 850℃で燃焼させる。別途製造ライ

ンが必要となるため、必然的に機器点数も増え、メンテナンスに係る労力が必要となる。

また、炭化物の引取先を確保することが必要となる。 

原理 • 投入されたごみは、破砕及び

磁選機により鉄分が除去さ

れ、乾燥炉へ供給される。供給

されたごみは、乾燥炉で水分

が調整され、炭化炉に供給さ

れる。 

• 炭化炉に供給されたごみは、

400～600℃の無酸素状態で熱

分解（還元）され、熱分解残渣

（チャー）と熱分解ガスとな

る。このとき、がれきや金属等の不燃物が発生する。 

• 金属類は方式によって還元または未酸化状態で回収される。 

• 熱分解残渣（チャー）は、脱塩素工程を経て炭化物として回収され、熱分解ガスは、再度

加熱され、炭化炉の熱源として使用された後、排ガス処理を行い、施設外へ排出される。 

• 木質チップ等の処理が主体で実用化されてきたが、都市ごみを処理対象物として処理する

ことが出来る。 

公害防止 • 既存の公害防止設備を用いた排ガス処理・排水処理・悪臭対策等を適切に実施することに

より、排ガス・排水・騒音・振動・悪臭等の公害の発生防止は可能である。 

• 焼却処理時よりも CO2発生量の削減が可能となる。発生した炭を化石代替エネルギーとし

て利用することにより、更に抑制効果がある。 

処理対象 

廃棄物 

• 有機性廃棄物の処理のみが可能である。 

• 排出時の高い分別精度は必要としない。生ごみ以外の異物（割り箸等）の混入があっても

処理することが可能であるが、単一廃棄物で安定した処理が行える。 

資源化 • 熱回収による発電等の余熱利用が可能である。 

• 炭化物の利用用途として、土壌改良資材、水質浄化材、融雪材、脱臭材等が考えられる。 

• 処理対象廃棄物の性状により、炭化物の質にばらつきが生じた場合、有効利用することが

困難となる。 

• 利用用途によっては脱塩処理が必要となる。 

• 炭化物の利用先の確保が必要となる。利用先を確保できない場合、焼却等の処理が必要と

なる。 

処分物 • がれき・金属類等の不燃物、飛灰が発生する。 

導入自治体 • 家庭系生ごみ・汚泥を対象とした施設の実績は少ない。木質チップ等の処理では実績がある。 

• 新潟県糸魚川地域広域行政組合（70t/日） 

• 岐阜県恵那市（42t/日） 

• 北海道名寄地区衛生施設組合（20t/日） 

• 愛知県渥美町・田原町・赤羽根町（60t/日） 

• 鹿児島県屋久島広域連合（14t/日） 

 

  

熱分解ガス 
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処理方式 亜臨界※1水方式 

概要 • 水の臨界点近傍（亜臨界域）における性質を利用したものであり、物質を焼却せずに分解

する方法である。亜臨界水の生成には、高温高圧ボイラを利用する。亜臨界水処理設備に

ごみを投入し、飽和水蒸気を導入し、亜臨界域を作り出す。そして、攪拌することでごみ

が分解される。処理対象としては、鉄・陶磁器類や硬質プラスチックを除く様々なごみが

分解でき、滅菌作用があることから医療用廃棄物の処理も可能である。 

• 分解残渣は成型し固形燃料として利用できるが、炭化物と同様に塩素分の問題から助燃剤

への利用が無難とされている。 

原理 • 亜臨界水の加水分解能を用い

て、ごみ処理を行う技術であ

る。 

• 亜臨界水の生成には、高圧ボ

イラを活用する。 

• 亜臨界水は、150℃～373℃の

高温・高圧水（非蒸気状態）で、

種々の物質を溶かすことがで

きる。特に、イオン積が常温の

約 1,000 倍あり、かつ誘電点が有機溶媒並みに低く樹脂等の有機物との馴染みがよいため、

高い加水分解能を有している。このため、生ごみや廃木材、紙くず、動物の糞尿、下水汚

泥、廃油などの処理が可能である。有機性廃棄物および、プラスチック等の固形廃棄物は、

搬入された後に破砕する。その後、亜臨界水処理工程において、ごみを分解する。 

• 産業廃棄物処理においては、低糖類やアミノ酸等の工業材料が取り出されている事例もあ

る。 

• 反応温度は、約 180～300℃ 

メリット • 排ガス・排水ともに、ダイオキシン類の公害防止条件を達成可能。 

• ごみの焼却を伴わないため、ダイオキシン類の発生が少ない。 

• 処理残渣は発生するが、エネルギーや有機肥料として再利用可能。 

• 処理残渣にはごみ臭がなく、特有の臭いはあるが、鼻を突くような悪臭ではない。 

デメリット • 前処理として、廃プラスチック類をφ10mm 程度まで破砕する必要がある。 

• 処理後の容積が処理前の約 12.5%、重量は処理前の約 50%と大きい。 

• 災害廃棄物の受入は困難。 

• 金属など不適物の分別回収徹底が必要。 

• 一般廃棄物に関しては、特定の品目に対する実績しかない。 

• ボイラや亜臨界水の安全管理に特段の配慮が必要。 

エネルギー

回収性 

【エネルギー】 

• 処理残渣の発酵によりバイオ燃料の抽出が可能。 

【有機肥料】 

• 亜臨界水処理後に発生する残渣は、メタン発酵等の処理を行い有機肥料として再利用が可

能である。ただし、塩素分において課題はある。 

導入自治体 • 北海道白老町(ecoリサイクルセンターしらおい) （37.6t/日） 

• 長崎県長崎市(西部下水処理場) ※ただし、下水汚泥と食品廃棄物が対象 

※1 亜臨界：高温高圧化における物質の状態で、固体・液体・気体とは異なる性状をしめす場合がある。水の場合は高

い分解能力を示す。 
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処理方式 メタン発酵方式 

概要 • 京都市等で導入が進められている技術である。回収するメタンガスは発電等に活用でき、

また発酵後残渣および廃液は肥料等にも利用できる。ただし、肥料への利用についてはご

み質変動の影響を受けやすく、塩分の残留等課題点も多い。また、発酵過程においては、

多少の加温が必要となる。 

• 基本的には、単体での整備による可燃ごみの処理は難しく、メタン発酵処理での処理不適

物を助燃剤等とした通常の焼却施設とのコンバインド型による整備が必要となる。また、

処理後の排水の処理も課題となる。 

原理 • ①固形又は高分子有機物から

低分子有機物に分解する可溶

化・加水分解、②低分子有機物

から有機酸・アルコール類等

を生成する酸生成、③有機酸

等から酢酸・水素等を生成す

る酢酸生成、④酢酸・水素等か

らメタン・二酸化炭素を生成

するメタン生成の４つの段階

から、有機物を分解する。 

• 処理対象物中の固形物濃度に

応じて、湿式（固形分 6～10%）・乾式（固形分 25～40%）に区分される。 

公害防止 • 既存の公害防止設備を用いた排ガス処理・排水処理・悪臭対策等を適切に実施することに

より、排ガス・排水・騒音・振動・悪臭等の公害の発生防止は可能である。 

• 焼却処理時よりも CO2発生量の削減が可能となる。発生したメタンガスを化石代替エネル

ギーとして利用することにより、更に抑制効果がある。 

処理対象 

廃棄物 

• 有機性廃棄物の処理のみが可能である。 

• 排出時の分別精度が求められる。 

• 発酵不適物の除去が必要となる。 

• 前処理により、約 30mm以下にする必要がある。 

• 飼料化や肥料化に比べ、生ごみの品質が低くても処理が可能である。 

資源化 • 生ごみ 1t 当たり 100～200m3/日程度のバイオガスが得られ、脱硫、脱アンモニア後に発

電・温水等に利用することが可能となる。 

• 回収したメタンガスを利用するためには、一定量以上の回収量とその供給先を確保、安定

供給、受給バランスに考慮する必要がある。 

• ガスエンジン等による小規模な発電となる。 

処分物 • 処理対象廃棄物量に対して、約 1/13～1/4 の発酵残渣と、約 2/3～1/1 の発酵処理水が発

生する。 

• 発酵処理水、発酵残渣から液肥・堆肥を生成する場合、安定的な品質と利用先の確保が必

要となる。利用先を確保できない場合、焼却等の処理が必要となる。 

• 分別不適物、発酵処理不適物、発酵残渣（資源化されない場合）が発生する。 

導入自治体 

（家庭系生

ご み を 含

む） 

• 近年、分別収集した家庭系生ごみ・汚泥を対象とした施設の整備が見受けられる。 

• 新潟県上越市（家庭系生ごみ 8t/日、し尿 70kl/日、浄化槽汚泥 170kl/日） 

• 北海道砂川保健衛生組合（家庭系・事業系生ごみ 22t/日） 

• 北海道中空知衛生組合（家庭系・事業系生ごみ 55t/日） 

• カンポリサイクルプラザ㈱（家庭系生ごみ・食品廃棄物等 50t/日） 

• 大分県日田市（家庭系・事業系生ごみ 24t/日、豚ふん尿・農集排汚泥 56t/日） 
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処理方式 飼料化方式 

概要 • 有機性廃棄物を高温発酵させることにより、家畜やペット類の飼料等として再利用する

ことができる。 

原理 • 有機性廃棄物を破砕・乾燥、殺菌（発酵）、油脂分調整等をして粉状にした飼料を作る技

術。処理工程により、発酵・乾燥方式、油温減圧方式乾燥方式等がある。 

①発酵・乾燥方式 

微生物によって有機物を発酵・分解しつつ安定化（中熟状態）し、外部熱源等で乾燥させる。 

②油温減圧乾燥方式 

有機物に油を加えて加熱煮して、有機物中の水分を蒸発させ、油を分離して乾燥飼料を得

る。いわゆるてんぷらの原理を用いたもので、加熱煮と乾燥（有機物中の水分蒸発）を同

時に行う点に特徴がある。 

 

＜油温減圧乾燥方式＞ 

 

 

 

 

 

 

公害防止 • 既存の公害防止設備を用いた排ガス処理・排水処理・悪臭対策等を適切に実施することに

より、排ガス・排水・騒音・振動・悪臭等の公害の発生防止は可能である。焼却処理時よ

りも CO2発生量の削減が可能となる。 

処理対象 

廃棄物 

• 有機性廃棄物の処理のみが可能である。 

• 家畜に餌として与えるため、排出時の高い分別精度が必要となる。 

資源化 • 堆肥化処理のような熟成用の設備や期間が不要である。 

• 家畜等の食用となることから、分別の徹底などによる品質及び信頼性の確保、さらに生成

物の需要と安定供給の確保が必要である。利用先を確保できない場合、焼却等の処理が必

要となる。 

• 生ごみ等の変質を防ぐ必要があり、発生場所付近での処理が原則となる。 

• 食品製造業者、処理業者、畜産農家等の連携が不可欠となる。特に食用廃油の確保が重要

となる。 

処分物 • 分別不適物、処理不適物が発生する。 

導入自治体 • 家庭系生ごみ・汚泥を対象とした施設の実績は少ない。汚泥等の単一廃棄物では実績がある。 

• 三造有機リサイクル㈱（札幌生ごみリサイクルセンター）（50t/日） 

• 長崎漁港水産加工団地共同組合（20t/日） 

  

受入 破砕
油圧減圧式

乾燥

搾油

油分分離

破砕 選別 冷却 製品
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処理方式 堆肥化方式 

概要 • 生ごみ等を微生物の働きによって分解(発酵)するなどして堆肥を生成する技術である。古

くから有機性廃棄物の処理法としても広く用いられている。 

原理 • 微生物の働きを利用して、好気的条件下で有機性廃棄物を分解する。好気性条件下の確保

については、主に機械化による強制発酵方式が用いられている。 

 

 

 

 

 

 

 

公害防止 • 既存の公害防止設備を用いた排ガス処理・排水処理・悪臭対策等を適切に実施することに

より、排ガス・排水・騒音・振動・悪臭等の公害の発生防止は可能である。 

• 焼却処理時よりも CO2発生量の削減が可能となる。 

処理対象 

廃棄物 

• 有機性廃棄物の処理のみが可能である。 

• 排出時の分別精度が必要となる。廃棄物に極力不適物を混入させないことが必要であり、

特に家庭から排出される生ごみには、不適物の除去が不可欠である。 

資源化 • 有機性廃棄物を有機肥料として土壌に還元できる。 

• 製品の利用先の確保が必要である。利用先を確保できない場合、焼却等の処理が必要とな

る。 

• 数週間から数ヶ月の熟成期間が必要となる。 

• 需要に季節変動があり、変動に対応できる供給体制が必要となる。 

処分物 ・分別不適物、処理不適物が発生する。 

導入自治体 • 分別収集した家庭系生ごみ・汚泥を対象とした施設の実績はあるが、規模の大きな施設の

実績が少ない。家畜糞尿が中心となって実用されてきた。 

• 山形県長井市（9t/日） 

• 北海道西天北五町衛生施設組合（8t/日） 

• 岐阜県海津市（1t/日） 

• 北海道鹿追町（3t/日） 

• 香川県三豊市（71.9t/日）※トンネルコンポスト 

 

  

受入 破袋選別 磁気選別 発酵 熟成

水分調整

選別

脱臭 大気
残渣

製品
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２ 焼却灰の処理(資源化)技術 

焼却灰（主灰及び飛灰）の処理については、最終処分場での埋立処分が一般的ですが、地域事情によ

っては最終処分場を建設できないことや資源化を推進する観点などから、焼却灰を再生活用する方法を

採用している地域もあります。 

焼却灰の処理技術の原理・特徴等を下表に整理しました。次頁以降に各処理方式の概要を示します。 

 

表 ３-2 焼却灰資源化技術の分類と特徴 

 
種類 

(形式) 
原理・特徴 主な生成物 

焼

却

灰

資

源

化

処

理 

普通ポルトランド 

セメント原料化 

• 主灰及び飛灰を、普通ポルトランドセメン

トの原料として活用する。 
• 普通ポルトランドセメント 

焼成 

• 主灰及び飛灰を、1,000℃～1,100℃の温度で

焼成することで重金属類を揮散させ、ダイオ

キシン類を分解し、土木資材を製造する。 

• 人工砂 

溶融 

• 主灰及び飛灰中の有機物を、1,200℃以上の

高温で燃焼・ガス化させ、無機物を溶融し

スラグ・メタルを回収する。 

• スラグ 

• メタル 

山元還元 

• 飛灰及び溶融飛灰等に対して、水洗、酸抽

出、アルカリ抽出等を行い、塩類除去、重

金属成分を回収する。 

• 銅､鉛､亜鉛等 

※ 焼却灰資源化処理方式の受入条件は、民間事業者によって異なる。 
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処理方式 普通ポルトランドセメント原料化 

概要 

• 普通ポルトランドセメントの原料として、焼却施設からの主灰及び飛灰を活用するもので

ある。主灰には異物除去、飛灰には塩素除去の前処理を行った上で、セメント原料の一部

として使用する。 

• セメントの製造工程で、塩素量増加に伴うキルン閉塞の防止や、セメント製品中の塩素量

低下を目的として、塩素バイパス技術により塩素を抽気する。 

• 普通ポルトランドセメントは JIS規格品であり、一般の土木資材として流通している。 

原理 

【太平洋セメント㈱熊谷工場の例】 

◆灰水洗技術 

• 主灰処理：主灰に含まれる金属や

異物を、大塊除去装置、磁力選別

機、ふるい装置などを用いて除去

する。 

• 飛灰処理：飛灰に含まれる塩素を

水洗により脱塩する。なお、飛灰

中のダイオキシン類は、セメント

製造プロセスの高温焼成工程

（1,450℃）で安全に分解処理さ

れる。 

◆塩素バイパス技術 

• セメント製造プロセスから塩素

を取り除く技術。セメント（最終

製品）中の塩素が過剰とならない

ように、原燃料中の塩素量を管理

し、セメント製造プロセスから塩

素を抽気しバイパスするシステ

ムである。 

 

 

 

 

メリット • セメント製品は一般土木資材であり、既存の流通ルートでの販路が確保できる。 

デメリット 

• 焼却灰の受入を行っているセメント工場があることが前提になる。 

• 焼却灰の受入量は、セメント原料中の 3%程度が上限となる。 

• 飛灰単独の受け入れは困難である。 

事例 

• 太平洋セメント㈱（熊谷工場、藤原工場、大分工場） 

• 山口エコテック㈱（宇部興産宇部工場、トクヤマ徳山製造所） 

• 住友大阪セメント㈱（赤穂工場） 
※出典：「民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイクルに関する調査研究報告書(その２)」（2010 年 4 月、財団法人

クリーンジャパンセンター） 

  

飛灰処理フロー（太平洋セメント熊谷工場） 

塩素バイパスのシステムフロー（太平洋セメント熊谷工場） 
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処理方式 焼成 

概要 

• 焼却灰を 1,000℃～1,100℃の温度で焼成（固体粉末の集合体を融点よりも低い温度で加熱

すると、粉末が固まって緻密な物体になる現象）することで、重金属類を揮散させ、ダイ

オキシン類を分解し、土木資材（人工砂等）を製造する。 

• 人工砂は、国土交通省の NETIS への登録や公的機関での認証を受けている。 

原理 

【ツネイシカムテックス㈱埼玉工場の例】 

• 焼却灰に不溶化剤を約 10%混合し、ロータリーキルン内で 1,000℃～1,100℃で焼成する。 

• 焼成工程において重金属類を選択的にガス側（二次燃焼室）に揮散させ、中和、吸着、集

じんを行う。また、ダイオキシン類を分解する。 

• 焼成後の焼成物を冷却後粉砕し、水、セメント、安定剤を加えて造粒し、人工砂を製造す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット 

• 溶融に比べて必要エネルギーが安く安価である。（プラズマ方式に比べ、施設整備費で約

70%、維持管理費で約 60%といわれている。） 

• CO２排出量も溶融に比べて低減できる。 

• 製造する資材（人工砂）は、用途範囲が広く、市場性があるとされている。 

デメリット 
• 処理業者が少なく（2社）、かつ、遠方である。 

• 焼成技術の認知度が低く、処理・リサイクルの安全性についても認知度が低い。 

事例 
• ツネイシカムテックス㈱埼玉工場（処理能力：90,000 t/年） 

• 三重中央開発㈱（処理能力：84,000 t/年） 

  

人工砂製造フロー（ツネイシカムテックス㈱埼玉工場の例） 
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処理方式 溶融 

概要 

• 1,200℃以上の高温条件下で焼却灰中の有機物を燃焼・ガス化させ、無機物を溶融してスラ

グ・メタルを回収する。 

• 重金属は溶融飛灰に揮散させ、溶融スラグ中の重金属類の含有量を低下させる。 

• 溶融スラグに関しては、以下の JIS が定められている。 

◆2006年 7月：（JIS A 5032） 

「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用スラグ」 

◆2006年 7月：（JIS A 5032） 

「一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用スラグ骨材」 

原理 

【メルテック㈱の例】 

（1）受入 

搬入された焼却灰を攪拌混合し、溶融原料成分を均一化させる。 

（2）選別乾燥 

搬入された焼却灰から磁力選別及びふるいにより溶融不適物を除去し、その後乾燥させ

る。 

（3）成型 

効率よく溶融するため粘結材を使用し、溶融原料形状の均一化を図る目的で、卵型に固

形化（ブリケット）する。 

（4）混合調整 

溶融原料のブリケット、燃料のコークス、副資材の石灰石等を必要な割合で混合し、溶

融炉に定量供給する。 

（5）溶融 

供給されたブリケットをコークスベッド上部で乾

燥・予熱し、高温帯で溶融させる。液化した溶融物

は滴下し、炉外に連続出滓する。 

（6）徐冷 

出滓された溶融物は、鉄製の型枠（モールド）に連

続的に投入され、モールド内で溶融スラグと溶融

メタルに分離させる。空冷で時間をかけて冷却す

ることで、溶融メタルは底に、上部に結晶化された

溶融スラグが生成される。 

（7）破砕 

生成した溶融スラグ及びメタルを破砕し、それぞ

れの製品として回収する。 

メリット 
• 民間で溶融処理を行うため、高度な運転技術やスラグの利用ノウハウが蓄積しやすい。 

• 高温で処理するため、無害化処理についての安心感がある。 

デメリット 
• 設備投資及び高温処理のため燃料コストがかかり、処理料金が割高となる。 

• 飛灰の搬入が制限される場合がある。 

事例 
• メルテック㈱ 

• 中部リサイクル㈱ 

  

溶融炉（メルテック㈱の例） 
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処理方式 山元還元 

概要 

• 飛灰・溶融飛灰等に対して、水洗、酸抽出、アルカリ抽出等を行い、塩類の除去、銅、亜

鉛、鉛などの重金属成分を回収する。 

• 回収した重金属成分は、精錬所へリサイクル原料として販売する。 

原理 

【光和精鉱㈱の例】･･･現在は受け入れを休止している。 

（1）塩類の除去 

飛灰を水の入った抽出槽に投入し、水に溶けやすいアルカリ塩類を洗浄し、フィルター

プレスにて脱水ろ過する。 

（2）金属の回収①（酸抽出） 

脱水した残渣を、塩酸を用いて一定の pHで酸抽出処理を行い、残渣中に含まれている亜

鉛・鉛・銅などの金属成分を抽出する。 

このろ液を pH調整し、遠心分離機・フィルタープレス等の分離・回収工程を経て金属成

分を回収する。（精錬所へ販売） 

（3）炭素分の除去（流動床炉における焙焼） 

酸抽出後の残渣は、シリカ・アルミナ・炭素等を主成分としているが、0.数%程度の金属

成分が残留している。この残渣を流動床炉にて高温で炭素分を燃焼させ、製鉄ダスト類

と混焼（焙焼）する。 

（4）金属の回収②（塩化揮発ペレット法） 

焙焼後、塩化剤・鉄鉱石等を加え、製鉄用高炉ペレット原料として成分調整を行い造粒

する。これを、ロータリーキルンにて塩化揮発焼成（1,250℃）して高炉用ペレットを製

造する。併せて、亜鉛・鉛・銅を揮発させガス回収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット 
• 金属類含有量の多いものほど受け入れられやすい。 

• 塩濃度の高い溶融飛灰であっても、確実に処理できる。 

デメリット 
• 金属類含有量の少ない主灰・飛灰については、精錬の効率が悪いため、不適である。 

• 受入先が遠方である場合もあり、出来るだけ濃縮して搬送することが望ましい。 

事例 

• 光和精鉱㈱ 

• 三池精錬㈱ 

• 三菱マテリアル㈱ 

 

  

飛灰資源化概念図（光和精鉱㈱の例） 
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３ 破砕選別施設の処理技術 

破砕選別施設の処理技術としては、破袋、破砕、選別、再生等の方法を受け入れするごみの内容に応

じ、様々な設備を組み合わせて施設を構築することが通常であり、地域のごみ処理事情に応じて千差万

別です。 

ここでは、それらの処理技術のうち、主たるものについて概要を説明します。 

 

（１）破袋処理設備 

破袋処理設備の種類を下図に示します。また、それぞれの特徴を次頁の表に示します。 

破袋処理設備は、収集されたごみを効率的に選別するために設けるものです。破袋のみを行う破

袋機や、破袋に加え除袋を行う破除袋機があり、缶・びんなど内容物がある程度均質で硬質な場合

は破除袋機が採用されることがあります。 

破袋処理設備の設置要否は、袋の内容物や後段の選別処理との関係（後段で破砕処理を行う前に

手選別ラインを組み込むかどうか）を考慮して、検討を行う必要があります。破袋工程と手選別ラ

インを序盤に組み込まなければ、破砕工程に異物又は不適物が混入するリスクが高まり、発火及び

爆発等のリスクを見込むこととなります。一方、破砕処理前に異物又は不適物の除去を行うことを

重視すれば、破袋後に手選別を行うことがひとつの解決手段として考えられますが、手選別人員を

考慮する必要があります。ただし、近年では破袋工程においてもリチウムイオン電池に起因する火

災事故も生じていることにも留意が必要です。 

 

 

 

図 ３-1  破袋処理設備の種類 

出典：「ごみ処理施設整備計画・設計要領」 2017改訂版 (公社)全国都市清掃会議 

  

破袋機 

加圧刃式 

ドラム式 

回転刃式 

一軸揺動式 

圧縮型 

回転型 

せん断式 

破袋処理設備 

直立刃式 

可倒爪式 

回転刃式 

破除袋機 
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表 ３-3  破袋処理設備の種類（1/2） 

破袋機 

方式 加圧刃式 

概要 

上方の破断刃で内容物を破損しない程度に加圧して、加圧刃とコンベヤ上の突起刃とで破袋す

る。加圧方式はエアシリンダ式とバネ式がある。 

 

方式 ドラム式 回転刃式 

概要 

進行方向に下向きの傾斜を持たせた回転ドラ

ム内面にブレードやスパイクを設け、回転力と

処理物の自重またはドラム内の破袋刃等の作

用を利用して袋を引き裂いたり、ほぐしを行

う。ドラム軸心に貫通する回転または固定スク

レーパを持つもの、ドラム軸心と異なる位置に

偏心した破袋ウェイトをもち、異物混入時やご

み量の多いときはウェイトが回転して噛み込

みを回避しながら連続的に破袋を行うものま

である。 

 

左右に相対する回転体の外周に、破袋刃が設け

られており、投入口にごみ袋が投入されると、

袋に噛み込んだ刃が袋自体を左右に引っ張り

広げることにより破袋を行う。 

 

 

方式 一軸揺動式 せん断式 

概要 

回転軸外周に数枚の回転刃を有し、正転・逆転

を繰り返して固定刃との間で袋を噛み合わせ

て破袋を行うものである。 

 

 

適当な間隙を有する周速の異なる 2 個の回転

せん断刃を相対して回転させ、せん断力と両者

の速度差を利用して袋を引きちぎるもので、回

転刃間に鉄パイプ等の障害物を噛み込んだ場

合は自動的に間隙が広がるか、逆転して回転刃

の損傷を防ぐなどの過負荷防止装置が考慮さ

れている。 
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表 ３-4  破袋処理設備の種類（2/2） 

破除袋機 

方式 直立刃式 

概要 

高速で運転される直立刃付きのコンベヤと、上

方より吊るされたバネ付破袋針の間を押し通

すことにより破袋するものである。 

袋の内容物は機器前方の排出シュートより排

出し、破袋後の袋は排出シュート部に設置した

集袋補助ファンの風力とコンベヤ上の直立刃

により機器後方に搬送して排出される。 
 

方式 可倒爪式 回転刃式 

概要 

傾斜プレートに複数刻まれたスリット間を移

動する可倒爪でごみ袋を引っ掛けて上方に移

動させ、堰止板で内容物の進行を遮ることによ

り、袋を引きちぎり破袋するものである。 

破袋後の袋は可倒爪に引っ掛けて堰止板のス

リットを通過させ分離する。爪が可倒して噛み

込み負荷を逃がし、資源物を自重により傾斜プ

レート上面を滑らせてサイドに配置したコン

ベヤへ排出させる。また、スリットの隙間から

落下した残渣と除袋した袋を分離する機能を

持つ。 

 

ごみ袋を、回転する破袋ロータの回転刃でケー

シング内を強制的に搬送し、ケーシングのスリ

ットから突出した固定刃により破袋するもの

である。 

破袋後の袋は、高速で回転する除袋ロータのフ

ックに引っ掛けて傾斜プレートのスリットに

より取り出し、分離する。 
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（２）破砕処理設備 

破砕処理設備の種類を下図に示します。また、それぞれの特徴を次々頁以降の表に示します。破砕設

備は、想定される処理対象物に応じて選定される必要があります。また、破砕設備で処理できるサイズ

より大きいごみを処理する必要がある場合、前処理として重機等で粗破砕を行う必要があります。 

 

 

図 ３-2  破砕処理設備の種類 

出典：「ごみ処理施設整備計画・設計要領」 2017改訂版 (公社)全国都市清掃会議 

 

【破砕基準】 

破砕処理設備は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（全国都市清掃会議）」に示

される、可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみにおける破砕機の破砕基準を満たすものとします。 

 

表 ３-5 破砕性能 

処理対象ごみ 機種 破砕寸法 

可燃性粗大ごみ 剪断式破砕機 400mm 以下（重量割合で 85％以上） 

不燃性粗大ごみ 低速回転式破砕機 400mm 以下（重量割合で 85％以上） 

高速回転式破砕機 150mm 以下（重量割合で 85％以上） 

 

【騒音・振動・粉じん対策】 

破砕の際には騒音・振動・粉じんが発生するため、騒音対策・振動対策・粉じん対策が必要です。

騒音対策・振動対策・粉じん対策の一例を以下に示します。 

 

表 ３-6 主な騒音対策・振動対策・粉じん対策の例 

 対策内容 

騒音 
・ 低騒音タイプの機器を選択する。 
・ 吸音材を使用して室内音圧レベルの低下を図る。 
・ 壁体の遮音性により必要な透過損失が得られるようにする。  など 

振動 
・ 設置予定地の地質調査を綿密に行い、地耐力に基づいた十分な機械基礎を設計する。 
・ 破砕機と機械基礎の間に防振装置(スプリングや緩衝ゴム等)を設ける。 
・ 建屋基礎と破砕機基礎とはそれぞれ独立させる。  など 

粉じん 
・ 集じんフード・集じん器を設けること。 
・ 発じんを防止するための散水設備を設けること。 
・ 防じんカバーを設けること。  など 

  

※例：1分間に 10～20回転程度 

破砕処理設備 

切断機 

低速回転式破砕機 

高速回転式破砕機 

竪型 

横型 

スイングハンマ式 

リングハンマ式 
横型 

竪型 
スイングハンマ式 

リンググラインダ式 

単軸式 

多軸式 

※例：1分間に数 100回転程度 



73 

ア 可燃性粗大ごみ破砕機 

可燃性粗大ごみは、不燃性粗大ごみとは別に専用の破砕機を用いることで、破砕後の選別設備が

不要となり、可燃残渣をごみピットに直送することが可能となります。新ごみ処理施設においては、

破砕前に粗大ごみの手選別・解体作業を実施し、可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみを選別した後

に、各破砕機にて処理する方針とします。可燃性粗大ごみの破砕機としては、「切断式破砕機（竪

型）」を採用し、焼却施設に設置します。 

なお、バッチ運転式であるため、大容量処理の際には複数系列設置する等の配慮が必要となりま

すが、新ごみ処理施設の想定規模では 1系列での設置実績もあることから、可燃性粗大ごみ破砕機

の基数は 1基とします。 

 

表 ３-7  可燃性粗大ごみ破砕機の種類 

切断機 

型式 竪型 横型 

概要 

固定刃と油圧駆動による可動刃により、圧

縮せん断破砕する。切断物の跳ね返り防止

のためのカバーを付ける場合もある。長尺

物等の焼却処理の前処理として使用され

る。 

 

数本の固定刃と油圧駆動される同数の往

復カッタを交互に組み合わせた構造にな

っており、粗大ごみの複数個所を同時にせ

ん断することができる。 

 

 

処
理
対
象
ご
み 

可燃粗大 ○ ○ 

不燃粗大 △ △ 

不燃ごみ × × 

プラ類 × × 

備考 

・ 繊維製品、マットレス、タタミ、木材等

の破砕に適する。 

・ スプリング入りマットレス、スチール入

りタイヤ、金属塊、コンクリート塊等の

固いものには不適当である。 

・ 同左。 

メリット 

・ 基礎、据付は簡単である。 

・ 粉じん、騒音、振動が少ない。 

・ 爆発の危険はほとんどない。 

・ 同左。 

デメリット 

－ ・ 斜めに配置されている刃と刃の間より

細長いものが素通りすることがあるた

め、粗大ごみの供給に留意する必要があ

る。 
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イ 低速回転式破砕機（不燃性粗大ごみ） 

低速回転式破砕機は、回転軸により単軸式と多軸式に分類され、低速回転する回転刃と固定刃の

間での剪断作用により破砕を行うものです。一般的には、軟質物や延性物など比較的幅広いごみに

適用できますが、刃に引っかからないものや、非常に硬いごみ（コンクリート類、がれき、鋳物塊

など）の破砕は困難です。 

不燃性粗大ごみには、資源物や不燃物の混合物が多く含まれるため、破砕後に選別設備が必要と

なります。また、選別設備での選別性能を高めるため、金属塊やコンクリート塊の処理が可能であ

る高速回転式破砕機が必要となります。 

爆発事故等のリスクを考慮すると、高速回転式破砕機の前段に低速回転式破砕機を設置すること

が望ましいとされていますが、機器点数が増加します。また、近年のリチウムイオン電池に起因す

る火災は、低速回転式破砕機で圧力を加えた際にも生じるとされています。したがって、前段の選

別設備等と併せて最適な方式を検討する必要があり、事業方式によってリスク分担の考え方も異な

ることから、低速回転式破砕機の設置有無は指定しません。 

 

表 ３-8  低速回転式破砕機（不燃性粗大ごみ）の種類 

低速回転式破砕機 

型式 単軸式 多軸式 

概要 

回転軸外周面に何枚かの刃があり、固定刃

との間でのせん断作用により破砕を行う。

軟質物・延性物の細破砕処理に使用する場

合が多い。 

 

 

 

外周に刃のある 2つの回転軸の回転数に差

をつけることによりせん断力を発生させ

破砕する。定格負荷以上のものが投入され

ると逆回転、正回転を繰り返すことにより

破砕する。粗大ごみの粗破砕に使用される

場合が多い。 

 

処
理
対
象
ご
み 

可燃粗大 ○ ○ 

不燃粗大 △ △ 

不燃ごみ △ △ 

プラ類 ○ ○ 

備考 ・ 軟質物、延性物の処理に適している。 ・ 可燃性粗大の処理に適している。 

メリット 

・ 騒音・振動が少ない。 

・ 連続処理が可能。 

・ 騒音・振動が少ない。 

・ 連続処理が可能。 

・ 油圧モータ式の場合、処理物に応じて破

砕力が調整可能。 

・ 高速回転式破砕機に比べ爆発の危険性

が少ない。 

デメリット 

・ 多量の処理や不特定なごみ質の処理に

は適さない場合がある。 

・ 高速回転式破砕機ほどではないが、爆

発・引火・粉じん・騒音・振動について

の配慮を検討する必要がある。 
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ウ 高速回転式破砕機（不燃性粗大ごみ） 

高速回転式破砕機は、ロータ軸の設置方向により、横型と竪型に分類され、高速回転するロータ

に、ハンマ状のものを取り付け、これとケーシングに固定した衝突壁やバーとの間で、ごみを衝撃、

せん断又はすりつぶし作用により破砕するものです。低速回転式破砕機では処理が不向きなコンク

リート類、がれき、鋳物塊などの破砕も可能であり、大容量処理にも適しています。 

爆発事故等のリスクを考慮すると、高速回転式破砕機は竪型が望ましいとされていますが、横型

の方が対応可能な範囲が広いというメリットもあります。したがって、前段の選別設備等と併せて

最適な方式を検討する必要があり、事業方式によってリスク分担の考え方も異なることから、高速

回転式破砕機の形式は指定しません。 

 

表 ３-9  高速回転式破砕機（不燃性粗大ごみ）の種類（1/2） 

高速回転式破砕機（竪型） 

型式 スイングハンマ式 リンググラインダ式 

概要 

縦軸と一体のロータの先端にスイングハ

ンマを取り付け、縦軸を高速回転させて遠

心力により開き出すハンマの衝撃・せん断

作用によりごみを破砕する。破砕されたご

みは下部より排出され、破砕されないもの

は上部はねだし出口より排出する。破砕粒

度は小さい。 

 

縦軸と一体のロータ先端に、一次破砕用の

ブレーカと二次破砕用のリング状のグラ

インダを取り付け、衝撃作用とすりつぶし

効果も利用して破砕する。破砕粒度は大き

い。 

 

 

処
理
対
象
ご
み 

可燃粗大 ○ ○ 

不燃粗大 ○ ○ 

不燃ごみ ○ ○ 

プラ類 △ △ 

備考 

・ 延性プラスチック、タイヤ、布等は不向

き。テープ・フィルム状プラスチック、

針金等は巻きつくため不適当である。 

・ 同左。 

メリット 

・ 消費動力が小さい。 

・ 横型と比べ振動は小さい。 

・ 横型と比べ振動は小さい。 

デメリット 

・ 爆発・引火・粉じん・騒音・振動につい

ての配慮が必要。 

・ 軸が垂直で下部軸受が機内にあるため、

メンテナンスがしにくい。 

・ ハンマの寿命が短い。 

・ 爆発・引火・粉じん・騒音・振動につい

ての配慮が必要。 

・ 軸が垂直で下部軸受が機内にあるため、

メンテナンスがしにくい。 

・ 消費動力が大きい。 
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表 ３-10  高速回転式破砕機（不燃性粗大ごみ）の種類（2/2） 

高速回転式破砕機（横型） 

型式 スイングハンマ式 リンググラインダ式 

概要 

2～4 個のスイングハンマを外周に取付け

たロータを回転させ、ごみに衝撃を与える

と同時に固定刃（カッターバー）によりせ

ん断する。破砕粒度は大きい。 

 

外周にリング状のハンマを取付けたロー

タを回転させ、衝撃力とリングハンマとア

ンビル（固定側の金床部分）によるせん断

力とグレートバーとの間でのすりつぶし

により、ごみを破砕する。破砕粒度は大き

い。 

 

処
理
対
象
ご
み 

可燃粗大 ○ ○ 

不燃粗大 ○ ○ 

不燃ごみ ○ ○ 

プラ類 △ △ 

備考 

・ 固くて脆いもの、ある程度の大きさの金

属塊・コンクリート塊を破砕可能。 

・ 延性プラスチック、タイヤ、布等は不向

き。テープ・フィルム状プラスチック、

針金等は巻きつくため不適当である。 

・ 同左。 

メリット 

・ 軸が水平で、両端に軸受があり構造が簡

単で安定し、メンテナンスが容易であ

る。 

・ スイングハンマ式と同様、メンテナンス

が容易である。 

・ ハンマ全周が摩耗対象で寿命が長い。 

デメリット 

・ 消費動力が大きい。 

・ 爆発・引火・粉じん・騒音・振動につい

ての配慮が必要。 

・ 特に、破砕抵抗が大きく、振動が大きい。 

・ 消費動力が大きい。 

・ 爆発・引火・粉じん・騒音・振動につい

ての配慮が必要。 
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（３）機械処理設備 

各種ごみの破砕処理物からの資源物回収や、不純物除去を行うための選別処理設備の種類を以下の

図及び次頁以降の表に示します。想定される処理対象物に応じて、選別方法を選定する必要がありま

す。また、機械による選別では十分な機能を得られない場合には、手選別が必要となります。 

 

 

図 ３-3  選別処理設備の種類 

出典：「ごみ処理施設整備計画・設計要領」 2017改訂版 (公社)全国都市清掃会議 

 

【選別基準】 

可能な限りの資源回収を図ることを念頭に、破砕ごみからの選別対象は、可燃物、不燃物、鉄類、

アルミの 4種選別方式とします。なお、選別性能は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改

訂版（全国都市清掃会議）」で示されている、破砕後の各処理物の選別基準を満たすものとします。 

 

表 ３-11  選別基準 

回収物 純度 回収率 

鉄 95%以上 保証値 85%～90% 参考値 

アルミ類 85%以上 保証値 55%～60% 参考値 

不燃物 75%～85% 参考値 75%～80% 参考値 

可燃物 75%～80% 参考値 60%～70% 参考値 

※ 不燃物：選別純度の分析において10mmのふるい通過物はすべて不燃物とみなす。 

※ ごみ質は常に変動することから回収率については巾が生じる。また、純度と回収率を併せて満足させること

は極めて困難であり矛盾が多いため参考値としている。 

  

篩い分け型 

比重差型 

振動式 

回転式 

ローラ式 

風力式 

複合式 

手選別 

磁気型 

渦電流型 

吊り下げ式 

ドラム式 

プーリ式 

永久磁石回転式 

リニアモータ式 

可燃物・不燃物の選別 

鉄の選別 

非鉄金属の選別 

選
別
処
理
設
備 

機
械
選
別 
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ア 磁力選別機 

磁力選別機は、永久磁石又は電磁石の磁力によって鉄類を吸着させて、選別するものです。主な

方式には、ベルトコンベヤ上部に磁石を吊り下げ吸着する吊下げ式、回転するドラムに磁石を組み

込み上部又は下部から処理物を通過させ吸着させるドラム式、ベルトコンベヤの先端（ヘッドプー

リ）に磁石を組み込んだプーリ式があります。 

このうち磁力選別機は、ドラム式やプーリ式は缶類の選別には採用される場合がありますが、不

燃ごみからの磁性物の回収率や純度が劣るとされています。 

 

表 ３-12  磁力選別機の種類 

磁力選別機 

原理 磁力による鉄分の吸着選別を行うもの。 

使用目的 

鉄分の分離のために使用する。他の選別機と異なり、処理物のときほぐし作用がないため、

選別率向上の方策として、コンベヤ上の処理物の層厚を薄くして、磁性物を吸着しやすくす

る配慮が必要である。 

型式 吊下げ式 ドラム式 プーリ式 

概要 

ベルトコンベヤ上部に磁石を

吊り下げ、鉄などの磁性物を

吸着選別する。非磁性物はベ

ルトコンベヤの末端から落下

する。 

 

 

回転するドラムに磁石を組み

込み、上部から処理物を落下

させ、鉄などの磁性物を吸着

選別する。 

 

 

 

ベルトコンベヤのヘッドプー

リに磁石を組み込み、鉄など

の磁性物を吸着選別する。 
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イ アルミ選別機 

アルミ選別機は、電磁的な誘導作用によって、アルミニウム内に渦電流を生じさせ、磁束との相

互作用で偏向する力をアルミニウムに与えることによって、電磁的に感応しない他の物質から分離

させ、選別を行うものです。主な方式には、永久磁石回転式とリニアモータ式がありますが、リニ

アモータ式は選別精度や維持管理の面で劣る側面があるとされています。 

 

表 ３-13  アルミ選別機の種類 

アルミ選別機 

原理 

電磁的な誘導作用によって、アルミニウム内に渦電流を生じさせ、磁束との相互作用で偏向

する力をアルミニウムに与えることによって、電磁的に感応しない他の物質から分離させ、

選別を行うもの。 

使用目的 非鉄金属（主としてアルミニウム）の分離のために使用される。 

型式 永久磁石回転式 リニアモータ式 

概要 

N 極と S 極を交互に並べて形成した永久磁石

をドラムに内蔵しており、これを高速回転さ

せることにより、ドラム表面に強力な移動磁

界を発生させる。この磁界の中にアルミニウ

ムが通ると、アルミニウムに渦電流が起こ

り、前方に推力を受けて飛び、選別が行われ

る。 

 

アルミニウム片はリニアモータ上で発生し

た渦電流により誘導され、直線の推力を受け

移動する。さらに振動式にすることによりほ

ぐし効果が得られ、選別精度を向上させるこ

とができる。しかし、永久磁石回転式に比べ、

選別精度や維持管理の面で劣る。 
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ウ 可燃不燃選別機 

破砕物の選別においては、可燃物は比較的粗く不燃物は比較的細かく破砕される特性を活かし、

粒度により選別を行う篩い分け式と、比重の差及び空気流に対する抵抗の差による選別を行う比重

差型があります。 

選別能力や採用実績の点では回転式選別機（トロンメル）が多いものの、確実な可燃物除去のた

め湿式比重差選別機が採用される場合もあります。したがって、破砕設備等と併せて最適な方式を

検討する必要があり、事業方式によってリスク分担の考え方も異なることから、可燃不燃選別機の

設置有無や形式は指定しません。 

 

表 ３-14  可燃不燃選別機の種類（1/2） 

可燃不燃選別機（篩い分け型） 

原理 

可燃物は比較的粗く、不燃物は比較的細かく破砕されることを利用し、粒度によるふるい分

けを行うもの。一定の開孔または間隙を有する篩により、固体粒子の通過の可否により選別

する。 

使用目的 

破砕物の粒度別分離と整粒のために使用する。一般的に選別制度が低いため、一次選別機と

して利用される。 

取扱いが簡便なことから広く活用されているが、粘着性処理物や針金等の絡みにより、ふる

いの目詰まりが起きたり、排出が妨げられたりすることがある。 

型式 振動式 回転式 

概要 

網またはバーを張ったふるいを振動させ、処

理物に攪拌とほぐし効果を与えながら選別

を行う。 

 

回転する円筒の内部に処理物を供給して移

動させ、回転力により攪拌とほぐし効果を与

えながら選別を行う。 

ドラム面にある穴は供給口側が小さく、排出

口側は大きくなっているため、粒度によって

選別が行える。 

 

型式 ローラ式 

概要 

複数の回転するローラの上の外周に多数の

円盤状フィンを設け、そのフィンを各ローラ

間で交差させることにより、スクリーン機能

を持たせている。処理物はローラ上に供給さ

れ、各ローラの回転力によって移送される。

ローラ間を通過する際に、処理物は反転・攪

拌され、小粒物はスクリーン部から落下し、

大粒物はそのまま末端から排出される。  
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表 ３-15  可燃不燃選別機の種類（2/2） 

可燃不燃選別機（比重差型） 

原理 比重の差及び空気流に対する抵抗の差による選別を行うもの。 

使用目的 プラスチック、紙などの分離に多く使用される。 

型式 風力式 

概要 

竪型は、ジグザグ形の風管内の下部から空気を吹き上げ、そこへ処理物を供給すると、軽

量物または表面積が大きく抵抗力のあるものは上部へ、重量物は下部に落下する。 

横型は、飛距離の差を利用するもので、一般的には竪型と比べて選別精度は劣る。 

 

型式 複合式 

概要 

[右図] 

処理物の比重差と粒度、振動、風力を複合し

た作用により選別を行う。粒度の細かい物質

は、選別網に開けられた孔により落下して選

別機下部より細粒物として分離される。比重

の大きな物質は、振動により傾斜した選別網

上り重量物として選別され、その他は軽量物

として排出される。 

 

[下図] 

処理物の比重差と粒度、揺動を利用したもの

で、縦方向に円運動を行う揺動パドルの上で

処理物が跳ね上がりを繰り返し、小粒物はパ

ドルの孔より落下して選別機下部より排出

される。比重の小さい物はパドル前方に運ば

れ軽量物として、比重の大きい物はパドル後

方に運ばれ重量物として選別される。 
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（４）再生設備 

各種ごみの破砕処理物や資源ごみから資源物を回収した後、必要に応じて加工し、輸送や再利用を容

易にするための設備が再生設備であり、対象とする資源物の内容に応じて、選定する必要があります。 

 

 

図 ３-4  再生設備の種類 

 

表 ３-16  再生設備の種類 

金属圧縮機 

概要 

・油圧式の圧縮シリンダ、圧縮箱、排出ゲート

からなり、圧縮する向きに応じ、一方締め、

二方締め、三方締めといった方式がある。 

・金属類であれば、約 1/7～1/10に減容できる。 

・圧縮率は調整が可能であるが、圧縮方向が

少ない場合には、あらかじめ成型品寸法に

合わせたハンドリングが必要になる。 
 

ペットボトル圧縮梱包機 

概要 

・ペットボトルを圧縮箱に投入し、上方向か

らの締め固めを行う。圧縮されたペットボ

トルは、結束用バンドにより簡易梱包する。 

・ペットボトルを、約 1/6～1/10に減容できる。 

・梱包物の寸法は、容器包装リサイクル協会

が推奨しており、あらかじめ寸法に合わせ

たハンドリングが必要になる。 

 

プラスチック類・紙類圧縮梱包機 

概要 

・プラスチック類や紙類を、圧縮箱に投入し、

横一方向からの締め固めを行う。圧縮物は、

結束用バンドや結束フィルム等により簡易

梱包する。 

・プラスチック類・紙類を、約 1/3～1/10 に

減容できる。 

・梱包物の寸法は、容器包装リサイクル協会

が推奨しており、あらかじめ寸法に合わせ

たハンドリングが必要になる。 

・フィルム巻き、袋詰めとすることで、臭気、

荷こぼれ防止となるが、設置面積、維持管

理費の増加となるため考慮が必要である。 
 

  

圧縮箱 

圧縮シリンダ 

圧縮された有価物 

ゲート 

モータおよび油圧ユニット 

有価物 

結束用バンド 

ペットボトル 

圧縮されたペットボトル 

結束用バンド 

プラスチック類・紙類 

圧縮された 

プラスチック類 

紙類 

再生設備 
三方締め 

ペットボトル圧縮梱包機 

プラスチック類・紙類圧縮梱包機 

発泡スチロール減容機 

金属圧縮機 二方締め 

一方締め 
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（５）搬送設備 

搬送設備は、コンベヤ、シュート等からなり、ごみを円滑に搬送するものです。搬送物の種類、形

状、寸法を考慮し、飛散、ブリッジ、落下等が生じない構造とする必要があります。また、粉じん、

騒音、振動をできるだけ外部に出さない配慮も必要です。 

 

ア シュート 

処理物はその特性が多種多様であるため、搬送中の挙動も多様です。畳や布団のように、破砕す

ることにより堆積が増大する物もあるため、シュートの容積計画には特に注意が必要です。また、

ブリッジが生じたときや、処理物が発火したときの対処のため、要部に点検口を設けることが必要

です。 

 

イ コンベヤ 

コンベヤには、振動コンベヤ、ベルトコンベヤ、エプロンコンベヤ、バケットエレベータ、ロー

ラコンベヤ、スクリューコンベヤ、パイプコンベヤなど、搬送物に適した多くの形状・機能のもの

があります。 

コンベヤ幅、傾斜角度等の決定には搬送物の種類、搬送量、形状、寸法等を考慮するとともに、

落下飛散防止や安全に対する配慮も必要です。特に高速回転式破砕機では、破砕処理物がハンマ等

に打たれて出口から勢いよく飛び出してくることがあるため、機械的な強度を備えるか、配置上の

工夫をする必要があります。 

破袋機、低速回転式破砕機、高速回転式破砕機においては、処理対象物に力が加わることで発火

することがあり、コンベヤのベルト材質を難燃性のものとする必要があります。また、出火時、防

じんカバーを設けたコンベヤ上は、煙突効果により延焼を早める場合があります。消火活動を容易

にするため、出火時には防じんカバーを簡単に取り外せる構造とするとともに、複数個所に点検口

を設けるほか、火災検知器や消火散水設備を設置する必要があります。 

ベルトコンベヤやバケットエレベータ等は、搬送ごみの一部がコンベヤ終端部で戻り方向に引き

込まれることを予め考慮した構造とし、戻りごみの清掃のため、カバー・受け箱・清掃口などを設

置する配慮が必要です。また、散水ノズルや各種検知器の清掃・点検時の作業性も考慮する必要が

あります。 

 

表 ３-17  コンベヤの種類 

搬送設備（コンベヤ） 

【振動コンベヤ】 

 

【ベルトコンベヤ・エプロンコンベヤ】 
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（６）貯留・搬出設備 

貯留・搬出設備は、破砕・選別されたごみ及び有価物を一時貯留するもので、貯留バンカ方式、ス

トックヤード方式、コンパクタ方式、ドラム貯留方式、コンパクタ・コンテナ方式、ピット及びサイ

ロ方式等があります。 

 

表 ３-18  貯留・搬出設備の種類 

貯留・搬出設備 

型式 貯留バンカ方式 

概要 

貯留バンカは、一般には鋼板製溶接構造のものである。貯留容

量は、搬出車両 1台以上の容量とすることが望ましい。 

バンカ内でブリッジが発生しないよう、下部の傾斜角度、開口

部寸法、扉とその開閉方式に配慮する必要がある。 

バンカに落下する際、及び搬出車への積み込み時に粉じんが発

生しやすいため、バンカは専用室内に設ける（搬出車が入れる

奥行が必要となる）、集じん用フードを設け集じんを行う、防

じん用の散水装置を設ける等の工夫が必要となる。 

また、破砕設備内で発火したものがそのまま搬送され、バンカ

内で火災の発生に至ることもあるため、火災対策として散水装

置等の消火設備を設ける必要がある。 
 

型式 ストックヤード方式 

概要 

一般にはコンクリート構造で、壁で仕切られた空間にごみを貯留するものである。同じ面積

でも貯留バンカより大きな容量を貯留することができるが、搬出車に積み込むためのショ

ベルローダーやフォークリフトが必要となる。（ショベルローダーによる床や壁の損傷防止

を行う必要がある。）貯留バンカ方式と同様に、発じん防止と火災防止を行うことが望まし

い。 

型式 コンパクタ方式 

概要 

圧縮室付ステーショナリコンパクタで、ホッ

パ内に貯められた破砕物を適量ずつ圧縮減

容した後、搬出車の荷台上へ押し出し搬送そ

するものである。 

 

 

型式 ドラム貯留方式 

概要 

破砕・選別された可燃物・不燃物等を一時貯

留することができるとともに、貯留しながら

搬出することができる、パッカー車を搬出車

両として利用することが可能である。 

 

型式 コンパクタ・コンテナ方式 

概要 

可燃物等の搬送効率を高めるため、コンテナ

に圧縮して詰め込み、脱着装置付きコンテナ

専用車で搬送するものである。 

 

 

型式 ピット方式 

概要 
コンクリート製のピットで、貯留量はかなり多く、長期間の貯留が可能である。搬出車への

積み込みのため、クレーンが必要である。 
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型式 サイロ方式 コンテナ方式 

概要 

ピット方式と同様、貯留量はかなり多くとれ

る。定量排出する装置（スクリューフィーダ

等）を設けたものもある。 

 

 

不燃物やカレット等、単位体積重量が大きい

物の場合、圧縮せずに直接コンテナに積み込

む方法である。コンテナへの落下時に粉じん

が発生しやすいため、発じん防止の工夫をす

ることが望ましい。 

 

型式 焼却施設のごみピット利用方式 

概要 

焼却施設と併設される施設では、可燃物を直接焼却施設のごみピットに排出する方式が多

く採用されている。この排出方式には、コンベヤ方式や空気輸送方式等があり、排出物の性

状、量及び立地条件等を考慮して決定する必要がある。 

 

ア 破砕鉄貯留・搬出設備 

破砕鉄は、現有施設と同様に、貯留バンカ方式とします。 

 

イ 破砕アルミ貯留・搬出設備 

破砕アルミも、破砕鉄と同様に、貯留バンカ方式とします。 

 

ウ 破砕残渣貯留・搬出設備 

破砕残渣は、貯留バンカ方式と、焼却施設のごみピット利用方式を検討します。 

まず、貯留バンカ方式とした場合の、必要貯留容量と搬出回数を検討します。搬出回数は、10t車

想定で 12.1回/日と想定されます。積込及び搬送・投入に要する時間を約 30分と想定すると、1日

に可能な搬送回数は破砕工場の運転時間 5 時間の中で約 10 回となります。したがって、円滑に搬

送を行うには、破砕残渣貯留バンカが約 2基必要となります。 

 

表 ３-19  破砕残渣の必要貯留容量及び搬出回数検討 

①貯留容量（m3/日） 193.6 各ごみ種について、 
破砕残渣の発生量×変動係数÷単位体積重量÷249日 

で算出した貯留量の和 
なお、破砕残渣の量は、将来ごみフローより破砕系及び資源
系からの可燃物＝5,638t/年と想定した。 
・破砕残渣 5,638t/年 
(変動係数 1.29, 単位体積重量 0.15※) ⇒ 194.7m3/日 

※他事例より 

②貯留バンカ有効容量（m3） 16 10t車積込用を想定, 有効容量は容積の 80%と想定 

③搬出回数（回/日） 12.2 10t車 16m3を想定, 小数点以下第 2位切り上げ 

 

以下に、貯留バンカ方式と、焼却施設のごみピット利用方式を比較します。どちらの方式を採用

するのが合理的か、焼却施設との位置関係にもよりますが、原則、現有施設と同様、焼却施設のご

みピット利用方式とします。 
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表 ３-20  破砕残渣の貯留及び搬出方法の検討 

型式 貯留バンカ方式 焼却施設のごみピット利用方式 

メリット 
・ コンベヤ設置が不要。 

・ 搬送途中の落じんが少ない。 

・ バンカ設置が不要。（ただし、緊急時用

に 1基は設置することが望ましい。） 

デメリット 

・ 10tダンプ車 2台と運転手 2人が必要。 

・ 貯留バンカ 2基の設置が必要。バンカ

設置のため建築面積が大きくなる。 

（バンカ 1基あたり約 50m2 5.0m×10.0m） 

・ 搬送途中の落じんが少ないよう、搬送

設備の種類（コンベヤ又は空気輸送）

や、コンベヤ方式の場合は乗継ぎ部に

注意が必要。 

・ 搬送設備での火災防止等に留意が必要。 
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（７）集じん・脱臭設備 

ごみの処理には直接的に関係する設備ではありませんが、その他の設備として、ここでは集じん・

脱臭設備を取り扱います。破砕施設においては、粉じんの発生量が多くなりやすく、施設内環境対策

として集じんや脱臭を行うことが一般的です。 

集じん設備は、集じん率や維持管理性を考慮し、新ごみ処理施設ではサイクロン・バグフィルタ併

用方式（サイクロンで大径の粉じんを集じん後、バグフィルタで小径の粉じんを集じんする方法）、

脱臭設備は、通常は活性炭を利用したものが使用され、新ごみ処理施設でも活性炭方式を採用します。 

 

 

図 ３-5  集じん・脱臭設備の種類 

 

表 ３-21  集じん設備の種類 

集じん設備 

型式 遠心力集じん器（サイクロン） ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

概要 

遠心力を利用して、粉じんを含む排気に重力

よりはるかに大きい加速度を与えると、粉じ

んと排気との分離速度が自重による沈降に

比べて大きくなる性質を利用した集じん器

である。 

集じん率は 75～85%であり、単独では集じん

性能が高くない。 

 

ろ布（織布・不織布）表面に体積した粒子層

で排気中の粉じんを捕集するものである。ろ

布に粉じんが堆積することにより圧力損失

が上昇した場合、払い落としを行い性能を維

持する。 

集じん率は 90～99%と高いが、破砕施設では

大径のダストも多く、単独だと目詰まりを起

こしやすくなる。 

 

  

集じん設備 

サイクロン単独方式 

バグフィルタ単独方式 

サイクロン・バグフィルタ併用方式 

脱臭設備 活性炭方式 

集じん・脱臭設備 
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（８）防爆対策及びリチウム電池混入による火災等に対する安全対策 

破砕機の種類によっては高速で駆動するものもあり、金属物との衝撃で発生する火花によって、可

燃物に引火したり、爆発性危険物がごみ中に混在していると爆発を起こしたりする危険性があります。

一般的には、ガスボンベ、スプレー缶、アルミニウム粉末、有機溶剤(シンナー等)、使い捨てライタ

ー、ガソリン、灯油などが、引火性・爆発性危険物とされます。 

未然の防止として、搬入されるごみに危険物が混入しないよう啓発を行うことが重要ですが、啓発

を行ったとしても、完全に混入を防ぐことは困難であるため、危険物の混入や、破砕工程上での引火・

爆発を前提とした対策が必要となります。 

以下に、引火対策・爆発対策の一例を示します。 

 

表 ３-22  主な引火対策・爆発対策の例 

 対策内容 

危険物が投入されない 

ようにするための予防 

・ ごみを破砕機に投入する前に、プラットホーム上に一度ごみを積降ろし

て、作業者の目視確認および手選別により、危険物を除去する。 

・ ダンピングボックス式供給装置上に積降ろして、作業者の目視確認およ

び手選別により、危険物を除去する。 

・ 破砕機への供給コンベヤ上で、目視や X線により確認し、危険物を除去

する。 

・ 高速回転式破砕機の前に、低速回転式破砕機を設置し、前処理・粗破砕

を行う。                                                   など 

危険物が投入された場合 

の引火・爆発予防 

・ 破砕機内部への希釈空気の吹き込みや、運転による機内換気機能を破砕

機に持たせるなど、機内の可燃性ガスの濃度を薄め、爆発限界外に保持

する方法。 

・ 破砕機内部に不活性ガス(蒸気等)を吹き込むことにより酸素濃度を低

くし、可燃性ガスの爆発限界外保持する方法                   など 

引火・爆発が発生して 

しまった場合の対策 

・ 粉じん対策を兼ねた消火散水装置、消火器、消火栓等を効率よく設ける。 

・ 引火を速やかに発見できるよう、搬送コンベヤ上等の適切な箇所に炎検

知器等を設ける。 

・ 搬送コンベヤ上で引火した場合に速やかに消火活動を行えるよう、適切

な箇所に点検口を設ける。 

・ 爆風圧をすみやかに逃がすための爆風の逃がし口を破砕機等に設ける。

逃がし口の面積は広くとるようにする。 

・ 破砕機本体から出た爆風を破砕機室外へ逃がすため、建屋側にも逃がし

口を設ける。                                               など 

 

【参考：リチウムイオン電池が押しつぶされ、ショート・発火するイメージ】 

 
出典：公益社団法人日本容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池等の発火物が原因になる発煙・発火トラブル」より 
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【参考：リチウムイオン電池の発火原因（破砕工場での原因となりうるものを抜粋）】 

・ 電池や電池パックが破損すると、発熱、破裂、発火の原因になる。 

・ リチウムイオン二次電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時は、直ちに火気より遠ざける必要

がある。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になる。 

・ 長い時間使用しない時は、電池を機器から取り出しておく必要がある。機器の漏れ電流により過

放電に至る可能性があるため、機器から外して湿気の少ないところに保管するか、機器から取り

外せない場合は完全に電源を切る必要がある。 

・ 電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管したりする

と、電池のプラス極とマイナス極に鍵などの金属がふれ、ショートして大きな電流が流れ、発熱、

破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどして危険である。 

・ 電池や電池パックに強い衝撃が加わると、リチウムイオン二次電池が変形したり、リチウムイオ

ン二次電池に組み込まれている保護機構が壊れたりし、発熱、破裂、発火の原因になる。釘が刺

さったり、ハンマで叩かれたり、踏みつけられたりすることで、変形、保護機構が破損する可能

性があり、発熱、破裂、発火の原因になる。 

・ 熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷したりすると、発熱、破裂、発火の原

因になる。 

・ 電池が火中に投入されると、破裂や発火し非常に危険である。また、電池が加熱されると、液漏

れ、破裂、発火などが起こる場合がある。 

・ 電池が水、ジュースなどの液体で濡れると、リチウムイオン二次電池に組み込まれている保護回

路が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になる。 

出典：一般社団法人電池工業会「リチウムイオン二次電池の安全で正しい使い方」より 

 

【参考：ニッケル水素電池・ニカド電池の発火原因（破砕工場での原因となりうるものを抜粋）】 

・ 電池や電池パックが破損すると、発熱、破裂、発火の原因になる。 

・ 電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管したりする

と、電池のプラス極とマイナス極に鍵などの金属がふれ、ショートして大きな電流が流れ、発熱、

破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどして危険である。 

・ 電池の外装チューブに傷が付くと、ショート（短絡）状態となり易く、電池が液もれ、発熱、破裂

する原因となる。 

・ 電池が火中に投入されると、破裂や発火し非常に危険である。また、電池が加熱されると、液漏

れ、破裂、発火などが起こる場合がある。 

・ 電池が水、ジュースなどの液体で濡れると、ショートしたり、さびたりする。 

・ 電池や電池パックに強い衝撃が加わると、変形して内部ショートし、液漏れ、発熱、破裂の原因

になる。 

・ 湿度が高いと電池に露（水分）がつき、ショートすることがある。 

出典：一般社団法人電池工業会「ニッケル水素電池、ニカド電池の安全で正しい使い方」より 

 

【参考：一次電池の発火原因（破砕工場での原因となりうるものを抜粋）】 

・ 電池が破損すると、発熱、破裂、発火の原因になる。 

・ 電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管したりする

と、電池のプラス極とマイナス極に鍵などの金属がふれ、ショートして大きな電流が流れ、発熱、

破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどして危険である。また、ボタン電池が 9V

形電池のプラス、マイナス端子部に挟まりショートすると、電池が充電または過放電され破裂や

発火するなどして危険である。 

・ 電池が火中に投入されると、破裂や発火し非常に危険である。また、電池が加熱されると、液漏

れ、破裂、発火などが起こる場合がある。 

・ ジュースなど液体で電池を濡らすとショートしたり、さびたりする。組み込まれている保護回路

が壊れて発熱、破裂、発火する恐れがある。 

・ 電池や電池パックに強い衝撃が加わると、変形して内部ショートし、液漏れ、発熱、破裂の原因

になる。 

・ 湿度が高いと電池に露（水分）がつき、ショートすることがある。 

出典：一般社団法人電池工業会「一次電池（乾電池・ボタン電池・リチウム一次電池）の安全で正しい使い方」より 
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第４章  処理方式等の検討 

 

１ 焼却施設の処理方式 

（１）検討対象とする処理方式の抽出 

検討対象とする処理方式を抽出します。抽出の流れについては、以下のとおりです。 

  

表 ４-1  ごみ処理施設の処理方式別の検討 

 熱処理方式 原燃料化処理 焼却灰処理方式 

原理・特徴 
・ ごみを高温により燃焼ま

たは溶融する方式 
・ ごみを熱または微生物の働き

により分解する方式 
・ 熱処理方式により発生した

灰を処理する方式 

理念１：環境
保全に配慮し
地球温暖化防
止に貢献する
施設 

排ガス中の有害
物質 

◎ 有害物質除去装置、ろ過
式集じん器(バグフィル
タ)等により、法規制値よ
り厳しい公害防止条件に
対応可能。 

◎ 有害物質除去装置、ろ過
式集じん器(バグフィル
タ)等により、法規制値よ
り厳しい公害防止条件に
対応可能。 

◎ 有害物質除去装置、ろ過
式集じん器(バグフィル
タ)等により、法規制値よ
り厳しい公害防止条件に
対応可能。 

排ガス量 ○ 排ガス量は、ごみ中の可燃
分の量に応じて、燃焼に伴
い発生する。 

◎ ごみ中の可燃分のうち、
固形燃料や有機肥料等の
資源物となる部分は、排
ガスは発生しない。資源
物とならない部分（処理
残渣）については、熱処理
が必要となり、その分は
排ガスが発生する。 

△ 燃料の燃焼に応じて、排
ガスが発生する。 

 排水・悪臭 ◎ 排水は処理設備により基
準値を遵守した上で排出
するため、公害の発生は
ない。 
悪臭は、稼働時はごみピッ
トの悪臭空気を燃焼空気
として使用し、酸化脱臭す
ることにより対応可能。
（休炉時は脱臭装置にて
対応。） 

○ 処理において排水が発生
するが、熱処理方式と同
様に排水処理設備におい
て対応可能。 
悪臭については、常時脱
臭装置を稼働させること
により対応する必要があ
る。 

◎ 対象物には有機分はほと
んど残っておらず、悪臭
の発生は小さい。 

 最終処分量の減
量化 
 

△ ガス化溶融方式であれ
ば、スラグ・メタル化する
ことにより最終処分量は
小さくなるが、焼却方式
の場合は主灰及び飛灰処
理物の最終処分は必要と
なる。（より小さくするに
は、灰資源化方式を併用
する必要がある。） 

○ 本市の新ごみ処理施設か
ら発生する最終処分量と
しては小さくなる。（処理
残渣の焼却時には、その
分の最終処分量が発生す
るため、ゼロにはならな
い。）ただし、固形燃料の
利用先において焼却残渣
の発生はある。 

◎ 焼却のみあれば最終処分
することとなる焼却灰
を、有効利用可能な形態
とすることにより、最終
処分量は大きく減少す
る。 

 処理工程でのエ
ネルギー回収の
有無、及び省エ

○ 蒸気、温水での熱回収が
可能であり、また発電も
可能である。（ただし、コ

△ 処理工程でのエネルギー
回収はできない。（ただ
し、資源物として燃料を

× 処理のためにエネルギー
を投入する必要があり、
エネルギー有効利用や省

処理 

方式 

【原燃料化処理】 

炭化 亜臨界水処理 メタン発酵 堆肥化 

【熱処理(同規模で実績のあるごみ処理技術)】 

焼却方式 
ストーカ式    流動床式 

ガス化溶融 
シャフト式    流動床式 

飼料化 

【焼却灰処理(資源化)】 

焼却＋メタン発酵方式 

普通ポルトランド 
セメント原料化 焼成 溶融 山元還元 
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 熱処理方式 原燃料化処理 焼却灰処理方式 

ネルギー ストメリットも含む効率
的な熱回収のためには、
ごみ量が多く 100t/日以
上である必要がある。） 

回収することは可能であ
り、小規模施設でも一定
のエネルギー回収が可能
であるという利点があ
る。） 

エネルギーの視点からは
デメリットがある。 

 資源回収の有無 △ 焼却方式の場合、回収で
きる資源物はない。ガス
化溶融の場合はスラグ・
メタルを回収可能であ
る。スラグは路盤材やコ
ンクリート用骨材等で使
用可能であり、メタルは
金属資源として再生利用
可能。 

○ 処理方式に応じた資源物
の回収が可能。（炭化物等
の固形燃料、バイオ燃料、
可燃性ガス、有機肥料、飼
料等） 

○ 処理方式に応じた資源物
の回収が可能。（セメント
原料、スラグ、人口砂、金
属資源等） 

 エネルギー・回
収資源の利用先
確保の容易さ 

○ 余熱利用設備の整備によ
り、利用先確保は比較的
容易。ガス化溶融方式の
場合の、スラグは安定的
な利用先確保が必要とな
るが、公共事業で優先的
に使用することにより一
定の確保は可能。 

△ 資源物の安定的確保に課題
がある。メタン発酵＋バイ
オガス発電設備を整備する
場合は施設内で完結する
が、燃料や肥料を製造する
方式の場合は、安定的に利
用可能な事業者を、継続的
に確保する必要がある。 

△ 製造される資源物（セメ
ント原料、スラグ、人口
砂、金属資源等）の公共事
業で優先的に使用するこ
とにより一定の確保は可
能。 

 温室効果ガス △ CO2 は、ごみ中の可燃分の
量に応じて、燃焼に伴い発
生する。 

 

○ 本市の新ごみ処理施設か
ら発生する CO2 排出量は
小さくなる。（処理残渣の
焼却時には、その分の CO2
が発生するため、ゼロに
はならない。）ただし、固
形燃料の利用先において
は CO2が発生する。 

× 燃料の燃焼に応じて、CO2
が発生する。 

 建築面積 ○ 熱処理施設のみの整備と
なるため、コンパクトな
施設となる。 

△ 原燃料化処理施設の他、処
理残渣の熱処理施設が必
要となるため、施設の面積
は大きくなる。（残渣処理
を外部委託することも考
えられるが、本市の規模で
は委託先の確保も困難。） 

△ 焼却施設に加えて灰資源
化施設を整備することと
なるため、施設の面積は
大きくなる。（本市では熱
処理施設の整備を行い、
灰資源化は外部委託する
場合はこの限りではな
い。） 

理念２：安
全・安心・安
定的な処理が
確保できる施
設 

ごみ質変動への
対応 

◎ 処理方式によって差はあ
るが、基本的に幅広いご
み質に対応可能。ただし、
焼却＋メタン発酵方式
は、収集時の分別精度が
高く求められる。 

△ 対応可能なごみ種・ごみ質
には制限があり、収集時の
分別精度が高く求められ
る（基本的には有機性廃棄
物のみを処理対象とする
ため、金属等の不適物混入
は望ましくない）ほか、処
理前の破砕等処理が必要
となるものもある。 

－ (処理対象はごみではない) 

 ごみ量変動への
対応 

◎ ごみピット及び運転管理
によって対応は可能。 

○ 基本的には熱処理方式と
同様ではあるが、微生物を
利用する処理方式の場合
は、一定量を処理し続ける
必要がある。 

－ (処理対象はごみではない) 

 事故・緊急停止
時の安全性・危
機管理 

◎ 緊急停止時には施設が安
全に自動停止するシステ
ムを備えている。爆発を
起こしうる可燃性ガスの
取り扱いもない。 

○ 基本的には熱処理方式と
同様ではあるが、処理不適
物の混入が多い場合、機器
内でのトラブルが生じや
すい。また、可燃性ガスを
製造する処理方式の場合、
取扱いには配慮が必要。 

◎ 緊急停止時には施設が安
全に自動停止するシステ
ムを備えている。 

 維持管理性 ◎ 施設全体の機器の自動運
転が可能であり、省力化
が可能。 

△ 整備実績が少ないことによ
り、維持管理のためのノウ
ハウの蓄積が必要となる。 

◎ 施設全体の機器の自動運
転が可能であり、省力化
が可能。 
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 熱処理方式 原燃料化処理 焼却灰処理方式 

 他都市実績 
 

◎ 最も多い。 △ 事例は少ない。特定の処
理方式を限定した場合に
は、対応可能なプラント
メーカーが少なくなるた
め、競争性が働きにくく
なることにも留意が必要
となる。 

○ 自治体において焼却施設
と灰溶融施設を併設する
事例は、近年では非常に
少ない。 
外部委託であれば、焼却
灰のセメント原料化は、
広く行われている。 

理念３：災害
廃棄物等処理
への対応がで
きる施設 

災害廃棄物処理
への対応可能性 

◎ 処理対象廃棄物が広範で
あり、災害時の災害廃棄
物の処理対応が可能であ
る。 

△ 対応可能なごみ種には制
限が多いため、災害廃棄
物の処理には適さない。 

－ (処理対象はごみではない) 

災害時のエネル
ギー供給 

◎ 本市の規模であれば熱回
収・発電により、災害時の
エネルギー供給可能量が
可能。 

◎ バイオガス発電であれ
ば、熱処理方式と同様に
災害時のエネルギー供給
が可能。燃料を製造する
方式では、利用先の施設
が稼働していれば有効利
用可能。 

× 処理のためにエネルギー
を投入する必要がある。 

 

 
 

【留意しなければならないこと】 

• 安定稼動性 

- 維持管理が容易で、不具合の発生が少ないこと。 

(計画するごみ処理施設は市唯一の施設である。万一、不具合等で処理が止まった場合、公衆衛

生への影響が多大とならないようにする必要がある。) 

- 地震等の大災害に備え、災害廃棄物も含めた処理が可能であること。 

• 環境保全性 

- ごみの無害化・安定化性能、減容化性能 

- 排ガス・排水・騒音・悪臭・振動等の発生抑制 

- 地球温暖化対策 

• 資源保全性 

- 熱エネルギーの回収 

- 焼却残渣中のマテリアルの回収 

- 回収資源の利用先確保 

• 経済性 

- イニシャルコスト(施設整備費)・ランニングコスト(運営・維持管理費)の低減        など 

「焼却方式」「ガス化溶融方式」「焼却＋メタン発酵方式」を対象とし、処理方式の評価を行います。 

・熱処理方式では、余熱利用設備の整備により、熱エネルギーを電気等に変換することによって、利

用先確保が容易となるが、原燃料化処理では、燃料や肥料等の生成物の引取先を継続的に確保する必

要がある。 

・他都市実績では、熱処理方式が最も多い一方、原燃料化処理は事例が少なく、競争性が働きにくい。 

・災害廃棄物など大きいものが入ってくることを考慮すると、熱処理方式のストーカ処理方式が有利

である。 

・「原燃料化処理方式」だけで可燃ごみの処理は完結しないため、「熱処理方式」を主体として検討するこ

とが望ましい。ただし、焼却施設にメタン発酵施設を併設する方式は交付金優遇もあるため、まずは検

討から除外しない。 

・本市は最終処分場を有しており、また大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入も行なっているため、

焼却灰は主に埋立処分を前提としており、焼却灰処理方式は費用対効果が見込めない。 

（一部の焼却灰については、現在も行っている資源化処理(セメント化)を継続する。） 
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（２）処理方式の比較評価（熱処理方式の比較） 

 

「ストーカ式焼却方式」、「流動床式焼却方式」、「シャフト式ガス化溶融方式」、「流動床式ガス化溶融方式」「焼却＋メタン発酵方式」の 5 方式について、施設整備の基本的な考え方である「理念１：環境保全に配慮し地球温

暖化防止に貢献する施設」「理念２：安全・安心・安定的な処理が確保できる施設」「理念３：災害廃棄物等処理への対応ができる施設」「理念４：経済性に優れた施設」の 4つの視点から評価を行いました。 

 

表 ４-2  焼却施設における熱処理処理方式の比較 

  ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式 シャフト式ガス化溶融方式 流動床式ガス化溶融方式 焼却＋メタン発酵方式 

 想定施設規模 ・ 施設規模は 315t/日 
・ 処理量は 76,330t/年 

・ 施設規模は 315t/日 
・ 処理量は 76,330t/年 

・ 施設規模は 315t/日 
・ 処理量は 76,330t/年 

・ 施設規模は 315t/日 
・ 処理量は 76,330t/年 

・ 施設規模は 312t/日 
＋メタン発酵設備 31.5t/日 

・ 焼却処理量は 75,567t/年（1%減） 

理念１：環境保全
に配慮し地球温暖
化防止に貢献する
施設 

排ガス中の有害物質 ◎ 自動燃焼制御、有害物質除去装置、ろ
過式集じん器(バグフィルタ)等によ
り、法規制値より厳しい公害防止条
件に対応可能。 

◎ 瞬時燃焼であり、排ガス中の有害物質
濃度はごみ質の変動を受けやすいが、
排ガス処理設備により一定の対応が可
能。 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 
 

◎ 流動床式焼却方式に同じ。 
 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 
 

 排ガス量 ○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程
度か少し多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

○ 排ガス量は、ガス化溶融と比べて同程
度か少し多い。(空気比 1.3～1.5程度） 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少な
い。(空気比 1.3程度) 

◎ 低空気比運転により排ガス量は少な
い。(空気比 1.3 程度) 

○ 焼却施設の規模が若干小さくなる(約
5t/日減)ため、ガス量が若干小さくな
るが、ストーカ式焼却方式と基本的に
は同じ(空気比 1.3～1.5程度)である。 

 排水・悪臭・騒音・振動 ◎ プラント排水は、施設内で循環利用
し、無放流とすることが可能。ただ
し、発電効率の向上のためには循環
利用をしないことが望ましい。 
悪臭は、稼働時はごみピットの悪臭空
気を燃焼空気として使用し、酸化脱臭
した後、煙突から放出するため対応可
能。（休炉時は脱臭装置にて対応。） 
騒音・振動は、低騒音機器の採用、独
立基礎、防音壁、サイレンサー等によ
り対応可能。 

◎ 同左 ○ 悪臭・騒音・振動は、焼却方式と同等
であるが、排水は、スラグ冷却のため
に水を使用することから排水処理量
が大きくなる。 

○ 同左 ◎  悪臭・騒音・振動はストーカ式焼却
方式と同じく、設備により対応可能
であるが、発酵において水を使用す
るため排水処理量が大きくなる。 

 最終処分量の減量化 
 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%であ
る。（内訳は、主灰が約 8%、キレート
を含む搬出飛灰量が約 4%である。）※ 

△ 主灰・飛灰は処理量あたり約 12%であ
る。（内訳は、主灰が約 3%、キレート
を含む搬出飛灰量が約 9%である。）※ 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理
量あたり約 4%である。※ 

 

○ キレートを含む搬出飛灰量は、処理
量あたり約 4%である。※ 

△ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 エネルギー回収の有無 ◎ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、
また発電も可能である。 

 

○ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、
また発電も可能である。ただし、瞬時
燃焼のため蒸気量の変動があり、発
電が安定しない可能性がある。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、
また発電も可能である。ただし、大量
の補助燃料(コークス)が必要であ
り、エネルギー消費が大きい。 

△ 蒸気、温水での熱回収が可能であり、
また発電も可能である。ただし、補助
燃料が必要である場合は、エネルギ
ー消費が大きくなる。 

◎ メタンガスによる発電（350kWh/処理
t以上）により総合効率はストーカ式
焼却方式を上回る。 

 資源回収の有無 △ 回収できる資源物はない。 
 

△ 回収できる資源物はない。 
 

○ JIS 基準への適合が可能なスラグ・メタ
ルを生成する。（処理量あたり、スラグ発
生量は約9%、メタル発生量は約1.3%※） 

○ JIS基準への適合が可能なスラグ・メタル
等が生成される。処理量あたり、スラグ発
生量は約3%、メタル発生量は約0.5%※） 

△ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 エネルギー・回収資源の利用先確保の容
易さ 

◎ 余熱利用設備の整備により、利用先
確保は比較的容易。 

 

◎ 同左 △ スラグは、路盤材やコンクリート骨
材などの利用が可能であるが、安定
的な利用先の確保が必要である。 

△ 同左 ◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 省エネルギー ◎ 処理量あたりの電気使用量は、ガス化溶
融に比べて小さい。（平均 179kWh/t※） 

◎ 同左 △ 処理量あたりの電気使用量は、焼却
に比べて大きい。（平均 346kWh/t※） 

△ 同左 ○ 焼却方式に対してメタン発酵に係る
動力分が大きくなる。 

 温室効果ガス ○ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分
の CO2削減に貢献可能。 

 

○ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分
の CO2削減に貢献可能。 

△ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分
の CO2削減に貢献可能。ただし、補助
燃料としてコークスが必要であり、
コークス由来の CO2が発生する。 

△ CO2は焼却に伴い発生するが、発電分
の CO2削減に貢献可能。ただし、ごみ
の自己熱での溶融が困難である場
合、補助燃料が必要であり、補助燃料
由来の CO2が発生する。 

◎ 直接排出は、焼却方式と同等である
が、発電分の CO2削減量は大きい。 

 
 

建築面積 ◎ 規模あたりの建築面積は、ガス化溶融と
比べて小さい。（約 6,038㎡） 

◎ 規模あたりの建築面積は、ガス化溶融と
比べて小さい。（約 6,017㎡） 

△ 規模あたりの建築面積は、焼却と比べ
て大きい。（約 6,969㎡） 

△ 規模あたりの建築面積は、焼却と比べ
て大きい。（約 6,969㎡） 

△ 焼却方式に比べ、メタン発酵＋ガス発
電設備があり大きい。（約 7,538㎡） 

理念２：安全・安
心・安定的な処理
が確保できる施設 

ごみ質変動への対応 ◎ 緩やかな燃焼により対応可能。雑多
なごみが混じっていても処理が可
能。 

△ 瞬時燃焼であるため、ごみ質や量によっ
て、発生する排ガスへの影響が大きい。 
また、破砕(前処理)によりごみを 10～
30cmにする必要がある。 
特に泥状廃棄物の焼却に適している。 

◎ 可燃物だけでなく不燃物にも対応可
能。 

△ 瞬時燃焼であるため、ごみ質や量によっ
て、発生する排ガスへの影響が大きい。 
また、破砕(前処理)によりごみを 10～
30cmにする必要がある。 
特に泥状廃棄物の焼却に適している。 

○ 対応可能であるが、発酵不適物が多
い場合にスクリーン部における閉塞
トラブルが生じやすい。 

 ごみ量変動への対応 ○ ごみピット及び運転管理によって対応
が可能。（処理方式によって差はない。） 

○ 同左 ○ 同左 ○ 同左 ○ 同左 
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  ストーカ式焼却方式 流動床式焼却方式 シャフト式ガス化溶融方式 流動床式ガス化溶融方式 焼却＋メタン発酵方式 

 事故・緊急停止時の安全性・危機管理 ◎ 緊急停止時には施設が安全に自動停
止するシステムを備えている。爆発
を起こしうる可燃性ガスの取り扱い
もない。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、緊急時には安全に自動
停止が可能。ただし、長期停止をする
と、炉内においてスラグ固化が起き
る場合がある。 

○ 同左 ○ 焼却方式と基本的に同じである。た
だし、対応可能であるが、発酵不適物
が多い場合にスクリーン部における
閉塞トラブルが生じやすい。 

 維持管理性 ◎ 施設全体の機器の自動運転が可能で
あり、省力化が可能。 

◎ 同左 ○ 焼却と同様、自動運転による省力化
が可能。ただし機器点数が多く、複雑
であるため、より高度な技術が必要。 

○ 同左 △ 焼却方式と基本的に同じである。た
だし、メタン発酵関連設備について
の維持管理が加わることになる。 

 他都市実績 
※2013年度以降竣工の施設を対象に調査 

◎ 竣工済が約 140件（2021年 7月時点）、
うち本市と同程度の規模（1炉あたり約
100t/24h以上）は 64件と多く、可燃ご
みの処理方式として一般的であり、最
も採用事例が多い。 

△ 竣工済が 4件（2021年 7月時点）、ある
が、2005年度～2012年度まで新設事例
がなく、2013年度以降が 2件と実績が
少ない。また、本市と同程度の規模（1
炉あたり約 100t/24h以上）の新設事例
も 2件と少ない。 

○ 竣工済が約 40 件（2021 年 7 月時点）
と実績は少なくない。うち本市と同程
度の規模（1炉あたり約 100t/24h以上）
は 17件である。最終処分場の確保が困
難な都市で採用される事例が多い。 

○ 竣工済が約 30件（2021年 7月時点）と
実績は少なくない。うち本市と同程度
の規模（1炉あたり約 100t/24h以上）
は 11件である。最終処分場の確保が困
難な都市で採用される事例が多い。 

△ 近年、国から補助金が優遇されるなど
推進されているが、竣工済が 4件（2021
年 7 月時点）とまだ実績は多くない。
（なお併設の焼却施設は、流動床式焼
却方式そのものの事例が近年非常に少
ないこともあり、いずれもストーカ式
焼却方式である。） 

理念３：災害廃棄
物等処理への対応
ができる施設 

災害廃棄物処理への対応可能性 ◎ 処理対象廃棄物が広範であり、災害
時の災害廃棄物の処理対応が可能で
ある。近隣他都市でも採用されてい
る処理方式であり、ごみ分別も似通
いやすいため、災害時の広域連携を
図りやすい。 

○ 対応可能。ただし破砕によりごみを
10～30cmにする必要がある。 
ストーカ式焼却方式と同じく、近隣
他都市とごみ分別が似通いやすいた
め、災害時の広域連携を図りやすい。 

○ 炉内はかなりの高温となるため、ホ
ッパ入り口を通過できるものであれ
ば、金属製品であっても投入可能で、
災害廃棄物への対応性は最も高い。 
ただし、本方式を採用する場合、ごみ分
別は近隣他都市とは異なりやすいた
め、災害時の広域連携を図りにくい。 

○ 可燃物だけでなく不燃物にも対応可
能であるため、災害廃棄物には有効。
ただし破砕によりごみを 10～30cmに
する必要がある。 

◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

 災害時のエネルギー供給 ◎ 処理量あたり余剰電力量はガス化溶
融と比べて多いため、災害時のエネ
ルギー供給可能量も多い。 

◎ 同左 ○ 処理量あたり余剰電力量は焼却と比
べると少ないため、災害時のエネル
ギー供給可能量も比較的少ない。 

○ 同左 ◎ ストーカ式焼却方式に同じ。 

理念４：経済性に
優れた施設 

①施設整備費（税抜き） 
 

指数＝   92 
 

指数＝   92 
 

指数＝  112 
 

指数＝   92 
 

指数＝  118 
 

※ストーカ焼却の
総費用を指数＝
100としたとき
の比率で表示 

②定期整備補修費（税抜き） 
・比較対象期間は 20年間 

指数＝   31 
 

指数＝   31 
 

指数＝   54 
 

指数＝   83 
 

指数＝   40 
 

③運転・管理委託費（税抜き） 
・比較対象期間は 20年間 

指数＝   26 
 

指数＝   26 
 

指数＝   60 
 

指数＝   50 
 

指数＝   33 
 

 ④薬剤・用水・燃料・電気代（税抜き） 
・比較対象期間は 20年間 

指数＝   20 
 

指数＝   20 
 

指数＝   70 
 

指数＝   40 
 

指数＝   26 
 

 ⑤灰の埋立処分費用（フェニックス分）（税抜き） 
・比較対象期間は 20年間 
 

指数＝   14 
・ 処分量は 9,163t/年とした。 

指数＝   14 
・ 処分量は 9,163t/年とした。 

指数＝    5 
・ 処分量は溶融飛灰 3,054t/年とした。

スラグは再利用を想定。 

指数＝    5 
・ 処分量は溶融飛灰 3,054t/年とした。

スラグは再利用を想定。 

指数＝   14 
・ 処分量は 9,071t/年とした。 

 ⑥売電収入（税抜き） 
・比較対象期間は 20年間 
 

指数＝▲ 30 
・ 余剰電力量は22,211MWh/年とした。 

指数＝▲ 30 
・ 余剰電力量は22,211MWh/年とした。 

指数＝▲ 18 
・ 余剰電力量は13,440MWh/年とした。 

指数＝▲ 18 
・ 余剰電力量は13,440MWh/年とした。 

指数＝▲ 43 
・ 余剰電力量は25,151MWh/年とした。 

 ⑦循環型社会形成推進交付金 指数＝▲ 28 
・ 他事例より交付1/2部分と交付 1/3部

分を合わせて施設整備費の約30％と想
定。 

指数＝▲ 28 
・ 他事例より交付1/2部分と交付 1/3部

分を合わせて施設整備費の約30％と想
定。 

指数＝▲ 34 
・ 他事例より交付1/2部分と交付1/3部分

を合わせて施設整備費の約30％と想
定。 

指数＝▲ 28 
・ 他事例より交付1/2部分と交付1/3部

分を合わせて施設整備費の約30％と想
定。 

指数＝▲ 45 
・ 交付対象部分は全て交付1/2となり、

他事例より施設整備費の約38％と想
定。 

 ⑧一般廃棄物処理事業債における 
地方交付税措置 

指数＝▲ 25 
・ 他事例より起債金額は施設整備費の約

60％、うち約45%が交付税措置と想定。 

指数＝▲ 25 
・ 他事例より起債金額は施設整備費の約

60％、うち約45%が交付税措置と想定。 

指数＝▲ 30 
・ 他事例より起債金額は施設整備費の約

60％、うち約45%が交付税措置と想定。 

指数＝▲ 25 
・ 他事例より起債金額は施設整備費の約

60％、うち約45%が交付税措置と想定。 

指数＝▲ 26 
・ 他事例より起債金額は施設整備費の約

52％、うち約43%が交付税措置と想定。 

 総費用（①～⑧の合計） ※概算 ◎  指数＝100 ◎  指数＝100 △  指数＝219 △  指数＝198 ○  指数＝116 

総合評価  ◎ 環境保全性、処理の安定性、経済性にも
優れている。他都市での実績も多い。 

△ ごみ質変動の影響を受けやすく、他都市
での実績が少ない。 

△ 施設整備費・維持管理費が高く、経済性
が低い。コークス由来のCO2発生量が多
い。また、最終処分場の確保が困難な自
治体では採用されることがあるが、本市
では積極的に採用する理由がない。 

△ 維持管理費が高く、経済性が低い。
また、最終処分場の確保が困難な自治体
では採用されることがあるが、本市では
積極的に採用する理由がない。 

△ 環境保全性に優れているが、施設建築面積が
大きい。また、他都市での実績も少ない。 

※ 処理量あたり電気使用量、主灰・飛灰発生量、スラグ発生量・メタル発生量、施設整備費及び維持管理費、規模あたり建築面積については、研究論文「一般廃棄物全連続式焼却施設の物質収支・エネルギー収支」（2012 年 3 月 北海道大学 松藤敏彦）の調査結果を参考として設定した。焼却方式については、同調査では、

内訳がストーカ式：86%、流動床式：13%であった。調査結果では、ストーカと流動床を一括りとした値として掲載されていたため、ストーカ式焼却方式と流動床式焼却方式は、経済性において同値とした。 
※ ストーカ式焼却方式の発電電力量は38,294MWh/年（操炉計画シミュレーションより）、余剰電力量は 22,211MWh/年（所内率 42%：「廃棄物発電導入マニュアル」(新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))より引用）とした。ガス化溶融方式の場合の余剰電力量は、上記研究論文において、当時のストーカ式焼却方式で

は余剰電力量 150.9kWh/処理t、ガス化溶融方式では余剰電力量 91.3kWh/処理t（ストーカ式焼却方式の 60.5%）であったことを基に算出した。なお操炉計画シミュレーションでは、エネルギー回収率は現在の 300t/日施設の水準を考慮し「22.0%（300t/日超400t/日の施設での交付要件）」とした。 

 

※ 右記の経済性

評価では、注

に示す文献や

他都市事例を

参考として比

較を行った。 
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以上の比較表で検討した結果、ごみ焼却施設の処理方式は、以下の点において評価の高い「ストーカ

式焼却方式」が有利となりました。ただし、「焼却＋メタン発酵方式」は交付金優遇もあることから、メ

ーカーアンケートを踏まえた詳細な検討を行います。 

 

【参考：ごみ処理施設の施設規模と建築面積について】 

ごみ処理施設の大きさは、施設規模 315t/日の場合、他都市のごみ処理施設（3炉構成）の建築面積

を参考とすると、以下のとおりと想定されます。 

表 ４-3  各処理方式でのごみ処理施設棟の必要面積 

対象施設等 敷地内に占める面積 備考 

ごみ処理施

設棟 

(ストーカ式焼却方式) 約 6,038㎡ 

(流動床式焼却方式) 約 6,017㎡ 

(シャフト式ガス化溶融方式) 約 6,969㎡ 

(流動床式ガス化溶融方式) 約 6,969㎡ 

(焼却＋メタン発酵方式) 焼却 約 6,038㎡＋メタン発酵 約 1,500㎡ 

※315t/日(3 炉)の場合の建築面積

(他事例を参考に算出) 

＋既設管理棟面積 500㎡ 

※メタン発酵設備の面積は他事例

を参考として設定 

 

   
図 ４-1 他事例における施設規模と建築面積との相関図 
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【処理方式の「ストーカ式焼却方式」を有利とする主な理由】 

① エネルギー回収、省エネルギーに優れている。 

② 安定した燃焼により、排ガス中の有害物質を低減できる。 

③ 建築面積が比較的小さくコンパクトな施設とすることが可能。 

④ 他都市での採用実績が最も多い。 

⑤ 災害廃棄物の受け入れや将来的なごみ質変動への対応に優れている。 

⑥ 災害時のエネルギー供給可能量が多い。 

⑦ 経済性に優れている（ライフサイクルコストが最も安価である。） 

 

【処理方式の「焼却＋メタン発酵方式」を検討から除外しない主な理由】 

① 施設整備費に対する交付金優遇や、FIT適用により売電単価が高くなることから、メーカ

ーアンケートにおいて施設整備費や維持管理費及び面積について情報収集を行う必要があ

る。 

※ メタン発酵併設の場合、焼却方式はストーカ式焼却方式の事例しかないため、上記では「ストーカ式焼却

＋メタン発酵方式」とする。 

ごみ焼却施設台帳（廃棄物研究財団）より 

・系列数：3系列 

・処理方式：ストーカ式焼却方式 

に該当する 110施設を抽出 

ごみ焼却施設台帳（廃棄物研究財団）より 

・系列数：3系列 

・処理方式：流動床式焼却方式 

に該当する 21施設を抽出 

ごみ焼却施設台帳（廃棄物研究財団）より 

・系列数：3系列 

・処理方式：ガス化溶融方式（シャフト式または流動床式） 

に該当する 15施設を抽出 

→315t/日のとき 5,538m2 

→315t/日のとき 5,517m2 →315t/日のとき 6,469m2 
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（３）処理方式の比較評価（ストーカ式焼却方式について、メタン発酵施設併設の有無による比較） 

ストーカ式焼却方式において、メタン発酵施設併設有無を比較評価するため、メーカーアンケー

トにおいて費用等の把握を行いました。 

 

【参考：メーカーアンケートについて】 

 

 
 

■ 聴取項目 

- 施設整備に係る概算見積 ※公設の場合を想定 

焼却施設(容器包装プラスチックを分別しない場合) 

- 運営に係る概算見積 ※単年度委託の場合を想定 

焼却施設(容器包装プラスチックを分別しない場合) 

- 施設設置に必要な敷地範囲 

- 処理フロー・物質収支・概略工事工程 

 

■ 提示条件 

- 建設場所 

- 既存施設の概要 

- 整備対象施設の概要（施設の種類、処理対象ごみ種及び計画処理量、施設規模、処理方式） 

- 敷地条件（地質、法規制、搬入出車両の種類、ユーティリティ） 

- 計画ごみ質 

- 環境保全目標 

- 設備構成・建築仕様の概略 

 

■ 調査期間 

2019 年(令和元年)11 月 28 日～2019 年(令和元年)12 月 27 日（一部の回答について 2020 年(令和 2 年)1 月 31 日ま

で） 

 

■ 回答状況 

① 焼却施設（容器包装プラスチックを分別しない場合）  施設整備費 5社 運営費 4社 

② 焼却施設+メタン発酵（容器包装プラスチックを分別しない場合） 施設整備費 2社 運営費 2社 
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表 ４-4  メーカーアンケートを踏まえた処理方式比較（「ストーカ式焼却方式」と「焼却＋メタン発酵方式」の比較） 

 
 

ストーカ式焼却方式 
（プラスチック分別なし） 

【焼却施設規模＝315t/日（105t/日×3炉）】 

焼却＋メタン発酵方式 
（プラスチック分別なし） 

【焼却施設規模＝312t/日（104t/日×3炉）、メタン発酵 31.5t/日】 

配置上の制約 旧大久保清掃工場跡地（赤枠範囲）での建設可否 （可  能） 0社 / 有効回答 4社 
（不可能） 4社 / 有効回答 4社 
 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝306t/日（102t/日×3 炉）を条件として回答を

得たものであることに留意。 
 

（可  能） 0社 / 有効回答 2社 
（不可能） 2社 / 有効回答 2社 
 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝303t/日（101t/日×3炉）＋メタン発酵 30.9t/

日を条件として回答を得たものであることに留意。 
 

 旧大久保清掃工場跡地（赤枠範囲）＋収集事業課跡地（緑枠範囲）での建設可否 
 

（可  能） 4社 / 有効回答 4社 
（不可能） 0社 / 有効回答 4社 
 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝306t/日（102t/日×3 炉）を条件として回答を

得たものであることに留意。 
 

（可  能） 0社 / 有効回答 2社 
（不可能） 2社 / 有効回答 2社 
 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝303t/日（101t/日×3炉）＋メタン発酵 30.9t/

日を条件として回答を得たものであることに留意。 
 

経済性（ストーカ式焼却(プラスチック分別なし)のときの合計費用を指数＝100としたときの比率） 
※ 従来方式（公設公営方式）のときを想定したもの。 
※ アンケート実施以降の規模見直しによる変動を考慮し、各費用は比率計算により増減させている。 
※ 施設整備費は焼却施設のみ。 
※ 運営費には用役費・人件費・点検補修費・灰処分費を含む。 
※ その他費には金利等を含む。 
※ 事業収益には売電収益を含む。 
※ 財政支援には交付金、地方交付税措置(施設整備費への起債に関するもの・修繕費への起債に関するもの)

を含む。 

（施設整備費） 指数＝  136 
（運 営 費） 指数＝   78 
（その他費） 指数＝    2 
（事業収益） 指数＝▲ 29 
（財政支援） 指数＝▲ 86 
【合    計】 指数＝  100 

（施設整備費） 指数＝  170 
（運 営 費） 指数＝  101 
（その他費） 指数＝    2 
（事業収益） 指数＝▲ 30 
（財政支援） 指数＝▲117 
【合    計】 指数＝  127 
 
※ 焼却のみの場合と比較し売電収益があまり増加していないのは、アンケート回

答メーカー数の違いによる。（元々売電量を多く見込んでいたメーカーではメ
タン発酵の回答が無かった。） 

 

競争性の確保（メーカーアンケートでの見積回答数） 5社 / 有効回答 5社 
 

2社 / 有効回答 5社 
 

 

以上の比較表で検討した結果、経済性においては「ストーカ式焼却方式」の方が「焼却＋メタン発酵方式」よりも有利となり、見積回答数からも「ストーカ式焼却方式」の方が競争性の確保が期待できます。また、配置上の制約

の観点からも、メタン発酵施設を併設する場合には、建設予定地範囲では収まらないという回答でした。 

したがって、焼却施設の処理方式は、「ストーカ式焼却方式」とします。 
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２ 破砕選別施設の処理方式 

（１）プラスチック分別有無による比較 

破砕選別施設におけるプラスチック分別有無を比較評価するため、メーカーアンケートにおいて

費用等の把握を行いました。 

 

【参考：メーカーアンケートについて】 

 

 

 

■ 聴取項目 

- 施設整備に係る概算見積 ※公設の場合を想定 

焼却施設(容器包装プラスチックを分別しない場合／する場合) 

破砕選別施設（容器包装プラスチックを分別しない場合／する場合） 

- 運営に係る概算見積 ※単年度委託の場合を想定 

焼却施設(容器包装プラスチックを分別しない場合／する場合) 

破砕選別施設（容器包装プラスチックを分別しない場合／する場合） 

- 施設設置に必要な敷地範囲 

- 処理フロー・物質収支・概略工事工程 

 

■ 提示条件 

- 建設場所 

- 既存施設の概要 

- 整備対象施設の概要（施設の種類、処理対象ごみ種及び計画処理量、施設規模、処理方式） 

- 敷地条件（地質、法規制、搬入出車両の種類、ユーティリティ） 

- 計画ごみ質 

- 環境保全目標 

- 設備構成・建築仕様の概略 

 

■ 調査期間 

2019 年(令和元年)11 月 28 日～2019 年(令和元年)12 月 27 日（一部の回答について 2020 年(令和 2 年)1 月 31 日ま

で） 

 

■ 回答状況 

①-(1) 焼却施設（容器包装プラスチックを分別しない場合）  施設整備費 5社 運営費 4社 

①-(2) 焼却施設（容器包装プラスチックを分別する場合）   施設整備費 5社 運営費 4社 

②-(1) 破砕選別施設（容器包装プラスチックを分別しない場合）  施設整備費 4社 運営費 3社 

②-(2) 破砕選別施設（容器包装プラスチックを分別する場合）  施設整備費 4社 運営費 3社 
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表 ４-5  メーカーアンケートを踏まえた処理方式比較（「ストーカ式焼却方式」におけるプラスチック分別有無による比較） 

 

 

プラスチックを分別しない場合 
（焼却施設はストーカ式焼却方式） 

【焼却施設規模＝315t/日、破砕＝25t/5h、 
缶びん PET＝16t/5h】 

プラスチック製容器包装を分別する場合 
（焼却施設はストーカ式焼却方式） 

【焼却施設規模＝306t/日、破砕＝25t/5h、 
缶びん PET＝16t/5h、プラ＝11t/5h】 

全プラを分別する場合 
（焼却施設はストーカ式焼却方式） 

【焼却施設規模＝303t/日、破砕＝25t/5h、 
缶びん PET＝16t/5h、プラ＝14t/5h】 

配置上の制約 旧大久保清掃工場跡地（赤枠範囲）での建設可否 （可  能） 0社 / 有効回答 4社 
（不可能） 4社 / 有効回答 4社 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝306t/日（102t/日×

3 炉）、破砕＝25t/5h、缶びん PET＝16t/5h を条件
として回答を得たものであることに留意。 

（可  能） 0社 / 有効回答 4社 
（不可能） 4社 / 有効回答 4社 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝297t/日（99t/日×3

炉）、破砕＝25t/5h、缶びん PET＝16t/5h、プラ＝12t/5h
を条件として回答を得たものであることに留意。 

－ 
 
※ 全プラ分別を前提としたアンケートは実施してい

ないが、傾向としては「プラスチック製容器包装を
分別する場合」と同様と考えられる。 

 旧大久保清掃工場跡地（赤枠範囲）＋収集事業課跡地（緑枠範囲）での建設可否 
 

（可  能） 4社 / 有効回答 4社 
（不可能） 0社 / 有効回答 4社 
 
 
 
 
 
 
 
※ 上記の回答は、焼却施設規模＝306t/日（102t/日×

3 炉）、破砕＝25t/5h、缶びん PET＝16t/5h を条件
として回答を得たものであることに留意。 

（可  能） 4社 / 有効回答 4社 
（不可能） 0社 / 有効回答 4社 
※ 「可能」という回答について、プラ製容器包装ピッ

トの掘削が必要であり工期的に厳しくなることや、
工事中の車両動線・現場事務所・資材置場・取回し
スペース等が確保できず安全確保が困難との意見
があり、課題解消のためには粗大ごみ・受入選別ヤ
ードを敷地範囲外とする必要があるとの付帯意見
があった。 

※ 上記の回答は、焼却施設規模＝297t/日（99t/日×3
炉）、破砕＝25t/5h、缶びん PET＝16t/5h、プラ＝12t/5h
を条件として回答を得たものであることに留意。 

－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 全プラ分別を前提としたアンケートは実施してい

ないが、傾向としては「プラスチック製容器包装を
分別する場合」と同様と考えられる。 

経済性（ストーカ式焼却(プラスチック分別なし)のときの合計費用を指数＝100としたときの比率） 
※ 従来方式（公設公営方式）のときを想定したもの。 
※ アンケート実施以降の規模見直しによる変動を考慮し、各費用は比率計算により増減させている。 
※ 施設整備費は焼却施設及び破砕選別施設の合計。 
※ 運営費には用役費・人件費・点検補修費・灰処分費を含む。 
※ その他費には金利等を含む。 
※ 事業収益には売電収益・資源物売却収益を含む。 
※ 財政支援には交付金、地方交付税措置(施設整備費への起債に関するもの・修繕費への起債に関するもの)

を含む。 

（施設整備費） 指数＝  125 
（運 営 費） 指数＝   81 
（その他費） 指数＝    2 
（事業収益） 指数＝▲ 27 
（財政支援） 指数＝▲ 81 
【合    計】 指数＝  100 
 

（施設整備費） 指数＝  124 
（運 営 費） 指数＝   84 
（その他費） 指数＝    2 
（事業収益） 指数＝▲ 21 
（財政支援） 指数＝▲ 81 
【合    計】 指数＝  108 
 

（施設整備費） 指数＝  124 
（運 営 費） 指数＝   85 
（その他費） 指数＝    2 
（事業収益） 指数＝▲ 21 
（財政支援） 指数＝▲ 81 
【合    計】 指数＝  109 
 

 

以上の比較表で検討した結果、経済性においては、「プラスチックを分別しない場合」の方が有利となっていますが、国における動向としてプラスチック資源循環促進法が施行されたことから、「プラスチック資源（全プラ）

の分別」にも対応した施設とします。 
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（２）処理ラインの検討 

破砕選別施設の処理方式（処理ライン）については、下記を基本的な構成として想定します。 

 

ア びん・缶・ペットボトル貯留ヤード（又はピット）及び選別ライン 

受入・供給設備 びん・缶・ペットボトルの受入・貯留を行うためのヤード（又はピット）を設

け、ショベルローダー等（又はクレーン）により選別設備に供給します。 

選別設備 選別ラインは、手選別及び機械選別の組合せとします。手作業により不純物の

除去とともに均等化を図り、磁選機によりスチール缶を回収し、アルミ選別機

によりアルミ缶の回収、手作業によりペットボトルの選別及びびんの色分け

（白・茶・その他）及びガラス残渣への選別を行います。 

なお、手選別コンベヤでは騒音・悪臭・粉じん等の対策を行い、作業環境に配

慮します。 

圧縮梱包・貯留設備 貯留方法として、缶は、缶圧縮機にて圧縮して成型品としヤードに貯留し、ペ

ットボトルは圧縮梱包機にて圧縮し成形品としヤードに貯留し、びんは色別

（白・茶・その他）に分けてヤードに貯留後、それぞれ資源化します。 

なお選別時に取り除いた不純物の貯留は、不燃物処理ラインの貯留設備と共用

します。 

 

イ 粗大ごみ受入・選別ヤード 

受入・供給設備 粗大ごみの受入ヤードを設けます。受入ヤードにて選別を行うため、選別作業

に必要なスペースを確保します。（再使用可能な物は別途保管します。危険物、

有害物や適正処理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収を図り、

選別後、可燃性のものはごみ処理施設に搬送して処理し、不燃性のものはリサ

イクル推進施設の不燃物ピットに投入します。） 

選別設備 選別作業は、手作業及びショベルローダー等により行います。 

 

ウ 燃やせないごみ受入・選別ヤード 

受入・供給設備 燃やせないごみの受入ヤードを設けます。受入ヤードにて選別を行うため、選

別作業に必要なスペースを確保します。（再使用可能な物は別途保管します。危

険物、有害物や適正処理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収を

図り、選別後、可燃性のものはごみ処理施設に搬送して処理し、不燃性のもの

はリサイクル推進施設の不燃物ピットに投入します。） 

選別設備 選別作業は、手作業及びショベルローダー等により行います。 

 

エ 不燃物ピット 及び 破砕・選別ライン 

受入・供給設備 燃やせないごみや不燃系一斉清掃ごみの受入・貯留、及び粗大ごみ受入ヤードに

て選別した不燃性のものの貯留を行うため、ピットを設け、ごみクレーンによ

り不燃ごみ破砕設備に供給します。 

なお、燃やせないごみ・不燃系一斉清掃ごみはピットへの直投ではなく、ホッ

パで受け、処理不適物の除去を行った後、コンベヤにてピットに投入すること

とします。 

また、事業系ごみ及び産業廃棄物の燃やせないごみの一部は、破砕せずに受入

時に直接埋立するものもあり、搬入量からそれらを除いたものを破砕対象物と

します。 
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破砕設備 不燃物の破砕設備は、回転式破砕機（低速及び高速、又は高速のみ）を設置し

ます。破砕機及び搬送コンベヤでは、騒音・振動への対策、及び引火・爆発へ

の安全対策を十分に図ります。また破砕物の搬送コンベヤ上では閉塞が起こら

ない工夫を行う、閉塞時に速やかに対処が可能なよう適切な箇所に点検口を設

ける等、維持管理の効率性が十分に高いものとします。 

機械選別設備 破砕したものから鉄・アルミの機械選別設備により回収します 

貯留設備 鉄・アルミ・破砕残渣の 3 種類の貯留バンカを設置します。なお、破砕残渣は

焼却施設へのコンベヤ搬送も可としますが、その場合も緊急時用としてバンカ

は設置することとします。 

搬送設備 必要に応じて、破砕残渣を焼却施設にコンベヤで搬送する設備を設置します。 

 

オ プラスチック類貯留ピット（又はヤード） 及び 選別ライン 

受入・供給設備 プラスチック類の受入・貯留を行うためのピット（又はヤード）を設け、ごみ

クレーン（又はショベルローダ―等）により選別設備に供給します。 

選別設備 選別ラインは、手選別とします。なお、手選別コンベヤでは騒音・悪臭・粉じ

ん等の対策を行い、作業環境に配慮します。 

圧縮梱包・貯留設備 選別したものは、圧縮梱包機にて圧縮して成型品とし、ヤードに貯留します。 

また、選別残渣は、不燃ごみ破砕選別ラインの貯留設備と共用します。 
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第５章  環境保全目標の検討 

 

１ 環境保全目標の設定 

環境保全目標の決定にあたっては、規制基準のほか、生活環境影響調査における予測結果も考慮に入

れる必要があります。 

規制基準は、環境基準を目標に行政が行う個別の施策の中において、法律または条例に基づき、具体

的に公害等の発生源を規制するための基準のことです。規制基準は、発生施設から外界に排出される汚

染物質等について定められた許容限度のことをいい、全国一律に同じ基準値が適用される一律基準と、

都道府県が一定の区域を対象に条例でより厳しい基準を定める上乗せ基準があります。なお、規制基準

の呼称は法律によって異なり、大気汚染防止法およびダイオキシン類対策特別措置法では「排出基準」、

水質汚濁防止法では「排水基準」、騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法では「規制基準」と呼ばれてい

ます。ごみ処理施設で設定する基準を「公害防止基準」と呼ぶことがあり、ごみ処理施設では、規制基

準と同等かそれ以上に厳しい自主基準が設定されることがあります。なお、通常の運転においては公害

防止基準よりもさらに低い値を運転管理値として設定し、その値を目標として運転されることが一般的

です。 

新ごみ処理施設の環境保全目標の方針については、以下のとおりです。 

 

（１）排ガス 

排ガスに関する環境保全目標のうち、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物については、現有施

設において大気汚染防止法の排出基準を下回る自主基準、ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策

特別措置法を下回る自主基準としており、水銀については大気汚染防止法の排出基準を遵守しています。 

新ごみ処理施設では、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物について、現有施設と同程度に厳

しい基準とし、ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀については新ごみ処理施設に適用される法規制

値等を遵守します。 

排ガス中の有害物質に関する環境保全目標は、以下の表に示す値とします。 

表 ５-1 排ガス中の有害物質に係る環境保全目標 

項目 
新ごみ処理施設の 

自主基準 

新ごみ処理施設の 

法規制値 

（参考） 

現有施設の自主基準 

（参考） 

現有施設の法規制値 

ばいじん 0.01g/m3N以下 0.04g/m3N以下 0.02g/m3N以下 0.08g/m3N以下 

塩化水素 30ppm以下 430ppm以下 30ppm以下 430ppm以下 

硫黄酸化物 20ppm以下 150ppm 以下 20ppm以下 150ppm以下 

窒素酸化物 50ppm以下 250ppm 以下 50ppm以下 250ppm以下 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 0.1ng-TEQ/m3N以下 0.5ng-TEQ/m3N以下 1ng-TEQ/m3N以下 

一酸化炭素 

30ppm 以下（4 時間平均） 

かつ100ppmを超えるピー

クを極力発生させない 

30ppm以下（4 時間平均） 

かつ100ppmを超えるピー

クを極力発生させない 

－ 
100ppm以下 
（1 時間平均） 

水銀 30μg/m3N以下 30μg/m3N以下 － 50μg/m3N以下 

※ 上記の数値は、O212%換算値。 

※ 「ppm」は「100万分の 1」の濃度を表す単位。 

※ 硫黄酸化物にかかる K値規制は、各施設から排出される硫黄酸化物が拡散し、着地する地点のうち、最大濃度となる地点

での濃度を、一定の値以下に抑えるという考え方に基づき、排出口の高さに応じて、硫黄酸化物の許容限度を定める規制

方式です。よって、煙突が低いほど、硫黄酸化物の排出量を少なくしなければならないこととなります。 

主に硫黄分の多い重油を多く使っていたバックグラウンドの高い地域の規制を厳しくすることを狙っていたため、地域

ごとに規制値が決められています。大気汚染防止法制定当時、煙突があまり高くなく、排ガス処理技術も現在ほど発展し

ていなかった時代には、局地的な高濃度の二酸化硫黄汚染を防止するために効果的な規制でしたが、高煙突化が進み、排
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ガス処理設備も発展し、さらに光化学オキシダントや酸性雨のような広域大気汚染が問題になってきている現在では、必

ずしも有効な規制方式とはいえず、他の規制方式との組合せが必要とされており、近年は自主基準では濃度基準を採用す

るごみ焼却施設が多くなっています。 

※ 一酸化炭素濃度について、新ごみ処理施設の基準値及び法規制値は「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガ

イドライン」（環境省、1997 年 1月）に示された指針値を記載しています。現有施設の法規制値は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律に示された規制値を記載しています。 

※ 通常、煙突からの拡散により 1,000～10,000 倍に希釈されます。大気にかかる規制基準は、煙突等の発生源での濃

度から約 1,000～10,000倍に希釈拡散されることを前提に、環境基準を維持できる値に設定されています。 

表 ５-2 排ガス中の有害物質に関連する環境基準等 

項目 関連する環境基準等 

ばいじん 
【浮遊粒子状物質(粒径が 10μm以下)】 

1時間値の 1日平均が 0.10mg/m3以下かつ 1時間値が 0.20mg/m3以下 
※本施設の自主基準から 100倍希釈されると、環境基準を下回る。 

塩化水素 
【参考：塩化水素（労働環境濃度）】 

日本産業衛生学会「許容濃度に関する委員会勧告」0.02ppm (上限値 5ppm) 
※本施設の自主基準から 1500倍希釈されると、許容濃度を下回る。 

硫黄酸化物 
【二酸化硫黄】 

1時間値の 1日平均が 0.04ppm以下かつ 1時間値が 0.1ppm以下 
※本施設の自主基準から 500倍希釈されると、環境基準を下回る。 

窒素酸化物 
【二酸化窒素】 

1時間値の 1日平均が 0.04～0.06ppmまたはそれ以下 
※本施設の自主基準から 1250倍希釈されると、環境基準を下回る。 

ダイオキシン類 
【ダイオキシン類】 

1年平均値が 0.6pg-TEQ/m3以下 
※本施設の自主基準から 167倍希釈されると、環境基準を下回る。 

水銀 
【水銀及びその化合物】 

1年平均値が 0.04μg-Hg/m3以下 
※本施設の自主基準から 750倍希釈されると、年平均値を下回る。 

※ 施設規模が 100t/日×3 炉＝300t/日の場合、計画ごみ質から算出した排ガスの性状等は以下のとおりです。排ガス量

は、ごみ中の元素組成及び空気比（焼却するごみを完全燃焼させるために、理論的に求まる燃焼空気量よりも、多

めに吹き込まなければならない空気の量）によって大きく左右されます。現時点での空気比の想定は、ストーカ式

焼却方式の場合(空気比 1.3～1.5程度）のうち安全側（排ガス量が多くなる方向）である「1.5」とします。この場

合、白煙防止を行う場合の排ガス量は、基準ごみ時に約 27,330m3N/hと想定されます。 
 

表 ５-3 計画ごみ質から想定される排ガス中の有害物質濃度及び必要除去率 

 
  

項   目 内　　　容 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ

計画ごみ質 元素組成 C ％ 20.18 25.25 30.82

H ％ 2.91 3.71 4.59

N ％ 0.39 0.39 0.39

S ％ 0.03 0.03 0.03

CL ％ 0.49 0.49 0.49

O ％ 17.45 16.60 15.18

排ガス量 理論空気量 Lo m3N/kg 1.99 2.68 3.46 Lo=8.89C+26.7(H-O/8)+3.33S

m3N/h 8,290 11,176 14,416

理論乾き燃焼ガス量 Vdo m3N/kg 1.95 2.59 3.31 Vdo＝0.79Lo+1.867C+0.7S+0.8N

m3N/h 8,133 10,807 13,800

排ガス量（乾き） Vdry m3N/kg 2.95 3.93 5.04 ※空気比＝1.5と想定

m3N/h 12,278 16,395 21,008 Vdry＝Vdo＋(空気比-1)×Lo

排ガス量（湿り） Vwet m3N/kg 3.93 5.25 6.72 ※水分率＝25%と想定

m3N/h 16,370 21,860 28,010 Vwet＝Vdry÷(1-水分率)

m3N/kg 4.91 6.56 8.40

m3N/h 20,463 27,326 35,013

ばいじん 集じん器入口のばいじん濃度(O2:12％換算) g/m3N 5 ※想定値

ろ過式集じん器による除去率(仮定値) 99.9 ％

公害防止基準値 g/m3N 0.01 除去率 99.8 ％

塩化水素 HCL発生量 Vhcl m3N/kg 0.003 0.003 0.003 Vhcl＝22.4/35.5×CL

m3N/h 13 13 13 22.4:標準状態の気体体積(m
3
N/mol) 35.5:塩素の原子量

理論乾き燃焼ガス中のHCL濃度 ppm 1,583 1,191 933

ppm 678 510 400 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

公害防止基準値 ppm 30 除去率(最大) 95.58 ％

硫黄酸化物 SOx発生量 Vhcl m3N/kg 0.00021 0.00021 0.00021 Vsox＝22.4/32×S

m3N/h 0.9 0.9 0.9 22.4:標準状態の気体体積(m3N/mol) 32:硫黄の原子量

理論乾き燃焼ガス中のSOx濃度 ppm 108 81 63

ppm 46 35 27 O2:12％換算ガス濃度＝((21-12)/(21-Os)×ガス濃度

理論燃焼ガス中の計算につき、Os=0とした。

SOx=SO2とした。

公害防止基準値 ppm 20 除去率(最大) 56.52 ％

窒素酸化物 既存施設のNOx濃度(O2:12％換算) ppm 150 ※想定値

運転時還元剤による除去率(仮定値) 80 ％

公害防止基準値 ppm 50 除去率 66.67 ％

ダイオキシン類 集じん器入口のDXNs濃度(O2:12％換算) ng-TEQ/m3N 1.5 ※想定値

活性炭吹込みによる除去率(仮定値) 99 ％

公害防止基準値 ng-TEQ/m3N 0.1 除去率 93.33 ％

水銀 集じん器入口の水銀濃度(O2:12％換算) μg/m3N 1000 ※想定値

活性炭吹込みによる除去率(仮定値) 99 ％

公害防止基準値 μg/m3N 30 除去率 97 ％

元素組成より求めた理論HCL濃度(O2:12％換算)

元素組成より求めた理論SOx濃度(O2:12％換算)

備　　　考

ごみ処理施設整備の計画・

設計要領による

ごみ処理施設整備の計画・

設計要領による

排ガス量（湿り） ※白煙防止用空気を含む ※白煙防止用空気として25%の空気を入れることを想定
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（２）排水 

施設からの排水（プラント排水・生活排水）は、下水道への放流を行うため、基準値は以下の表に

示す値とします。 

 

表 ５-4 排水に係る環境保全目標 

項目 

基準値 

一律基準 
(下水道法) 

上乗せ基準 
(明石市下水道条例) 

有
害
物
質 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 以下 0.03mg/L以下 

シアン化合物 1mg/L 以下 0.3mg/L以下 

有機燐化合物 1mg/L 以下 0.3mg/L以下 

鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 0.1mg/L以下 

六価クロム化合物 0.5mg/L以下 0.1mg/L以下 

砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 0.05mg/L以下 

水銀及びアルキル水銀，その他の水
銀化合物(総水銀) 

0.005mg/L以下 － 

アルキル水銀化合物 検出されないこと － 

PCB 0.003mg/L以下 － 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 以下 － 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 － 

ジクロロメタン 0.2mg/L以下 － 

四塩化炭素 0.02mg/L以下 － 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下 － 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 以下 － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 － 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 以下 － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下 － 

チウラム 0.06mg/L以下 － 

シマジン 0.03mg/L以下 － 

チオベンカルブ 0.2mg/L以下 － 

ベンゼン 0.1mg/L以下 － 

セレン及びその化合物 0.1mg/L以下 － 

ほう素及びその化合物 10mg/L以下 － 

ふっ素及びその化合物 8mg/L 以下 － 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 － 

ダイオキシン類 
※ダイオキシン類対策特別措置法 

10pg-TEQ/L以下 － 

施設

損傷

項目 

温度 － 45℃未満 

沃素消費量 － 220mg/L未満 

処理

可能

項目 

pH(水素イオン濃度(水素指数)) － 5を超え 9未満 

BOD(生物化学的酸素要求量) － 600mg/L未満 

SS(浮遊物質量) － 600mg/L未満 

n-ヘキサン抽出物質含有量   

 (鉱油類含有量) － 5mg/L以下 

 (動植物油脂類含有量) － 30mg/L以下 

処理

困難

物 

フェノール類 5mg/L 以下 － 

銅及びその化合物 3mg/L 以下 － 

亜鉛及びその化合物 2mg/L 以下 － 

鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 － 

マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 － 

クロム及びその化合物 2mg/L 以下 － 
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（３）騒音 

騒音の環境保全目標については、騒音規制法の規制基準より厳しい現有施設と同等の基準値とし、

以下の表に示す値とします。 

 

表 ５-5 騒音に係る環境保全目標 

基準値（敷地境界線上） 

朝（午前６時～午前８時） 昼間（午前８時～午後６時） 夕（午後６時～午後10時） 夜間（午後10時～午前６時） 

45dB 60dB以下 45dB 40dB以下 

※敷地境界線上の基準 

 

 
出典）全国環境研協議会 騒音小委員会 

図 ５-1 騒音の目安（都心・近郊用） 
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（４）振動 

振動の環境保全目標については、振動規制法の規制基準より厳しい現有施設と同等の基準値とし、

以下の表に示す値とします。 

 

表 ５-6 振動に係る環境保全目標 

基準値（敷地境界線上） 

昼間（午前８時～午後19時） 夜間（午後19時～午前８時） 

60dB以下 55dB以下 

※敷地境界線上の基準 

 

 

出典）中央公害対策審議答申より 

図 ５-2 振動の目安 

 

  



107 

（５）悪臭 

建設予定地にかかる規制は、悪臭防止法の「順応地域」ですが、一部の物質で規制基準より厳し

い現有施設と同等の基準とし、以下の表に示す値とします。 

表 ５-7 悪臭に係る環境保全目標 

項目 

敷
地
境
界
線 

気
体
排
出
口 

排
出
水 

基準値 

悪
臭
物
質
に
係
る
規
制
基
準 

アンモニア ○ ○  

敷地境界 

1ppm以下（一般地域相当） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

メチルメルカプタン ○  ○ 

敷地境界 

0.002ppm以下（一般地域相当） 

排出水 

表下部に示す算式 Bによって求められる濃度以下（一般地域相当） 

排水量 0.001m3/秒以下：0.032mg/L 以下 

排水量 0.001m3/秒～0.1m3/秒：0.0068mg/L以下 

排水量 0.1m3/秒超：0.002mg/L 以下 

硫化水素 ○ ○ ○ 

敷地境界 

0.02ppm以下（一般地域相当） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

排出水 

表下部に示す算式 Bによって求められる濃度以下（一般地域相当） 

排水量 0.001m3/秒以下：0.112mg/L 以下 

排水量 0.001m3/秒～0.1m3/秒：0.024mg/L以下 

排水量 0.1m3/秒超：0.0052mg/L 以下 

硫化メチル ○  ○ 

敷地境界 

0.01ppm以下（一般地域相当） 

排出水 

表下部に示す算式 Bによって求められる濃度以下（一般地域相当） 

排水量 0.001m3/秒以下：0.32mg/L 以下 

排水量 0.001m3/秒～0.1m3/秒：0.069mg/L以下 

排水量 0.1m3/秒超：0.014mg/L 以下 

二硫化メチル ○  ○ 

敷地境界 

0.1ppm以下（順応地域） 

排出水 

表下部に示す算式 Bによって求められる濃度以下（順応地域） 

排水量 0.001m3/秒以下：6.3mg/L 以下 

排水量 0.001m3/秒～0.1m3/秒：1.4mg/L以下 

排水量 0.1m3/秒超：0.29mg/L以下 

トリメチルアミン ○ ○  

敷地境界 

0.005ppm以下（一般地域相当） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

アセトアルデヒド ○   
敷地境界 

0.5ppm以下（順応地域） 

プロピオンアルデヒド ○ ○  

敷地境界 

0.5ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

ノルマルブチルアルデ

ヒド 
○ ○  

敷地境界 

0.08ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

イソブチルアルデヒド ○ ○  
敷地境界 

0.2ppm以下（順応地域） 
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項目 

敷
地
境
界
線 

気
体
排
出
口 

排
出
水 

基準値 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

ノルマルバレルアルデ

ヒド 
○ ○  

敷地境界 

0.05ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

イソバレルアルデヒド ○ ○  

敷地境界 

0.01ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

イソブタノール ○ ○  

敷地境界 

20ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

酢酸エチル ○ ○  

敷地境界 

20ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

メチルイソブチルケト

ン 
○ ○  

敷地境界 

6ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

トルエン ○ ○  

敷地境界 

60ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

スチレン ○   
敷地境界 

2ppm以下（順応地域） 

キシレン ○ ○  

敷地境界 

5ppm以下（順応地域） 

気体排出口 

表下部に示す算式 Aによって求められる流量以下 

プロピオン酸 ○   
敷地境界 

0.2ppm以下（順応地域） 

ノルマル酪酸 ○   
敷地境界 

0.006ppm以下（順応地域） 

ノルマル吉草酸 ○   
敷地境界 

0.004ppm以下（順応地域） 

イソ吉草酸 ○   
敷地境界 

0.01ppm以下（順応地域） 

※算式A（気体排出口における対象物質流量を求めるもの） 

q＝0.108×He
2・Cm 

q  ：流量(m3
N/時) 

He ：補正された排出口の高さ(m) 

He＝Ho＋0.65・(Hm＋Ht) 

Hm＝{0.795・√(Q・V)}÷{1＋(2.58÷V)} 

Ht＝2.01×10－3・Q・(T－288)・{2.30LogJ＋(1÷J)－1} 

J＝{1÷√(Q・V)}×{1460－296×(V÷(T－288))}＋1 

Ho ：排出口の実高さ(m) 

Q ：温度十五度における排出ガスの流量(m3/秒) 

V ：排出ガスの排出速度(m/秒) 

T ：排出ガスの温度(絶対温度K) 

Cm ：上表の敷地境界線基準値(ppm) 
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※算式B（排出水中の対象物質濃度を求めるもの） 

なお、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が0.002mg/L未満の場合に係る

排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、0.002mg/Lとする。 

CLm＝K×Cm 

CLm ：排出水中の濃度(mg/L) 

Cm ：悪臭物質の敷地境界における規制基準として定められた値(ppm) 

K ：下表のとおり、排出水の量ごとに定められる値(mg/L) 
 排水量 K 

メチルメルカプタン 

0.001m3/秒以下の場合 16 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 3.4 

0.1m3/秒を超える場合 0.71 

硫化水素 

0.001m3/秒以下の場合 5.6 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 1.2 

0.1m3/秒を超える場合 0.26 

硫化メチル 

0.001m3/秒以下の場合 32 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 6.9 

0.1m3/秒を超える場合 1.4 

二硫化メチル 

0.001m3/秒以下の場合 63 

0.001m3/秒～0.1m3/秒 14 

0.1m3/秒を超える場合 2.9 

表 ５-8 6段階臭気強度と規制基準の関係 

 
出典）臭気対策行政ガイドブック（環境省） 

表 ５-9 各悪臭物質濃度と臭気強度の関係 

 
出典）臭気対策行政ガイドブック（環境省） 
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（６）主灰 

廃棄物処理法およびダイオキシン類対策特別措置法により、熱しゃく減量を 10%以下、ダイオキ

シン類含有量を 3ng-TEQ/g 以下と定められています。また、熱しゃく減量については、「ごみ処理施

設整備の計画・設計要領(2017改訂版)」において、主灰量削減及び灰ピットにおける臭気軽減のた

め、5%以下が望ましいと示されています。これらを考慮し、主灰に係る環境保全目標は以下のとお

り設定します。 

 

表 ５-10 主灰に係る環境保全目標 

項目 基準値 

熱しゃく減量 5%以下 

含有量基準 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下 

 

（７）飛灰処理物 

飛灰処理物についてはダイオキシン類対策特別措置法および金属等を含む産業廃棄物に係る判

定基準を定める省令により、飛灰処理物にかかる環境保全目標を以下の表に示す値とします。 

 

表 ５-11 飛灰処理物に係る環境保全目標 

項目 法規制基準 

含有量基準 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下 

溶出量基準 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀またはその化合物 0.005mg/L以下 

カドミウムまたはその化合物 0.09mg/L以下 

鉛またはその化合物 0.3mg/L以下 

六価クロムまたはその化合物 1.5mg/L以下 

砒素またはその化合物 0.3mg/L以下 

セレンまたはその化合物 0.3mg/L以下 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 
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２ 環境保全方式の整理 

以下に、ごみ処理施設における環境保全方式を整理します。一般的に、除去性能のよい設備は、設備

費・維持管理費が高価なものとなるため、適切な機種の選定が必要です。 

 

（１）排ガス対策 

ア ばいじん除去 

排ガス中のばいじんを除去するため、集じん器を使用します。 

ごみ焼却施設のばいじんの性状は、以下の性状を持っています。 

(ア) 吸湿性が大きく、湿気を吸って冷えると固着しやすい。 

(イ) かさ比重が 0.3～0.5と小さく軽い。 

(ウ) 粗いばいじんは煙道やガス反転部で沈降するので、集じん器入口の平均粒径が小さい。 

(エ) 塩化水素･硫黄酸化物等がガス中に含まれるため、機器の防食上、十分注意を要する。 

このような条件に適合する集じん器としては、ろ過式集じん器・電気集じん器およびマルチサイ

クロン等がありますが、ダイオキシン類削減の観点により、ろ過式集じん器が主流になっています。 

後述する塩化水素、硫黄酸化物、ダイオキシン類の除去も考慮した場合、排ガス中に吹き込んだ

消石灰や活性炭等がろ布上で排ガスと効率よく接触し集じん性能が向上するため、ろ過式集じん器

の方が電気集じん器より微粒子について高い集じん効率を持ち、有害物質の除去率が高くなります。

（ろ過式集じん器の場合、排ガス性状(基準値)の目安としては、0.01g/m3
N 程度とされています。） 

以上のことから、新ごみ処理施設の焼却施設では「ろ過式集じん器（バグフィルタ）」を採用しま

す。なお、破砕選別施設の集じん設備については、ろ過式集じん器や機械式集じん器を組み合わせ

て適切な方式を計画します。 

 

表 ５-12 集じん器の種類 

種類 方式 

ろ過式集じん器 フィルタにガスを通過させ、ばいじんを分離する方法。 

電気集じん器 ばいじんをコロナ放電により荷電し、クーロン力を利用して集じんする方法。 

機械式集じん器 遠心力集じん器 排ガスに旋回力を与えてばいじんを分離する方法。 

重力式集じん器※ ばいじんの自然沈降を利用して分離する方法。 

慣性力集じん器※ 排ガスの流れ方向を急激に変えてばいじんを分離する方法。 

※ 比較的粗い粒子に対してのみ効果があり、除去率も低いため、焼却炉において単独では使われていない。 

 

表 ５-13 主要集じん器設備の特性 

分類名 型式 
取扱われる 

粒度  μm 

圧力損失 

kPa 

集じん率 

％ 
設備費 運転費 

ろ過式集じん器 バグフィルタ 20～0.1 1～2 90～99.97※ 中程度 中程度以上 

電気集じん器 － 20～0.05 0.1～0.2 90～99.5 大程度 小～中  程度 

遠心力集じん器 サイクロン形 100～3 0.5～1.5 75～85 中程度 中程度 

※ 出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017改訂版)」（（社）全国都市清掃会議）、ろ過式集じん器の集じん率 99.97％

は「公害防止の技術と法規」による。 

※ 集じん率は粉じんの粒径分布によるので、ここでは一般の場合の値を挿入した。 
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処理方式 ろ過式集じん器 

概要 ろ過式集じん器はバグフィルタとしてよく知られ、近年の新設炉では使用実績が最も多い。

以下にろ過式集じん器の一般的な構造図を示す。 

 

 
 

原理 ろ過式集じん器におけるばいじんの捕集機構は、ろ布(織布・不織布)表面に堆積した粒子層

で排ガス中のばいじんを捕集することによる。ろ布にばいじんが堆積することにより圧力損

失が上昇した場合、払い落とし操作によって堆積したばいじん(集じん灰)を払い落とし、再度

ろ過を継続する。この際、ろ布の織目もしくは表面層に入り込んだ粒子は払い落とされずに残

る。この残留粒子層は第一次付着層と呼ばれ、この第一次付着層によって新たなばいじんの捕

集を行う。 

ろ布には、ガラス繊維織布や PTFE、PTFE＋ガラスの混合・ポリイミド（耐熱性・難燃性を

備えた高分子化合物）などの繊維を使用した不織布を使用することが多い。また、ダイオキシ

ン類や窒素酸化物の除去を目的に触媒成分を添加したろ布や集じん灰の剥離効果をよくする

ために PTFE を表面に被膜させたろ布が使用される例もある。ろ布の選定に際しては、排ガス

およびばいじんの性状(排ガス温度・水分量・酸性成分等)を十分考慮して、また有害ガス除去

性能も含めた上で適切なろ布を選定する必要がある。 
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イ 塩化水素・硫黄酸化物除去 

排ガス中の有害ガスである塩化水素(HCl)･硫黄酸化物(SOx)は、アルカリ剤と反応させて除去し

ます。除去の方式は、大別すると乾式法と湿式法とに分類されます。乾式法とは、反応生成物が乾

燥状態で排出されるもの、湿式法とは、水溶液にて排出されるものをいいます。なお、HCl の除去

に伴って SOxも除去されますが、一般的に SOxの除去率は HClに比べ低いため注意が必要です。 

以下に、各方式の比較を示します。下表の比較により、塩化水素・硫黄酸化物については「乾式

法」を採用します。 

 

表 ５-14 塩化水素・硫黄酸化物についての比較 

項目 乾式法（バグフィルタにアルカリ剤吹込み） 湿式法 

除去率の目安 

ガス温度 150℃程度では除去率約 97%～98% 

ガス温度 180℃程度では除去率約 93%～95% 

ガス温度 200℃程度では除去率約 87%～92% 

高効率除去（99%以上）が可能で、塩化水素

15ppm以下、硫黄酸化物 15ppm以下も可能。 

メリット 

 装置からの排水がなく処理が不要である。 

 装置出口の排ガスの温度を高温に維持できるた

め、ガス再加熱に要するエネルギーを抑えること

ができ、発電効率が高くなる。また、白煙防止装置

を設置しなくても、煙突から白煙が生じにくい。 

 腐食対策が容易である。（維持管理が容易。） 

 塩化水素、硫黄酸化物に対して、除去性能が

高い。 

 重金属類の高効率除去も可能。 

 

デメリット 

 湿式に比べ、薬剤の使用量が多い。（供給し

た薬剤の一部は未反応のまま排出される。） 

 乾式に比べ、整備費では約2～7％程度の増加（機

械設備費だけでなく、建屋の大型化による土木

建築費の増加も含む）、プラント排水量が増加す

ることにより維持管理費でも約 2～10％程度の

増加が想定される。また、発電効率は3％程度低

下し、年間発電量が15～20％程度減少する。 

 湿式排ガス処理設備出口の排ガス温度は 50℃

以下となり、煙突の腐食防止や排ガスの拡散

効率を上げるためにも、蒸気式ガス再加熱器

の設置が必要となり、蒸気の施設内使用量が

増えるため売電収入も減少する。 

※ 排ガス性状濃度(目安)の出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017改訂版)」（（社）全国都市清掃会議） 

ただし湿式の除去率（99%以上）は、乾式法との比較より追記した。 

※ コストや発電量の増減比率は他事例より。 

 

処理方式 塩化水素・硫黄酸化物除去（乾式法） 

概要 乾式法は炭酸カルシウム (CaC03)、消石灰

(Ca(OH)2)や炭酸水素ナトリウム(NaHC03)等のア

ルカリ粉体をろ過式集じん器の前の煙道に吹込

み、反応生成物を乾燥状態で回収する方法が主で

ある。次に示すような多くの利点があるため、実

用例が多い。 

a) 排水処理が不要である。 

b) 装置出口の排ガスの温度を高温に維持で

きるので、湿式法に比べてガス再加熱に

要するエネルギーを抑えることができ、

発電設備を備える場合には発電効率が高

くなる。また、白煙防止装置を設置しな

くても、煙突から白煙が生じにくい。 

c) 腐食対策が容易である。 

最近では乾式法も性能面での改善が進み、湿式法と較べて性能的に遜色の無い機種も実用

されるようになっている。湿式法に較べて薬剤の使用量が多い(供給した薬剤のうち一部は未

反応のまま排出される)という欠点はあるが、ろ過式集じん器等で捕集した飛灰を、再度、集

じん器の前の煙道に投入することで、飛灰に含まれる未反応消石灰を再利用する飛灰循環方

図  乾式法(ろ過式集じん器方式)の例 
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式では、薬剤使用量の低減が可能

となっている。 

除去性能は、消石灰の場合、排ガ

スがろ布上の消石灰粉体層を通過

するときに効率よく接触するた

め、高効率除去が可能となる。ただ

し、反応温度が低いほど除去率が

向上するため、高い除去性能を求

める場合はろ過式集じん器の運転

温度を 150℃～160℃程度に下げる

必要がある。この場合、ろ過式集じ

ん器の前段に水噴霧減温塔を設置

することが多い。 

 

 

処理方式 塩化水素・硫黄酸化物除去（湿式法） 

概要 水や苛性ソーダ(NaOH)等のア

ルカリ水溶液を吸収塔に噴霧し、

反応生成物を NaCl、Na2SO4等の溶

液で回収する方法である。NaOH等

のアルカリ溶液を吸収塔内で循

環運転し HCl、SOx を気液接触に

より吸収する。反応生成物は溶液

として回収し、排水処理装置で処

理する。吸収塔の形式はスプレー

型・トレー型・ベンチュリ型・流

動層型・充填塔型等がある。反応

機構としては、排ガス中に二酸化

炭素(C02)が多くあり、NaOHは C02

を吸収して炭酸ソーダ(Na2C03)と

して溶液中に溶解し、この Na2CO3

が強酸である HCl、S02と反応して C02を放出して NaCl･Na2HCO3･Na2S04などが生成する。排ガ

ス中には 02が多く存在するのでほとんど NaCl･Na2SO4の形態で排溶液中に含まれる。 

循環液は HCl、S02 を吸収する運転により塩濃度が増えることになるので、一般的に排水処

理設備の兼ね合いで循環塩濃度を 3％～15％とする。 

本方式は除去率が高く、Hgや As 等の重金属類も高効率除去が可能で HClや S02は 15ppm 以

下にできる。排ガスは増湿冷却されて水分飽和ガスとなるので、白煙低減が必要となり、除

湿・再加熱のプロセスが必要となるが、除湿用循環水の冷却にはエアフィンクーラー等によ

り大気中に水滴が飛散しない密閉系の装置とする必要がある。 

湿式法は排水処理設備や塩乾固設備等プロセスが複雑になる欠点がある。更に吸着液の循

環使用によってダイオキシン類が濃縮するおそれがあり、廃液の処理には注意が必要である。 
  

図  消石灰噴霧の場合の除去性能例（温度の影響） 

図  飛灰循環装置概略フロー 

図  湿式法のフロー例 
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ウ 窒素酸化物発生抑制・除去 

NOxは燃焼方法の改善により抑制することは可能ですが、総量規制や地域の上乗せ基準等により、

更に NOx を抑える技術が必要となってきています。NOx 除去技術は、すでに実用化中のものや現在

開発中のものがあり、それぞれ除去性能、コストや他の有害成分の同時除去の有無等の違いがあり

ます。したがって、用途に合わせて最も適した NOx 除去技術を選定していくことが重要です。 

排ガスの NOx除去技術は、大別して燃焼制御法・乾式法・湿式法に分類されます。それぞれ利点

があるものの、焼却施設では排水処理設備が不要である燃焼制御法および乾式法が圧倒的に多く採

用されます。以下に主な NOx除去技術の方式による分類を示します。 

本計画においては、窒素酸化物除去の方式は限定せず、各方式を組み合わせて必要な除去性能を

確保します。 

 

表 ５-15 主な NOx除去技術の一覧 

区分 方式 
除去率 

(％) 

排出濃度の目安

(ppm) 
設備費 運転費 採用例 

燃焼制御法 

低酸素法 
- 80～150 小 小 多 

水噴射法 

排ガス再循環法 - 60程度 中 小 少 

乾式法 

無触媒脱硝法 30～60 40～70 
(ブランク：100の場合) 

小～中 小～中 多 

触媒脱硝法 60～80 20～60 大 大 多 

脱硝ろ過式集じん器法 60～80 20～60 中 大 少 

活性コークス法 60～80 20～60 大 大 少 

天然ガス再燃法 50～70 50～80 中 中 少 

※ 上記以外に湿式法もあるが、ごみ焼却施設での採用例は無い。 

※ 乾式法は燃焼制御と併用するのが一般的である。 

※ 除去率、排出濃度は運転条件によって異なるが、一例として示した。 

※ 無触媒脱硝法について、排出濃度を低くする場合、リークアンモニアによる有視煙に注意する必要がある。 

※ 出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017改訂版)」（（社）全国都市清掃会議） 

 

処理方式 燃焼制御法 

概要 本方法は、焼却炉内でのごみの燃焼条件を整えることにより NOx の発生量を低減する方法

で、狭義には低酸素燃焼法(低 02運転法・2 段燃焼法・抑制燃焼法とも呼称される)を指すこ

とがあるが、水噴霧法および排ガス再循環法も、広い意味での燃焼制御法に分類される。 

燃焼制御によって NOx の発生量が低減される現象は、主として炉内での自己脱硝作用によ

るものと考えられている。これは、ごみの燃焼によって生成された NOxが炉内での燃焼過程

でその一部が窒素ガスに分解する現象で、この反応に関与する還元物質としては、ごみの乾

燥ゾーンから発生するアンモニア(NH3)や一酸化炭素(CO)等の熱分解ガスであると考えられ

ている。この反応を効果的に進行させるためには、熱分解ガスの発生を促すとともに、熱分

解ガスと NOx の接触を維持することが必要で、炉内を低酸素状況におき、熱分解ガスの急激

な燃焼を避けることが原則であるといわれている。 

具体的な方式 （ⅰ）低酸素燃焼法 

低酸素燃焼法とは、炉内を低酸素状態におき、効果的な自己脱硝反応を実現する方法で

ある。ただし、極端に空気量を抑制すると、主灰中の未燃物の増加や排ガス中への未燃ガ

スの残留が起こりがちなので、このような不具合の発生しない範囲にとどめる必要があ

る。なお、自己脱硝反応の完了後に二次空気を供給して、未燃ガスの再燃焼を図ることも

行われている。 

（ⅱ）水噴射法 

水噴射法とは、炉内の燃焼部に水を噴霧し燃焼温度を抑制することにより、NOxの発生

を減少させるもので、低酸素運転法と併用し、その相乗効果で NOx の低減効果の向上を図
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る場合が多い。 

（ⅲ）排ガス再循環法 

排ガス再循環法とは、集じん器出口の排ガスの一部を炉内に供給する方法である。これ

により炉温かおさえられるとともに 02分圧の低下によって燃焼が抑制され、NOxの発生量

が低減する。本方法では、排ガス再循環ラインで腐食のないよう計画する必要がある。 

 

処理方式 無触媒脱硝法（乾式法） 

概要 無触媒脱硝法は、アンモニアガス(NH3)又はアン

モニア水、尿素((NH2)2CO)を焼却炉内の高温ゾーン

(800℃～900℃)に噴霧して NOx を選択還元する方

法である。 

この方式による NOx の除去率は、薬品と NOx の

接触条件(温度・反応の時回等)によって左右され

るので、薬品の注入位置については、炉の型式・構

造・煙道の形状に応じて十分な検討が必要である。 

本方式は還元剤として噴霧する NH3 または

(NH2)2COは一部未反応のまま後流にリークし、排ガ

ス中の HCl や S02 と反応して、塩化アンモニウム

(NH4Cl)や亜硫酸アンモニウム(NH4)2SO3 などを生成する。この NH4C1 は白煙発生の原因とな

るので NH3のリーク量を 5ppm～lOppm 以下に抑えなければならず、還元剤の噴霧比は NH3/NO

比で 0.6～1.2、(NH2)2CO/NO 比で 0.3～0.6 程度が適正である。この時、脱硝率として 30％

～60％が得られる。 

なお、飛灰からアンモニア臭がするケースがあるので留意が必要である。 

本方式は、ごみ質や燃焼条件の変動によって焼却炉内の燃焼温度分布が変わるため、触媒

脱硝法に比べて脱硝率は低くやや安定性に欠けていたが、近年では複数個所に吹込みノズル

を設置し、燃焼温度が変化しても脱硝の最適温度域への吹込みを手動もしくは自動で選択切

替えすることで、脱硝率の安定性向上を図っている例もある。設備構成は簡単で設置も容易

なため簡易脱硝法として広く採用されている。 

なお、アンモニアは｢労働安全衛生法第 88 条｣、｢毒物劇物取締法第 10 条｣および｢消防法

第 9条｣等で届出が義務付けられる場合もあるので注意を要する。 

 

処理方式 触媒脱硝法（乾式法） 

概要 NOx 除去の原理は

無触媒脱硝法と同じ

であるが、無触媒脱硝

法が NH3と NOxの気相

反応だけに依存して

高温ガス領域(800℃

～900℃)で操作する

のに対し、脱硝触媒を

使用して低温ガス領

域(200℃～350℃)で

操作する。脱硝触媒

は､触媒活性体の主成

分を酸化タングステ

ン(W03)、酸化バナジウム(V205)等とし、酸化チタン（TiO2)を担体とし構成している。形状は

粒状、ハニカム状およびプレート状があるが、一般的にハニカム状が多く採用されている。 

触媒による脱硝反応は、無触媒脱硝反応とは異なり NH3：1 モルに対し NO:1 モルが除去さ

れるため、NH3の利用率はほぼ 100％に達する。理論的には未反応 NH3はゼロであるが、実際

の運用ではリークアンモニアが存在する。 

本方式の大きな特徴は高効率(60％～80％)で NOx 除去されることであり、未反応 NH3（リ

ークアンモニア)が 10ppm以下で脱硝率 80％以内の運用が多い。触媒脱硝装置は通常集じん

器の後方に設置される。 
  

図  触媒脱硝反応塔 

図  触媒脱硝反応塔 
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処理方式 その他の乾式法 

概要 
（ⅰ）脱硝ろ過式集じん器 

脱硝ろ過式集じん器はろ布に触媒機能を持たせることによって、NOxをはじめ有害成分を

一括除去しようとするものであり、この際、ろ過式集じん器の上流側に消石灰および NH3を

排ガス中へ噴射する。 

触媒化したフィルタ表面上に形成されるダスト堆積層により、ばいじん・HCl ･SOx・ダイ

オキシン類・水銀を含む重金属類などを除去し、排ガス中に注入した NH3とフィルタ中の触

媒で NOx を除去する。 

（ⅱ）活性コークス法 

本方式は、活性炭とコークスの中間の性能を有する吸着材である活性コークスを NOx と

NH3 による脱硝反応において触媒として使用する方法である。この活性コークスはダイオキ

シン類や水銀等の低沸点有害物質を吸収除去する能力もある。 

（ⅲ）天然ガス再燃焼法 

本方式は、炉内に排ガス再循環とともに天然ガスを吹込み、最小の過剰空気率で CO その

他の未燃物の発生を抑えながらごみを完全に燃焼させて、NOx等ごみ燃焼に直接関係する大

気汚染物質を低減させるものである。 
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エ ダイオキシン類発生抑制・除去 

ダイオキシン類は､CO や各種炭化水素(HC)等と同様に未燃物の一種であるため､完全燃焼するこ

とにより、かなりのダイオキシン類を抑制することができます。ただし、排ガスの冷却過程でダイ

オキシン類の再合成（denovo synthesis）があります。これは集じん器の運転温度と密接な関係に

あって、温度が高いほどダイオキシン類の排出濃度が高くなる傾向にあります。 

排ガス中のダイオキシン類は飛灰に吸着された状態や、ミスト状のほか、ガス相として存在しま

す。排ガス処理過程におけるダイオキシン類の低減化・分解などの抑制技術について、下表に比較

を示します。設備費・運転費が低く抑えられ、採用例も多いことから、ダイオキシン類については

活性炭吸着（バグフィルタに活性炭吹込み）を採用します。 

 

表 ５-16 ダイオキシン類除去装置一覧表 

区分 方式 
排ガス性状 

(基準値)の目安 
設備費 運転費 採用例 

乾式吸着法 

ろ過式集じん器 

0.05 

(ng-TEQ/m3
N) 

中 小 多 

活性炭、活性コークス吹込ろ過式集じん器 中 中 多 

活性炭、活性コークス充填塔方式 大 大 少 

分解法 触媒分解 大 大 中 

※ 活性炭、活性コークス充填塔および触媒法はろ過式集じん器と併用するのが一般的である。 

※ 排ガス性状(目安)の出典：「公害防止の技術と法規 ダイオキシン類編」（公害防止の技術と法規編集委員会） 

 

処理方式 低温ろ過式集じん器（乾式吸着法） 

概要 ろ過式集じん器を低温域で運転することで、ダイオキシン類除去率を高くするものであ

る。ダイオキシン類は低温であるほど、高塩素化など蒸気圧は低くなり、固体微粒状やミス

ト状として排ガス中および飛灰に存在する。すなわち、低温ほど粒子体のダイオキシン類の

割合が多く、ガス体のダイオキシン類が少ない。そのためにダイオキシン類の除去率は温度

が低いほど高い。 

また、集じん器温度を下げることにより、飛灰表面に吸着される割合が多くなり、これを  

集じん器で捕集することで排ガス中のダイオキシン類除去効果が高くなるといわれている。 

ろ過式集じん器の低温運転はダイオキシン類除去に効果的である反面、腐食など低温運転

に伴うへい害に配慮する必要がある。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス吹込みろ過式集じん器（乾式吸着法） 

概要 排ガス中に活性炭あるいは活性コークスの微粉を吹込み、後置のろ過式集じん器で捕集す

るシステムである。 

活性炭は泥灰・木・亜炭・石炭から作られる微細多孔質の炭素で表面積は活性炭 1g 当た

り 600～1,200m2（普通 1,000m2程度)である。活性コークスは活性炭に比べ賦活度が低く、表

面積も 150～400m2と小さく、吸着性能は劣るが安価であることから経済性は高い。 

活性炭および活性コークスによるダイオキシン類の除去メカニズムは明らかでないが物

理吸着と考えられる。排ガス中のダイオキシン類は適当な蒸気圧を持っていることから、吸

着除去が可能であり、吸着の一般特性は低温である程、吸着性能が向上する。 

活性炭・活性コークス粉末の排ガスへの吹込み方法には、以下の 2つがある。 

①  活性炭、活性コークス単独吹込み 

②  消石灰等の他の粉体との混合吹込み 

単独吹込み法は、処理排ガス量 1m3あたり、50～200mg を定量的かつ連続的に吹込む方法

であり、ダイオキシン類との接触を最大限に活用できる位置に吹込むことが重要である。ま

た、活性炭・活性コークスへの吸着を推進させるためにも、排ガスの温度が極力低くなった

位置が好ましく、排ガス中における滞留時間の確保と、混合が十分になされる位置に吹込む

べきである。活性炭・活性コークスの吹込み方法としては、消石灰等の粉体吹込みと同様の



119 

ブロワによる空気輸送が一般的である。排ガス中への撹絆効果を期待して、排ガス流速より

速い速度での吹込みが望ましいが、硬度が高いため輸送配管の摩耗には注意を払う必要があ

る。 

混合吹込み方式は、消石灰や反応助剤等と活性炭との混合剤を吹込む方法である。 

その他、低コストでのダイオキシン類の除去を目的とした、活性炭・活性コークスの代用

品の研究も進められている。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス充填塔（乾式吸着法） 

概要 粒状活性炭あるいは活性コークスの充填塔に排ガスを通し、これらの吸着能により排ガス

中のガス状ダイオキシン類を除去するもので、入口ダイオキシン類濃度が増大しても出口ダ

イオキシン類濃度を安定に低値に保つことができる。充填塔は固定床と移動床方式があり、

除じん性能の高いろ過式集じん器等の後流に設置する。 

活性炭・活性コークス充填塔のダイオキシン類除去性能は、吸着剤の種類とともに、使用

温度および処理排ガス量(SV：排ガス量/活性炭量)に依存する。吸着除去の機構から処理温

度は低いほど好ましいが、結露などによる装置の腐食を考慮して酸露点以上の温度で使用さ

れる。 

活性炭・活性コークスの発火点はその種類にもよるが概ね 300℃以上であり、通常運転時

における充填塔の安全性に問題はないが、局所異常発熱などの現象に対する安全を十分考慮

する必要がある。 

 

 

処理方式 触媒による分解・除去 

概要 触媒を用いることによってダイオキシン類を分解して無害化する方法である。触媒の種類

は、TiO2系の担体に Pt・V2O5・W03などを担持したものやアルミナ系複合酸化物を担体に触媒

活性成分を担持したものである。また、最近ではろ過式集じん器のろ布に触媒機能を持たせ

たものも実用化されている。ダイオキシン類の分解反応機構は、主反応として酸化分解であ

り、副反応として脱塩素・脱酸素もあると考えられているが未だに未解明な部分が多く、今

後のさらなる研究が待たれる。 

分解効率は、触媒成分・温度・SV値(排ガス量/触媒量)により大きく異なる。触媒の種類

にもよるが、適切な温度と SV 値の選択により、高い除去率が得られる。SV値が同一の場合

は温度が高いほど、温度が同じ場合は SV値が小さいほど、ダイオキシン類分解効率は高い。 

一方でダイオキシン類低減の視点から、集じん温度の低下、高効率集じんが必要になり、

ろ過式集じん器が多く採用されるようになった。このため、ろ過式集じん器の後流に設置さ

れる触媒にも、より低温での活性が求められている。ろ過式集じん器の運転温度 150～180℃

から排ガスを再加熱し 200～230℃の温度域で運転されていたが、最近では、運転温度を 180

～200℃として、排ガスの再加熱に使用する熱エネルギーを削減している例もみられる。 
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オ 水銀除去 

排ガス中の水銀濃度は、ごみに含まれる水銀量に依存することから、炉内に投入されることがないよう入

口で対策することが第一に重要です。ごみに含まれる水銀は、ごみの燃焼過程において金属水銀蒸気として

揮発し、排ガスの冷却過程において同時に発生する塩化水素と結合して、その 60～90％が水溶性の水銀（塩

化第二水銀HgCl2等）として、残りは金属水銀（Hg）等として存在します。水溶性の状態の割合が多いこと

から湿式法が有効です。また、水銀はダイオキシン類と同様、集じん過程での温度域（200℃程度）におい

ては主にガス相として存在するため、ダイオキシン類除去設備である低温ろ過式集じん器や活性炭・活性コ

ークス吹込みろ過式集じん器、活性炭･活性コークス充填塔が水銀除去にも有効であり、共用することが可

能です。除去性能について一般的な目安は無く、湿式の方が除去性能は高いですが、いずれの方式でも 30

μg/m3Nは遵守可能とされています。 

塩化水素・硫黄酸化物除去設備において乾式法を採用しており、また、ダイオキシン類除去設備

において活性炭吹込みろ過式集じん器を採用していることから、水銀除去については活性炭吹込み

ろ過式集じん器方式を採用します。 

 

処理方式 低温ろ過式集じん器 

概要 水銀は、ガス温度が低いほど除去率は高く

なる。 

また、水銀の吸着した飛灰がろ布上に存在

すると、水銀化合物が飛灰から排ガスへ再放

出されることから、計測値が上昇した際に、強

制的にろ布上の飛灰を払い落とすことで集じ

ん器出ロガスの水銀濃度の上昇を抑えること

ができることが確認されている。 

 

 

処理方式 活性炭・活性コークス吹込みろ過式集じん器 

概要 ダイオキシン類除去に使用する活性炭や活性コークスで水銀除去可能である。なお、水銀

濃度が高い場合、間欠的に活性炭あるいは活性コークスの供給量が増やせるよう供給装置の

容量に配慮しておく必要がある。 

 

処理方式 活性炭・活性コークス充填塔 

概要 水銀は、ダイオキシン類等と同様に、吸着除去可能な物質であることから、粒状活性炭あ

るいは活性コークスの充填塔に排ガスを通すことで除去できる。設備は、ダイオキシン類除

去に使用するものと同様である。 

活性炭・活性コークス充填塔の水銀除去性能は、ダイオキシン類と同様、吸着剤の種類と

ともに、使用温度および処理排ガス量（SV：排ガス量/活性炭量）に依存する。 

 

処理方式 湿式法 

概要 水や吸収液を噴霧し水銀を除去する方法である。吸収液を塔内で循環運転し気液接触によ

り水溶性の塩化第二水銀等の水銀化合物を吸収除去する。溶解した水銀は水溶液として回収

し、排水処理装置で処理する。吸収液だけでは除去率にばらつきが大きく安定した水銀除去

性能が得られないことから、吸収液に液体キレート等の薬剤を添加する例も多い。 
  

図  ろ過式集じん器温度と水銀除去率 
※出典  第 12 回全都清研究・事例発表会 

ごみ焼却炉排ガス中の乾式水銀除去特性 



121 

（２）悪臭対策 

ごみ焼却施設には、悪臭源となる受入設備および灰出設備等の工程、設備があります。悪臭を施

設から出さないために、発生源において極力捕集するほか、建築設備面での密閉化、燃焼用空気と

しての活用を図ります。また、施設の適正な維持管理が重要な要素となります。特に燃焼の悪化に

より主灰や排ガス中に未燃有機物が残留すると悪臭源となるため十分な灰の後燃焼とガスの燃焼

完結に考慮した炉設計を行うとともに、慎重な維持管理を行うことが必要です。 

排ガス中の臭気として、二酸化窒素や塩化水素のような無機物質が問題となる場合があり、臭気

濃度や臭気強度測定の際には、閾値（反応を引き起こすのに必要な最小あるいは最大の値）が低いため臭気

原因となりうるものです。これらは悪臭防止法においては、臭気指数による規制の対象となります

が、悪臭物質ごとの濃度規制では指定されていません。二酸化窒素や塩化水素は｢大気汚染防止法｣

で排出基準が定められており、この基準が守られていればこれらの物質が悪臭として敷地境界外に

影響を与える可能性はほとんどないと考えられます。新ごみ処理施設では、大気汚染法で定められ

た排出基準よりもさらに厳しい自主基準を設け、これを確実に遵守するため安定的な稼働が可能な

施設とします。 

排水から発生する悪臭については、特に排水中の硫酸イオン濃度が高くなると、BOD や温度条件

によっては硫酸還元菌が繁殖し硫化水素を発生して悪臭を生ずることがあるため、適正な排水処理

に努めるほか、灰質の悪化防止や、用水の再利用率についても考慮することが必要です。なお、硫

化水素については悪臭の観点だけでなく、安全の観点からも適切な管理が必要です。 

 

（３）騒音・振動対策 

ごみ焼却施設には、空気圧縮機や送風機以外にもポンプ、クレーン等の出力の大きな原動機を持

つ設備があり、集じん器の槌打音や排水処理設備の水音あるいは排風口等が騒音源となることもあ

ります。誘引送風機の回転数が煙突や煙道の固有振動数と同調することにより、騒音を発生する現

象にも注意する必要があります。また、ごみ焼却施設における誘引通風機や、破砕選別施設におけ

る回転式破砕機等の大型の回転機器については、振動の原因となることに注意が必要です。 

騒音の防止対策としては、低騒音型の機器を採用するとともに、これらを地下や建物内部に設置

する等、外部に漏洩しないよう配置することが重要です。振動の防止対策としては、低振動型の機

器を採用するとともに、特に振動を発生する機器については防振ゴムの設置や独立基礎とする等の

対策が重要です。 

 

（４）主灰・飛灰処理 

焼却炉下部に排出される主灰は高温であるため、灰冷却設備にて冷却を行います。飛灰は、ボイ

ラーの伝熱面や排ガス処理設備・配管内に付着したばいじんや、集じん器において捕集したばいじ

んであり、重金属を含むため、薬剤処理（キレート処理）による安定化処理を行います。 

 

（５）排水対策 

排水については、「排水クローズド方式」とする場合と、「下水道放流」とする場合が考えられま

す。本計画では、エネルギー回収率が大きいことや、塩化水素・硫黄酸化物除去のために乾式法を

採用するため排水中に塩類等は多く含まれないことから、「下水道放流」を採用します。 
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表 ５-17 排水方式に係る比較表 

項目 排水クローズド 下水道放流 

メリット 

 河川への排水が生じないため、河川への負荷が

低減できる。 

 塩類等が公共用水域に流出することを防ぐこ

とができる。 

 

 排水処理設備として大きなものが必要なくな

るため、整備費・維持管理費が小さくて済む。 

 排水をクローズドとするための水噴射（排ガス

冷却）を行う必要がなく、エネルギー回収率が

大きくなる。 

 

デメリット 

 減温塔の設置が必要となり、施設整備費で約 1

～3％程度の増加が想定される。 

 維持管理費も、減温塔および水噴霧ポンプの整

備費分が増額となり、約 1～5％程度の増加が想

定される。 

 減温塔で減温させる分、ボイラーでの収熱量が

減るため発電効率が 1％程度低下し、年間発電

量が 5～8％程度減少する。 

 

 下水処理施設では回収できないもの（塩類等）

は最終的に公共用水域に流れ出てしまう。ただ

し、塩化水素・硫黄酸化物除去において湿式法

を用いる場合には洗煙排水に含まれる塩類等

に留意する必要があるが、本計画では乾式法を

採用するため、排ガス中に含まれる物質はろ過

式集じん器においてばいじんとともに乾燥状

態で捕集・除去され、排水に含まれる塩類は少

ないことから問題になることはない。（灰押出

装置排水・灰積出場洗浄排水・炉室の床洗浄排

水などプラント排水に含まれる重金属対策は、

施設内の排水処理設備で対応可能。） 

 

※ コストや発電量の増減比率は他事例より。 
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第６章  施設計画の検討 

 

１ 新ごみ処理施設の種類・規模 

本事業で整備を行う施設の種類及び規模は、下表に示すとおりです。国における動向としてプラスチ

ック資源循環促進法が施行されたことから、「プラスチック資源（全プラ）の分別」にも対応した施設と

します。また、焼却施設についてはごみ処理量が長期的に減量傾向となるため、将来的な運転の効率化

を考慮し、計画処理量や災害廃棄物量を踏まえ、可能な限りコンパクトな施設規模とします。 

なお、施設整備の範囲について、処理方式や施設規模から想定する施設配置において、旧大久保清掃

工場及び旧収集事業課事務所の範囲では不足することから、収集事業課事務所と収集車車庫を含む範囲

とします。 

 

表 ６-1 整備する施設の種類及び規模 

 規模 備考 

① 焼却施設 

（ストーカ式焼却方式） 

303t/日 

(101t/日×3炉) 

 

※計画処理量 
73,602t/年（平常時） 
家庭系：産廃＝99.28%：0.72% 
（内訳）燃やせるごみ(家庭系) 41,320t/年 

燃やせるごみ(事業系) 25,772t/年 
燃やせないごみ(産業廃棄物) 489t/年 
可燃系一斉清掃ごみ 380t/年 
小動物の死体 8t/年 
破砕選別施設からの可燃物 5,633t/年 

※災害時の余力として上記の計画処理量に、さらに
7,360t/年を見込む。 

※1炉あたり年間 280日運転（全連続） 
※主灰・飛灰は、本市の最終処分場及び大阪湾広域臨海環
境整備センター（フェニックス）埋立を前提とする。 

※施設内に管理棟機能を含む。 

② 破砕選別施設 

（破砕系） 

25t/5h ※計画処理量  
4,653/年 
家庭系：産廃＝99.76%：0.24% 
（内訳）燃やせないごみ(家庭系) 3,523t/年 

燃やせないごみ(事業系) 1,242t/年 
燃やせないごみ(産業廃棄物) 11t/年 
（上記から直接埋立分 -1,104t/年） 
不燃系一斉清掃ごみ 308t/年 
粗大ごみ 671t/年 

※年間 249日運転（昼間 8時間稼働） 

 破砕選別施設 

（資源系‐びん缶ペット） 

16t/5h ※計画処理量 
2,732t/年 
（内訳）びん・缶・ペットボトル 2,732t/年 

※年間 249日運転（昼間 8時間稼働） 

 破砕選別施設 

（資源系‐プラスチック） 

14t/5h ※計画処理量 
2,926t/年 
（内訳）プラスチック類 2,926t/年 

※年間 249日運転（昼間 8時間稼働） 
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２ 各施設の基本的な処理フロー及び主要設備 

各施設の仕様は、ごみ処理施設性能指針および循環型社会形成推進交付金交付要綱を満足するものと

します。また、各施設は「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017改訂版」（（社）全国都市清掃会議）

に基づいて設計します。 

 

（１）焼却施設 

焼却施設の基本的な処理フローを示します。なお、括弧内は必要に応じて設置します。 

 

 

図 ６-1 焼却施設の基本的な処理フロー 

 

ア 受入・供給設備 

受入・供給設備は、搬入されるごみ量、搬出される焼却残渣量等を計量する計量機、ごみ収集車

がごみピットにごみを投入するために設けられるプラットホーム、ごみを一時的に貯えて収集量と

焼却量を調整するごみピット、およびごみピットからごみをホッパに投入するごみクレーン等で構

成します。 

（ア） 計量機 

搬入されるごみ、搬出される焼却残渣の量、搬出入車両重量等を正確に把握するため、計量機

の形式は「ロードセル方式」とし、搬入用 2基と搬出用 2基の合計 4基を基本とします。操作方

式は「全自動計量方式」とし、計量の効率化を図ります。なお、計量機の秤量は最大 30ｔとしま

す。また、破砕選別施設に搬入されるごみや搬出される資源物等も計量します。 

（イ） プラットホーム 

プラットホームは、ごみ収集・運搬車両からごみピットへの投入作業が容易かつ安全に行え、渋滞等

をできる限り生じないように十分なスペースとして幅員 20m 程度を確保します。プラットホームは原

則 1階（GL±0m程度）とします。また、プラットホームには 10tダンプが進入できるよう配慮します。 

運搬車両の出入口には、車両を検知して自動で開閉する鋼製・両引き式のプラットホーム出入口

扉を設け、ごみ収集車が自動扉から進入後、完全に扉が閉じられ、プラットホーム内の臭気が屋外

に漏洩しないものとします。また、エアカーテンを設ける等、臭気を遮断できるようにします。 

清掃のため全域を水洗い可能なよう散水栓を設け、排水溝はごみ投入位置における搬入車両の
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前端部よりやや中央寄りに設けます。また排水溝は清掃が容易な構造とします。 

（ウ） ごみ投入扉 

ごみ投入口には、車両を検知して自動で開閉する鋼製・両開き式のごみ投入扉を設け、ごみ収

集車よりごみをごみピット内に安全に投入でき、ごみピット内の臭気の漏洩防止および転落防止

が可能なものとします。 

搬入車が集中する時間帯でも車両が停滞することなく円滑に投入作業が続けられるよう、6 基

程度設置します。また、ダンピングボックスを 1基設置します。 

クレーン操作室からのロックが可能な構造とし、ごみピット室内を負圧として臭気が外部に漏

れるのを防ぐためにごみをピットに投入する時間以外は基本的に閉状態とします。 

（エ） ごみピット 

ごみピットは、単位体積重量（貯留時の圧密を考慮し 200kg/m3とする）において施設規模の 7

日分以上の貯留が可能な容量を確保します。（ピット容量は、投入扉下面のシュート下部から水平

線以下を有効容量として算定するものとします。）ピットの奥行きは自動運転と攪拌効果を考慮

し、クレーンバケットの開き寸法に対して、3 倍以上とします。 

ごみピットは地下水の漏水を考慮し、水密コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造とし、

ピット壁へのごみクレーンバケットの衝突、ごみの積上げに対しても十分考慮した耐圧性の強い

構造とします。ピットの底部には、ごみの汚水を容易に排水できるように一定の勾配をつけて、

汚水をごみピット排水貯留槽に導くようにします。 

なお、ごみピット内を常に負圧に保つとともに、ごみピット内粉じんや臭気がごみピット周辺

に漏洩しない気密構造とします。また、ごみピット内は、貯留ごみが原因となり火災が発生する

ことがあるため、火災対策として、ごみピット火災自動検知・消火装置を設けます。 

（オ） ごみクレーン 

ごみピットからごみをごみ投入ホッパへ供給するとともに、ごみピット内のごみを均し整理、

攪拌、積上げを行うために設置します。形式は「バケット付天井走行クレーン」、計量装置は「ロ

ードセル式」とし、2 基（交互運転）設置します。また、ごみクレーンバケット 2基を収納でき、

整備できるホッパステージを設けます。 

クレーン走行ガーター・横行ガーターは、揺れ・ひずみが発生しない構造とします。クレーン

稼働率は、投入 33％以下、攪拌 33％以下となるようにします。また、ごみクレーン操作室および

中央監視室での全自動運転/半自動運転/手動運転が可能なものとします。 

 

イ 燃焼設備 

燃焼設備は、炉内に供給するごみを受け入れるごみホッパ、炉内にごみを円滑に供給するために

設けられた給じん装置、ごみを焼却する燃焼装置、燃焼が円滑に行われるようにするための炉材等

で構成された焼却炉本体、ごみ質の低下時あるいは焼却炉の始動または停止時に補助燃料を適正に

燃焼するための助燃装置等で構成します。なお、燃焼条件は「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防

止等ガイドライン」を遵守するものとします。 

（ア） ごみ投入ホッパ 

ごみクレーンから投入されたごみを一時貯留しながら、詰まることのないよう円滑に炉内へ供

給でき、ごみ自身で炉内と外部を遮断できる設備とします。さらに、万一詰まった場合のために

ブリッジ解除装置を設置します。また、炉停止時等でホッパが空になった際に外気を遮断できる
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開閉蓋を設置します。 

（イ） 給じん装置 

ごみ投入ホッパ内のごみを燃焼装置へ供給するための給じんプッシャーを設置します。ごみを

炉内へ安定して連続的に供給し、かつ燃焼量に応じたごみ量を調整できる設備とします。 

（ウ） 燃焼装置 

焼却方式は「ストーカ式焼却方式」とし、ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に

撹拌し、燃焼後の灰および不燃物の排出を容易に行える装置とします。また、自動燃焼制御装置

により、焼却処理量の定量化、安定燃焼、燃焼温度・酸素濃度・一酸化炭素濃度等に留意した焼

却量一定制御機能を有するものとします。 

ボイラー効率を高めるために、低空気比高温燃焼が行えるものとします。定格の 70％～80％の

低負荷においても安定した焼却処理が行えるものとし、かつ低質ごみ時 100％負荷においても助

燃焼を行わず、安定燃焼が維持できるものとします。 

（エ） 焼却炉本体 

焼却炉および再燃焼室は、その内部において燃焼ガスが十分に混合され、所定の時間内に所定

のごみ量を焼却できる構造とします。また、高温燃焼を行うことから、炉内側壁にクリンカの付

着を防止する対策を施します。 

（オ） 助燃装置 

焼却炉立上げ時において、ダイオキシン類対策として必要な温度に速やかに昇温できるものと

する必要がある。耐火物の乾燥、炉の立上げ、立下げおよび燃焼が計画どおりに促進するために、

助燃装置（助燃バーナ、再燃バーナ等）を燃焼炉・再燃焼室等に設置します。 

使用燃料は灯油等とし、低 NOxバーナ仕様とします。また、バーナ安全装置、燃料供給設備お

よびその他必要な付属品を含むものとします。 

 

ウ 燃焼ガス冷却設備 

燃焼ガス冷却設備は、ごみの燃焼によって生じた高温の燃焼ガスを適正な温度に降下させるため

の設備であり、冷却方式はごみの焼却熱を有効に回収・利用するため「廃熱ボイラー」とします。

本設備は、廃熱ボイラーおよびその周辺設備で構成します。 

（ア） 廃熱ボイラー 

廃熱ボイラーは、燃焼ガスを適正な温度に冷却するためのボイラー本体、過熱器およびエコノ

マイザ等により構成されます。なお、ボイラーは熱回収効率の高い、高温高圧ボイラーとします

（過熱器出口において 4.0MPa以上×400℃以上）。また、エコノマイザは伝熱面積を大きくして、

より低温域の排ガスからも熱回収が可能な「低温エコノマイザ」とし、熱回収の効率を高めます。 

（イ） 脱気器 

給水中の酸素、炭酸ガス等の非凝縮性ガスを除去するもので、ボイラー等の腐食を防止するこ

とを目的に設置します。 

（ウ） 蒸気だめ 

廃熱ボイラーで発生した蒸気を受け入れて各設備に供給するためのもので、高圧用と低圧用蒸

気だめを設けます。 

（エ） 蒸気復水器 

タービンの余剰高圧蒸気や低圧排気を復水するための設備であり、冷却方式は空冷式とします。
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冷却効率を低下させないよう、ショートサーキットが生じない構造とします。なお、施設外部に

面する装置であるため、十分な騒音対策が必要となる。冷却ファン駆動部、冷却ファン、ダクト

サイレンサ等、騒音・振動・低周波振動等の発生する機器・装置は、低騒音・低振動型とします。 

 

エ 排ガス処理設備 

排ガス処理設備は、燃焼によって発生する高温ガス中に含まれるばいじん、硫黄酸化物、塩化水

素、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀、およびその他有害物質を、環境保全目標値まで除去する

ために必要な除去設備、ろ過式集じん器等で構成します。なお、除去設備は、「乾式法」とします。 

（ア） 減温塔（必要に応じて） 

燃焼ガスを所定のろ過式集じん器入口温度まで冷却するための設備であり、ダイオキシン類の

再合成が生じやすい温度域を急冷により素早く通り過ぎるための設備です。湿潤したばいじんの

付着や内部に付着したばいじんが水滴を吸収して生じる、本体の酸性腐食および低温腐食対策を

施すものとします。また、ケーシングは耐熱・耐腐食性に優れたものとし、耐酸腐食鋼相当以上

とします。 

（イ） ろ過式集じん器 

ろ過式集じん器本体は、低温腐食等に耐え得る耐食性を有した構造および材質とします。 

（ウ） ダイオキシン類および水銀除去設備 

ろ過式集じん器入口ダクトに粉末活性炭を吹き込み、排ガス中のダイオキシン類および水銀濃

度を低減化し、ろ過式集じん器で除去します。また、そのための薬剤サイロ（基準ごみ 3炉運転

時の使用量 7日分以上の容量）等の設備とします。 

（エ） 塩化水素および硫黄酸化物除去設備 

ろ過式集じん器入口ダクトに粉末アルカリ剤（消石灰等）の薬剤を吹き込み、排ガス中の塩化

水素、硫黄酸化物等の酸性物質と反応させ、反応生成物はろ過式集じん器で除去します。また、

薬剤サイロ（基準ごみ 3炉運転時の使用量 7日分以上の容量）を設置します。 

（オ） 窒素酸化物除去設備 

窒素酸化物は、燃焼制御により炉内での発生を抑制することが基本ですが、発生した窒素酸化

物は除去設備により除去します。窒素酸化物除去設備は、窒素酸化物にかかる環境保全目標を遵

守することができるよう、以下に挙げるものから適切な装置を選択します。 

a 無触媒脱硝装置（必要に応じて） 

無触媒脱硝は、アンモニアを炉内に噴霧して窒素酸化物を選択還元する方法です。炉内に

アンモニア水を噴霧するためのタンクやポンプ等により構成され、設備構成が簡単で設置も

容易なため簡易脱硝法として広く採用されています。本方法を選択する場合は、後段でろ布

損傷等の原因となる塩化アンモニウムや亜硫酸アンモニウムなどを生成しないよう、アンモ

ニア噴霧量が多くなりすぎないように留意する必要があります。 

b 排ガス再循環装置（必要に応じて） 

排ガス再循環は、集じん器出口の排ガスの一部を炉内に供給する方法です。これにより炉

温がおさえられるとともに燃焼空気中の酸素分圧が低下することによって燃焼を抑制し、窒

素酸化物発生量を低減させる「燃焼制御法」の一種です。本方法を選択する場合は、排ガス再

循環ラインで腐食のないよう適切な材質を選択する必要があります。 
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c 脱硝反応塔（必要に応じて） 

窒素酸化物除去効率の高い性能が期待でき、ダイオキシン類の酸化分解も可能である「触

媒脱硝法」によるものです。本方式を選択する場合は、発電効率の向上のため、排ガス温度が

低温でも高い除去効率を維持する低温脱硝触媒設備を採用します。触媒設備の入口前におい

て排ガスの再加熱を行う必要がある場合は、蒸気式ガス再加熱器を設置します。 

 

オ 余熱利用設備 

本施設では、廃熱ボイラーから発生した蒸気を利用して、発電のためのタービン設備、燃焼空気

加熱用予熱機を作動させる。また、蒸気を媒体として、熱交換器および温水発生器などにより温水

を発生させ、その温水を利用して、冷暖房設備、給湯設備などを作動させるものとします。 

本施設での余熱利用は発電を基本とし、施設内電力利用のうえ、余剰電力は売電します。なお、

環境省交付金メニューのうち、エネルギー回収型廃棄物処理施設の要件を満たすものとし、基準ご

み・3炉定格運転時に、エネルギー回収率 20.5％以上※とします。 

※ 2017年度に地域計画承認された事業であるため現行の交付金メニューにおけるエネルギー回収型廃棄物処理施設のエネルギ

ー回収率要件（300t/日超 450t/日以下の場合「22.0%」）より低い基準となっています。 

余熱利用設備は、廃熱ボイラーにより発生した蒸気エネルギーを回収し電力に変換する蒸気ター

ビンおよび蒸気タービン発電機、その他の温水利用設備で構成します。 

（ア） 蒸気タービン 

タービンの形式は、蒸気タービンの途中から蒸気を一部抽出しこれを廃熱ボイラーへ供給する

給水の予熱等に利用する「抽気復水タービン」または「背圧タービン」があります。抽気復水タ

ービンの方が高効率ですが設備構成や制御が複雑です。背圧タービンの方が設備も比較的簡単な

システムであり運転も容易ですが、設備が大きくなります。本施設では、ボイラーでの蒸気を最

大限に有効利用し、高効率発電のため、「抽気復水タービン」とします。なお、振動対策として蒸

気タービンは独立基礎に設置するものとし、また必要に応じて部屋の吸音工事等を施します。 

（イ） 蒸気タービン発電機 

蒸気タービンにより駆動され、電力会社の商用電源と並列運転するものとします。 

（ウ） 温水利用設備 

蒸気タービンからの排気が持つ余熱等、発電を最大限行った上で余る熱については、熱交換器

（廃熱ボイラーにより発生した高圧蒸気を減圧した低圧蒸気や高温水を熱源とし、上水等に熱を伝達

し温水とするもの）等による熱利用を行うことを検討します。 

 

カ 通風設備 

通風設備は、ごみを燃焼するために必要な空気を燃焼装置に送入する押込送風機、燃焼用空気を

加熱する空気予熱器、燃焼した排ガスを排出する誘引通風機、燃焼ガスを大気に放出するための煙

突、排ガスを燃焼設備から煙突まで導くための排ガスダクト(煙道)等で構成します。 

なお、煙突は建屋一体型とし、高さは GL+59m とします。 

 

キ 灰出し設備 

灰出設備は、主灰と飛灰を分けて処理・貯留・搬出できる設備とします。燃焼設備で完全に焼却

した主灰の消火と冷却を行うための灰押出装置（灰冷却装置）、排ガス処理設備や燃焼ガス冷却設

備から排出される飛灰を安定化処理する飛灰処理設備、灰を一時貯留するための灰ピット（主灰ピ
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ットおよび飛灰処理物ピット）や灰クレーン、各設備間で主灰や飛灰を円滑かつ適正に移送する灰

出コンベヤ等で構成します。 

作業環境、機器の損傷を考慮して、焼却炉から灰ピットまでの灰搬出ルートについては極力簡素

化を図るように、灰ピットの配置、搬出装置を計画します。 

（ア） 灰押出装置（灰冷却設備） 

燃焼設備で完全に焼却した主灰を消火し、冷却を行うためのものであり、形式は「半湿式」と

します。灰中に含まれる金属分と水の反応により水素ガスが発生し、爆発を起こさないよう、防

爆対策を施します。 

（イ） 飛灰処理設備 

集じん器で捕集したばいじんと、排ガス冷却設備、減温塔の落じん灰および空気予熱器等で捕

集したダストを薬剤により適切に安定化処理するものです。飛灰貯留槽（最大発生時の 3日分以

上の容量）、飛灰定量供給装置、混練機、薬剤添加装置（薬剤タンクは基準ごみ 3炉運転時の使用

量 7日分以上の容量）等で構成します。 

（ウ） 灰ピット 

灰ピットは、主灰と飛灰処理物を分けて貯留できる構造とします。基準ごみ時に発生する主灰

および飛灰処理物の単位体積重量において施設規模の 7日分以上の貯留が可能な容量を確保しま

す。（灰分散機下を上限として容量を設定します。） 

灰ピットは地下水の漏水を考慮し、水密コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造とし、ピ

ット壁への灰クレーンバケットの衝突に対しても十分考慮した耐圧性の強い構造とします。ピッ

トの底部には、灰の汚水を容易に排水できるように一定の勾配をつけて、汚水を灰ピット汚水槽

に導くようにします。 

なお、灰ピット内を常に負圧に保つとともに、灰ピット内粉じんや臭気が灰ピット周辺に漏洩

しない気密構造とします。 

（エ） 灰クレーン 

灰ピットに貯留された主灰および飛灰処理物をダンプへ積み込むためのものです。計量装置は

「ロードセル式」とし、2基設置（交互運転）します。なお、灰搬出場には天蓋付ダンプ車(12t)

が進入できるよう配慮します。灰クレーンバケット 2基を収納でき、整備できるスペースを設け

ます。 

 

ク 排水処理設備 

排水処理設備は、場内から発生する汚濁排水を処理するものであり、ごみピット汚水はろ過した

上で炉内に噴霧します。プラント系排水（有機系、無機系）の排水は、一定の処理を行いプラント

内で再利用するとともに、余剰分は排水基準に適合するよう処理した後、下水道放流することとし

ます。 

 

ケ 換気・除じん・脱臭等に必要な設備 

プラットホームおよびごみピット、灰ピットを負圧に保ち、臭気や粉じんを外部に漏洩させない

ようにするために、必要な換気設備を設けます。 

ごみピット内の空気は、運転時は燃焼用空気として用います。全炉停止時には脱臭装置および除

じん装置を通し、屋外に排出します。灰ピット内の空気も、可能な限り燃焼用空気として用います
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（この場合、全炉停止時は、灰ピットにおいても、ごみピットと同様の対策の上、排気します。）が、

不可能な場合は環境集じん器等により除じん後に屋外排気します。 

また、炉室内を負圧に保ち、かつ機器の放熱を効率的に外部に排出するために必要な換気設備を

設けます。 

 

コ 電気・ガス・水道等の設備 

電気設備は、焼却施設棟および破砕選別施設棟、計量棟等の受電設備を含むもので、本施設の運

転に必要なすべての電気設備とし、受変電設備、電力監視設備、非常用電源設備等で構成します。

なお、非常用電源設備は、受電系統の事故や災害等による給電が断たれた緊急時においても、安全

に炉を停止するとともに、非常用電源設備の電力を用いて施設の起動（冷間停止状態から定格運転

まで）が可能となるよう、必要容量を有するものとします。 

ガス設備について、管理諸室でガス機器を使用する場合はプロパンガスまたは都市ガスとします。 

給水設備について、上水及び地下水を使用します。 

 

サ その他の設備 

計装設備として、焼却施設の運転に必要な自動制御設備、遠方監視、遠隔操作装置およびこれら

に関係する計器（指示、記録、積算、警報等）、操作機器、ITV、計装盤、データ処理装置、計装用

空気圧縮機、配管、配線等を設けます。また、公害防止監視装置も含みます。 

また雑設備として、雑用空気圧縮機や清掃用煤吹装置、真空掃除装置、炉内清掃時用ろ過式集じ

ん器、床洗浄装置を設けます。 

 

シ 機器配置にかかる留意事項 

機器の配置にあたっては、日常の運転保守管理が容易であるとともに、機器更新時の機材搬出入

動線を考慮し、機器の取替・補修が容易となるよう計画します。 

また、防音対策のため、騒音が発生する機械設備は必要に応じて防音構造の室内に収納し、騒音

が外部に洩れないようにするとともに、敷地境界線からできる限り遠くに配置するよう計画します。

振動が発生する機械設備は、振動の伝播を防止するため独立基礎、防振装置を設ける等の対策を施

します。 
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（２）破砕選別施設 

破砕選別施設の基本的な処理フローを示します。なお、括弧内は必要に応じて設置します。 

 

1） 資源系 

 

 

図 ６-2 破砕選別施設(資源系)の基本的な処理フロー 

2） 破砕系 

 

図 ６-3 破砕選別施設(破砕系)の基本的な処理フロー 
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ア 共通設備仕様 

（ア） 計量機 

焼却施設と共有します。 

（イ） プラットホーム 

プラットホームは、ごみ収集・運搬車両からごみピットや各ヤードへの搬入作業が容易かつ安

全に行え、渋滞等をできる限り生じないように十分なスペースを確保します。なお、プラットホ

ームは原則 1階（GL±0m程度）とします。 

運搬車両の出入口には、車両を検知して自動で開閉する鋼製・両引き式のプラットホーム出入

口扉を設け、ごみ収集車が自動扉から進入後、完全に扉が閉じられ、プラットホーム内の臭気が

屋外に漏洩しないものとします。また、エアカーテンを設ける等、臭気を極力遮断できるように

します。 

清掃のため全域を水洗い可能なよう散水栓を設け、排水溝はごみ投入位置における搬入車両の

前端部よりやや中央寄りに設けます。また排水溝は清掃が容易な構造とします。 

 

イ 持込ごみ受入ヤード 

（ア） 受入・供給設備 

家庭系の持込ごみ（燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ等）の受入ヤードを設けます。

（破砕選別施設とは別に、敷地内に設けることとします。） 

受入ヤードにて選別を行うため、選別作業に必要なスペースを確保します。（再使用可能な物は

別途保管します。危険物、有害物や適正処理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収

を図り、選別後、可燃性のものは焼却施設に搬送して処理し、不燃性のものは破砕選別施設の不

燃物ピットに搬送・投入して破砕設備にて処理します。） 

（イ） 選別設備 

選別作業は、手作業及びショベルローダー等により行います。 

 

ウ 粗大ごみ受入・選別ヤード 

（ア） 受入・供給設備 

直営・委託収集分の粗大ごみの受入、及び持込ごみ受入ヤードにて選別した粗大ごみの受入ヤ

ードを設けます。 

受入ヤードにて選別を行うため、選別作業に必要なスペースを確保します。（再使用可能な物は

別途保管します。危険物、有害物や適正処理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収

を図り、選別後、可燃性のものは焼却施設に搬送して処理し、不燃性のものは破砕選別施設の不

燃物ピットに搬送・投入して破砕設備にて処理します。） 

（イ） 選別設備 

選別作業は、手作業及びショベルローダー等により行います。 

 

エ 燃やせないごみ受入・選別ヤード 

（ア） 受入・供給設備 

直営・委託収集や許可業者分の燃やせないごみの受入、及び持込ごみ受入ヤードにて選別した

燃やせないごみの受入ヤードを設けます。 
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受入ヤードにて選別を行うため、選別作業に必要なスペースを確保します。（再使用可能な物は

別途保管します。危険物、有害物や適正処理困難物の除去作業及び小型家電のピックアップ回収

を図り、選別後、可燃性のものは焼却施設に搬送して処理し、不燃性のものは破砕選別施設の不

燃物ピットに搬送・投入して破砕設備にて処理します。） 

（イ） 選別設備 

選別作業は、手作業及びショベルローダー等により行います。 

 

オ 不燃物ピット および 破砕・選別ライン 

（ア） 受入・供給設備 

各ヤードにて選別した不燃性のものの貯留を行うため、ピットを設け、ごみクレーンにより不

燃ごみ破砕設備に供給します。 

a ごみピット 

ごみピットの容量は、施設規模の 3日分以上の貯留が可能な容量を確保します。（ピット容

量は、投入ホッパの下部から水平線以下を有効容量として算定します。） 

ごみピットは地下水の漏水を考慮し、水密コンクリートを使用した鉄筋コンクリート造と

し、ピット壁へのごみクレーンバケットの衝突、ごみの積上げに対しても十分考慮した耐圧

性の強い構造とします。ピットの底部には、ごみの汚水を容易に排水できるように一定の勾

配をつけて、汚水をごみピット排水貯留槽に導くようにします。 

ごみピット内は、貯留ごみが原因となり火災が発生することがあるため、火災対策として、

ごみピット火災自動検知・消火装置を設けます。 

b ごみクレーン 

ピットに貯留した不燃物をごみ投入ホッパへ供給するとともに、ごみピット内のごみを均

し整理、攪拌、積上げを行うために設置します。形式は「バケット付天井走行クレーン」、計

量装置は「ロードセル式」とし、1基設置（バケットは予備含む 2基）します。クレーン走行

ガーターは、揺れ・ひずみが発生しない構造とします。 

（イ） 破砕設備 

破砕設備は、剪断式破砕機及び回転式破砕機を設置します 

破砕機および搬送コンベヤでは、騒音・振動への対策、および引火・爆発への安全対策を十分

に図る。特に破砕機は爆発・火災等の恐れがある可燃性ガスが内部に滞留しない構造とし、ガス

検知器を設け、中央操作室に警報できるものとします。また、爆発・火災対策および騒音・振動

対策上、回転式破砕機は破砕機設備室に収納します。破砕機設備室扉は内開きとし、「閉」時でな

ければ破砕機が運転できないよう、ドアロック機構を設ける等安全対策を施します。爆発により

火災が発生した場合には、破砕機内を自動消火散水することができる設備を設けます。 

また破砕物の搬送コンベヤ上では閉塞が起こらない工夫を行う、閉塞時に速やかに対処が可能

なよう適切な箇所に点検口を設ける等、維持管理の効率性が十分に高いものとします。 

a 剪断式破砕機 

畳・ソファ・ベッドマット等の処理のため、「剪断式破砕機」を設置します。可燃粗大ごみ

破砕機は一般的に使用されることが多い「竪型切断機」とします。なお、破砕刃は、耐久性の

高い材質とするとともに、交換が容易なものとします。（剪断式破砕機は、焼却施設のごみピ

ット前段に設置します。） 
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b 回転式破砕機 

不燃物の破砕設備として、粗破砕のため用いられる「低速回転式破砕機」、細破砕のため用

いられる「高速回転式破砕機」（竪型回転式、横型回転式など）のうち、適切な組合せ（低速

及び高速、又は高速のみ）により設置します。 

なお、破砕刃は耐久性の高い材質とするとともに、交換が容易なものとします。破砕による

騒音・振動が装置周辺に伝播しないようにするため、独立基礎に設置します。 

（ウ） 選別設備 

破砕したものを、機械選別設備により鉄・アルミ・破砕残渣に選別します。 

（エ） 貯留・搬出設備 

破砕処理によって選別された、鉄・アルミは、それぞれ「バンカ貯留方式」とし、破砕残渣は

「焼却施設のごみピット利用方式」とします。 

 

カ びん・缶・ペットボトル貯留ヤード（又はピット）及び選別ライン 

（ア） 受入・供給設備 

直営・委託収集分の缶・びん・ペットボトルの受け入れ、及び持込ごみ受入ヤードにて受け入

れた缶・びん・ペットボトルの貯留を行うためのヤード（又はピット）を設け、ショベルローダ

ー等（又はクレーン）により選別設備に供給します。 

（イ） 選別設備 

選別ラインは、手選別及び機械選別とします。手作業により不純物の除去とともに均等化を図

り、磁選機によりスチール缶を回収し、アルミ選別機によりアルミ缶の回収、手作業によりペッ

トボトルの選別及びびんの色分け（白・茶・その他）及びガラス残渣への選別を行います。 

なお、手選別コンベヤでは騒音・悪臭・粉じん等の対策を行い、作業環境に配慮します。 

（ウ） 圧縮梱包・貯留設備 

貯留方法として、缶は、缶圧縮機にて圧縮して成型品としヤードに貯留し、ペットボトルは圧

縮梱包機にて圧縮し成型品としヤードに貯留し、びんは色別（白・茶・その他）及びガラス残渣

に分けてヤードに貯留後、それぞれ資源化します。 

なお選別時に取り除いた不純物の貯留は、不燃物処理ラインの貯留設備と共用します。 

 

キ プラスチック類貯留ピット（又はヤード）及び選別ライン 

（ア） 受入・供給設備 

直営・委託収集分のプラスチック類の受け入れ、及び持込ごみ受入ヤードにて受け入れたプラ

スチックの貯留を行うためのピット（又はヤード）を設け、ごみクレーン（又はショベルローダ

ー等）により選別設備に供給します。 

（イ） 選別設備 

選別ラインは、手選別とします。手作業により不純物の除去を行います。 

なお、手選別コンベヤでは騒音・悪臭・粉じん等の対策を行い、作業環境に配慮します。 

（ウ） 圧縮梱包・貯留設備 

貯留方法として、圧縮梱包機にて圧縮し成型品としヤードに貯留後、資源化します。 

なお選別時に取り除いた不純物の貯留は、不燃物処理ラインの貯留設備と共用します。 
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ク 非鉄金属・鉄くず・小型家電等貯留ヤード 

各種ヤードや手選別ラインにおいて取り出した有価物（小型家電製品、銅、鉛、真鍮、鉄、アル

ミ等）や適正処理困難物等を各コンテナボックスに積込み、本ヤードに貯留します。 

 

ケ 危険物・有害物・適正処理困難物保管ヤード 

各種ヤードや手選別ラインにおいて取り出した危険物、有害物や適正処理困難物を一時的に保管

するヤードを設けます。 

危険物や有害物は、種類ごとにボックスに入れ、シャッター付のヤードに保管し、随時、専門業

者に処理を依頼します。処理困難物はヤードに保管し、随時、専門業者への処理依頼、またはマッ

トレス等は破砕設備での処理を行う。なお、ヤードには 10t ダンプが進入できるよう配慮します。 

 

コ 剪定枝リサイクル設備・ヤード（必要に応じて） 

可燃ごみとして搬入された剪定枝を破砕・チップ化する設備、保管するヤードを検討します。 

 

サ 搬送設備 

各処理ラインの受入・供給設備から貯留設備までの間は、搬送コンベヤおよび各処理設備投入ホ

ッパ等で接続します。 

特に破砕処理ラインの搬送コンベヤ上においては、火災が発生しやすいため、随所に火災検知機

および散水設備等を設置し、万全の対策を行う。また、コンベヤ防じんカバーは分割して容易に着

脱できる構造とするなど、出火時の消火活動が円滑に行なわれるよう配慮した設計とします。 

 

シ 換気・除じん・脱臭等に必要な設備 

臭気や粉じんを外部に漏洩させないようにするために、各受入ホッパ、各搬送コンベヤ、各コン

ベヤ乗継部、各選別装置、その他粉じん発生箇所の粉じんに吸引設備を設ける。吸引した粉じんは、

サイクロンやバグフィルタにより集じんした後、破砕可燃物の貯留設備に搬送します。 

また、各受入ホッパ、手選別室、各ヤード、その他必要な箇所の室内空気は吸引し、脱臭装置を

通し、屋外に排出します。 

 

ス 排水処理設備 

破砕選別施設のプラント排水は、焼却施設に送り、処理します。 

 

セ 電気・ガス・水道等の設備 

電気設備は、焼却施設棟からの受電設備を含み、破砕選別施設の運転に必要なすべての電気設備

とします。 

ガス設備について、管理諸室でガス機器を使用する場合はプロパンガスまたは都市ガスとします。 

給水設備について、本施設では上水及び地下水を使用します。 

 

ソ その他の設備 

計装設備として破砕選別施設の運転に必要な自動制御設備、遠方監視、遠隔操作装置およびこれ

らに関係する計器（指示、記録、積算、警報等）、操作機器、ITV、計装盤、データ処理装置、計装
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用空気圧縮機、配管、配線等を設けます。 

また雑設備として、雑用空気圧縮機や清掃用装置（可搬式掃除機、床洗浄装置等）等を設けます。 

 

タ 機器配置にかかる留意事項 

機器の配置にあたっては、日常の運転保守管理が容易であるとともに、機器更新時の機材搬出入

動線を考慮し、機器の取替・補修が容易となるよう計画します。 

また、防音対策のため、騒音が発生する機械設備は必要に応じて防音構造の室内に収納し、騒音

が外部に洩れないようにするとともに、敷地境界線からできる限り遠くに配置するよう計画します。

振動が発生する機械設備は、振動の伝播を防止するため独立基礎、防振装置を設ける等の対策を施

します。 

 

（３）土木・建築計画 

ア 土木基本計画 

（ア） 土地造成計画 

建設場所のほとんどが現在既に平坦な地形（FH＝約 83m）ですが、収集事業課事務所のある範

囲は少し高く FH＝約 84.5mとなっています。また、施設整備に当たっては、既存施設解体後の埋

め戻しも含めて敷き均し、建設場所全体を平坦な地形とします。 

 

（イ） 外構施設計画 

構内道路・搬入道路は、建設場所の外周に整備します。構内排水（雨水）は、現況の雨水排水

経路と同様に、西側の端部に集水します。駐車場は、クリーンセンター敷地全体の連続性を保つ

ため、建設場所単独では設置せず、既存施設の改良を含め、集約し配置します。植栽等は、工場

立地法に定められた要件（緑地が敷地面積の 20%以上、緑地を含む環境施設が敷地面積の 25%以

上）を敷地全体で満たすように整備します。 

 

イ 建築基本計画 

（ア） 居室計画・意匠計画・デザイン 

焼却施設棟、破砕選別施設棟、計量棟などの建物は、外観・意匠の統一を図ります。 

敷地周辺全体に緑地帯を十分に配置し、施設全体が周辺の地域環境に調和し、清潔なイメージ

と周辺の景観を損なわない潤いとゆとりある施設とします。また、建物の側面にできる限り凹凸

が出ないようにする、連窓を効果的に取り入れるなど圧迫感を軽減するデザインとします。 

建物内には、管理事務所および会議室、見学者説明室、従事者食堂、浴室、控室等を設けます。

また、災害時にもできる限り安定運転が可能とし、災害廃棄物処理および災害時のエネルギー供

給等の拠点と成り得る、必要な設備を備える施設とします。 

 

（イ） 構造計画・耐震計画 

耐久性を備え、災害時にも継続して処理を行うことができる施設とします。 

機器基礎は鉄筋コンクリート造を原則とします。構造計算は、新耐震設計の趣旨に則り設計し、

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」によることとします。（建築構造体はⅡ類（重要度係数

1.25）、建築非構造部は A類、建築設備は甲類とします。）設備の耐震については、建築設備は「建
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築設備耐震設計・施工指針」、ボイラー等のプラント特有の設備は「火力発電所の耐震設計規程」

によるものとします。また、破砕機等の大型機器の設計水平震度は、k=0.3とします。 

 

（ウ） 建築設備計画 

給水設備として、上水の他、必要に応じて地下水揚水設備を設けます。排水については、下水

放流であるため、生活排水の処理設備は不要です。 

建築設備における省エネルギーのため、自然光を十分に採り入れる構造とするとともに、省エ

ネルギー効果が高い機器として、高効率電動機、インバータ、LED、エコケーブル、人感センサー

等を使用します。外壁に面する部屋の壁等を含め、断熱材等を適切に採用し、空調等における省

エネルギー化を図ります。また、換気方式は可能な限り自然吸気・自然排気方式を採用し、空調

等における省エネルギー化を図ります。 

 

（エ） 再生可能エネルギー 

太陽光発電等の自然エネルギーの導入を行います。 

 

（オ） 将来の設備更新のための対策等 

大型機器の整備・補修を容易にするため、それらの搬出口、搬出用通路および搬出用機器を設

けます。将来にわたっての修理はもとより、機器更新工事が容易かつ経済的、衛生的にできるよ

うに、資材置き場も考慮した計画とします。 

 

ウ 車両動線及び歩行者動線計画 

安全性確保のため、見学者や持ち込みの一般車両動線及び歩行動線は、原則としてごみ搬入車、

搬出車等の車両動線とは分離します。 
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３ 全体配置 

敷地範囲については、旧大久保清掃工場及び旧収集事業課事務所の範囲では不足することから、収集事業課事務所と収集車車庫を含む範囲とします。以下に、施設配置イメージを示します。なお、この配置は、生活環境影響調査

の予測条件として用いるために設定したものであり、実際の配置はこの限りではありません。 

 
図 ６-4全体施設配置イメージ 

 
 

  

  
  

焼却施設 

  

破砕選別施設 

R階（GL+35.0m） 

6階（GL+30.0m） 

5階（GL+24.0m） 

4階（GL+18.0m） 

3階（GL+12.0m） 

2階（GL+ 6.0m） 

1階（GL+ 0.0m） 

焼却施設立面 

（各階高さの想定） 

1階（GL+ 0.0m） 

2階（GL+ 6.0m） 

3階（GL+12.0m） 

R階（GL+18.0m） 

破砕選別施設立面 

（各階高さの想定） 

搬入車動線 

歩行者（見学者）動線 

※建物間は渡り廊下 
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第７章  既存施設解体工事手法等の検討 

 

１ 解体工事の計画 

解体計画の概要は以下のとおりです。 

 

（１）解体範囲 

 

図 ７-1ごみ処理施設等に係る解体撤去範囲（赤枠部分） 
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表 ７-1 解体対象施設の概要 

項目 種類 内容 

焼却施設等 旧大久保清掃工場 
 

建築面積 2,340.39m2  
延床面積 8,544.51m2  

工場棟： 鉄骨、鉄筋コンクリート造 
地下 3階 地上 5階建 

煙突：鉄筋コンクリート造 59m 
1976年竣工 
全連続燃焼式ストーカ炉 
150t/日×3炉 発電なし 

計量棟＊1 建築面積 24.86m2 

計量台①22.88m2 
（7.04m×3.25m） 
計量台②29.51m2 
（8.02m×3.68m） 

鉄筋コンクリート造 
1976年竣工 
（計量台寸法は図面寄りの読み取りの
ため誤差が若干あり） 

排水処理設備 建築面積 259.13m2 鉄骨、鉄筋コンクリート造地上 2階建 
1976年竣工 

危険物庫＊1 建築面積 22.62m2 CB造 
1976年竣工 

プロパン庫＊1 建築面積 9.34m2 CB造 
1976年竣工 

その他 旧収集事業課事務所 
＊1 

建築面積 362m2  
延床面積 723m2  

鉄筋コンクリート造 
東側に浄化槽、南側に倉庫あり 
1976年竣工 

旧収集事業課事務所増築分（西側） 
＊1 

建築面積 52.78m2  
（7.2m×7.33m） 

鉄筋コンクリート造 
竣工年不明（1990年 10月設計） 

収集事業課事務所 
＊1 

建築面積 1,312.23m2  
延床面積 1,934.28m2  
 

鉄筋コンクリート造 
地上 2階建 
1999年度設計もしくは工事 

車庫①（旧収集事業課東側） 
＊1 

建築面積 655.2m2  
（72m×9.1m） 

鉄骨造 
竣工年不明（1976年 12月設計） 

車庫②（旧収集事業課東側） 
＊1 

建築面積 318m2  
（30m×10.6m） 

鉄骨造 
竣工年不明（1976年 12月設計） 

車庫③（旧収集事業課東側） 
＊1 

建築面積 50m2  
（10m×5m） 

鉄骨造 
竣工年不明（1989年 10月設計） 

車庫④（旧収集事業課東側） 
＊1 

建築面積 63.75m2  
（7.5m×8.5m） 

鉄骨造 
竣工年不明（1989年 10月設計） 

車庫⑤（旧収集事業課東側） 
＊1 

建築面積 97.51m2  
（9.36m×10.418m） 

鉄骨造 
竣工年不明（1994年 12月設計） 

車庫⑥（旧大久保清掃工場西側） 
＊1 

建築面積 247.00m2  
（35.225m×7.012m） 

鉄骨造 
竣工 1976年 

洗車場（旧収集事業課東側） 
＊1 

面積 170m2  
（20m×8.5m） 

コンクリート構造物、側壁鋼板製 
竣工年不明（1989年 10月設計） 

※上記は全てを網羅しているものではなく、これらのほか小建物や設備が存在する。（表中＊1 とあるのは交付対象範囲外） 

 

（２）解体工事方法 

既存施設解体工事方法を対象範囲ごとに整理すると表７-2のとおりです。 

 

表 ７-2 解体工事方法 

対象範囲 解体内容・方法 

建築物等 

建築物 建築物は地上部、内・外部の設備及び基礎部も含めて全て解体撤去

します。 

工作物 煙突や擁壁等の工作物は、基礎部も含めて全て解体撤去します。 

アスベスト

含有建材 

旧大久保清掃工場や旧収集事業課などでアスベストを含有した建材

が使用されていることが確認されています。そのため、工事中は、ば

く露防止対策および飛散防止対策が必要となります。これらのアスベ

スト含有建材については「廃棄物処理施設解体等の石綿飛散防止対策

マニュアル(改訂版)」(2007年 3月)や「建築物の解体等に係る石綿飛

散防止対策マニュアル 2014.6」に準じ解体を行うものとします。 
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対象範囲 解体内容・方法 

機械設備 旧大久保清掃工場でダイオキシン類や重金属類を含有した灰が機

械設備（灰ピット等含む）に付着していることが確認されています。

本施設内の焼却炉や排ガス処理設備、煙道、煙突内筒、灰処理設備

関係の機械設備等については、作業員へのばく露防止や周辺への飛

散防止を考慮し、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン

類ばく露防止対策要綱 2014年 1月」に準じて、付着している灰等

の除染作業を入念に行います。また、保温材等にアスベストが含有

しているものは「廃棄物処理施設解体等の石綿飛散防止対策マニュ

アル(改訂版)」(2007 年 3 月)や「建築物の解体等に係る石綿飛散

防止対策マニュアル 2014.6」に準じ解体を行います。 

これらの解体作業は、灰やダイオキシン類・アスベスト等の除去が

適切に行われたか否かを目視及び分析を行って確認した上で着手

し、その他の機械設備についても全ての設備機器を解体撤去しま

す。 

配管設備 配管設備については、全ての配管弁類を解体撤去します。 

電気・計装設備 電気・計装設備については、全ての設備機器を解体撤去します。な

お、変圧器等の PCB混入の可能性のある機器については、本市が指

定する場所に移設保管するものとします。 

外構 
＊1 

構内道路 アスファルト舗装・縁石等の部分については全撤去とします。 

構内雨水 

排水設備 

解体撤去範囲の雨水排水設備は暗渠を含めてすべて撤去を行いま

す。その後、新ごみ処理施設を整備する際に新しく整備を行い防災

調整池に導水するものとします。 

フェンス 工事範囲内のフェンスは全撤去とします。 

植栽 工事範囲内の植栽についてはできるだけ再利用します。 

汚染土壌 
＊1 

旧大久保清掃工場では、土壌汚染に係る調査を行ったが汚染土壌は

確認されなかったため、撤去の検討は不要となります。 

残置物 
＊1 

解体対象施設屋内および屋外（工事範囲内）に様々な残置物（什器、

備品、資材、薬品、構造物など）が確認されています。これらの廃

棄物については、建設廃棄物ではないため、建設業者に処理を委託

すると廃棄物処理の再委託となってしまう恐れがあります。そのた

め、以下の対応案から今後、適切な方法を選定して実施します。 

Ａ案：解体工事前に別途、廃棄物処理業者に処理を委託 

Ｂ案：建設業者に場内運搬のみ依頼し、敷地内に仮置後、別途運搬処理

業者に委託 

跡地整備 
＊1 

解体対象施設の地下構造物を撤去した後、埋戻しを行うと土の運搬

費や購入費、整地費用等が嵩み、引渡までの管理費用や時間もかか

ります。一方で新ごみ処理施設にも地下室やごみピット等地下構造

物が必要で、改めて掘削して土砂を搬出することになり、費用・時

間・安全管理面において無駄が多くなります。そのため、解体撤去

後、埋戻しを行わず、すみやかに新ごみ処理施設の建設を行うもの

とします。 

（表中＊1 とあるのは交付対象範囲外） 
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２ 解体工事工法等の検討 

既存施設解体において、アスベスト・ダイオキシン類等への対応方法について、ゼネコンアンケ

ートを行いました。その結果と今後の方針は表７-3のとおりです。 

 

【参考：ゼネコンアンケートについて】 

 
 

■ 聴取項目 

- 解体工事に係る概算見積 

- 建築物の外壁塗装にアスベストが含まれている場合の対応方法への意見（飛散防止措置として有力と考えるも

の及び参考施工単価） 

- 焼却施設の設備にダイオキシン類や重金属等有害物質が付着している場合の対応方法への意見（除染方法とし

て有力と考えるもの） 

- 概略工事工程 

■ 提示条件 

- 工事場所 

- 解体対象施設の概要（施設の種類、施設規模、処理方式）及び図面 

- 整備スケジュール・順序案（既存施設の解体を含む） 

- 敷地条件（法規制、ユーティリティ） 

- 有害物質調査の結果 

- 土壌汚染のおそれの状況、及び汚染土が検出された場合の対応方針 

■ 調査期間 

2019 年(令和元年)11 月 28 日～2019 年(令和元年)12 月 27 日（一部の回答について 2020 年(令和 2 年)1 月 31 日ま

で） 

■ 回答状況 

7社 
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表 ７-3 既存ごみ処理施設解体に係るゼネコンアンケート結果【外壁アスベストやダイオキシン類等除去工法、スケジュール等に関するアンケート】 

設問内容 
各社回答 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

建築物の外壁塗装にアス

ベストが含まれている場

合の対応（アスベストの飛

散防止対策として隔離措

置と同等と判断される工

法等） 

集じん装置付超高圧水洗工法 集じん装置付グラインダー 隔離養生＋ディスクグライン

ダー除去（従来工法） 

集じん装置付き高圧水洗工法 
回答なし 

負圧集じん機付グラインダー 剥離剤併用手工具ケレン 

＋集じん装置付グラインダー 

超高圧水をウォータージェ

ットポンプで発生させ特殊

な同時吸引式のアタッチメ

ントで湿潤、噴射、剥離、吸

引を同時に行い飛散防止し

ながら剥離する技術で隔離

措置が不要です。 

吸引した剥離物と汚水を現

地で同時にろ過、pH 処理し

て剥離物はフレコンバッグ

に自動分別処理できる施工

システムです。吸引した排気

についてもデミスタ、ジェッ

トスクラバでろ過して排気

するため安心安全です。 

従来のサンダーケレン工法

に比べ、剥離作業と吸引を行

いつつ HEPA フィルタを通じ

て排気を行う。これにより発

生する粉じんを低く抑える

ことができ良好な作業環境

を保つことができる。 

剥離剤併用ケレン工法では

下地調整材を除去できない

ため、従来通りの隔離養生及

び集塵設備等を設置し、ディ

スクグラインダーにて除去

する計画としています。 

回答なし 回答なし 

飛散養生は必要だが隔離が

不要なため作業性が良い。一

部機材では塗膜除去面積が

広い場合、HEPA フィルタの

目詰まりによるアスベスト

飛散が懸念されているが機

種を選ぶことで問題は生じ

ない。 

ケレンをメインで除去し、除

去できない部分をグライン

ダーを併用して除去する。下

地及び下地調整材など未確

定な部分もあり、レベル２に

準ずる隔離措置を行い、作業

を実施する。 

焼却施設等の設備にダイ

オキシン類や重金属等有

害物質が付着している場

合の対応について 

湿式除去工法（高圧洗浄） 湿式除去工法（高圧洗浄） 湿式除去工法（高圧洗浄） 湿式除去工法（高圧洗浄） 

回答なし 

湿式除去工法（高圧洗浄）、 

乾式除去工法（ケレン等） 

湿式除去工法（高圧洗浄） 

乾式除去工法は粉じんが発

生し、産業廃棄物も増える

が、高圧洗浄は洗浄排水を排

水処理設備にて処理し、洗浄

水として再利用でき、産業廃

棄物を少なくできる。 

解体撤去の概略工事工程 解体撤去    ：23ヶ月 

旧大久保清掃工場 

：23ヶ月 

収集事業課等： 6ヶ月 

汚染土壌撤去：回答なし（想

定困難） 

解体撤去  ：23ヶ月 

旧大久保清掃工場 

：19ヶ月 

収集事業課等： 4ヶ月 

土壌汚染対策： 9ヶ月  

解体撤去  ：18ヶ月 

旧大久保清掃工場 

：14ヶ月 

収集事業課等： 6ヶ月 

土壌汚染対策：16ヶ月 

(全体で 31ヶ月)  

解体撤去  ：19ヶ月 

土壌汚染対策：41ヶ月  

回答なし 

解体撤去    ：21ヶ月 

汚染土壌撤去： 5ヶ月 

(全体で 24ヶ月)  

解体撤去    ：24ヶ月 

旧大久保清掃工場 

：24ヶ月 

収集事業課等：16ヶ月 

汚染土壌撤去：16ヶ月 

場内整地等  ： 4ヶ月 

(全体で 32ヶ月)  

 

 

今後の方針 ①外壁のアスベストについては各社によって提案手法が異なることから、市からは指定せず各社提案に任せるものとします。 

②ダイオキシン類や重金属等有害物質の除去方法については湿式除去工法を各社採用（一部は乾式併用）していることから、湿式除去工法を基本とします。 

③汚染土壌の撤去に関しては安全側を見て旧大久保清掃工場の下部の深い位置まで汚染があることを前提としましたが、アンケート依頼後に行われた土壌汚染調査により汚

染土壌は存在しないことが判明しました。そのため、汚染土壌撤去に係る期間は不要となり概ね２年間で工事が完了できるものと想定します。 
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第８章  財政支援制度の調査 

 

１ 交付金 

一般廃棄物処理施設の建設事業において広く使われている交付金制度は 3種類あり、それぞれの交付金

を「循環型社会形成推進交付金」「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」「廃棄物処理施設整備交付金」

と呼んでいます。それぞれの交付金の概要は以下に示すとおりです。（詳細は交付要綱・交付金取扱要領参照） 

 

（１）循環型社会形成推進交付金制度の概要 

従前の廃棄物処理施設整備に係る補助金制度に代わり創設されたもので、廃棄物処理施設の整備

事業における基本的な交付金制度です。なお、プラスチック資源循環促進法の成立を受け、2021年

度末に改訂されました。 

 

表 ８-1 循環型社会形成推進交付金制度の内容 

制度概要 

市町村等が循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施する

ために、廃棄物処理法第 5条の 2に規定する基本方針に沿って作成した循環型社会形成

推進地域計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、要綱に定めるところに

従い国が交付する交付金をいう。 

対象範囲 
通常は交付率 1/3、高効率エネルギー回収に必要な設備やそれを備えた施設に必要な災

害対策設備は交付率 1/2 

求められる 

特徴的な条件 

・ 所定のエネルギー回収率（施設規模等による） 

・ 災害対策策定指針を踏まえた災害廃棄物処理計画の策定。 

・ 災害廃棄物の受入に必要な設備を備えること。 

・ 「施設の広域化・集約化」「PFI等の民間活用」「一般廃棄物会計基準の導入」「廃棄物

処理の有料化」「プラスチック使用製品廃棄物の分別※」についての検討        など 

制度適用期間 現時点で特に期限指定なし 

※プラスチック使用製品廃棄物の分別については、本市は経過措置適用対象のため必須要件ではない。 

参考資料： 「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 2019年 3月改訂 環境省環境再生・資源循環

局廃棄物適正処理推進課」 

 

（２）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金制度の概要 

二酸化炭素の排出抑制を目的とした補助金制度で、補助要件、補助率及び適用範囲等に循環型社

会形成推進交付金との違いがあります。 

 

表 ８-2 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金制度の内容 

制度概要 

廃棄物処理施設におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を目的として、市町村等

が廃棄物処理施設の整備事業等を実施するために、廃棄物処理法第 5条の 2に規定する

基本方針に沿って作成した循環型社会形成推進地域計画に基づく事業等の実施に要す

る経費に充てるため、要綱に定めるところに従い国が交付する補助金をいう。 

対象範囲 
二酸化炭素の排出抑制に係る設備は補助率 1/2（循環交付金より範囲が広くなってい

る。）その他は補助率 1/3 

求められる 

特徴的な条件 

・ 所定のエネルギー回収率（施設規模等による：循環交付金より低い） 

・ 二酸化炭素の排出削減対策とモニタリングの実施。 

・ FIT 利用による売電はできない。 

・ 「施設の広域化・集約化」「PFI等の民間活用」「一般廃棄物会計基準の導入」「廃棄物

処理の有料化」「プラスチック使用製品廃棄物の分別※」についての検討        など 

制度適用期間 現時点で特に期限指定なし 

※プラスチック使用製品廃棄物の分別については、本市は経過措置適用対象のため必須要件ではない。 
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（３）廃棄物処理施設整備交付金制度の概要 

災害廃棄物処理のための廃棄物処理システム強靭化の観点から整備される廃棄物処理施設の整

備事業における交付金制度です。 

 

表 ８-3 廃棄物処理整備交付金制度の内容 

制度概要 

大規模災害発生時における災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、平時から

の備えとしての地域の廃棄物処理システムを強靱化する観点から、市町村が廃棄物処理

施設の整備事業等を実施するために、廃棄物処理法第 5条の 2に規定する基本方針に沿

って作成した循環型社会形成推進地域計画及び災害廃棄物対策指針（2014年 3月環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部） 等を踏まえた災害廃棄物処理計画に基づく事業等

の実施に要する経費に充てるため、この要綱に定めるところに従い国が交付する交付金

をいう。 

対象範囲 
通常は交付率 1/3、高効率エネルギー回収に必要な設備やそれを備えた施設に必要な災

害対策設備は交付率 1/2 

求められる 

特徴的な条件 

・ 所定のエネルギー回収率（施設規模等による） 

・ 災害対策策定指針を踏まえた災害廃棄物処理計画の策定。 

・ 災害廃棄物の受入に必要な設備を備えること。 

・ 「施設の広域化・集約化」「PFI等の民間活用」「一般廃棄物会計基準の導入」「廃棄物

処理の有料化」「プラスチック使用製品廃棄物の分別※」についての検討        など 

制度適用期間 現時点で特に期限指定なし 

※プラスチック使用製品廃棄物の分別については、本市は経過措置適用対象のため必須要件ではない。 

参考資料： 「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 2019年 3月改訂 環境省環境再生・資源循環

局廃棄物適正処理推進課」 

 

（４）交付対象設備と交付率 

ごみ焼却施設における交付率については、通常の循環型社会形成推進交付金であれば 1/3となって

います。ただし、下記のように交付金制度「(１)循環型社会形成推進交付金・廃棄物処理施設整備交

付金（高効率エネルギー回収）」及び「(２)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の場合、交付率

の優遇措置があります。なお交付要件として 2019 年度から、所定のエネルギー回収率が引き上げら

れた（300t/日超～450t/日以下の場合は、循環交付金・廃棄物処理施設整備交付金は 22.0%以上、二

酸化炭素補助金は 18.0%以上）ほか、「施設の広域化・集約化」「PFI等の民間活用」「一般廃棄物会計

基準の導入」「廃棄物処理の有料化」について検討することが新たな交付要件として追加されました。 

 

表 ８-4 交付金制度による交付率の違いについて（高効率エネルギー回収の場合） 

設備区分 代表的な機械等の名称 

循環型社会形成

推進交付金・廃

棄物処理施設整

備交付金 

二酸化炭素排

出抑制対策事

業費等補助金 

受入れ供給設備 

ごみピット、ごみクレーン、前処理破砕機等 １／３ １／２ 

EV収集車・船舶 － 差額の 2/3補助 

EV収集車・船舶に付帯する充電設備 － １／２ 

燃焼設備 ごみ投入ホッパ、給じん装置、燃焼装置、焼却炉本体等 １／３ １／２ 

燃焼ガス冷却設備 
ボイラー本体、ボイラー給水ポンプ、脱気器、脱気器

給水ポンプ、蒸気復水器、及び付属する機器等 
１／２ １／２ 

排ガス処理設備 
集じん設備、有害ガス除去設備、NOx 除去設備、ダイオ

キシン類除去設備等 ※1 
１／３ １／２ 

余熱利用設備 

発電設備及び付帯する機器 １／２ １／２ 

熱及び温水供給設備 １／２ １／２ 

熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用す － １／２ 
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設備区分 代表的な機械等の名称 

循環型社会形成

推進交付金・廃

棄物処理施設整

備交付金 

二酸化炭素排

出抑制対策事

業費等補助金 

るための設備 

通風設備 

押込送風機、二次送風機、空気予熱器、風道等高効

率な燃焼に係る機器 
１／３ １／２ 

誘引送風機 １／３ １／２ 

煙道、煙突 １／３ １／３ 

灰出設備 灰ピット、飛灰処理設備等 １／３ １／３ 

焼却残渣溶融設備

スラグ・メタル・溶

融飛灰処理設備 

溶融設備（灰溶融炉本体ほか）、スラグ・メタル・溶

融飛灰処理設備等 
１／３ １／３ 

給水設備 
水槽、ポンプ類等 １／３ １／３ 

飲料水製造装置（RO 膜処理装置等）等 １／３ １／３ 

排水処理設備 

水槽、ポンプ類等 ※2 １／３ １／３ 

放流水槽等 ※2 １／３ １／３ 

高度排水処理装置（RO 膜処理装置等）等 ※2 １／３ １／３ 

電気設備 

受変電設備、電力監視設備等高効率発電に係る機器

1 炉立上げ可能な発電機 
１／２ １／２ 

電線・変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用

するための設備（需要施設側の蓄電池含む ※3） 
－ １／２ 

その他 １／３ １／３ 

計装設備 
自動燃焼制御装置等高効率な発電に係る機器 １／３ １／２ 

その他 １／３ １／３ 

雑設備  １／３ １／３ 

土木建築工事仕様 

強靭化に伴う耐水性に係る建築構造 １／２ １／３ 

廃棄物の焼却により生じた熱や廃棄物発電により生じ

た電力を利活用するための機械設備設置に付帯する土

木建築工事 

－ １／２ 

その他 １／３ １／３ 

参考資料： エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 2021年 4月改訂 環境省環境再生・資源循環局

廃棄物適正処理推進課 

※1 湿式法による排ガス処理設備は交付対象外。（ただし、2020年 3月 31日以前に、施設整備に関する計画支

援事業等を実施している場合はこの限りではない。） 

※2 湿式法による排ガス処理設備からの排水処理に係る部分は交付対象外。（ただし、2020年 3月 31日以前

に、施設整備に関する計画支援事業等を実施している場合はこの限りではない。） 

※3 廃棄物処理施設から供給された電気を蓄電する場合に限る。 
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２ 起債 

ごみ処理事業における起債制度として最も一般的に使用されている「一般廃棄物処理事業債」につい

ての概要を以下に示します。 

 

（１）一般廃棄物処理事業債 

一般廃棄物処理施設の建設について、処理施設だけでなく、管理施設及び付属施設にも適用でき

る起債です。 

 

表 ８-5 一般廃棄物処理事業債制度の内容 

制度概要 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条に規定する一般廃棄物処理施設の

うち地方公共団体が行う施設整備事業に対するものを対象としています。 

対象範囲 １ し尿処理施設整備事業…処理施設、管理施設及び付属施設等 

２ ごみ処理施設整備事業…処理施設、管理施設及び付属施設等 

起債対象 

比率 

 
充当率 

元利償還 

地方交付税措置 

通常 財対 計 通常 財対 

交付対象 75 15 90 50 50 

単独 

うち重点化 

75 － 75 30 － 

75 15 90 50 50 

用地関係 100 － 

重点化等事業とは、事業全体を単独事業で実施する事業のうち、ごみ焼却施設の新設に係る事

業（ごみ処理広域化計画に基づいて実施するものに限る。）又はし尿処理施設、地域し尿処理施

設、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の基幹的設備（1997 年度までの国庫補助対象設備をい

う。）の改造事業であって総事業費が 1億 5千万円以上の事業をいいます。 

参考資料： 平成 30年総務省告示第 151号 

（財源スキームのイメージ） 

 

※ なお、交付金は千円未満切り捨て、起債は 100千円未満切り捨てとする。 
  

【焼却施設建設費】

Ａ．交付金

Ｂ．起　債

※地方交付税措置は50％ ※地方交付税措置は50％ ※地方交付税措置は30％

Ｃ．一般財源 →

【リサイクル施設建設費、焼却施設解体費】

Ａ．交付金

Ｂ．起　債

※地方交付税措置は50％ ※地方交付税措置は30％

Ｃ．一般財源 →

（交付金優遇部分） （通常部分） 　

交付対象事業費 交付対象外事業費

交付対象事業費 交付対象外事業費

（通常部分）

交付対象事業費
×１／２

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象事業費
×１／３

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象外
×75％

交付対象外
×25％

(交付対象事業費－交付金)×10％→(交付対象事業費－交付金)×10％→

交付対象事業費
×１／３

(交付対象事業費－交付金)
×90％

交付対象外
×75％

交付対象外
×25％

(交付対象事業費－交付金)×10％→
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３ 概算事業費 

2019年度にプラントメーカーや建設業者から概算見積を徴集した結果は以下のとおりです。 

 

【概算見積平均】 容器包装プラスチック分別(焼却施設 297t/日、破砕選別 53t/5h)、解体費含 

施設整備費   約 418億円(うち市負担額 約 185億円)  

運営費 20年間 約 256億円 

 

※ 人口の増加による施設規模の変更、2021年度に成立したプラスチック資源循環促進法への対応

など見積条件が異なることや、原油及び資材価格の高騰、労務単価の引き上げなど社会情勢が

変化したことから、今後の基本設計段階で国の交付金制度の活用などによる市負担額の軽減も

含め改めて検討を行います。 
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第９章  施設整備運営事業方式等の検討 

 

１ 事業方式の検討内容の概要 

一般廃棄物の処理は市町村の固有事務であり、その最終的な責任は市町村にあることは大前提とし

て、財政負担軽減等の視点から、新ごみ処理施設の整備・運営事業においても他の公共施設と同様、多

様な事業方式の活用を検討することが必要です。 

施設の整備事業及び運営事業の事業方式について、明石市 PPP/PFI 手法導入優先的検討の基本方針

（以下、「同方針」とする。）に基づき、メーカーヒアリング（概算見積及び市場調査）の結果、及び財

政支出の削減効果（VFM）の検証結果も踏まえ、検討を行いました。 

 

（１）事業方式の絞り込み 

同方針に基づき事業方式の絞り込みを行った結果、新ごみ処理施設の整備・運営への導入を検

討すべき事業方式は、従来方式(直営＋運転委託)、DBO方式、BTO方式、BOT 方式、BOO方式の 5方

式としました。各方式の特徴は以下のとおりです。 

 

＜PPP/PFI手法＞ 

PPP 手法：民間事業者が公共施設等の設計・建設・改修、維持管理・運営等を担う手法 

PFI 手法：PPPの代表的な手法のひとつで、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する手法 

P 

P 

P 

手 

法 

 

 

PFI手法 

（民設民営） 

BTO 方式 

民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に

公共側に施設の所有権を移転し、民間事業者が維持管理・

運営等を行う方式。 

BOT 方式 

民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営

等を行い、事業終了後に公共側に施設の所有権を移転する

方式。 

BOO 方式 

民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営

等を行い、事業終了時点で施設等を解体・撤去するなど公

共側への施設の所有権移転がない方式。 

PFI手法 

以外の手法（公

設民営） 

DBO 方式 
民間事業者に公共施設等の設計・建設と、維持管理・運営

等を一括して発注する方式。 

 

さらに、上記 5方式について市場調査（民間事業者の参入意向調査）を実施したところ、DBO方

式や BTO 方式では「参加意欲あり」と回答した事業者があったものの、BOT 方式や BOO 方式では

「参加意欲あり」との回答は得られませんでした。この市場調査結果や、BOT方式や BOO方式は運

営期間中の施設の所有権が公共に無く、非常時等に行政が主導的に施設を使用することに支障を

生じる可能性があることから、採用しうる事業方式から除外しました。 

したがって、概算事業費を踏まえた、従来方式からの財政支出の削減効果（VFM）の検証は、DBO

方式、BTO方式について行いました。 

 

（２）事業期間の設定 

施設の供用開始後 20 年程度で基幹改良工事（延命化対策）を実施し、最終利用年数は 35年程度

と想定します。事業期間を 15～30年と設定しメーカーヒアリング(市場調査)を行いました。 
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２ 財政支出の削減効果の検証（事業化シミュレーション） 

（１）事業化シミュレーションの目的 

「VFMに関するガイドライン」（内閣府）や「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関す

る事業の実施に関する基本方針」（閣議決定）で、特定事業の選定の際には、必要とされているため、

財政支出の削減効果について検証を行いました。 

「VFM に関するガイドライン」や「地方公共団体における PFI 事業導入の手引き」（内閣府）で、

VFM 算定は、特定事業選定時と事業者選定時とされており、今回の検証は、特定事業選定時にあた

ります。 

特定事業の選定の段階においては、民間事業者の計画がまだ明らかになっていないことから、公

共サービス水準を同一に設定した上で、公共が実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担

見込額の現在価値と PFI事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担見込額の現

在価値をそれぞれ算定し、比較することが基本となります。 

 

（２）事業化シミュレーションの追加事業方式 

事業化シミュレーションにおいては、本検討の対象事業方式である「従来方式(直営＋運転委託)」、

「DBO方式」、「BTO方式」に加え、BTO方式において起債を適用し資金調達を行う「起債適用 BTO方

式」についても検証を行います。 

＜起債適用 BTO方式とは＞ 

通常の PFI事業における資金調達は、交付金相当分を除く全ての初期投資分を民間事業者が調達

することが一般的ですが、民間事業者が調達する資金の一部を起債により調達することで、民間事

業者の資金調達コスト相当分の縮減を期待するものです。採用されている他事例は多くありません

が、御殿場市・小山町広域行政組合や堺市において採用されています。 

 

（３）事業化シミュレーションの手順 

財政支出の削減効果の検証は、次の手順により実施しました。 

従来方式に比べ、DBO方式、BTO 方式、起債適用 BTO方式では、民間事業者の創意工夫により、施

設整備費や運営費の削減を期待できるものの、これらの方式において独自に生じる公租公課、会社

設立、利益確保などが必要になります。特に PFI 事業（BTO 方式、起債適用 BTO 方式）では、資金

調達も民間事業者側が実施するため、金利も比較的高くなります。 

なお、各事業方式における財政支出の大小を比較する際には、事業期間が長期にわたることから、

現在価値に換算して比較します。現在価値化にあたって、割引率を 0.80%に設定しました。 

また、施設整備費については、DBO 方式、BTO 方式、及び起債適用 BTO 方式で、「PPP/PFI 手法導

入優先的検討規程（2016 年 3 月・内閣府民間資金等活用事業推進室）」に示されている内閣府導入

可能性調査における設定実績や、類似先行事例での調査実績を踏まえ、従来方式に比べ 10％の削減

が見込めるものとして設定しました。運営費については、DBO方式、BTO方式、及び起債適用 BTO方

式で、公共料金や燃料費を除き、施設整備費と同様に 10％の削減が見込めるものとして設定しまし

た。 

これらの条件を整理した上で、事業期間を 20 年とし市の財政支出を算定しました。 
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（４）本事業で検討する事業方式 

各事業方式の一般的な特徴を整理すると、以下のとおりです。 

 

表 ９-1 本事業で検討する事業方式の一般的な特徴 

 従来方式（直営＋運転委託） 公設民営（DBO方式） 民設民営（BTO方式） 民設民営（起債適用 BTO方式） 

事業スキーム 

 

 

  

財政負担の 

推移イメージ 

    

資金調達 公共（起債等） 公共（起債等） 民間（金融機関） 公共（起債等）・民間（金融機関） 

設計建設 民間/（公共） 民間/（公共） 民間 民間 

施設 

所有 

建設中 民間 民間 民間 民間 

竣工時 公共 公共 民間 民間 

供用開始時 公共 公共 公共 公共 

管理運営 公共・民間（単年度～数年程度の委託） 民間（20年程度の包括委託） 民間（20年程度の包括委託） 民間（15～20年程度の包括委託） 

交付金 可能 可能 可能 可能 

メリット  プロセス（体制、法律、制度等）が定型化されており、

民間のノウハウ活用の余地が小さく、求める基準が仕様

等で明確な事業に適する。 

 事業の責任が公共にあることが明確で、不測の事態に対

し柔軟な対応が可能である。 

 民間のノウハウ活用の余地が大きく、主に施設整備から

管理運営まで一体的に実施する新設事業に適する。 

 自らが運営を行うことを前提に施設の設計・建設を行う

ため、施設整備費の削減が期待できる。 

 薬品等の調達、補修方法等について、長期契約による薬剤

等の大口購入や計画的な補修計画など、民間のノウハウ

を生かして維持管理費の低減が期待できる。 

 運営期間の財政負担を平準化することが可能となる。 

 廃棄物処理施設整備事業では、金利負担を考慮すると、ト

ータルコストは最も安くなる傾向にある。 

 民間のノウハウ活用の余地が大きく、資金調達を含め、主

に施設整備から管理運営まで一体的に実施する新設事業

に適する。 

 自らが運営を行うことを前提に施設の設計・建設を行う

ため、施設整備費の削減が期待できる。一般的には、設計・

建設・運営に係る自由度が DBO より高く、全体事業費を

さらに削減することが可能となると言われている。 

 建設時のコストを維持管理・運営期間に上乗せすること

により、事業期間全体での財政負担平準化を図れる。 

 民間のノウハウ活用の余地が大きく、資金調達を含め、主

に施設整備から管理運営まで一体的に実施する新設事業

に適する。 

 自らが運営を行うことを前提に施設の設計・建設を行うた

め、施設整備費の削減が期待できる。一般的には、設計・

建設・運営に係る自由度が DBOより高く、全体事業費をさ

らに削減することが可能となると言われている。 

 建設時のコストを維持管理・運営期間に上乗せすること

により、事業期間全体での財政負担平準化を図れる。 

デメリット  事業運営に係るコストが高くなりやすい。（運営費用を

出来る限り平準化するため計画的な維持管理が必要。） 

 PFI方式とは異なり、建設時のコストを維持管理・運営期

間に上乗せすることによる、事業期間全体での財政負担

平準化は行われない。 

 施設建設にかかる自己負担分を民間が調達するため、金

利負担が生じる。長期の場合、低金利での借入れである起

債と比較した際に、金利負担の差が大きくなってしまう。 

 資金調達の点から参入メーカーが減少する傾向がある。 

 施設建設にかかる自己負担分を民間が調達するため、金利

負担が生じる。ただし、大部分を低金利での借入れである

起債により調達するため、通常の PFI よりも金利負担が

小さい。 

 資金調達の点から参入メーカーが減少する傾向がある。ただ

し、通常のPFIよりもメーカーは参入しやすいと考えられる。 

※ 公設分野の設計・建設欄の「民間/（公共）」という表現は、廃棄物処理施設分野においては、地方公共団体の工事契約では特殊な性能発注を採用していることによるものである。PFI 事業の場合に設計を民間の責任において行われるのとは異なり、民間の設計に対

して公共の責任において承諾するという過程があることを示す。 
 

 施設の所有/ 
管理・運転 

  
  

各業務ごとに、個別に携わる 

ごみ処理場 個別発注による契約 
施設整備費・委託費の支払い 

 

施設整備、及び 
15～20 年間の

管理・運営 

ごみ処理場 

施設の所有/ 
管理 

  
  

出資 配当 
業務 

委託 

選定事業者コンソーシアム 

出資 配当 

 

施設整備、及び 
15～20 年間の

管理・運営 

ごみ処理場 

竣工時から施設の所有 

業務 

委託 

融資(プロジェクトファイナンス) 
事業の監視 元利償還 

事業継続・債務担保のための 
直接契約 

出資 配当 
業務 

委託 出資 配当 

選定事業者コンソーシアム 

 

施設整備、及び 
15～20 年間の
管理・運営 

ごみ処理場 

竣工時から施設の所有 

業務 

委託 

融資(プロジェクトファイナンス) 
事業の監視 

元利
償還 

事業継続・債務担保のための 
直接契約 

出資 配当 
業務 

委託 出資 配当 

選定事業者コンソーシアム 

施
設
整
備
費
の

支
払
い
（
金
融

機
関
融
資
分
を

除
く
） 

 

建設 

コスト 

一般財源 

建設時 運営期間 

交付金 

起債 

起債の返還 

設計・建設企業が実施 

 

建設 

コスト 

一般財源 

建設時 運営期間 

 運営(運転・維持管理)コスト(長期委託) 交付金 

起債 

起債の返還 

削減分 

削減分 

SPC（特別目的会社）が一体的に実施 

 

【民設民営（PFI 事業 BTO 方式）の場合の財政負担イメージ】 

建設時 運営期間 

 運営(運転・維持管理)コスト相当分 

建設コスト相当分 

削減分 

SPC（特別目的会社）が一体的に実施 

行政から SPC

へはサービス

対価として、

毎年度一定額

を支払い 
交付金 

 

建設コストの一

部（金融機関融

資を除く分）を

起債と交付金に

より支払い 

建設時 運営期間 

  運営(運転・維持管理)コスト相当分 

交付金 

起債 

起債の返還 

削減分 

削減分 

SPC（特別目的会社）が一体的に実施 

建設コストのうち金融機関からの融資相当分 

行政から SPC へはサービス対価として、

毎年度一定額を支払い 
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３ 事業化シミュレーション及び市場調査の検証結果 

事業化シミュレーション（全プラを分別する場合での従来方式を基準とし財政支出削減効果の検証）

の結果及び市場調査の検証結果を以下に示します。 

（１）事業方式 

＜公設民営（DBO方式）＞ 

・ 財政支出削減効果の検証を行った結果、削減効果が最も大きく VFMを期待できる。 

※VFM（現在価値化）： 6.00％ 

・ 運営期間中の支払い平準化を期待できる。（ただし、ごみ量変動リスクへの対応方法によっ

ては、従来方式ほど大きな変動ではないが、多少の変動は発生する可能性がある。） 

・ 他の自治体での採用事例が多く、プラントメーカーにも DBO方式でのノウハウが蓄積されて

きていると考えられる。 

・ 市場調査において、全てのプラントメーカーからの参加意欲があった。 

 

＜民設民営（BTO方式）＞ 

・ VFM をあまり期待できなかった。廃棄物処理施設の整備は初期の建設コストが大きく、その

費用を民間事業者が金融機関から調達するため、金利負担が大きく VFM が小さくなってしま

い、今回のシミュレーションでは結果的には VFMを見込めなかった。 

※VFM（現在価値化）： ▲13.86％ 

・ 事業者自らによる資金調達を要する点から、競争性に課題があると考えられる。（市場調査

では「参加意欲がある」と回答した事業者と、「参加意欲がない」と回答した事業者の両方が

あった。） 

・ 他の自治体での採用事例が少ない。 

 

＜民設民営（起債適用 BTO方式）＞ 

・ 財政支出削減効果の検証を行った結果、削減効果が大きく VFMを期待できる。 

※VFM（現在価値化）： 3.46％ 

・ 他の自治体での採用事例が少ない。 

 

（２）事業期間 

・ 「廃棄物処理施設の長寿命化計画作成の手引き（環境省、平成 22年 3月策定・平成 27年 3月改

訂）」及び「ごみ処理施設の長寿命化技術開発（旧厚生省生活衛生局、平成 9年 3月）」において、

焼却施設の主要設備耐用年数は長くても 15～20 年であることから、おおよそ 20 年後に基幹改良

工事を開始することを想定し、基幹改良工事を含まない事業期間として 20年が適当であること。 

・ メーカーヒアリング（市場調査）において、15～20 年が適当であり、25 年以上の事業期間

を設定した場合、基幹改良を含む大規模な改修や突発的な修繕費発生等のリスクが高まり、

結果的に費用が高くなるとの回答があった。 
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４ 事業方式の総合評価 

事業化シミュレーションにおける削減効果の大小だけでなく、財政支出の平準化、適正なリスク分

担、市民サービスの質や環境保全性が維持されること、公害防止に係るモニタリングを行政主導で実

施できる体制が整えられること、不具合発生時等の責任の所在が明確であること等の視点も踏まえ、

比較評価を行いました。 

 

表 ９-2各事業方式の総合評価 

重視する視点 評価項目 従来方式 DBO方式 
起債適用 

BTO方式 
BTO方式 

①経済性 

財政支出の削減効果（現在価値化） △ ◎ ○ × 

財政支出の平準化 △ ○ ○ ◎ 

競争性の確保（安定した事業スキームとなっており、事

業者の参入が期待できるか） 
○ ◎ ○ △ 

②安定した事業推進

(安定性)及び不測

の事態への対応

(柔軟性) 

ごみ処理施設整備運営事業における先進事例の多さ ◎ ◎ △ △ 

事業継続の安定性確保

（事業中断の可能性、

基準未達時の対応等） 

設計・建設期間中のリスク対応 ◎ ◎ ◎ ◎ 

竣工後のリスク対応 ◎ ◎ ◎ ◎ 

財務状況の監視 〇 ○ ◎ ◎ 

災害時・緊急時への対応（柔軟性） ◎ ◎ ◎ ◎ 

法改正等社会環境の変化への対応 ◎ ○ ○ ○ 

③事業方式に対する

信頼（信頼性） 

環境対策の水準及び公害防止に係るモニタリング体制 ◎ ◎ ◎ ◎ 

エネルギー回収量増大及び省エネルギーへの取組水準 ○ ◎ ◎ ◎ 

見学者対応の水準 ○ ◎ ◎ ◎ 

市民サービスの水準 ○ ◎ ◎ ◎ 

総合評価 △ ◎ ○ △ 

 

【総括】 以上より、経済性に優れるとともに、適切なリスク分担による安定した事業推進(安定性)及び

不測の事態への対応(柔軟性)、市民サービスの水準向上等の視点から、総合的に判断し事業方

式を公設民営（DBO方式）とし、事業期間は 20年間とします。 

 

＜公設民営（DBO方式）を選定する理由＞ 

 民間事業者の参入意欲が期待でき、競争性が確保されやすい。また、先進事例が多い。 

 民間のノウハウを活用し主に施設整備から管理運営まで一体的に実施することで、効率的な施設設計や運営

が可能となり、20 年間の事業期間にわたる事業費総額が最も小さくなり、かつ財政支出平準化が行われる

メリットがある。 

 事業継続の安定性については、設計・建設期間中は従来方式と同様、確保されており、運営におい

ても官民の適切なリスク分担を行うことで確保される。 

 市民サービス及び見学者対応の水準は民間のノウハウを活かし、現状に比べてさらに向上が期待できる。 

 

＜事業期間を 20年とする理由＞ 

 施設の最終利用年数は 35年程度と想定していますが、先行事例、施設の耐用年数の視点、長期的な

社会的変化への対応の視点を踏まえ、施設の供用開始後おおよそ 20 年後に基幹改良工事を開始す

ることを想定し、基幹改良工事を含まない事業期間として 20年とする。 
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第１０章  多機能型施設の検討 

 

１ 上位関連計画 

以下に当該地域および当計画と関わりがある上位関連計画を整理します。 

・あかし SDGs推進計画（明石市第６次長期総合計画） 2022年(令和 4年)3月 

・第３次明石市環境基本計画 2022年(令和 4年)4月 

・ストップ温暖化！低炭素社会のまちあかしプラン 2018年(平成 30年)6月 

・一般廃棄物処理基本計画（みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン）2022年(令和 4年)4月 

 

２ 上位関連計画におけるごみ関連（付帯機能の抽出に参考となる事項）の位置づけ 

 
  

■あかし SDGs推進計画（明石市第６次長期総合計画） 

〇まちづくりにおける三側面の方向性 環境面：人にも自然にも地球にもやさしいまち 

・ 自然環境の保全と有効活用に取り組むとともに、脱炭素社会や循環型社会の実現に向け、市民生

活や経済活動における環境負荷の低減に取り組み、災害に強く、自然と調和の取れた持続可能な

まちづくりを進めることで、今だけでなく未来のこども達にも、安全で快適な暮らしを引き継げ

るまちを目指します。 

・ こうした環境にやさしいまちづくりの推進により、安心して暮らせるまちの推進により、安心し

て暮らせるまちとしての魅力を一層高め、転入増や定住性の向上を図り、まちのにぎわいを創出

し、消費の維持拡大や就業者を確保するとともに、環境保全とのバランスをとりながら、地域資

源を有効に活用したビジネスなど、持続可能な経済活動の実現につなげます。 

 

■第３次明石市環境基本計画 

〇明石市のめざす環境像 

みんなでつくる 人にも自然にも地球にもやさしいまち・あかし 

〇基本方針 

【脱炭素社会の実現】 

・ 再生可能エネルギーの利用の推進 

・ 脱炭素のくらし・まちづくりの推進 

【循環型社会の実現】 

・ ごみの発生抑制を最優先、次に再使用・再生利用 

・ ごみの安全・安心な適正処理 

 

■ストップ温暖化！低炭素社会のまちあかしプラン 

〇地球温暖化対策の推進によりめざす姿 

ストップ温暖化！低炭素で魅力と活気あふれるまち あかし 

〇地球温暖化対策推進戦略 

【戦略１ 市の率先行動】 

・ 公共施設への再生可能エネルギー・省エネ設備導入促進 

【戦略２ 市民の活動支援】 

・ 食育推進事業の実施、農作物の地産地消の推進 

・ 家庭の省エネ活動の推進、CO2の見える化の推進 

・ 再生可能エネルギーの導入 

・ 学校教育を通じた地球温暖化対策の推進 

【戦略３ 事業者の活動支援】 

・ 再生可能エネルギーの導入促進 

・ 効率よく発電・共有するシステムの検討 

・ バーチャルパワープラントに関する検討 

【戦略４ 都市・交通システムの低炭素化】 

・ エコカー普及率の向上（急速充電設備の整備に努める） 

・ カーシェアリングの普及啓発 
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【戦略５ 循環型社会の形成】 

・ 廃棄物焼却量の抑制 

・ 廃棄物の循環利用 

・ タービン発電機の蒸気利用における高効率発電の維持 

 

■一般廃棄物処理基本計画（みんなでつくる循環型のまち・あかしプラン） 

〇基本理念 

環境への負荷が小さく持続可能な循環のまち・あかし 

〇基本方針 

【基本方針１ ごみの発生抑制を最優先、次に再使用・再生利用】 

・家庭から出るごみを減らす 

・事業所から出るごみを減らす 

・ごみの再使用・再生利用への誘導 

【基本方針２ パートナーシップによる取り組み強化】 

・情報の共有化 

・参画と協働のネットワークづくり 

【基本方針３ ごみの安全・安心な適正処理】 

・環境負荷を低減した適正処理の推進 

・経営感覚にもとづく施策の推進 

・今ある施設を最大限活用 
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３ 付帯機能 

ごみ処理は CO2の排出が多く、ごみ減量は地球温暖化対策の代表的な指数に挙げられており、SDGs未

来安心都市としてふさわしい新ごみ処理施設の整備に向け、ごみの削減などを意識した施設計画を行い

ます。付帯機能の導入にあたっては、20 年以上の長期間に渡る稼働が想定される新ごみ処理施設は、

本市の CO2排出・削減の一端を担うことから、脱炭素に向けた環境対策を意識した多機能型施設とし

て、以下の方針とします。 

 

（１）余剰電力の活用機能 

ごみ発電のうち、施設内使用電力を除く、余剰電力の活用や、施設の屋上へ太陽光発電等の再

生可能エネルギーの導入により脱炭素に貢献します。具体的には、余剰電力について、外部の公

共施設等への電力供給としての活用や、市内の電気自動車の普及促進に役立たせることを目的と

した充電ステーションとして急速充電器を設置・活用するなど、市民に開かれた電力供給に関す

る取り組みが考えられます。 

 

（２）余熱の活用機能 

余熱の利用形態と発電規模の関係はトレードオフの関係にあるため、本施設では発電規模の最大化

を重視し、発電後さらに余る低位の余熱について利活用による脱炭素への貢献を検討します。低位の

余熱は、本施設内での温水利用や暖房利用、簡易シャワーなどとして活用します。また、災害時に温

水等を提供するなど、防災拠点としての役割を果たすことが可能となる機能の充実を行います。 

 

（３）環境学習・啓発機能（脱炭素を学ぶ学習機能の充実） 

ごみ処理施設の整備をきっかけに、環境・脱炭素への取り組みに関心を持ってもらうための「環

境学習・啓発機能」を整備・充実します。市域の子どもや地域住民等に対し、ごみ減量化行動の促

進などへの意識啓発など、環境や資源循環・リサイクルについて興味・関心を持ってもらい、これ

らが脱炭素・SDGsの取り組みにつながるよう、学びの場や情報発信、交流・体験の機会を創出しま

す。 

具体的には、ごみ処理施設を見学後、啓発施設として学習することが効果的と考えられ環境学習

のイメージは以下のとおりです。 

見学①では、破砕選別関連施設において、ごみの選別や破砕をしている作業の見学が考えられま

す。見学②では、焼却関連施設において、ごみを搬入している様子や廃熱ボイラー等の設備を見

学することが考えられます。見学③では、それらの見学を踏まえて、学びの場や情報発信、交流・

体験の機会を創出に関わる展示学習施設を配置することが考えられます。 

 

図 １０-1  環境学習のイメージ  

 

受入 
設備 

スタート 

見学①（破砕選別関連施設） 見学②（焼却関連施設） 見学③（啓発施設） 

選別 
ヤード 

破砕機 
ごみ 
ピット 

燃焼 
装置 

ボイラ 
タービン 

学習 
排ガス 
処理設備 



 

157 

 

 

図 １０-２  イメージパース 
  

ごみピットの見学・学習 

屋上交流・体験広場 
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４ 余熱利用の考え方と利用可能量 

（１）余熱利用方法の概要・発電と熱利用の関係 

焼却施設から発生する余熱の利用方法には、段階的に以下の方法があります。 

 

ア プラントにおけるプロセスヒート利用 

ボイラーで発生した蒸気を蒸気式空気予熱機、脱気器、汚泥乾燥および排ガス再加熱(白煙防

止)などのプラント機器を運転するための熱として利用するもの。 

イ 発電 

ボイラーで発生した蒸気を利用して、蒸気タービン発電機により施設内消費の電力を発電する

もの。また、余剰の電力が生じる場合は、他施設への電力供給、電力会社へ売電するもの。 

ウ 外部熱供給 

ボイラーで発生した蒸気を直接、あるいは、熱交換器で温水を加熱して高温水(130℃～160℃)

をつくり外部熱供給するもの。 

エ 暖房給湯 

燃焼ガスと熱交換して温水を発生させるか、あるいは、ボイラーで発生した蒸気を熱交換器で

清水と熱交換して温水をつくり、ごみ焼却施設内の風呂場や給湯設備に供給するもの。また、暖

房用放熱器に温水を送り、施設内の暖房に利用するもの。 

 

 

ごみ焼却施設での一般的な熱収支フロー、及び熱利用の形態を下図に示します。 

 

図 １０-3  一般的な熱収支フロー 
  

    ※メーカーアンケートではここの余熱利用は想定なし 
余熱利用（する場合） 

場内プラント利用 

消費先放熱・リーク 

排ガス持ち出し熱 
リーク 

放熱・リーク 

タービン排気熱 
（復水器仕向蒸気熱） 

発電 

蒸気タービン発電
機 

ボイラーでの回収熱 

ごみ燃焼発生熱量 

・燃焼用空気の予熱 
・排出ガスの白煙防止（今回のメーカー
アンケートでは想定なし） 

・蒸気式スートブロワ 
・配管・タンクの凍結防止 
・破砕機防爆 
など 
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図  １０－4ごみ焼却施設での熱利用形態 

 

（２）余熱の利用可能熱量について 

ごみ焼却により発生する時間当たりの熱量(MJ/h)は以下のとおりです。 

【ごみ焼却による発生熱量】 

全プラを分別する場合 

施設規模 303t/日、低位発熱量(基準ごみ)  7,920kJ/kg ⇒ 平均  99,990MJ/h 

※上記は 3炉運転時の発生熱量であるため、1炉運転/2炉運転/3炉運転/全炉停止の状態によって、発生熱量は変動する。 

ごみ焼却による発生熱量に、燃焼用空気の熱量等を加えたものが総熱量となります。総熱量のうち、

一部は廃熱ボイラーで熱回収を行う際に損失します。回収した熱量のさらに一部はごみ処理工程で必要

な熱量（脱気器加熱、燃焼用空気予熱、ガス再加熱等）として消費され、残りが余熱として利用可能と

なります。 

 

（３）発電量について 

本施設での余熱は、蒸気タービン発電機での発電として最大限利用します。系列数（炉数）の検討にお

いて使用した操炉計画シミュレーションにより発電量を試算すると、以下のとおりです。 

 

表 10-1 操炉計画シミュレーションによる発電量 

 
全プラを分別を実施する場合 

【回収率 5.48%想定】 

発電量 
32,762MWh/年 

(▲15.6%) 

発電出力 5,700kW 

排ガス 熱回収

蒸　気

プラント補機（蒸気式空気予熱器、脱気器）

給　湯

暖　房

温　水 場内給湯

場外給湯

暖　　房　

温　水

暖　房

公共施設等 給　湯高温水

施設内消費

冷　房

発　電

電力会社への売電

広域熱供給（熱供給事業会社）
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発電した上で、さらに余る熱量（タービン排気の熱量等）については、他の余熱利用方法を検討します。

なお、メーカーアンケートにおいて把握した「発電を主として余熱利用した上でさらに余る熱量」は約

60℃蒸気（タービン排気）が約 25t/hです。 

なお、タービン排気の熱を利用しているものとしては、以下の事例があります。いずれも、タービン

排熱からの熱交換により温水を製造し、隣接する農場・工場に温水供給している事例です。 

 

事例名 株式会社市原ニューエナジー 

排熱利用の概要 タービン排気熱から温水を製造し、隣接する農場でミョウガを栽培。 

施設概要 事業主体：株式会社市原ニューエナジー 

敷地面積：不明 

施設規模：96t/24h （96t/24h×1炉） （運転日数年間 330日） 

焼却炉型式：特殊階段型ストーカ炉 

操業開始：2007年（平成19年11月） 

エネルギー利用 発熱量：約 6.4GJ/h（＝年間 56,064GJ(365日換算)）（計画熱回収率 23.9%） 

発電量：定格1,950kW（送電量：1,450kW） 

施設内利用：電力（450kW） 

外部供給先情報 売電：新電力会社へ 

熱源(温水)：隣接する農業用温室（1ヘクタール）へ供給（無償） 

杉田建材(株)まんだのファーム（ミョウガを製造しネット販売も行う） 

廃棄物・資源循環学会

ワーキンググループ

からの情報 

トマトでは採算が合わないため付加価値の高いみょうがに変更。さらに、熱提供は無償。無

償で付加価値の高いみょうがを使い黒字化したのが3年前。なかなか民間で事業として成り立

たせるのは難しいというのが所感。 

出典：平成 30年度中小廃棄物処理施設における廃棄物エネルギー回収方策等に係る検討調査委託業務報告書 

（平成 31年 3月一般財団法人日本環境衛生センター） 

 

事例名 はつかいちエネルギークリーンセンター 

排熱利用の概要 タービン排気熱から温水を製造し、隣接する工場でLNG気化に利用。 

概要 事業主体：廿日市市 

敷地面積：18,000㎡（建築面積：4,943㎡ 延べ床面積：9,604㎡）地上7階・地下1 階 

施設規模：150t/24h（75t/24h×2 炉） 

焼却炉型式：流動床式焼却炉 

竣工：2019年（平成31年4月） 

エネルギー利用 高温高圧ボイラー（6MPa×450℃） 

発電量：定格3,140kW（発電効率21.6%） 

エネルギー効率（発電含む）：最大68% 

外部供給先情報 電力：隣接する衛生センターで利用し、余剰分を売電 

隣接広島ガスへのタービン排熱供給 LNG気化に利用（最大エネルギー効率 68%） 

廃棄物・資源循環学会

ワーキンググループ

からの情報 

氷点の液化天然ガスを気化させるので、低温の廃熱でも利用できる。 

ガス会社に温水を送る熱導管は一部環境省補助金で建設した。 

出典：平成 30年度中小廃棄物処理施設における廃棄物エネルギー回収方策等に係る検討調査委託業務報告書 

（平成 31年 3月一般財団法人日本環境衛生センター） 

 

環境省「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」（令和元年 5月）によると、タービン排熱

利用の方法の例として、「ロードヒーティング、暖房、温室等」とされています。同マニュアルでは、低

温の未利用エネルギーの利用方法として、ヒートポンプや冷凍機、潜熱蓄熱材も紹介されていますが、

熱源の温度として 70℃以上が必要とされており、タービン排気の熱では不足します。 
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メーカーアンケートより、発電を主として余熱利用した上でさらに余る熱は約 60℃蒸気（タービン排

気）が約 25t/hと算出されます。蒸気は、空冷式復水器により 60℃以下の温水となります。この熱から、

仮に熱落差 5℃で熱を取り出す（蒸気は 60℃→55℃となる）とすれば、導入可能な余熱利用設備は以下

のとおりとなります。 

 

表 10-2 余熱利用設備とその必要熱量及びタービン排気熱を利用し導入可能な余熱利用設備の内容 

設備名称 利用状態 
単位当たり熱量 
（MJ/単位） 

投入熱量 
（MJ/h） 

設備内容 

給湯 温水 230.1 MJ/m3 

523 注２ 

給 湯 量 18m3/8h 1日(8時間) 

暖房 温水   0.7 MJ/m2・h 延べ面積 747m2 1日(8時間) 

道路その他の融雪 温水   1.3 MJ/m2・h 延べ面積 402m2 1日(8時間) 

動植物用温室 温水   0.8 MJ/m2・h 延べ面積 654m2 

熱帯動植物用温室 温水   1.9 MJ/m2・h 延べ面積 275m2 

施設園芸 温水   0.6 MJ/m2・h～1.5 MJ/m2・h 延べ面積 349～872m2 

出典：廃棄物学会編集「廃棄物ハンドブック」(平成 8年)をもとに、温水により可能なものを抽出し作成した。 

注 1） 単位当たりの必要熱量は一般的な値を示しており、施設の条件などにより異なる場合がある。 

注 2） 523MJ/h＝25t/h×5℃×4.184(J/cal) 

 

より規模の大きい余熱利用を行う場合には、タービン排気の熱利用ではなく、「タービン途中から蒸

気の抽出（抽気）を行う」、「一部の蒸気をタービンに送らず熱利用に用いる」等の方法が必要であり、

発電量とのトレードオフ関係となります。 
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第１１章  今後のスケジュール 

 

新ごみ処理施設の整備・運営事業の今後のスケジュール（予定）を示します。令和 12年度中の稼働開

始を目指し、令和５年度以降は、生活環境影響調査書縦覧手続き、施設整備基本設計、施設整備・運営

事業者選定、解体工事、施設整備工事と進めていきます。 

 

表 １１－１ 今後のスケジュール（予定） 

 R5 
年度 

R6 
年度 

R7 
年度 

R8 
年度 

R9 
年度 

R10 
年度 

R11 
年度 

R12 
年度 

R13 
年度 

生活環境影響調査書縦覧手続き 
    

 
    

施設整備基本設計・解体工事基本設
計（要求水準書作成・見積徴集） 

    
 

    

施設整備・運営事業者選定 
    

 
    

解体工事 
    

 
    

施設整備（実施設計含む） 
    

 
    

施設運営（供用開始） 
    

 
    

※上記のスケジュールは、解体工事について施設整備・運営事業との一括発注を想定したものです。 

 

 

 

 

 

収集事業課エリア解体 

旧大久保清掃工場エリア解体 

試運転 

破砕選別施設整備 焼却施設整備 実施設計 

都市計画変更 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明石市新ごみ処理施設整備基本計画（素案） 
 
 

明石市 市民生活局 環境室 資源循環課 

新ごみ処理施設建設準備担当 
 

〒674-0053 明石市大久保町松陰 1131 

 
電話 078-918-5788 
FAX  078-918-5787 

 

 

 


